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令 和 ３ 年 1 1 月 2 5 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開会

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）21番 外 山 衛 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

公 安 委 員 長 島 津 久 友

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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開 会◎

これより令和３年11月定例会○中野一則議長

を開会いたします。

本日の会議を開きます。

議席の一部変更◎

この際、議席の一部を変更い○中野一則議長

たします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

新議員紹介◎

ここで、去る11月14日、宮崎○中野一則議長

市選出議員補欠選挙で当選されました、川添博

議員並びに山内佳菜子議員を御紹介いたしま

す。

まず、川添博議員、御登壇願います。

〔登壇〕 おはようございま○川添 博議員

す。議長より本会議中の貴重なお時間をいただ

きましたので、一言御挨拶申し上げます。

去る11月14日、宮崎県議会宮崎市選挙区補欠

選挙におきまして当選させていただきました、

川添博でございます。県民の皆様方の付託に応

えられるよう、県政の場で誠心誠意努力してま

いります。

議員の皆様方、県執行部の皆様方、御指導い

ただきますよう、また今後ともよろしくお願い

申し上げます。（拍手）〔降壇〕

次は、山内佳菜子議員、御登○中野一則議長

壇願います。

〔登壇〕 おはようございま○山内佳菜子議員

す。山内佳菜子と申します。県民の皆様ととも

に悩み、考え、少しずつでも前へ向かう、そう

いう議員になるために精いっぱい精進してまい

りたいと思っております。

政党を超えて、立場を超えて皆様の御指導、

御鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、右松隆央○中野一則議長

議員、図師博規議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○中野一則議長

題といたします。

本定例会の会期日程に係る議会運営委員長の

審査結果報告を求めます。議会運営委員会、右

松隆央委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○右松隆央議員

去る11月19日及び本日の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました、令和３年11月定例

会の会期日程等について協議いたしました。

本定例会に提案されます知事提出議案は合

計19件、その内訳は、補正予算２件、条例８

件、予算・条例以外９件であります。このほか

１件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から12

月13日までの19日間とすることに決定いたしま

した。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

まず、本日、知事提出議案の上程となります

が、提案されます議案のうち、給与改定関連の

議案２件につきましては、他の議案に先立ち、

総務政策常任委員会で審査していただき、一般

質問初日、11月30日の本会議で採決を行いま

令和３年11月25日(木)

- 4 -



令和３年11月25日(木)

す。

一般質問は、11月30日から５日間の日程で行

います。

一般質問終了後、人事案件を採決し、その他

の議案・請願については、所管常任委員会への

付託を行います。

12月７日から２日間の日程で各常任委員会を

開催し、13日の本会議で、付託された議案・請

願の審査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会については、日程表に記載のとおり

であります。

議員各位におかれましては、円滑かつ充実し

た議会運営に特段の御協力をいただきますよう

お願いいたします。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○中野一則議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○中野一則議長

す。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員

長の報告のとおり、本日から12月13日までの19

日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりといたします。〔巻末参照〕

常任委員会委員及び特別委員会委員の◎

選任

次に、常任委員会委員及び特○中野一則議長

別委員会委員の選任の件を議題といたします。

選任の方法は、委員会条例第６条第１項の規

定により、議長から指名いたします。

川添博議員を環境農林水産常任委員会委員及

び新型コロナウイルス等感染症対策特別委員会

委員に、山内佳菜子議員を厚生常任委員会委員

及び新型コロナウイルス等感染症対策特別委員

会委員に、それぞれ指名することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように指名いたします。

議案第１号から第19号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○中野一則議長

り、知事から、議案第１号から第19号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします｡〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○中野一則議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和３年11月県議会定例会の開会に当

たり、ただいま提案いたしました議案の御説明

に先立ち、３点御報告を申し上げます。

１点目は、「第35回国民文化祭・みやざ

き2020、第20回全国障害者芸術・文化祭みやざ

き大会」についてであります。

本大会は、新型コロナウイルス感染症の影響

により１年の延期を余儀なくされましたが、７

月３日から10月17日までの107日間にわたり、

「山の幸 海の幸 いざ神話の源流へ」の大会

キャッチフレーズの下、感染防止対策を徹底し

て開催することができました。
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７月３日、天皇・皇后両陛下にオンラインで

の御臨席を賜り、開会式を挙行しました。天皇

陛下から、「文化芸術の持つ力により、人々の

心に安らぎを与え、困難な状況を乗り越えてい

くためのエネルギーを生み出す場として、大き

な役割を果たすことを期待しております」との

激励のお言葉を賜りました。深く感謝申し上げ

ます。

大会期間中、残念ながら中止に至った事業も

ありましたが、県内全ての市町村において、地

域色にあふれた様々な分野のイベントを開催

し、私たちが誇る宮崎の文化を見詰め直すとと

もに、県内外に力強く発信することができたも

のと考えております。

大会関係者の皆様、そして県議会をはじめと

する県民の皆様に多大なる御協力と御支援をい

ただき、心より感謝申し上げます。

今回、オンラインを活用した文化・芸術の催

しが実施されるなど、今後につながる新たな取

組も実施され、参加者の皆様からは、音楽や美

術などに触れる機会があることの喜びの声を、

また、出演者の皆様からも、「コロナ禍」にあ

りながらプログラムを開催できたことへの感謝

の声、そして表現できることの喜びの声を伺っ

ており、国文祭・芸文祭を通じて、改めて文化

芸術の持つ大きな力を感じたところでありま

す。

今後とも、県内各地に根差す文化・芸術を

しっかりと継承し、大会の成果を本県の魅力あ

る地域づくりや、共生社会の実現につなげてま

いります。

２点目は、宮崎カーフェリー新船の進水式及

びＪＲ日南線の早期復旧についてであります。

去る10月20日、広島県尾道市因島におきまし

て、宮崎カーフェリーの１隻目の新船である

「フェリーたかちほ」の進水式が行われまし

た。

中野議長をはじめ、県内の経済界、また神戸

市からも多くの来賓に御出席いただき、新しい

船の誕生を祝い、航海の安全を祈願しました。

この新船「フェリーたかちほ」は、来年の４

月15日に就航する予定であります。

宮崎カーフェリーは、現在、旅行客の減少に

加え、世界的な原油価格の高騰などにより、非

常に厳しい経営状況に置かれていますが、県外

からの観光客の呼び込みや農畜産物などの物流

といった面で、本県と都市部を結ぶ極めて重要

な役割を担っております。「本県経済の生命

線」である当航路を安定的に維持していくた

め、文字どおり「県民フェリー」として、引き

続き、オール宮崎の体制で力を合わせて支援し

てまいります。

次に、ＪＲ日南線の早期復旧についてであり

ます。

９月16日の台風14号による大雨被害により、

宮崎市内海において土砂災害が発生し、ＪＲ日

南線は、現在も青島－志布志駅間での運転見合

せが続いております。この災害により通行止め

となっていた国道220号については、10月下旬か

ら全面交通開放となっており、早期復旧に向け

た国土交通省宮崎河川国道事務所の御尽力に心

から感謝申し上げます。

ＪＲ日南線につきまして、県としましては、

一刻も早く沿線住民や利用者の皆様の不安や負

担が解消されるよう、沿線自治体と連携しなが

ら、早期の全線復旧について、国土交通省及び

ＪＲ九州に対して要望を行ってきたところであ

ります。10月26日には、中野議長とともにＪＲ

九州本社に出向き、早期の全線復旧について要

望を行いました。
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そして、翌27日、ＪＲ九州において、日南線

について「年末までに運転再開を目指す」との

発表がなされたところであります。現在、代替

交通手段としてバス輸送が実施されております

が、引き続き、一日も早い全線での運転再開を

強く求めてまいります。

３点目は、本県の新型コロナウイルス感染症

対策の状況についてであります。

第５波につきましては、本県に初めて適用さ

れた「まん延防止等重点措置」が９月末をもっ

て解除され、県独自の警報レベルも、10月１日

に緊急事態宣言（レベル４）から感染拡大緊急

警報（レベル３）へ移行しました。その後

も、10月20日から36日間、感染者ゼロの日が続

くなど、県内の感染状況は鎮静化しておりま

す。

改めて、６月21日から10月10日までの第５波

を振り返りますと、感染力の極めて強いデルタ

株の影響により、この間の総感染者数は、第１

波から第４波までの累計の総感染者数と同等の

人数に上り、全療養者数、クラスター発生件数

などが、それぞれ従来の最大値の約２倍となる

など、多くの指標が過去最大となりました。ま

た、第５波においては、県内で14名の方がお亡

くなりになりました。お亡くなりになった方々

に対し、県民を代表して哀悼の誠をささげます

とともに、御遺族の皆様に心よりお悔やみを申

し上げます。

第５波の特徴として、致死率や重傷者率など

は従来よりも低い数値となっており、これは、

重症化リスクが高いとされてきた高齢者のワク

チン接種が進展し、感染が減少したことが要因

と考えられます。

また、本県の感染者数は、全体を通して全国

よりも低い水準となっておりますが、これは、

県独自の緊急事態宣言の発令などの強い対策を

早期に講じ、県民の皆様に行動要請等にしっか

りと応じていただいたこと、県内の医療従事者

等に献身的な対応をいただいていること等によ

るものと考えており、県民の皆様の御理解と御

協力に深く感謝申し上げます。

ワクチン接種につきましては、市町村や医療

関係者等の御尽力に加え、県としても、若者ワ

クチン接種センターの開設や啓発活動に取り組

んでおりますが、11月半ばの時点で、12歳以上

の接種対象者に対して１回目の接種を終えた方

が85％を超えており、２回目を終えた方もほ

ぼ85％に達していることから、接種を希望され

る県民の皆様にはおおむね完了できたものと考

えております。

今後とも、市町村等と連携しながら、接種率

のさらなる向上に必要な取組を進めるととも

に、現在検討されている追加接種に向けた接種

体制の構築を図ってまいります。

現在、新型コロナをめぐる対策の状況は、大

きく変化しております。ワクチン接種の進展や

新たな治療薬の開発等により、重症化リスクが

低減するなど、一定の感染規模であれば、一般

医療との両立を図りながら、安定的な医療提供

が可能となります。

このような状況の中、先般、国において、

「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組

の全体像」等が示され、それを踏まえた国の基

本的対処方針の改定が行われました。これを受

け、本県でも県の対応方針を見直すこととして

おります。具体的には、感染状況に応じた警報

発令については、医療逼迫の状況をより重視す

るとともに、行動要請等については、ワクチン

・検査パッケージ等の国の方針を踏まえ緩和す

ることとしております。昨日、県新型コロナ感
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染症対策協議会において専門家の意見をいただ

いたところであり、本日の県対策本部会議にお

いて、正式に決定することとしております。

国内では感染が鎮静化しておりますが、欧州

をはじめとして、国外において再び感染が拡大

するなど、我が国に、そして本県にも第６波が

いつやってくるのか予断を許しません。ワクチ

ン接種が一定程度進んでいる国においても感染

が拡大している状況を踏まえますと、これまで

の知見を超えるような最悪の事態をも想定し、

備えておくことが極めて重要であると考えてお

ります。

第６波に向けては、新たな対応方針ととも

に、医療機関、宿泊療養施設、自宅を含めた総

合的な医療提供体制の強化や、追加接種を含め

たワクチン接種を積極的に推進し、日常生活と

社会経済活動の維持を図ってまいります。県議

会をはじめとする県民の皆様の一層の御理解と

御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計で53億6,865万1,000円で

あります。この結果、一般会計の予算規模

は6,847億3,704万9,000円となります。今回の補

正予算による一般会計の歳入財源は、国庫支出

金36億8,893万7,000円、繰入金３億5,521

万4,000円、県債13億2,450万円であります。

以下、一般会計補正予算案に計上いたしまし

た主な事業について御説明いたします。

まず、新型コロナ対策につきましては、補正

予算として25億円余を計上しており、今年度の

新型コロナ対策の全体予算としましては、総額

約640億円の規模となります。

新型コロナ対策として、生活資金を必要とす

る方に対する特例貸付けに必要な原資を措置す

るとともに、介護サービス等を継続的に提供す

るために介護事業所等が実施する感染防止対策

を支援します。

また、「春季プロスポーツキャンプ受入強化

事業」として、プロ野球やＪリーグによる春季

キャンプにおける有観客での実施を見据えた感

染症対策や、観光客の県内周遊促進を支援しま

す。

なお、国において、第６波への備えを含めた

「新たな経済対策」が取りまとめられ、年内に

も国の補正予算に係る国会審議が行われる見込

みでありますが、今後の国の動向をよく見極め

ながら、県における対応をしっかりと検討して

まいります。

新型コロナ対策以外の主な事業としまして、

宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」を新たに建造

する経費を措置するとともに、補助公共・交付

金事業として、先ほど申し上げました宮崎市内

海の土砂崩れなどの復旧工事を行い、早期の復

旧に取り組むことにより、国等と連携しなが

ら、県としての役割をしっかりと果たしてまい

ります。

最後に、港湾整備事業特別会計における債務

負担行為の設定であります。宮崎港マリーナ施

設の指定管理に伴う管理・運営費について、債

務負担行為を設定するものであります。

補正予算の概要については、以上でありま

す。

それでは次に、予算以外の議案について御説

明いたします。

議案第３号「宮崎県税条例等の一部を改正す

る条例」は、地方税法の改正に伴い、関係規定

の改正を行うものであります。

議案第４号「使用料及び手数料徴収条例の一
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部を改正する条例」は、長期優良住宅の普及の

促進に関する法律等の改正に伴い、関係する手

数料の改定等を行うものであります。

議案第５号「警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」は、銃砲刀剣類所

持等取締法の改正と併せて、地方公共団体の手

数料の標準に関する政令が改正されたことに伴

い、関係する手数料の改定等を行うものであり

ます。

議案第６号「宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例」は、県立宮崎

病院の改築に伴い、病室使用料の上限額等につ

いて改正を行うものであります。

議案第７号「移動等円滑化のために必要な県

道の構造に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例」は、移動等円滑化のために必要な

道路の構造に関する基準を定める省令の改正に

伴い、関係規定の改正を行うものであります。

議案第８号「宮崎県高齢者、障がい者等の移

動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例」は、国

家公安委員会規則の改正に伴い、関係規定の改

正を行うものであります。

議案第９号から第11号は、新宮崎県陸上競技

場建設に係る工事の請負契約の締結について、

議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定

により、議会の議決に付するものであります。

議案第12号「訴えの提起について」は、県有

地に設定された抵当権の抹消登記手続を求める

訴えを提起することについて、地方自治法の規

定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第13号「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」は、宮崎港マリーナ施設等の指定管理

者を指定することについて、地方自治法の規定

により、議会の議決に付するものであります。

議案第14号「当せん金付証票の発売につい

て」は、令和４年度の全国自治宝くじ及び西日

本宝くじの本県発売金額を定めることについ

て、当せん金付証票法の規定により、議会の議

決に付するものであります。

議案第15号「宮崎県公共施設等総合管理計画

の変更について」は、当該計画の変更につい

て、宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等に

関する条例の規定により、議会の議決に付する

ものであります。

議案第16号は、教育委員会委員松田聖氏が令

和３年12月23日をもって任期満了となりますの

で、その後任委員として、栁和枝氏を任命いた

したく、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の規定により、議会の同意を求めるもので

あります。

議案第17号は、収用委員会委員上村哲生氏が

令和３年12月28日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として、同じく上村哲生氏

を任命いたしたく、土地収用法の規定により、

議会の同意を求めるものであります。

議案第18号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」は、令和３年の人事委員会

勧告等を踏まえ、一般職の職員の期末手当を改

定するものであります。

議案第19号「知事等の給与及び旅費に関する

条例等の一部を改正する条例」は、一般職の改

定状況等を踏まえ、特別職の期末手当を改定す

るものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○中野一則議長
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議案第18号及び第19号委員会付託◎

ただいま提案されました議案○中野一則議長

のうち、議案第18号及び第19号の両案に対する

質疑の通告はありません。

両案については、お手元に配付の付託表のと

おり、総務政策常任委員会に付託いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日26日から29日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、30日午前10時から、一般質問

及び、先ほど付託いたしました議案についての

常任委員長の審査結果報告から採決までであり

ます。

本日はこれで散会いたします。

午前10時26分散会

令和３年11月25日(木)
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令 和 ３ 年 1 1 月 3 0 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）21番 外 山 衛 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○中野一則議長

す。

本日の日程は、一般質問並びに議案第18号及

び第19号についての常任委員長の審査結果報告

から採決までであります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の一

般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○前屋敷恵美議員

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。今議会一般質問の最初に立たせていただ

きます。通告に従い、順次質問をさせていただ

きます。

早速質問に入りたいと思います。まずは、知

事にお伺いしたいと思います。

現在、本県ではコロナ感染ゼロの状況が１か

月を超えて更新され、落ち着きを見せていま

す。このまま収束を願うばかりですが、世界で

は過去最高の感染者数が見られる国があり、ま

た新たな変異株オミクロン株が見つかるなど、

楽観視できない状況でもあります。

こうした中で先日、県教育委員会が、県立学

校における生理用品の配備についての方針を発

表されたことは、大変前向きな待望のニュース

として、いろんな方から歓迎のお声を聞いたと

ころでもございます。

生理の貧困の問題もコロナ禍の中で浮かび上

がった問題でしたが、単なる経済的理由にとど

めず、人類が生きていく上での生理的課題とし

てしっかり受け止め、施策に生かし、取組を広

げることだというふうに思います。

そもそも、新型コロナウイルスの発生がどう

して起こったのかも含め、環境破壊の問題、医

療体制、公衆衛生の要である保健所機能の抜本

強化まで、実に様々な問題が浮き彫りになった

と思います。コロナ禍で浮き彫りになったこう

した問題をどう認識し、今後の政治課題とする

のか、知事の御見解を伺いたいと思います。

あとは質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

新型コロナの第５波では、感染力の極めて強

いデルタ株の影響で、全国的にもこれまで経験

したことのない感染爆発に襲われ、御指摘のと

おり、本県の地域医療体制の脆弱性が改めて明

らかになったほか、本県のみならず全国的にも

デジタル対応の遅れや非正規雇用の問題など、

様々な課題が顕在化しました。

また、度重なる外出自粛などで直接会って話

す機会が減ることにより、コミュニティー活動

の停滞や孤独、孤立の問題が生じており、人と

人とのつながりをどう回復していくのかという

点も大変重要な課題であると認識をしておりま

す。

引き続き、県民の生命や財産を守るため、弱

い立場にある方々にもしっかりと寄り添いなが

ら、今後のコロナ対策に万全を期すとともに、

顕在化したこれらの課題にもしっかりと対応で

きるよう、全力で取り組んでまいります。以上

であります。〔降壇〕

もう一点、お聞かせいただ○前屋敷恵美議員

きたいと思います。

岸田内閣の掲げる「新しい資本主義」に対す

る知事の御所感を聞かせていただきたいと思い

ます。

新しい資本主義は、イ○知事（河野俊嗣君）

令和３年11月30日(火)
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令和３年11月30日(火)

ノベーションの創出などによりまして、中長期

的な経済成長を促進しつつ、人材への投資や分

配による格差の是正も図りながら、成長と分配

の好循環を実現し、持続可能な資本主義を構築

していく考え方であると理解をしております。

先般、公表された国の新たな経済対策におき

ましても、デジタル化やクリーンエネルギーの

推進などによる成長戦略と、賃上げや働き方改

革の推進などから成る分配戦略が掲げられ、そ

の実現の方向性が示されたところであります。

新しい資本主義の実現には、国、地方、民間

企業や教育など、それぞれの立場において役割

を果たしていくことが求められておりまして、

県といたしましても、経済の持続可能性や人づ

くりを重視する視点を大切にしながら、今後の

県づくりに取り組んでまいります。以上であり

ます。

岸田内閣は資本主義そのも○前屋敷恵美議員

のを問題にするかのように、新しい資本主義を

掲げて「新しい資本主義実現会議」を発足さ

せ、緊急提言なるものを発表いたしました。

提言は、当面、岸田内閣が最優先で取り組む

べき施策を整理したもので、安倍・菅政治の延

長線上に、特定大企業の応援や財界本位、個人

情報提供のデジタル化、原発再稼働と石炭火力

発電の増設などを一層推し進め、中小企業淘汰

や軍事優先などが盛り込まれる内容になってい

ます。

「成長と分配の好循環」を掲げるものの、正

規雇用に対する男女賃金格差解消は棚上げさ

れ、非正規の待遇改善については従来の施策を

ほぼ踏襲。格差是正には踏み込まず、賃上げ企

業への法人税控除は黒字企業にしか恩恵がな

く、結局、分配はなしです。賃上げ、分配を言

うのならば、労働者の生活が成り立つものにす

ることこそ目標にして、分配そのもののゆがみ

を正すことでなければならないというふうに思

います。

ほかにも、社会保障の改悪問題、教育に係る

問題、労働者派遣法の改悪、規制緩和問題など

など、この新しい資本主義緊急提言は、安倍政

権のアベノミクスを危険な方向に加速するもの

で、弱肉強食の新自由主義の継続、強化にほか

ならないというふうに思います。国民の暮らし

を立て直すものでないことは明らかです。

こうした点を指摘しながら、次に移りたいと

思います。

次は、コロナ感染影響の解消、そしてまた第

６波への対策について伺いたいと思います。

第５波の感染者は3,070人。８月中旬以降は連

日、100数十人の感染者が発表され、日常生活を

震撼させました。患者の皆さんの苦しみはもと

より、県民の暮らしも大きく制約を受けるもの

となりました。現在、感染者ゼロが１か月を超

え、落ち着きを見せていますが、南アフリカな

どで新たな変異株「オミクロン株」が確認さ

れ、これまでのデルタ株などより感染力が強い

とされ、アメリカをはじめ渡航制限も相次ぎ、

日本でも30日、今日午前零時から外国人の入国

制限が決定されています。医療検査体制の確立

を、感染者の少ない今こそ、一気に進めていく

必要があります。

そこで、第６波に備える重点対策を福祉保健

部長に伺いますが、まずワクチン接種について

３回目接種の計画と見通しをお聞かせくださ

い。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

ワクチンの追加接種につきましては、２回目接

種完了から原則８か月以上経過した18歳以上の

方を対象に実施されることになります。
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先行して、２回目接種が完了した医療従事者

が12月から、続いて高齢者が来年１月から行わ

れる計画となっており、その他の方々について

は、おおむね３月から開始される見通しであり

ます。

県におきましては、ウェブでの担当者会議を

行うなど、市町村と一緒になって、追加接種に

向けたさらなる体制構築を進めているところで

あります。

今後、必要なワクチンの確保をするととも

に、市町村への支援等を行いながら、追加接種

に関する効果や安全性に関する情報発信など、

できるだけ多くの方に追加接種をしていただけ

るよう、必要な取組を着実に進めてまいりま

す。

次に、ＰＣＲ検査について○前屋敷恵美議員

伺いたいと思います。

ワクチン接種とＰＣＲ検査は同時並行で行う

ことが重要だと、これまでも私は言ってまいり

ました。特に高齢者施設、障がい者施設、医療

機関など感染リスクの高いところには、感染状

況に応じて定期的にスクリーニング検査を行う

ことが必要であるというふうに思います。県の

取組についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

県では、地○福祉保健部長（重黒木 清君）

域での感染拡大の端緒が見られた場合などに

は、重症化のリスクが高い高齢者施設等におき

まして、無症状者も含む施設職員を対象とした

一斉検査を行っております。

第５波におきましては、まん延防止等重点措

置の適用を受け、高齢者施設等への感染の拡大

を防ぐため、重点措置区域に指定した宮崎市、

日向市及び門川町の高齢者施設、障がい者施設

の計314施設で一斉検査を行いました。

このような取組を通じまして、重症化のリス

クが高い高齢者施設等における感染者の早期発

見に努め、施設内での感染拡大を防止すること

としております。

これまでも検査を行ってき○前屋敷恵美議員

たという御報告でもありましたけれども、定期

的な検査をしていくということも大事でありま

して、早期に感染者を発見するという点では、

どうしてもこの検査体制を強化していく必要が

あるというふうに思います。ぜひ今、新型のウ

イルスなどの問題も浮上してまいりましたの

で、感染状況に応じてというか、早めに検査体

制を強化する、そういう方向で進めていただき

たいと思います。

また次は、検査を希望する人が無料でＰＣＲ

検査、または抗原定量検査を受けられる仕組み

をつくっていくということがとりわけ重要であ

ると思いますが、県の取組をお聞かせくださ

い。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

のＰＣＲ検査は、特に症状がない中で検査を希

望する方につきましては、原則自己負担で検査

を受けていただくことになっております。

このような原則の下、県では、これまで県外

からの感染持込みにより感染が拡大してきた経

緯も踏まえ、県境往来に係る水際対策の実効性

を高め、安全安心な県民生活や経済活動の支援

を行うため、県境往来者や感染不安を感じる方

などが無料や低額で検査を受けられる取組を

行っております。

さらに、国の新たな方針により、今後、感染

拡大の傾向が見られる場合において、知事が法

に基づき、不安に感じる無症状者は検査を受け

る、こういったことを県民に要請した場合に

は、希望者につきましては無料でＰＣＲ検査や
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抗原検査を受けられることになりますので、現

在、必要な検討を行っているところでありま

す。

ぜひ、そういった方向で進○前屋敷恵美議員

めていただきたいと思います。他県でも、期間

限定ではありますけれども、希望する県民に

は、無料でＰＣＲ検査または抗原定量検査など

が行われているところもありますので、ぜひ積

極的な取組にしていっていただきたいと思いま

す。

次に、ワクチンと検査での陰性証明で社会経

済活動を回すとする政府のワクチン・検査パッ

ケージについてどのように考えておられるか、

伺いたいと思います。

ワクチン・○福祉保健部長（重黒木 清君）

検査パッケージは、緊急事態宣言下等において

も、感染リスクを低減させることにより、飲食

やイベント、人の移動等における行動制限の緩

和を可能にするため導入されるものです。

例えば飲食については、第三者認証制度によ

る認証飲食店が、あらかじめパッケージの適用

を県に登録することで、感染拡大時に当該飲食

店が、利用者のワクチン接種歴またはＰＣＲ検

査等の陰性結果を確認することにより、人数制

限等が緩和されることとなります。

ワクチン・検査パッケージ等の利用により感

染リスクは低減されますが、利用する場所で

は、引き続き基本的な感染防止対策の徹底が必

要であるというふうに考えております。

県といたしましては、県民への感染防止対策

のお願いと、この活用などにより、日常生活や

社会生活における感染リスクを引き下げなが

ら、本県の社会経済活動を回していくことが重

要であろうと考えております。

徐々に経済の活性化を進め○前屋敷恵美議員

るためにも、必要なことであるかもしれませ

ん。しかし、ワクチン接種をされた方も時間が

たてば、感染リスクも、また感染させるリスク

も出てきます。ワクチン接種をしていることが

感染していないということを意味する、証明す

るものではありませんから、やはり検査を重視

していく。この両方を追求していく必要がある

というふうに思いますので、ぜひ、その点を徹

底してほしいと思います。

次に、入院病床確保について伺いたいと思い

ます。

第５波では、医療の逼迫、崩壊を防ぐためと

して、感染者の原則自宅療養が打ち出されまし

た。全国では、自宅療養者が自宅死、孤独死を

する事例が多数報告されてきました。

本県における第５波の患者の入院・療養状況

についてお聞かせください。福祉保健部長、お

願いします。

本県におけ○福祉保健部長（重黒木 清君）

る第５波では、感染力の極めて強いデルタ株の

影響により、これまで以上に多くの方々が感染

したところでございます。１日当たりの最大の

数としましては、新規感染者数が158人、入院患

者数が155人、宿泊療養者数が194人、自宅療養

者数が800人であり、いずれも第４波までを上回

り、過去最多となっております。

再びこうした状況をつくら○前屋敷恵美議員

ないためにも、徹底して対策を打っていくこと

が必要だというふうに思います。

確保病床数も、また宿泊療養室数もさらに増

やして、自宅の療養者をなくして必要な医療が

しっかりと受けられる、そういう体制を整える

ことが何より大事です。当然、医療スタッフを

増やすことは不可欠だというふうに思っており

ます。
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県の医療体制強化の取組を伺いたいと思いま

す。

医療提供が○福祉保健部長（重黒木 清君）

脆弱な本県におきまして、患者が病状や状況に

応じて必要な医療を受けることができるよう、

医療機関、宿泊施設、自宅を含めた総合的な医

療提供体制の確保が重要であると考えておりま

す。

このため県では、新型コロナの入院病床につ

きましては、医療機関の御理解と御協力の下、

９月１日時点から32床増やして、現在339床を確

保したところであり、宿泊療養施設について

も、県内５施設で450室を確保しております。

また、重症化を防ぐため、抗体カクテル療法

を実施できる体制を整備するとともに、自宅療

養者が安心して療養できるよう、訪問看護ス

テーションの看護師による健康観察や医師の電

話等による診療体制を構築し、症状悪化時の外

来診療受入れ医療機関の確保などにも取り組ん

でいるところであります。

ぜひ、この感染が落ち着い○前屋敷恵美議員

ている今こそ、先ほども言いましたけれども、

しっかりその体制をつくっていくことだという

ふうに思います。

さきの国会で、政府は高齢者の医療費２倍化

法、それと病床削減法を強行いたしました。爆

発的なコロナ感染拡大の中で、医療崩壊でまと

もな医療も受けられず命が失われた。この現実

が深刻に受け止められていない、反省がないと

言わなければならないと思います。

今現在、進められております宮崎県の第７次

医療計画見直しですけれども、極めて限定的な

内容のようですが、新型コロナウイルス感染症

への対応をどのように反映させていくのか。こ

れは大変重要なことだと思います。見直しに生

かすことだというふうに思いますが、福祉保健

部長、その中身についてもお聞かせください。

本年５月の○福祉保健部長（重黒木 清君）

医療法改正によりまして、第８次の医療計画か

ら、「新興感染症等の感染拡大時における医

療」に関する事項が追加されることになったこ

とを踏まえ、今回の７次計画の中間見直しに当

たりましては、県独自の対応として、「新型コ

ロナウイルス感染症対策」に関する項目を新た

に設定することとしております。

具体的には、これまでの新型コロナへの対応

や課題を整理し、今後必要となる新型コロナに

関する普及啓発をはじめ、検査体制や医療提供

体制の強化、ワクチン接種業務の推進など、施

策の方向性を記載することとしております。

この医療計画の中で、何よ○前屋敷恵美議員

り私は、今回、このコロナ感染で体験した医療

―の現実を教訓として、地域医療構想による

今、進められようとしておりますけれども、ま

た政府もそれを握って手放しませんけれども

病床削減、これは絶対にやめるべきだとい―

うふうに思います。このことを強く求めておき

たいと思います。

次に移ります。コロナ禍における子供たちの

状況について伺ってまいります。

文部科学省の調査によると、2020年度にコロ

ナ感染回避のために30日以上登校しなかった小

学生は１万4,238人、中学生は6,667人、高校生

は9,382人と、３万人を超すことが分かりまし

た。また、不登校が理由で小中学校を30日以上

休んだ児童生徒は19万6,127人と、前年度か

ら8.2％増で、過去最多となっております。ま

た、小・中・高校から報告のあった自殺者の数

は415人となっております。子供たちにとってコ

ロナ感染の影響がどれほど大きかったかを物語
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るものだというふうに思います。

宮崎県の現状はどうでしょうか。教育長、お

聞かせいただきたいと思います。

令和２年度におけ○教育長（黒木淳一郎君）

る本県の状況についてお答えいたします。

新型コロナウイルス感染回避のために30日以

上登校しなかった国公私立の児童生徒数は、小

学生69人、中学生22人、高校生26人となってお

ります。なお、不登校で小中学校を30日以上休

んだ国公私立の児童生徒数は1,556人となってお

ります。本県公立学校において自殺した人数は

３人でございます。

こうした県内の学校での状○前屋敷恵美議員

況をどのように捉え、また、これにどう対応し

ておられるのか、お聞かせください。

新型コロナウイル○教育長（黒木淳一郎君）

ス感染症の影響により、学校や家庭生活に変化

が生じたことがきっかけとなり、生活リズムの

乱れや、先を見通せないことに対する不安な

ど、これまで経験したことのない悩みを抱える

ことになった子供たちもいたのではないかと捉

えております。

そのため、県教育委員会では、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーの増員

に加え、ＬＩＮＥを活用した相談窓口を整備す

るなど、教育相談体制の整備、充実に努めてい

るところであります。

ぜひ、そうした子供たちに○前屋敷恵美議員

寄り添った施策を進めていただきたいと思いま

す。

また今、コロナ感染による後遺症が全国的に

も問題になっております。子供たちにも、脈が

速くなったり、下痢をしたりというような症状

が見られるということが報道されておりますけ

れども、県内の学校において、こうした状況は

見られないのか。また、学校の対応も含めてお

聞かせください。

先ほど述べました○教育長（黒木淳一郎君）

生活リズムの乱れに加え、体を動かす機会の減

少や友達と密に遊ぶことができないなど、様々

な制限が長期化していることで、少なからず児

童生徒の体調に影響を及ぼしているのではない

かと考えております。

各学校におきましては、毎朝の体温確認や気

になる児童生徒への声かけ、見届けなど、教職

員によるきめ細かな健康観察や、家庭との連携

による心身の不調の早期発見に努めているとこ

ろであります。

今後も市町村教育委員会や県立学校と連携

し、これまでの取組等に加え、予防的な対応や

組織的な取組をより細やかに行い、児童生徒の

心身の健康が保たれるよう取り組んでまいりま

す。

ぜひ、よろしくお願いしま○前屋敷恵美議員

す。

では次に、ＧＩＧＡスクール構想について伺

います。

小中学生に１人１台のタブレット端末を配

備、高校生は３人に１台の端末の配備というア

ンバランスな状況ではありますが、教育のＩＣ

Ｔ化が始まりました。そもそもＧＩＧＡスクー

ル構想は、政府のＳｏｃⅰｅｔｙ 5.0構想とい

う国家戦略を前提にするもので、長期の経済低

迷の打開を図るため打ち出され、その実現のた

めの人材育成と、公教育の市場開放という狙い

も込められているものです。

だからといって、教育の場でＩＣＴ活用を否

定するものではありませんが、コロナ禍で前倒

しされて始まったＧＩＧＡスクール構想が、家

庭でのオンライン学習支援も含め、生徒一人一
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人が十分理解しながら学習が進んでいるのか。

子供たちは興味関心を持って習得が早いと思い

ますが、得手不得手で個人差が出てきます。学

びが、能力主義に基づいて、個別適正化の名の

下に格差が生じてくるのではないかなど、様々

に危惧されるものです。

そこで、現在のタブレット活用状況、授業の

状況などを教育長、お聞かせください。

タブレット端末の○教育長（黒木淳一郎君）

授業での活用状況につきましては、例えば小中

学校では、カメラ機能を使って観察記録を短時

間で作成したり、端末に書き込んだ自分の考え

をモニターに映して、効率的に発表したりする

などの活用が見られております。

また、高校の授業では、衛星画像を用いてハ

ザードマップを作成したり、他校とオンライン

でつないで課題研究の発表会を実施するなど、

協働的な学びを促進するための活用も図られて

おります。

ＩＣＴを活用した授業に対して子供たちから

は、「これまでより分かりやすい」「早くでき

る」「多くの友達の考えを画面上で見ることが

できる」など、ＩＣＴを活用することに対する

肯定的な声が多く聞かれているところでありま

す。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

今、このタブレットを使った教育そのもの

の、いろんな効果もメリットもあるということ

は私も承知をするところです。しかし、タブ

レット授業を進める中で新たな問題は起きてい

ないか、気になるところでございます。先生方

の新たな負担、家庭への持ち帰りによる家庭の

負担、子供たちの使用時間の問題などなどで

す。

そうした中で、先生方や子供たち、保護者の

皆さんの意見などをくみ上げるシステムができ

ているのか。そうした対応についても、現状を

お聞かせください。

タブレット端末等○教育長（黒木淳一郎君）

のＩＣＴ活用につきましては、活用自体を目的

とはせず、あくまでもこれまで以上に学びを豊

かにするツールと捉え、対面授業との組合せに

よるハイブリッドな学びの充実を図ることが重

要と考えております。

しかしながら、ＩＣＴを活用して指導する能

力は教員間で差が大きく、苦手意識を持つ教員

もいることから、サポートや研修を充実させて

いくことが課題となっております。

そのため、県立学校では、全ての学校にＩＣ

Ｔ教育推進リーダーを配置し、組織的に研修を

進める体制を整えるとともに、小中学校では、

各校の担当者を対象にした研修や、県が指定し

たモデル校における授業公開等を通して、活用

法などを広げる取組を進めているところであり

ます。

様々な課題を抱えながらも○前屋敷恵美議員

授業を進めておられる、御苦労もよく分かるん

ですけれども、私は、教育のＩＣＴ化は必要な

側面も十分にあるというふうに認識していま

す。しかし、改めて学校の存在意義の認識が重

要だとも思っております。

コロナ禍の下、学校行事等の多くに制約が加

えられて、子供たちの学校生活も厳しい日々で

した。学校現場は、教える側も教えられたりす

る人間的なつながりをつくりながら、仲間と学

ぶことの楽しさ、大事さ、これをタブレットが

取って代わることはできないというふうに思い

ます。タブレットを使うことが目的なのではな

く、またタブレットに使われるのではなく、子

供の豊かな学びの可能性を広げるためのタブ
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レット活用になるように、学力の格差、経済的

格差が生じることのないように、タブレット授

業の在り方を考えていくことが重要だというふ

うに思います。これは今後ともぜひ追求をして

いただきたい。

コロナ禍を経験して、改めて学びの場である

学校の重要性・必要性をしっかり認識して、子

供たちの成長を育む場、学校がそういう場にな

るように、御努力をさらにお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。

続いて、コロナ感染症関連給付金に対する課

税について伺います。

県内の自治体でのことではないのですけれど

も、給付金などを受給した場合に申告が必要と

なるため、収入・経費が分かる書類を準備し申

告することを求める通知を出して、返答がない

場合は推計課税をするとしている自治体がある

ことが報道されました。事業者の方々から、こ

れについての心配の声が寄せられたところで

す。

もともと、国や自治体からの給付金は、固定

費の補助を目的としたもので、所得として課税

対象とすることは、制度の趣旨にも反するので

はないかと私は思うのですが、関係事業者の皆

さんからも、課税の対象から外してほしいと要

望も寄せられております。

県の考え方をお聞かせください。総務部長、

お願いします。

国税におきまして○

は、様々なコロナ関連の給付金について、国民

１人当たり10万円の特別定額給付金のように、

法令に非課税の定めがある場合や見舞金に該当

するもの等は非課税とする一方、持続化給付金

のように事業に関して支給されるものは、課税

対象として運用されております。

課税対象となる給付金は、事業収入として計

上する必要がありますが、１年間の収支が赤字

となる場合などには、税負担は生じないことと

なります。

県税における取扱いについても、税制上、国

税と連動している内容が多いことや、コロナ対

策における国や他自治体との均衡を考慮し、国

の考え方に準拠することが適切であると考えて

おります。

昨年度の厚労省の通達、事○前屋敷恵美議員

務連絡でも、持続化給付金を自立更生のために

充てる場合は収入として認定しないというよう

な通知も出されているように伺っているところ

です。

地域経済を支える中小業者の皆さん方は、今

やっとコロナの縛りから解放されつつありま

す。今後、まだなかなか先が見えないところも

あります。しかし今、しっかり支援をしていく

ことが重要なときだというふうに思います。こ

れから元気に商売を立て直し、地域経済を回す

原動力になるものです。コロナ関連給付金を地

方税算定の際の課税対象とせずに支えることが

必要かと思います。

また、国に対しても、非課税とすることを求

めることも必要だと思いますし、まずは県の事

業での給付金は非課税とすることを求めたいと

思います。ぜひ御検討いただきますよう、お願

いいたします。これにとどめます。

では、次に移ります。森林盗伐問題で伺いた

いと思います。

この森林窃盗事件、盗伐被害の解決がなかな

か図られず、被害者の救済は大変遅れておりま

す。我が党はこれまで度々、被害者の立場に

立った問題解決が図られるよう求めてまいりま

した。今回で４度目になります。知事も、「的
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確な誤伐及び盗伐対策に使命感を持って取り組

んでまいりたい」との答弁をされて、深刻に受

け止めておられるものと思ってきました。しか

しながら、なかなか解決には程遠い状況です。

私は先月、えびの市の被害者の山の調査に入

らせていただきました。現在は鹿児島県の湧水

町に住んでおられる、志水惠子さんという方で

す。御本人の知らないうちに作業道が造られ、

杉、ヒノキが約200本以上盗伐され、しかも盗伐

された跡地が耕作までされてニンニク畑と化

し、ミカンやクヌギの苗木も植栽されていまし

た。盗伐を発見したときには、伐根というそう

ですが、残されていた切り株がいつの間にか運

び出されており、証拠隠滅だと、志水さんは

憤っておられます。また、志水さんが最近立て

た立入禁止の立て看板が、早くも壊された状態

でもございました。えびの警察署にも相談に行

かれていますが、対応は極めて不可解さが残る

ものとなっています。

こうした被害に遭った山林は、ほとんどが無

届け伐採です。それ自体、違法伐採です。取締

りの対象でなければなりません。しかし、こう

した森林窃盗事件が３年という短い時効でうや

むやにされる。志水さんもそのお一人でした。

被害届の受理が圧倒的に少ない。仮に受理され

ても不起訴処分になってしまう。結局、泣き寝

入りの状態です。

あるいは、誤伐だとして、ある方は百年杉と

言われるような立派な木400～500本を、１本数

百円程度の値段で示談に応じてしまっておられ

ました。こうした実態が多発しております。

本来、届出をした伐採であれば、仮に誤伐で

あっても小範囲にとどまるはずです。しかし、

誤伐と称する被害の多くは広範囲に及んでお

り、それは誤伐とは言えません。明らかに盗伐

が目的だったと言えるというふうに思います。

被害者の皆さんは、多くが高齢だったり、地

元に居住しておられなかったりで、御自分の山

にはなかなか行けず、知らないうちに山林が伐

採されているケースがほとんどです。県外から

帰ってこられた別の被害者の方は、「親や祖先

が代々維持してきた山林の約130本が切られてい

ました。その無残な姿を目の当たりにして、悔

しくて泣きました。絶対に許せない」と、怒り

をあらわにしておられました。

森林盗伐、森林窃盗は紛れもなく犯罪です。

個人財産を奪われた方は、紛れもなく被害者で

す。県内で盗伐被害者の会が立ち上げられ、現

在134家族の方々が救済を求めておられます。被

害者の会に入っておられない方も多数おられま

す。被害者救済は、行政や警察の責任ある任務

です。遅きに失しているとはいえ、早急な対応

を求めるものです。

そこで、お聞きしたいと思います。今年10

月27日、林野庁が盗伐被害現場の調査に入り、

県内４か所で被害の状況や対応などの聞き取り

が行われたと聞いております。県も立ち会った

かと思いますが、そのときの状況や国の調査が

入ったことに対して、県はどのように受け止め

ておられるのか、環境森林部長の認識を伺いた

いと思います。

先般、国が○環境森林部長（河野譲二君）

行った調査につきましては、御質問にありまし

たように、林野庁職員が県内４か所の現地に赴

き、森林所有者等から状況の説明を受けるとと

もに、国が伐採届出制度の見直しを行うことに

ついて説明されたと聞いております。

この調査によりまして、無断伐採の抑止につ

ながる取組の検討が進められるものと考えてお

り、県としましては、国の動向も踏まえ、今後
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とも適切に対応してまいります。

国の調査が入ったというこ○前屋敷恵美議員

とを県は重く受け止めて、今後の対策を強めて

ほしいというふうに私は思います。

そこで伺いますが、多くの盗伐被害山林の伐

採届は出ていない状況だというふうに思いま

す。そうなりますと、植林・造林はなされてい

ないと思うんです。県としてはどう対処するの

か、また各自治体をどう指導しているのか、伺

いたいと思います。

森林所有者○環境森林部長（河野譲二君）

が、被害に遭った伐採跡地への再造林を要望さ

れる場合には、現地の状況を十分に確認し、植

栽や下刈り等の森林整備に対する補助事業を活

用していただくなど、できる限りの支援を行っ

てまいりたいと考えております。

また、再造林に関する相談については、県や

市町村に加え、各森林組合においても対応する

こととしており、相談しやすい体制を取ってい

るところであります。

しかし、盗伐の被害に遭わ○前屋敷恵美議員

れた方が、御自分の山であるとはいえ、また補

助制度があるとはいえ、盗まれた山に自ら植林

をしなければならない、これほど理不尽なこと

はないというふうに私は思うんですね。ここを

何とかしなければ。ですから、問題解決を急が

なきゃならないというふうに思うんです。

次に、違法木材の流通について伺いたいと思

います。

窃盗木材が証明書なしに流通していることは

明らかだというふうに私は思います。仮に証明

書があるとすれば、私は偽造が疑われるもので

はないかと思います。違法木材は国際法にも抵

触します。県としてどのような対処をされてい

るのか、伺いたいと思います。

本県の木材流○環境森林部長（河野譲二君）

通は、合法木材の証明に関する国のガイドライ

ンに基づき、原木市場、製材工場等での入荷時

に、伐採届や保安林伐採許可の通知書等を出荷

者である伐採事業者が提示することにより、そ

の合法性を受入れ側の原木市場等において確認

する仕組みとなっております。

県では、機会あるごとに関係団体等を通じ

て、伐採事業者や原木市場等に対し、違法木材

が流通しないよう、伐採届等の提示・確認の徹

底をお願いしているところであります。

今後とも、市町村や関係団体等との連携を一

層強化し、合法木材の流通促進の徹底に努めて

まいりたいと考えております。

今、流通しているのは、○前屋敷恵美議員

しっかりとした証明がある木材だけだという話

だというふうに思うんですけれども。じゃあ、

盗伐によって持ち出された窃盗木材は、どこで

どう流通しているのか。その辺のところも、

しっかりと追跡しなければならないというふう

に私は思うんです。

違法木材が流通しているということは、紛れ

もない事実だと思います。それが確認できてい

ないだけだというふうに思うわけですけれど

も。私は、こうしたことは宮崎県の杉生産量日

本一の名をおとしめることになるというふうに

思います。厳正な対処が必要だと思います。

今後の森林盗伐・森林窃盗防止に向けての県

の取組をお聞かせください。環境森林部長、お

願いします。

県では、市町○環境森林部長（河野譲二君）

村に対し、伐採届の審査の厳格化を指導すると

ともに、警察等と合同で伐採パトロールを実施

するなど、監視を強化しているところでありま

す。
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また、伐採前の境界確認が大変重要であるこ

とから、土地等の権利関係の把握や、隣接する

森林所有者を含めた現地確認の実施など、留意

事項を定めたガイドラインを遵守するよう、伐

採事業者に対し繰り返し指導しております。

これらの取組に加え、今年度から、衛星画像

を活用した伐採状況の把握に取り組んでおり、

また国においても、伐採届出制度の見直しが進

められ、伐採情報の早期把握が行えるよう、来

年４月から、新たに伐採完了の報告が義務化さ

れることになっております。

県としましては、引き続き、市町村や警察、

関係団体等と連携を図り、無断伐採の防止に努

めてまいります。

県としても、責任ある対処○前屋敷恵美議員

を今後とも追求していただきたい、このように

思います。

次に、県警本部としての対応について伺いた

いと思います。

まず、盗伐被害やその対応状況の現状につい

てお聞かせください。

森林窃盗に関す○警察本部長（佐藤隆司君）

る相談件数については、平成28年から令和２年

までの過去５年間の合計は287件、本年の件数

は、10月末現在で17件、前年同期と比べて35件

の減少となっております。

検挙件数については、過去５年間の合計は18

件、本年10月末までの数字は７件で、前年同期

と比べて３件の増加となっております。うち、

逮捕件数及び人員については、過去５年間の合

計で７件10名であります。

警察の対応につきましては、被害の相談がな

された際には、相談者の心情に配意しつつ、丁

寧な聞き取りや山林の確認を行うとともに、相

談内容に応じまして、必要な助言指導を行った

り、犯罪があると思料するときは、法と証拠に

基づいて、厳正に捜査しております。

今後とも、関係機関等と連携を図りながら、

適切に対応してまいります。

被害届の件数については、○前屋敷恵美議員

お答えがなかったんですけれども、これについ

ては出ないんでしょうか。統計がないなら、な

いというふうにお答えいただければ結構ですけ

ど。また、新たな問題としたいと思います。

森林窃盗につき○警察本部長（佐藤隆司君）

ましては、警察の統計上、刑法犯以外の特別法

犯という分類に属しており、刑法犯でいうとこ

ろの認知件数、つまり被害届の受理件数は特別

法犯では統計を取っていないので、お答えでき

ない次第であります。

統計を取っていないという○前屋敷恵美議員

こと自体、私は任務の怠慢だというふうに思う

ところであります。

また、森林窃盗についての検挙及び逮捕につ

いて、報道では明らかにしているんでしょう

か。新聞には見当たらないのでお聞きしたいと

思います。

森林窃盗で逮捕○警察本部長（佐藤隆司君）

した事件については、全て広報しております。

検挙数についてはどうです○前屋敷恵美議員

か。逮捕について今お答えがありましたけど、

検挙数については報道はしないんでしょうか。

検挙数に関して○警察本部長（佐藤隆司君）

は、お答えする範囲で先ほど申したとおりでご

ざいます。なので、ただマスコミのほうから聞

かれてお答えしたことは、今までございませ

ん。

じゃあ、マスコミのほうか○前屋敷恵美議員

ら問合せがあっても、それは答えられないとい

う範疇なんでしょうか。
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お答えできま○警察本部長（佐藤隆司君）

す。ただ、任意で送致している事件は含まれて

ございますので、任意のものについては、原則

として広報していないということでございま

す。

では、森林窃盗に対する取○前屋敷恵美議員

組について、相談受理時の適切な対応をという

ことで今、警察本部長がお答えいただきました

けれども、最初の被害の日時や場所に関する丁

寧な聞き取りを行うことをやっているという点

で、聞き取りをされた後、全ての案件に対して

現場の検証とか実施がされているんでしょう

か。その辺をお答えください。

森林窃盗に関す○警察本部長（佐藤隆司君）

る相談を受理した場合には、被害者の心情に配

意した丁寧な聞き取りを行うとともに、相談者

が現場に案内できない場合等を除いて、早期に

現場確認を行っております。

ちゃんと現場確認はされて○前屋敷恵美議員

いるということですね。

次の、相談内容に応じた必要な助言指導を

行っているという点では、その指導助言が相談

者の納得が得られるものになっているのか、調

査や捜査の進捗状況などが被害者に届いている

のか、状況をお聞かせください。

森林窃盗に関す○警察本部長（佐藤隆司君）

る相談を受理した場合には、相談内容に応じた

必要な助言、指導を行っているところですが、

捜査状況についても、相談者に適宜、連絡する

など、相談者の納得が得られるように努めてお

ります。

相談者とは十分連絡も取り○前屋敷恵美議員

ながら進めているということですね。確認をい

たしました。

では、３つ目に、法と証拠に基づいた厳正な

捜査をするということですけれども、この点に

ついては、そういう厳正な捜査をした 何件―

捜査をされているか分かりませんけれども、そ

の結果はどういうふうになっているのか、具体

的に述べていただきたいと思います。

法と証拠に基づ○警察本部長（佐藤隆司君）

いて厳正に捜査した結果、事件として検挙した

ものについては、全て検察庁に事件送致してお

ります。

では、次に行きますけれど○前屋敷恵美議員

も、被害者の方々が、被害届がなかなか受理さ

れないというふうに言われます。被害届を受理

するに至る要件とはどのようなものか伺いたい

と思います。

森林窃盗罪につ○警察本部長（佐藤隆司君）

きましては、被害日時、境界線、被害樹木の大

まかな数量及び被害額の特定などを要件として

必要な捜査を行い、犯罪による被害であること

を明らかにした上で、被害届を受理することに

なります。

受理要件を満たしているか○前屋敷恵美議員

どうかで、被害届を受理するか否かが決まると

いうわけですから、丁寧で迅速な、また十分な

調査、検分が必要なわけです。それがしっかり

徹底されれば、これが本当に被害なのか、どう

なのかということは一目瞭然なわけですから、

しっかりと被害届を受理するという方向で進め

ていただきたいと思います。

被害者の方々は、一日も早く被害届を受理し

てもらって、徹底した捜査の下に窃盗事件の解

決を図ってほしいと願っておられます。３年と

いう短い時効があるわけですから、被害者の立

場に立った早急な、また親身な対応が求められ

ているというふうに思います。

警察本部としての今後の森林盗伐・森林窃盗
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事件の解決と防止に向けての取組をお聞かせく

ださい。

警察では、県や○警察本部長（佐藤隆司君）

市町村会、森林組合連合会など７組織と平成29

年８月に協定を結び、相互の情報共有や合同パ

トロールを行うなどの連携を図っており、森林

窃盗に関する相談には適切に対応しておりま

す。

今後とも、関係機関等と連携を図りながら、

犯罪があると思料するときは、法と証拠に基づ

いて厳正に捜査してまいります。

しっかりと徹底、図ってい○前屋敷恵美議員

ただきたいと思います。

この問題の最後に、知事にお伺いしたいと思

います。

一連の森林盗伐・窃盗事件の状況を聞かれた

と思いますが、これが日本一の杉丸太生産量を

誇る宮崎県の現状でもあります。決して誇れた

ものではありません。根絶に向けた知事の姿勢

をお示しいただきたいと思います。

無断伐採は、森林所有○知事（河野俊嗣君）

者の大切な財産を奪う行為でありまして、経営

意欲が低下することで、持続的な林業経営の障

害になるとともに、真面目に取り組んでおられ

る伐採事業者の信用を失うおそれがあるなど、

重大な問題であると認識をしております。

特に本県は、伐期を迎えた森林が多く、全国

に先駆けて伐採が進んでおりまして、森林・林

業県としての強い危機感を持って、これまで市

町村や警察、関係団体等と情報の共有や伐採パ

トロールを行うとともに、森林管理署や県建設

業協会、県トラック協会など原木流通に携わる

関係機関と連携し、違法木材の流通防止等の対

策に取り組んできたところであります。

しかしながら、御指摘のように、依然として

無断伐採が疑われる事案が発生しておりますこ

とから、これを重く受け止め、伐採事業者等の

法令遵守意識を一層徹底させるため、研修会や

立入調査を実施するとともに、伐採パトロール

の強化や森林境界の明確化など、関係機関・団

体との連携を図りながら、無断伐採対策に対し

て、強い使命感を持って取り組んでまいりま

す。

私は、法治国家の下で、窃○前屋敷恵美議員

盗犯罪が温存されるようなこの事態を、このま

まにしておくことはできないというふうに思い

ます。

盗伐被害はまさに人権問題です。被害者の救

済を図るべく、全面解決に向けて、また盗伐防

止に向けて、県を挙げての取組になるよう強く

求めたいと思います。

では最後に、税金徴収の在り方における、差

押えについて伺いたいと思います。

税金の滞納処分において、県税の差押え件数

は、この３年間で、平成30年・950件、令和元年

・696件、令和２年・388件とお聞きしておりま

す。ちなみに、厚労省が調査をした昨年、令和

２年度の介護保険料滞納における差押えは、県

内で166人でありました。確かに、税金の滞納に

対して、国税徴収法などに基づいて、滞納処分

のため滞納者が使用していると見られる物品に

ついて捜索、いわゆる差押えを強制執行、自力

執行することができるとされています。また、

納税が国民、県民の義務であることはもちろん

のことです。

ここで、差押えに関する県内の事例を紹介し

たいと思いますが、「滞納者の留守宅の窓から

入ってテレビを押収。帰ってきた住人は泥棒に

入られたと思い、警察に届けて、捜査の結果、

徴収職員が差押えに入っていたことが判明し
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た」というものです。徴収に当たって、留守宅

に入っての捜索、差押えについては、法的に認

められている手段とはいえ、また滞納している

ことが問題であるとはいえ、私は道義的に許容

されるものだろうかと思うわけです。確かに徴

収に当たっては、あらゆる手だてを駆使され、

努力されたとは思います。しかし、捜索、差押

えといった強制処分を行う前に、もっと滞納者

の実情に寄り添った対応をすべきだと思います

が、県の考え方を伺います。総務部長、お願い

します。

県税における滞納○

処分につきましては、督促状を発した後も、県

税納付がない方に対しまして、まずは文書や訪

問による催告を行うとともに、収入や財産の調

査を進めることとしております。

こうした調査や本人からの聞き取りなどの結

果、生活状況が厳しく、強制的に徴収すること

が適切ではないと判断される方などにつきまし

ては、滞納処分の執行を停止する一方、悪質な

滞納者に対しましては、速やかに滞納処分に着

手しております。

滞納処分の執行に当たりましては、今後とも

滞納者の実情把握に努め、納税困難な方の置か

れた状況等に十分配慮し、納税者に寄り添った

対応をしてまいります。

私は、留守宅に侵入するな○前屋敷恵美議員

どという強引な差押えはすべきではないという

ふうに思います。少なくとも、本人立会いの下

に行うべきです。滞納徴収に当たっての改善を

強く求めて、一般質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、山内佳菜子議員。○中野一則議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○山内佳菜子議員

は。県民連合宮崎、立憲民主党の山内佳菜子で

す。先日行われた県議補選で、県議会議員とし

て働くことへお許しをいただきました。誠にあ

りがとうございました。

今回の質問は、19年の新聞記者生活を経て、

私が県議選に立候補することを表明した、僅か

２か月の間に皆様からいただいた多くの声の中

から、ほんの一部を基に構成しております。公

的な情報や支援が届かない人々を我が身を削っ

て支えてくださっている民間団体の方々、誰に

対しても優しい社会を目指して活動を続ける車

椅子ユーザーの方やＬＧＢＴの方、使命感に燃

えているからこそ自身の職域に限界を感じてい

る行政職員の方々、立場上、声を上げづらい中

で、ＳＮＳを通じて御意見を寄せてくださる

方々。ＳＤＧｓの原則であり、私が選挙戦でも

掲げた「誰一人取り残さない宮崎」とは、多様

性に富んだ、今宮崎で生きるお一人お一人の声

にしっかりと耳を傾け、届ける。そういう小さ

な積み重ねで実現できるものだと信じていま

す。

その背景や思いをお酌み取りいただき、知

事、関係部局長の皆様には、県民の皆様が希望

を見いだせる御答弁をお願いいたします。

それでは、通告に従い質問いたします。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねしま

す。本県の歴代知事の約140年の歴史を振り返り

ます。官選時代を含めると、2011年から就任し

た河野知事は、53～55代目に当たります。

財政が厳しい中で県営鉄道を建設した有吉忠

一知事、農業県としての地位を確立した黒木博

知事、６期目を務めた知事では全国最高齢だっ

た松形祐堯知事、全国の注目を集めた東国原英

夫知事も記憶に新しいところです。

そこで、知事にお伺いします。本県の歴代知

事の中で尊敬する人物についてお伺いいたしま
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す。

２問目に、知事がこれまで果たしてきた役割

と功績、今後知事に求められるリーダー像につ

いてお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わり、ほかの質問

は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、歴代知事のうち、尊敬する人物という

御質問についてであります。ただいま御指摘が

ありました有吉忠一知事は、県営鉄道の建設を

はじめ、西都原古墳群における日本初の学術的

発掘調査など、数々の業績を上げられており、

その御功績は、官選知事の中においても顕著な

ものがあると認識をしております。

昭和22年以降の公選知事では、私を含めて８

名の知事がいるわけでありますが、歴代の官選

知事、またこうした公選知事も含めて、歴代の

知事におかれましては、その時々の県政が直面

する課題に対し、それぞれの政治理念に基づ

き、持ち味を生かしながら県政の発展に尽くし

てこられたわけでありまして、ここに至るまで

の宮崎県の発展を築かれたその御功績に対し、

敬意の念を抱き、それぞれ学ぶべきところがあ

ると、そのように考えているところでありま

す。

その中でも、私にとりまして、その業績を意

識する機会の多い知事としましては、私と同じ

国家公務員の出身である松形祐堯知事でありま

す。松形知事におかれましては、その専門的知

見を踏まえ、また本県の特色を生かして、宮崎

日南海岸リゾート構想や、フォレストピア宮崎

構想の推進、新ひむかづくり運動の展開、国土

保全奨励制度の提唱など、常に将来を見据えた

施策を展開されたほか、九州沖縄サミット外相

会合の開催、さらには県立看護大学の設置、宮

崎国際音楽祭、若山牧水賞の創設など、本県の

教育、文化振興にも大きく貢献をされておりま

す。

特にフォレストピア宮崎構想につきまして

は、その取組が高千穂郷・椎葉山地域の世界農

業遺産の登録にもつながったわけでありまし

て、その感謝の思いも抱きつつ、私も松形知事

のお墓参りをいたしまして、登録の報告をさせ

ていただいた、そのことを思い出しているとこ

ろであります。

私としましては、こうした歴代知事の業績を

引き継ぎつつ、さらに県政を前進させ、よりよ

き宮崎県を築いて、将来世代に引き継いでまい

りたいとの思いを強くしております。

次に、私の役割と実績、今後求められるリー

ダー像についてであります。

私はこれまで、総務省や自治体での勤務経験

を生かし、また国とのパイプも生かしながら、

対話と協働の政治姿勢で、国、県、市町村や各

種団体が連携して取り組むことが極めて重要で

あると考え、新型コロナ対策をはじめ、オール

宮崎で力を合わせる体制を築き、口蹄疫からの

再生・復興やフードビジネスをはじめとする産

業振興、農畜水産物の輸出拡大、高速道路網の

整備、防災庁舎や県立宮崎病院の建設など、新

たな成長に向けた取組を進めてきたところであ

ります。

このコロナ禍におきまして、県民の命や暮ら

しを守るため、約２年間にわたって取り組み、

今、第５波の鎮静化に至っているところであり

ますが、引き続きコロナ禍との闘い、大変厳し

い状況に置かれております。今後、県政を担う

リーダーには、コロナ禍の一刻も早い克服と経

済の回復、そして、本格的な人口減少社会に
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あって、本県のさらなる発展に向けた明確なビ

ジョンと行動力が求められているものと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○山内佳菜子議員

県政最長６期の松形知事を尊敬されていると

のことをお伺いしました。今後、知事が何期重

責を担われるのかを注目していきたいと思って

おります。

どのようなリーダー像が求められるのか。私

は約５年前、県内の生活困窮者支援の取材で行

き詰まり、福岡県北九州市で活動を続けている

支援団体の代表の方に電話取材をさせていただ

いたことがありました。「抱樸」という団体の

理事長を務める奥田知志さんです。難しい漢字

ですが、「抱く」という漢字に、僕、私の僕の

にんべんがきへんの樸、原木という意味です。

「抱樸」とは、山から切り出された原木をその

まま抱き留めることです。「大切なのは、変

化、成長、自立、問題解決以上に受け入れるこ

とではないか。原木にはとげやささくれもあ

り、それを抱けば傷つくこともある。それで

も、血を流してでも、自分を引き受けてくれる

存在がなければ、私たちは自分の危機にも可能

性にも気づくことさえできない」という考えに

立つものです。その上で、「ひとりにしない、

断らない、解決できなくてもつながり続けるこ

と」を貫かれています。

個人は自己責任論で責められ、家族にも本来

の力以上の大きな役割が押しつけられる。金や

物をつくり出す生産性や効率性が求められる風

潮の中、孤立、自殺、貧困は常態化していま

す。新聞記者として、その厳しさ、どうしよう

もなさにもがくさなかに、「社会にはまだ、こ

れほど温かく、深く、包容する考え方、力が

あったのか」と、救われた気持ちになりまし

た。

口蹄疫、新燃岳の噴火、東日本大震災、そし

てコロナと、宮崎で暮らす私たちにとって、こ

の10年は悪い意味で想像を超え、生活や価値観

を大きく変えた出来事の連続でした。そして今

なお、多くの県民が癒えない傷を抱え、戸惑い

ながら生きています。その間、知事という重責

を担った河野知事御自身もまた、人知れず、拭

いきれないほどの血を流されているのかもしれ

ません。

知事がお考えの、今後求められるリーダー像

も伺うことができました。どうかそのリーダー

像に、県民をありのまま受け止め、つながり、

支え続けるというまなざしを添えていただきた

いと願います。

次の質問に移ります。生活困窮者支援につい

てお伺いします。

コロナ禍でますます県民の皆様の生活が苦し

くなる中、国は補正予算を組み、無利子の生活

福祉資金のコロナ特例貸付けの延長を続けてい

ます。

そこで、福祉保健部長にお伺いします。直近

の貸付状況と今議会で提出された補正予算の内

容を御説明ください。

県内の生活○福祉保健部長（重黒木 清君）

福祉資金の特例貸付けにつきましては、令和３

年11月19日時点で、約１万9,000件、85億7,000

万円余の貸付決定が行われており、月ごとの決

定額につきましては、ピーク時には約９億円と

なりましたが、最近では、変動はあるものの、

４億円程度で推移しております。

また、今議会でお願いしております生活福祉

資金貸付金の補正予算につきましては、申請期

限が８月末から11月末まで延長されたことに伴

う必要な貸付原資を計上させていただいており
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ます。

なお、先日、国が発表した新たな経済対策に

おきましては、当該貸付の申請期限が令和４年

３月末まで、さらに延長されましたので、今後

の状況を勘案しながら、適切に対応してまいり

たいと考えております。

ありがとうございます。○山内佳菜子議員

貸付決定額はピーク時の半分になっていると

のことですが、県内の支援団体からは、「生活

が苦しい方々は、目の前の仕事や生活、子育て

などに追われて、制度自体を知らない。必要な

人に必要な情報や支援が届いていない」という

指摘もあります。

県では、そのような状況を把握していらっ

しゃいますでしょうか。そのような方々へどの

ように周知を行っていくのでしょうか。

特例貸付け○福祉保健部長（重黒木 清君）

につきましては、これまでに各種支援制度をま

とめたリーフレットを活用いたしまして、県や

国の関係機関に加え、福祉だけではなく、商工

関係団体等の相談窓口において周知を図るとと

もに、ホームページ等においても必要な情報提

供を行っているところであります。

特例貸付けは、創設から１年半以上が経過

し、おおむね周知が図られているものと考えて

おりますが、情報に接する機会が少なく、特例

貸付けを御存じない方もおられますので、引き

続き、フードバンクの運営などを行う民間団体

等とも一層の連携を図りながら、制度の周知に

努めてまいります。

支援団体の皆さんと連携し○山内佳菜子議員

て、諦めず、あらゆる方策を模索していただき

たいと思います。

次に、最低限の生活を送ることは、憲法で保

障されている権利であるにもかかわらず、「生

活福祉資金も借金。心苦しいし返済も厳しい」

「かといって生活保護を受け取るのも申し訳な

い。恥ずかしい」と、公的支援を受けない、ま

たは受けられない中、歯を食いしばって１日１

日を過ごしておられる方々もいらっしゃいま

す。公的な目や手が届かない方々を、民間団体

がフードバンクや子ども食堂、戸別訪問などで

物心両面から支えているのが現状です。利用が

増え、その必要性は増す中で、団体としての運

営は非常に厳しく、我が身を削って県民を支え

ている団体もいます。

県内で困窮者支援を行っている民間団体につ

いて、県はどれくらい把握しているのでしょう

か。また、これらの民間団体とどう連携を図

り、どのような支援を行っているのかをお伺い

します。

県では毎年○福祉保健部長（重黒木 清君）

度、市町村を通じまして民間団体の調査を実施

しており、今年度は、県内で延べ124団体がフー

ドバンクやこども宅食などの支援活動を行って

おり、団体数は年々増加しているところであり

ます。

民間団体は、支援を必要とする方と行政とを

つなぐ重要な役割を果たしており、要保護児童

の見守りなどの事業や、要支援者を行政の相談

窓口へ案内するなどの取組を行っていただいて

おります。

加えて県では、子供の貧困対策に取り組む人

材育成事業を実施するとともに、子ども食堂を

運営する団体などに対しまして、コロナ対策に

必要な資材の購入補助などの支援を行っている

ところであります。

年々増加しているとのこと○山内佳菜子議員

です。公的支援が届かない部分をまさに最後の

とりでとして支えてくださっている民間団体と

- 30 -



令和３年11月30日(火)

の連携、支援は必要です。強く要望したいと思

います。

御紹介いただいた県の購入補助事業について

も、民間団体の意見を聞かれて100件分を確保さ

れたそうですが、現時点の申請は４件にとど

まっています。宮崎市と小林市の事業と重複し

たものがあり、「上限５万円では低額過ぎて使

いづらい」という声も聞こえます。

延岡市を中心に、県北でフードバンクや居場

所支援などに取り組む「子どもネットワークの

べおか」の堀之内健吾代表は、「県の子どもの

貧困対策協議会など市町村でも様々な協議会は

あるが、年１回の開催では具体的な取組につな

げることが難しい。私たち県北など、宮崎市以

外の地域の声が県庁に届いていないのではと不

安を感じることがある。県全体を把握し、具体

的な取組について協議し、実行できる組織が必

要」との危機感も抱かれています。

支援の第一線で活動されている皆さんの声を

受け止め、実効性のある組織、事業づくりに取

り組んでいただくことを求めたいと思います。

次に、「民間団体での活動にも限界がある。

国や市町村長と連携して学校給食を無償化して

はどうか」という提言もいただきました。

今回は特に、市町村立小学校での学校給食費

の支援状況を、教育長にお尋ねします。

学校給食費につき○教育長（黒木淳一郎君）

ましては、学校給食法におきまして、「保護者

の負担とする」と規定されております。しかし

ながら、自治体によっては独自の対応を行って

いる市町村もございます。

県教育委員会が令和３年10月１日現在で実施

しました調査によりますと、５つの町村で全額

補助、６つの市町村で一部補助を行っていると

ころであります。

ありがとうございます。○山内佳菜子議員

伺ったところ、全額補助を行っているのが、

新富町、木城町、都農町、美郷町、諸塚村の５

町村、一部補助が小林市、国富町、綾町、高原

町、日之影町、西米良村の６市町村、費用の問

題で小規模自治体が先行しているようです。

保護者によるネグレクトや貧困の中で、学校

給食が命綱になっている子供もいるという話も

聞きます。住んでいる場所に関係なく、ひとし

く手を差し伸べていただけるよう、国や市町村

と検討をお願いしたいと思います。

質問が変わります。介護士などの処遇改善に

ついてお伺いします。

政府は新たな経済対策として、介護職や保育

士、看護師などの賃金を引き上げる方針を固め

ました。子供や障がい者、お年寄りなどの命を

預かっていただく大切なお仕事をされているに

もかかわらず、給与が低く、厳しい処遇の皆さ

んに必要な措置だと評価しています。

今回は、その中でも介護職に絞って、福祉保

健部長にお尋ねします。本県の介護職員の給与

の現状と、処遇改善加算等が職員の給与に反映

されているか、教えてください。

本県の介護○福祉保健部長（重黒木 清君）

職員の給与は、国の調査によりますと、直近の

令和２年で月額21万1,900円と、全産業平均と比

較すると５万円余り低くなっておりますが、５

年前の平成27年の19万4,800円と比較して、約１

万7,000円の増となっております。

処遇改善加算等は、労働環境の改善等に取り

組んだ介護事業所に対し、一定額が介護報酬に

上乗せされるもので、上乗せ分は全て介護職員

等に給与として配分されます。

県では、当該加算が給与に反映されているこ

とを、介護事業所から提出される実績報告書及
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び実地指導において確認しているところであり

ます。今後とも、本制度の適正な運用につい

て、介護事業所へ指導・助言を行ってまいりま

す。

５年前と比べて、１万7,000○山内佳菜子議員

円増えたとのことですが、お示しいただいた国

の調査には加算対象以外の職員も含まれ、前年

度からは調査対象も変わっているとのことで、

実態を正確につかむのは難しい状況です。

そのような中、県内の介護施設で勤めてい

らっしゃった方から、加算分が手元に届かない

という切実な声が届いているので、読み上げま

す。

「新聞の見出しに翻弄されて期待するたび

に、絵に描いた餅状態で変わらぬ処遇に、日々

自身の将来を考える。処遇改善加算は、全額を

職員に割り当てるルールとなっているが、経営

者の判断で、これまで経営母体から出していた

職員給与や賞与額を引き下げて調整することさ

えできてしまう。毎年の社会保険料アップや物

価上昇を考えれば、実質減収。全職員の年収

ベースを確認すべき。昇給や賞与は規定として

あっても実施されず、それを監査で指摘される

ことは一度もない」とのことです。「理不尽と

感じながらも、長く働き続ける、多く配分され

るには経営者に逆らえない」と、声を上げられ

ない方々もいます。提出書類、データだけでは

つかめない実態にもしっかりと目を光らせてい

ただきたいと思います。

反対に、事業所側の悩みもあります。「処遇

改善加算を受けるには申請が必要だが、複雑か

つ条件も曖昧。本当に必要な零細・中小事業所

ほど申請が難しく、届いていない。手続の簡素

化や支援を進めてほしい」という声も聞こえま

す。

県内の介護事業所における処遇改善加算等の

取得状況と、取得に向けた県の支援策について

教えてください。

本県の処遇○福祉保健部長（重黒木 清君）

改善加算等の対象事業所数は、令和３年11月１

日現在で、2,105事業所となっており、このう

ち1,907事業所、90.6％が処遇改善加算を取得し

ております。また、経験・技能のある介護職員

に対し、他産業と遜色ない賃金水準を実現する

ことを目的に、令和元年10月に創設されました

特定処遇改善加算は、1,157事業所、55.0％が加

算を取得しております。

しかしながら、全国の取得率は、令和元年度

ですけれども、処遇改善加算が93.5％、特定処

遇改善加算が63.3％となっておりまして、県で

は、処遇改善加算等の活用をさらに促進するた

め、研修会の開催のほか、労務管理に精通した

専門家を介護事業所に派遣し、加算の取得に向

けた個別の助言・指導を行っているところであ

ります。

今後とも、介護事業所への支援を通じて、介

護職員のさらなる処遇改善に取り組んでまいり

ます。

それぞれ90％、50％台にと○山内佳菜子議員

どまっている現状をお伺いしました。

申請が100％になるよう、丁寧なフォローや呼

びかけを続けていただきたいと思います。「介

護職については、自身の介護体験などを基に給

与が低いことも、割に合わないことも承知で入

職されてくる方が多い。皆さんの高い志に頼る

時代を終わらせ、その仕事内容に見合った手当

を手元に届けるべきだ。事業所や社会福祉法人

の運営が適切になされていなければ、公金が吸

い込まれるだけ。加算の財源についても、介護

保険料の増加や利用者負担を増やす結果になる
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のではと複雑。やはり根本的な改善が必要」

と、その方はおっしゃっています。

制度をつくるのは国です。しかし、この問題

と直面している方々の声を聞くことができるの

は、県です。現場だからこそ見える課題やアイ

デアを、国に届ける役割に期待しています。

次に、ＤＶ被害者支援についてお尋ねしま

す。

10月、高千穂町で殺人事件が起きました。報

道によると、事件を起こしたと見られる男性は

自殺、その妻からはＤＶ被害の相談があり、妻

の実家である高千穂まで追いかけて、その親族

の命を奪うという、胸が締めつけられる内容で

した。ＤＶは命を奪うことにもつながる。その

重大性を改めて感じたところです。

そこで、福祉保健部長にお尋ねします。女性

相談所の相談体制について、またＤＶ相談件数

や一時保護件数等の現状を教えてください。

女性相談所○福祉保健部長（重黒木 清君）

は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律」、いわゆるＤＶ防止法に基

づく配偶者暴力相談支援センターの機能を担っ

ており、ＤＶ被害者の相談対応や、一時保護に

よる安全確保、自立のために必要な生活指導等

を行っております。

職員体制につきましては、社会福祉主事や保

育士、看護師等の資格を持ち、警察や児童相談

所、児童養護施設等での勤務経験のある相談員

６名を配置して、夜間・休日を含めた相談対応

を行っているところであります。

ＤＶ相談件数につきましては、令和２年度

が515件と、前年度の572件に比べ57件、10％の

減少となっております。また、ＤＶ被害者等の

一時保護者数は、令和２年度が28人と、前年度

の53人に比べ25人、47.2％の減少となってお

り、過去の推移としては、どちらも増減を繰り

返している状況であります。

増減を繰り返しているとい○山内佳菜子議員

うことですが、コロナ禍で家庭にいる時間が長

くなり、生活が苦しくなる中で、パートナー間

のＤＶは増える傾向になると言われています。

ハローワークで募集していたので相談員に

なったという方のお話を伺いました。10日間ほ

どは別の職員と２人態勢で相談を受けていたも

のの、それ以降は１人で対応を任され、自分が

本当に被害者に対応できるのかと不安になり、

辞職されたそうです。

被害者支援は窓口対応が命です。パートナー

の暴力から必死の思いで逃れ、相談したにもか

かわらず、「すぐに別の機関に行くように促さ

れた」などの声も聞かれます。

また、一時保護については、身の安全の確保

が第一優先とする方針の下、スマホを預かって

外部との連絡を遮断し、外出制限するなどの

ルールが、特に若い方の利用を敬遠させる一因

になっているようです。人権への配慮という観

点からも、状況に応じてルールを緩和できない

かとの声もあります。

女性相談所の一時保護による支援に結びつけ

るため、入所中のルールの緩和や相談員の資質

向上が必要と考えますが、県のお考えをお示し

ください。

女性相談所○福祉保健部長（重黒木 清君）

一時保護所につきましては、法に基づき、ＤＶ

被害者の身を守るための保護を行う施設であり

ますことから、安全確保を最優先に取り組んで

おり、外出や携帯電話等の通信機器の利用につ

きましては、加害者による居場所の特定を避け

るため、一律に制限をしております。

一方、被害女性の自立に向けた求職活動など
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で携帯電話等が必要になる場合もあるといった

観点がございますので、現在国において、安全

確保に留意した保護中の通信機器等の取扱いに

ついて検討がなされており、このような動きを

注視してまいりたいと考えております。

また、相談員の資質向上は大変重要でありま

すので、県外における専門研修への派遣や、県

内の関係機関職員との合同研修などに取り組ん

でおりまして、引き続き、その充実に努めてま

いります。

ちゅうちょなく利用しよう○山内佳菜子議員

と思える女性相談所になることを求めます。

次に、警察本部長にお尋ねします。高千穂の

事件の際、ＤＶ被害女性は県警にも相談してい

たと聞いています。県警における配偶者からの

暴力事件への一般的な対応について教えてくだ

さい。

配偶者からの暴○警察本部長（佐藤隆司君）

力事案への対応ついて、警察におきましては、

相談者等の安全確保を最優先として対応してお

ります。

具体的には、相談者から事情聴取するととも

に、必要に応じ、相手方からも事情聴取するな

どして、事案内容を把握します。また、相談者

に警察が取り得る措置を説明した上で、相談者

の意向を確認し、その意向を踏まえつつ、被害

申告を受けて事件化を図る、保護命令申立ての

支援を行う、相手方に対する口頭注意を実施す

る、相談者の避難措置等の保護対策を図るなど

の措置を実施しています。

警察といたしましては、今後とも、相談者等

の安全確保を最優先とした迅速、的確な対応に

努めてまいります。

本人の意向を尊重するこ○山内佳菜子議員

と、そのことによる難しさもあるということを

伺っています。今後も引き続き、慎重な対応を

お願いします。

県内で20年以上ＤＶ被害者支援を続ける

「ハートスペースＭ」という民間団体がありま

す。ＤＶ被害の当事者であり、支援活動に取り

組んでいる女性は、「私は、パートナーから逃

げて20年たった今も離婚できていない。もし専

門的なスキルがある相談員が対応してくれてい

たら、身の安全を確保しながら、迅速に離婚で

きていたかもしれない。命の危険にさらされ、

パートナーにいつ見つかるかも分からない中

で、必死の思いで相談に来る。そこでは、冷静

に説明を聞き、様々な判断を下すような精神状

態ではない。安心できる環境で、将来にわたっ

ての生活をイメージできるような相談窓口での

説明、本人の仕事や住居の確保、子供のことま

でを含めて複合的に支援できる体制づくりこそ

必要」と、必死に活動を続けておられます。

ただ、この団体についても、ＤＶ防止法で民

間団体へ支援を行うこととされているものの、

公的支援として宮崎市から届く50万円は、一時

保護を行うシェルターの家賃代の一部と電話相

談の電話代などに消え、県からは１円も頂いて

いないと伺っていますし、１人で数百万円手出

ししているスタッフもいます。そのような厳し

い中でも、市町村から受け入れてもらえないか

と相談を寄せられ、これまでに延べ100組の母子

を保護し、安心な生活へと送り出したとのこと

です。

理想はワンストップ窓口です。ここに来れば

安心して相談できるという窓口があり、心に寄

り添う担当職員が、将来を見据えて必要な支援

を判断して、県警、市町村、民間団体を呼び出

して対応するという状態ではないでしょうか。

そこで、福祉保健部長にお尋ねします。ＤＶ
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被害者への支援を充実させるには、関係機関等

との連携強化が必要ですが、関係機関との連携

の在り方をどう認識されていますか。それぞれ

の機関・団体が継続的にうまく機能するための

県の取組をお示しください。

ＤＶ被害者○福祉保健部長（重黒木 清君）

が安心して社会生活を営む上で必要な支援を図

るためには、女性相談所をはじめ、男女共同参

画センターや警察、市町村、民間団体等の支援

者が、それぞれの立場や役割を認識し、支援を

行う各段階で連携・協力していくことが大変重

要であります。

このため県では、地区別にネットワーク会議

等を開催いたしまして、各構成機関が抱える課

題や対応状況等について意見交換を行うなど、

支援者相互に顔の見える関係づくりを進めてい

るところであります。

今後とも、ケースに応じて関係する機関によ

る事例検討会を実施するなど、関係機関の連携

をより一層推進し、被害者の状況に応じた適切

な支援につなげていけるよう、取り組んでいき

たいと考えております。

先ほども触れたんですけれ○山内佳菜子議員

ども、県からは全く財政支援もないというふう

に伺っています。どうか、もはや必要な存在と

なっている民間団体が将来にわたって継続して

活動できるよう、財政措置も含めた手当を求め

たいと思います。

また、ＤＶ被害対応にかかわらず、相談窓口

の最前線に立つ方には会計年度任用職員などの

方も多く、専門知識や経験の蓄積のためにも安

定した身分保障が必要ということは、常々言わ

れています。それぞれの能力が遺憾なく発揮で

きる身分の在り方、環境づくりにもぜひ取り組

んでいただきたいと思っております。

次に、投票の機会の確保についてお尋ねしま

す。

私も立候補した14日投開票の県議補選の投票

率は、戦後最低の18.34％。それまでワースト

だった2018年県知事選の33.90％をさらに下回る

結果となりました。民主主義の危機として重く

受け止めています。

「投票したいと思える政治家がいない」「私

の１票で変わらない」という皆さんの政治に対

する怒り、失望や諦めもあるのではと分析して

います。まずは、私自身が「どんなに忙しくて

もあなたのためなら投票所に行って私の１票を

託す」と信頼していただけるような政治家にな

るよう、精いっぱい努力してまいりたいと思い

ます。

一方で、コロナ禍で入院中や施設に入所中の

方の外出制限が厳しく、投票所に行くことがで

きないという話もあります。

そこで、選挙管理委員長にお尋ねします。

施設入所者などコロナ禍で投票したくてもで

きない人がいたと聞いていますが、委員長の所

感をお伺いします。また、コロナ禍における投

票機会確保の取組についても教えてください。

選挙権は、○選挙管理委員長（茂 雄二君）

憲法で定められた民主主義の根幹となる重要な

権利であり、選挙の投票は不要不急の外出には

当たらないこととされているなど、コロナ禍に

おきましても、選挙権の行使は保障されるべき

ものでありますので、施設側へも御配慮をお願

いしたいと考えております。

そうした中、不在者投票のできる施設として

県選管が指定した病院や介護施設等に対しまし

ては、改めて手引を送付するとともに、入所

者50人以上の未指定施設に対しまして、文書に

より、制度の周知及び申請の呼びかけを行って
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おります。その他、コロナ患者向けの特例郵便

等投票につきましても、保健所や宿泊療養施設

に対しまして協力を依頼するとともに、県ホー

ムページにて県民向けの周知を行ったところで

す。

県選挙管理委員会といたしましては、市町村

をはじめ、関係機関と連携し、今後執行される

選挙におきましても、県民の投票機会が確保さ

れるよう、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

不在者投票については、登○山内佳菜子議員

録が増えてほしい反面、コロナ対応で多忙を極

める施設に、さらに負担を増やすことも酷だと

いう思いもあります。施設への負担軽減も図る

など、特例緩和を含めて、議員側からもしっか

りと働きかけていきたいと思っております。

次に、投票所に足を運ぶのが困難な人への移

動支援等の状況についてお伺いします。

投票所等へ○選挙管理委員長（茂 雄二君）

の移動支援につきましては、都城市、西都市、

三股町、国富町におきまして、コミュニティー

バスやタクシーの無料化などにより取り組まれ

ているところです。

また、都城市におきましては、ワゴン車を利

活用した移動式期日前投票所を山間部の一部地

域で開設する取組を行っております。

これらの移動支援等に要した経費は、国政選

挙の場合は国の、県の選挙の場合は県の選挙執

行に係る交付金の対象とされております。

移動式期日前投票所も含めた移動支援につき

ましては、選挙人の投票機会の確保に有効であ

ると考えておりますことから、県選挙管理委員

会といたしましては、市町村向けの説明会や研

修等におきまして、先進事例を紹介しながら、

導入に向けた検討を促しているところでありま

す。

市町村へそのような取組が○山内佳菜子議員

広がるよう、さらに県も一緒に考えて取り組ん

でいただきたいと思います。

次に、「期日前投票で、なぜ投票日に投票し

ない理由を選ばないといけないのか」「イン

ターネット投票を導入してほしい」「投票用紙

に候補者名を書くのではなく、事前に候補者名

が書かれている用紙に丸をつけるようにすれ

ば、文字を書くことが難しい方にも対応でき

る」といった声もあります。

県選管の認識をお伺いします。

期日前投票○選挙管理委員長（茂 雄二君）

につきましては、選挙当日に、事情により投票

できないと見込まれる選挙人が、その理由を申

し立てる宣誓書を提出して投票できる制度とし

て、法令で定められているものでありまして、

期日前投票の在り方につきましては、国会等で

の議論が必要になるものと考えております。

次に、地方選挙において制度化されている、

いわゆる記号式投票につきましては、県内でも

一部の市町村長の選挙で実施されております

が、立候補届出後に記号式投票用紙の印刷を行

うこととなり、期日前投票用の記名式投票用紙

との２種類を用意する必要がありますことか

ら、管理執行上の問題につながる懸念も含め、

県内全域で実施するには課題があるものと考え

ております。

また、インターネット投票につきましては、

本人確認の確実な実施、システムのセキュリ

ティー対策等の課題がある中、国におきまし

て、国外在住の方のための投票を想定した実証

実験が行われるなど、引き続き慎重な検討がな

されているところであり、国の動きを注視して

いるところでございます。
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時代の変化やニーズに応じ○山内佳菜子議員

た投票しやすい環境づくりも、ぜひ国や市町村

と連携して進めていただきたいと思います。

次に、鳥インフルエンザについてお尋ねしま

す。

県内の養鶏農家さんから、「消毒用の石灰

を、感染拡大後ではなく、予防するためにもっ

と早い段階から配付してほしい」という切実な

声も届いています。

そこで、農政水産部長に伺います。

昨シーズンの鳥インフルエンザの発生は多

かったと伺っていますが、そこから見えた農場

防疫における課題に対し、どのように取り組ん

でいらっしゃいますか。

本県の発生農○農政水産部長（牛谷良夫君）

場での疫学調査の結果、水辺近辺での発生が多

いことに加え、鶏舎出入口における作業者の手

指消毒等が不十分であったことや、防鳥ネット

の不備、鶏舎の壁や天井に隙間があったこと等

が確認されました。

このため、全ての農場で着替えや長靴の履き

替え、手指消毒等の具体的な手順を定めた農場

ごとの飼養管理マニュアルを生産者自らが作成

し、防疫対策の重要性を理解した上で対策を確

実に実施するよう、関係団体と連携して指導し

ております。

さらに、リスクの高い水辺周辺の農場や、過

去に発生のあった農場等に対する追加指導を行

う中、県内でも野鳥のふん便からウイルスが検

出されましたことから、昨日、家畜伝染病予防

法に基づく消毒等の命令を出し、対策の一層の

強化を図っているところです。

今後とも、防疫対策に関係機関・団体と連携

しながら、全力で取り組んでまいります。

今後も、農家の方への丁寧○山内佳菜子議員

なフォローをお願いしたいと思います。

鳥インフルエンザ対策の現場では、獣医師資

格を持つ職員が重要な役割を担うと聞いていま

す。県職員として獣医師を確保する取組をお示

しください。

県職員獣医師○農政水産部長（牛谷良夫君）

の確保につきましては、これまで、獣医系大学

での出張講義の実施や、インターンシップ受入

れ、修学資金給付など、大学生向けの取組に加

え、県内高校生に対するガイダンスの開催や、

ＵＩＪターンをターゲットとした専門誌への求

人広告掲載などに取り組んできた結果、一定の

成果は得られたところです。

一方では、近年、鳥インフルエンザや豚熱な

どの家畜伝染病の進入リスクの高まりなどか

ら、県職員獣医師が担う役割は、ますます重要

になっております。

このため、今後の獣医師確保を含めた本県獣

医療の方向性を示す県獣医療計画を改定すると

ともに、関係部局と連携し、農政水産部ホーム

ページひなたＭＡＦｉＮを活用し、本県の魅力

も発信しながら、獣医師の確保にしっかりと取

り組んでまいります。

改定前の計画では、2021年○山内佳菜子議員

度時点では68人程度を目指すとされていたよう

ですが、実際は60人程度にとどまっています。

現在改定中の計画にも、引き続き数値目標を盛

り込んで、県の獣医師確保に向けた強い意志を

県内外に発信し、関係者の士気向上にもつなげ

ていただきたいと思います。

次に、ＰＣＲ検査についてお尋ねします。

オミクロン株の感染拡大が続いており、その

中で私に届いている声でも、基礎疾患を持つ方

から、「県内で感染者ゼロの状態が続いている

が、逆に不安。ワクチン接種で無症状化するこ
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とで、ウイルスを持っている人が分かりにくい

状態になっている」という声もあります。ＰＣ

Ｒ検査の拡充を求めるという声です。

そこで、総合政策部長にお伺いします。県が

独自に実施している一般向けのＰＣＲ検査支援

について、これまでの実績を教えてください。

県では、水際○総合政策部長（松浦直康君）

対策を強化し、感染拡大と県内経済への影響を

抑えるため、県境往来者向けの検査支援と、一

般県民向けの来店型の検査センターの設置、運

営に取り組んでいるところであります。

それぞれの実績でありますが、県境往来者向

けにつきましては、７月１日に事業を開始し、

11月21日までに３万1,858件の検査について支援

をしております。

また、来店型の検査センターにつきまして

は、９月28日から県内５か所に順次開設し、同

じく11月21日までに4,764件の検査を実施してお

ります。

来店型のＰＣＲ検査につい○山内佳菜子議員

ては、当初の県の想定より利用が少ないと伺っ

ています。また、ネットでしか予約できないと

いうふうにも伺っていますが、ネットが使えな

い県民にも利用できるようにならないのでしょ

うか。お伺いします。

来店型の検査○総合政策部長（松浦直康君）

センターにつきましては、全国で検査事業を展

開している「株式会社木下グループ」に委託し

ておりまして、同グループのシステムによって

運営されているところであります。

検査センターの設置に当たりまして、本県独

自の電話予約体制等についても検討をしたとこ

ろでありますけれども、システムに関する技術

的な課題に加え、準備に相当な期間と費用が必

要だということであり、現在では、木下グルー

プのネット予約システムという方法によってい

るところであります。

なお、ネットが利用できない方々もいらっ

しゃいますので、そういった方々につきまして

は、御家族の皆様に代理で予約していただく方

法などを御案内し、より多くの県民の皆様に利

用していただけるよう努めているところであり

ます。

家族や身寄りがない方もい○山内佳菜子議員

らっしゃると思います。ぜひ、ネットを使えな

い方への配慮を考えていただきたいと思いま

す。

また、オミクロン株や第６波の動向、県民の

不安も受け止め、国の制度も活用しながら、引

き続き、ＰＣＲ検査を受けやすい環境づくりに

努めていただきたいと思います。

次に、ヤングケアラーについて、福祉保健部

長にお尋ねします。

ヤングケアラーの実態把握について、県とし

てどのように取り組んでいるのかをお伺いしま

す。

ヤングケア○福祉保健部長（重黒木 清君）

ラーにつきましては、家庭内のデリケートな部

分に関わることが多く、表面化しにくい問題で

あるため、まずはしっかりと実態を把握するこ

とが重要であると考えております。

また、今年５月に取りまとめられた国の報告

書におきましては、子供自身がヤングケアラー

であるということに気づくためにも、子供に対

し、直接アンケートを行う実態調査が有効であ

るとされております。

昨年度、国による全国規模の抽出調査が実施

されておりますので、県としましては、この調

査も参考に、教育委員会等の関係部局などと連

携を図りながら、実態調査について必要な検討
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を進めてまいります。

県、市町村、学校、地域包○山内佳菜子議員

括支援センターなどの関係機関に加えて、子ど

も食堂や生活困窮者支援などに取り組んでいる

民間団体、あるいは個人で情報をつかんでいる

ケースも考えられます。立場を超えて情報を集

約し、支援につなげられる体制づくりを求めた

いと思います。

最後に、成年年齢が18歳に引下げになること

についてお尋ねします。

来年４月から、成年年齢が20歳から18歳へと

引き下げられます。県内の高校でも、家庭科な

どの授業を通して、その周知や教育が図られて

いるところです。

そこで、教育長にお尋ねします。成年年齢が

引き下げられることによる課題と対策を聞かせ

てください。

改正民法が施行さ○教育長（黒木淳一郎君）

れる来年４月１日以降は、18歳の誕生日を迎え

ますと、順次成年に達することとなり、生徒は

保護者の同意なく契約等を交わすことが可能に

なります。これに伴い、学校におきましては、

退学や転学等、在学中の手続に係る取扱いにつ

いて、生徒や保護者の十分な理解が求められま

す。

県教育委員会では、在学中の手続に係る取扱

いについて、令和元年12月に文部科学省から出

された通知を全ての県立学校に周知し、それに

基づき学校では、毎年度新入生を対象とした説

明会で、保護者を含め説明をしているところで

あります。

今後、各学校に対して再度通知を行い、改め

まして、来年４月以降に成年となる生徒やその

保護者を対象に説明や周知を行うよう、指導し

てまいります。

ありがとうございます。○山内佳菜子議員

基本的には国の考え方に沿って進められると

伺っています。来年４月以降に何らかの事態が

起きるかもしれません。引下げとなるまでの間

に、生徒はもちろん保護者や生徒と接する先生

方の不安の声なども確認し、御検討と対策をお

願いしたいと思います。

これで、９項目21問の質問を終わります。御

回答いただき、ありがとうございました。まだ

まだ聞き足りない点、もっと踏み込んだ回答を

いただきたい部分もありましたが、傍聴席、イ

ンターネットから聞いていただいた皆さん、ぜ

ひ、今回のやり取りを聞かれての感想や御意見

を伺わせていただきたいと思います。皆さんの

声を届け、執行部にお伝えし、また皆さんの意

向を確認する。その繰り返しを大切にしていき

たいと考えています。

今後とも、知事、執行部、県民、議員の立場

を超えて、課題やアイデアを共有し、「誰一人

取り残さない宮崎」に向けて歩んでまいりた

い。

以上で私からの一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○中野一則議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○中野一則議長

ます。

次は、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） 一般質問を○坂口博美議員

行います。

江戸末期の攘夷派の僧・月性は、周防の国、
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今の山口県柳井市の出身で、吉田松陰、久坂玄

瑞とも親交がありました。

そして、その月性が開いた私塾「清狂草堂」

は、西の松下村塾、東の清狂草堂と並び称さ

れ、多くの門人を輩出しております。月性と親

交があったと先ほど申し上げました久坂玄瑞

は、坂本龍馬に土佐藩からの脱藩を決心させ、

攘夷派の志士として活動させたり、海援隊結成

へと導いたことなどでつとに有名であります

が、その久坂玄瑞も門下生の一人であります。

このように、月性は、攘夷論を強く唱えた僧

であり、長州藩の藩論を攘夷へと向かわせた

り、あるときは紀州藩にまで赴き、海防の重要

性を説くなど、外敵の来襲を憂い、国防の急を

叫んでいたことから、世間では月性のことを海

防僧とも呼んでいたやに聞きます。

そしてまた、彼は著名な詩人でもあり、国を

守る意志を優先させ、年老いた母をふるさとに

残し行く不孝の念を乗り越えて、東方に向かう

ときに書いた、いわゆる「将に東遊せんとして

壁に題す」は、その代表的な作であろうかと存

じます。

「男児志を立てて郷関を出ず。学若し成る無

くんばまた還らず。骨を埋むるに豈ただ墳墓の

地のみならんや。人間到るところ青山あり」

今の言葉で言うと、志を抱いてふるさとを出

たからには、道半ばでふるさとに戻るようなこ

とは死んでもやらないとの強い決意を持って全

力を尽くす。ふるさとの墓に戻らずとも、世間

には骨を埋むる場所はどこにでもあるといった

ようなところでありましょうか。

ところで、知事は平成26年９月議会で、今は

小林市長であります宮原さんの質問に対し、

「宮崎に骨を埋める覚悟で仕事をする」と答弁

されております。

月性の「壁に題す」は、志を完遂して初めて

生まれ故郷に帰れるという意味だと思います

が、知事発言の「宮崎に骨を埋める」の真の意

味は、「知事として果たすべき責任が道半ばと

なり、ふるさとには帰れぬやもしれない」の意

味ではなくて、「なすべき全てをなしてもな

お、私の骨は宮崎に埋める覚悟だ」の意味であ

ると理解しておりますが、その解釈でよろしい

のか確認をし、先日来の４期目出馬に係る経済

団体の動きなどを踏まえての次期知事選出馬に

ついてはどうなさるおつもりか伺い、壇上から

の質問といたします。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、私が以前、宮崎に骨を埋めると答弁い

たしましたのは、議員が指摘されたように、知

事としてなすべきことを全て成し遂げた後も、

宮崎で人生を全うしたいという思いでありま

す。

私は、知事３期目の半ばとなりますこの２年

間、パンデミックをもたらした新型コロナウイ

ルス感染症への対応に、全身全霊で取り組んで

まいりました。未知の感染症に対する県民の皆

様の不安、将来の暮らしへの不安、医療や感染

症対策に従事する方々の多大な負担や御苦労、

飲食業や観光、宿泊、交通をはじめとする事業

者の方々の苦悩など、様々な立場の皆様の声に

向き合う中で、県民の命や健康、暮らしを守る

ため、日々何を優先すべきかを考え、最善を尽

くすべく努力し続けた２年でありました。

そして、県内外の感染状況を見極め、専門家

の知見を参考にしつつ、感染症対策の原則は、

早く、強く、短く対策を講じることであると考

え、早期に県独自の緊急事態宣言を発出し、県
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民の皆様にしっかりと応じていただいたこと

や、ワクチン接種の効果もあり、かつてない感

染爆発に見舞われた第５波も、ようやく鎮静化

が図られたところであります。

そのような中、このたび、農林水産業や商工

業、医療、建設業関係で構成される経済団体か

ら、次期知事選への出馬を要請いただきまし

た。これまでのコロナ禍への対応や、私の政治

姿勢等を評価いただき、コロナ禍の克服と今後

の復興に期待を寄せていただいたものと理解し

ております。

私は知事就任以来、口蹄疫からの再生復興や

新たな成長を掲げ、我が国が本格的な人口減少

社会を迎える中で、県政が直面する諸課題に全

力で取り組んでまいりました。おかげさまで、

フードビジネスをはじめとする産業振興や農畜

水産物の輸出拡大、高速道路の整備、企業立地

の推進、スポーツや文化を生かしたブランド力

の向上など、新たな成長につながる成果も出て

きており、さらには、防災庁舎や新県立宮崎病

院、国民スポーツ大会に向けたスポーツ施設の

整備、宮崎カーフェリーの新船導入など、持続

可能な宮崎県の土台づくりも着実に進んでおり

ます。

一方で、出生数の減少や若者の県外流出、中

山間地域の振興等の課題については、いまだ道

半ばであると考えております。

私としましては、今回の出馬要請を重く、か

つ真摯に受け止め、後援会の強い後押しもいた

だきながら、熟慮を重ねる中で、コロナ禍の克

服や人口減少問題への対応、そして安心と希望

あふれる未来への道筋をつけることが、今の私

に課せられた責務であり、今のこの困難な状況

を何とか打開したい、この愛する宮崎をさらに

よりよく、より発展させたいという強い思いに

至り、４期目を目指し、次期知事選に出馬する

決断をしたところであります。

これまで、知事としての実績を積み重ねる中

で、昨年、本県知事としては初めて全国知事会

の地方税財政常任委員会委員長に、今年、政府

税制調査会の特別委員に就任したところであり

ます。まさに、国と地方に関する政策決定の最

前線で仕事をさせていただいているところであ

りまして、国とのパイプをより太いものとし、

知事会における存在感や国に対する発言力を強

めるとともに、これまで築いてまいりました国

内外の要人とのパイプも活用しながら、オール

宮崎でのかじ取りに努め、さらに実績を積み重

ねてまいりたいと考えております。

次期県政への県民の皆様の御付託をいただく

ことができましたら、このようにこれまで築い

てまいりました県勢発展の礎の上に立って、県

民誰もが未来に夢や希望を持って心豊かに暮ら

すことができる宮崎県を築くため、誠心誠意取

り組んでまいる所存であります。以上でありま

す。〔降壇〕

ぜひ頑張っていただきたいと○坂口博美議員

思います。このことは、知事や職員に限りませ

ず、県民、国民全てがそうでありますが、この

２年間、緊張感この上なく心労、苦労の極みに

あったのは、新型コロナへの対応でありまし

た。

ところで知事は、今もそうでしたが、いろん

な場において、早め早めに手を打ったと発言さ

れ、そのことがコロナ対策の成功へつながった

と思われかねないような発言をされておりま

す。しかし、早め早めに手を打ったということ

は、その裏には、その都度、県民に様々な形で

の痛みを強いてきた面もあります。これらにつ

いては、プラス・マイナス両面から徹底した検
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証を行い、結果が県民の利益になる判断を可と

すべく、今後に生かすことが大変重要であると

信じています。

ところで、本年10月23日の日本経済新聞で

は、コロナに対する都道府県の取組について、

医療、ワクチン、検査の３視点９指標から成る

ランキングが掲載されておりますが、ここでの

総合順位の１位は福井県であり、早期発見・早

期治療を掲げた「福井モデル」や「野戦病院」

などの取組は、全国から高い評価を得ておりま

す。そして２位には、人口ベースでのワクチン

接種率が最も高かった山口県、３位が島根県と

なっております。

また、重症化リスクを極小化するための全員

入院の原則を堅持し、感染ピーク時においてす

ら100％入院を全国で唯一可能にした和歌山県が

これに続いております。

なお、和歌山県は、大都市圏域に隣接しなが

らも、全国に発令された緊急事態宣言以外に

は、山口県や島根県と同様に、一度も宣言やま

ん防の対象とはなっておらず、また独自宣言も

一度たりとて発令しておりません。

さて、ここで全国の独自の緊急事態宣言や非

常事態宣言の発令状況を見てみますと、累計で

の最多が岐阜県、三重県の５回、次いで福井県

の４回、そしてその次が本県の３回となってお

り、九州では熊本、鹿児島、長崎の３県が１回

だけで、大分、佐賀両県は全く発令されており

ません。

３度にわたる発令をされたことにつき、知事

はどう総括されているのか、お伺いいたしま

す。

この緊急事態宣言は、○知事（河野俊嗣君）

県単独で講じることが可能な最後の措置であり

まして、県民の皆様に大きな痛みも伴うことか

ら、大変難しい判断であります。本県の地域医

療を守り、県民の命と暮らしを守らなければな

らないという知事としての強い思いの下で、こ

れまで感染急拡大の局面にあって、３度の発令

を決断したところであります。

県民の皆様の御協力により、いずれも宣言発

令後に感染が比較的早期に鎮静化しましたこと

から、感染拡大防止を図る観点からは、宣言の

発令は大きな効果があったものと考えておりま

す。

一方で、御指摘がありましたように、厳しい

行動要請によりまして、県民、そして事業者の

皆様には度々大変な御不便をかけるとともに、

県内経済に多大な影響を与えたことも事実であ

りまして、この点につきましては、私自身、知

事として誠に心苦しく思い、重く受け止めてい

るところであります。

これは去年12月29日でありま○坂口博美議員

すので、状況は大きく変わってきているとは思

いますが、同日付の朝日新聞は自社の調査結果

として、コロナ対応で市民から評価されている

知事は、大阪府の吉村知事、東京都の小池知事

が１位、２位であったとしております。

御案内のように、吉村知事には「コロナ対策

には、うがい薬が効果的」との発言がありまし

た。また、小池知事は「ウィズコロナ東京かる

た」なるものを作成しました。果たして、その

効果たるやいかにでありますが、うがい薬有効

論は論の外、東京かるたについても「かるたな

ど作ってくれても密になる、だからかるたじゃ

遊べない」と、幼児にすら背負い投げでの返し

技、ぎゃふんと１本決められる。それが現実で

あろうと笑いたくなります。

ところで、今年３月までの月次報告などを基

に、慶応義塾大学が、健康影響や市民の協力な
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ど10の指標について行ったコロナ対応状況評価

ランキングでは、47都道府県で最下位が大

阪、46位が東京となっており、朝日新聞の知事

の市民評価順位と、このコロナ対応ランキング

とでは全く逆の結果となっております。

深刻さこの上ない非常時においては、劇場型

政治がいかに無力なものであるかを痛感したと

ころであります。そのような２人の知事であり

ますが、加えて理解できないのが、あれほどの

状況であってもなお、独自の宣言を出すに至ら

なかったことであります。

知事がここから何か学ばれたものがあれば、

お聞かせください。

一般論としまして、人○知事（河野俊嗣君）

口が集中する都市部におけるコロナ対策は、感

染者数の多さや住民の匿名性による感染経路不

明の割合の高さ、そして人流抑制の難しさな

ど、地方とは違った事情があるものと認識をし

ております。

東京や大阪のような大都市では、その動向が

国全体に与える影響も大きいことから、一定程

度、国に判断を委ねながら、事前に調整を図

り、対策を進められようとしていたのではない

かと考えております。

しかしながら、第３波、第４波と同じく、こ

の夏の第５波でも、都市部での感染拡大が全国

的な感染者の増加につながっておりますことか

ら、都市部においても、先行してしっかりと強

い対策を打ち、感染を早期に抑え込むべきで

あったと考えております。

本当にそのとおりだと思いま○坂口博美議員

す。申し上げましたように、調査時点と今とで

は状況の変化もあろうかと存じますが、この今

のランキングでは、本県は全国23位となってお

ります。

なお、指標につきましては、健康や経済など

のような結果に関するもの、そして対策や市民

の協力などの手段に関するものなど、10の指標

につき評価したものであり、各指標の平均を50

とし、標準偏差を10としての評価となっており

ます。

その結果、最も高かったのは鳥取県の66.1、

最も低いのが大阪府の41.5であり、本県は全国

平均の50.0となっております。

このことについての御所見を知事に伺いま

す。

議員御指摘の新型コロ○知事（河野俊嗣君）

ナ対応の評価ランキングによりますと、本県の

順位は全国中位の23位となっておりまして、そ

の評価をまずは謙虚に受け止めたいと考えてお

ります。

最も高かったのが、全国知事会の新型コロナ

ウイルス緊急対策本部長を務める平井知事の鳥

取県でありまして、検査人数や人口当たりの病

床数などが多く、高評価につながっているもの

と認識をしております。

このコロナとの闘いの中で、私は日々全国の

感染状況も見極めながら、また様々な自治体に

おける取組というものを参考にしてきたところ

であります。

今後とも、知事会等の横のネットワークも十

分活用し、他県の先進的な取組も参考にしなが

ら、本県の対策につきまして、さらなる充実を

図ってまいりたいと考えております。

確かにその２つあたりが貢献○坂口博美議員

しているのは確かですが、本県と島根県との人

口当たりの累積感染者数や、人口に占めるコロ

ナでの死亡率はどうなっているのか。これは福

祉保健部長に伺います。

11月27日時○福祉保健部長（重黒木 清君）
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点での本県の総感染者数について、人口10万人

当たりで見ると、573.4人となっており、同じく

死者は3.8人となっております。

一方で、島根県では、人口10万人当たりの総

感染者数が257.9人と、本県の半分以下となって

おり、死者も0.7人と本県の２割以下となってお

ります。

ですから、そこらと比べる○坂口博美議員

と、結果的には差がついているかなと。結果と

いうか、最終的な人を守るという点ではです

ね。

知事は、まん防終了翌日の10月１日の宮日新

聞の取材に際しまして、これまでの宣言や措置

の効果、今後の方針について、「時短などの要

請については、県民にしっかり受け止めてもら

えたが、県外との往来抑制については十分では

なかった」旨、発言されております。その上で

経済については、人の動きが止まった影響が大

きいので、今後動きを後押ししていきたい。ま

た、感染防止対策については、これまで同様、

「早く、強く、短く」の方針は変えずに対応し

ていくとされております。

さて、人流に関してでありますが、国は通信

会社等に対し、人の移動に係る位置情報データ

の提出を求め、特定場所での人流把握に活用し

ました。本県でもイオンモール宮崎や西橘通り

が調査されたと伺いますが、人流減を求める要

請と減少状況、そしてその結果、感染防止効果

にどう影響があったのか、その相関関係につい

ての検証結果はどうなっているのか、福祉保健

部長に伺います。

人流の抑制○福祉保健部長（重黒木 清君）

は、感染拡大防止を図るため重要なポイントと

されており、これまで緊急事態宣言の発令時に

は、外出の自粛や飲食店等への営業時間短縮の

要請を行ってきたところであります。

この夏の第５波では、これらの行動要請によ

り、宮崎市内の繁華街では夜間の人流が大きく

減少し、複数の飲食店でクラスターが発生した

ものの、結果的には大きな感染拡大までには

至っておりません。

このような行動要請との科学的な相関関係を

証明することは困難でありますが、いずれにし

ても、感染の急所となる飲食店等への営業時間

短縮の要請について、県民、事業者の皆様の御

協力が得られたこと等により、感染拡大防止が

図れたものと考えております。

感染拡大、この相関関係を解○坂口博美議員

明するのは難しいということでありましたけれ

ども、イオンモール宮崎付近での人流減に関し

て、要請の方法や効果など詳しい説明を、いま

一度求めます。

県民の皆様○福祉保健部長（重黒木 清君）

に対する外出自粛等の行動要請は、知事会見等

によるマスコミを通じた周知のほか、テレビＣ

Ｍや新聞広告、ＳＮＳ等の様々な広報媒体を活

用しながら行ったところであります。

国から提供されたデータによりますと、イオ

ンモール宮崎周辺の午後３時の人出は、行動要

請を開始した８月13日以降減少し、ピーク時に

は、７月１日と比べて３割程度減少しておりま

して、県民の皆様の御協力により、ふだん人出

の多いこのエリアにおきまして、一定の人流抑

制が図られたものと考えております。

じゃ、夜の繁華街での人流に○坂口博美議員

ついて、その要請は誰に、どういった要請をな

されたのか、いま一度お答えください。

第５波にお○福祉保健部長（重黒木 清君）

いては、繁華街の人流を抑制し、感染の急所と

なる飲食の場面を制限するため、飲食店等に対
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し、午後８時までの営業時間短縮の要請を行っ

たところであります。

さらに、国のまん延防止等重点措置の適用を

受け、重点措置の対象地域に指定した宮崎市等

では、営業時間短縮の要請に加え、酒類の提供

自粛や、飲食を主とする店舗におけるカラオケ

設備の利用自粛の要請も行ったところでありま

す。

ということは、夜の街での人○坂口博美議員

流減は、外出自粛の要請による効果ではなく

て、営業規制などの効果であって、このことに

ついては、要請内容や人流減効果などに係る相

関性は検証できるのではないかと。

また一方、一般的な外出自粛要請について

は、イオンのみでなくて全体的な人流の実態把

握や、感染との相関関係の有無判断は難しいの

ではないかなとは思いますが、再度、御見解を

お聞かせください。

宮崎市内の○福祉保健部長（重黒木 清君）

夜間の繁華街における人流が抑制され、同エリ

アでの大規模な感染拡大を防ぐことができた点

については、議員御指摘のとおり、各飲食店等

が営業時間短縮の要請に応じ、午後８時以降に

お店を閉めていただいたことによることが大き

いものと認識しております。

一方で、県民の皆様に対する外出自粛要請の

効果については、県では、様々な場面を含めた

全体の人流に係る詳細な実態の把握が困難であ

り、感染状況との相関関係の証明は難しいもの

と考えております。

現在、全国知事会を通じて、国に対し、第５

波の収束原因を含めた分析・検証を早期に進

め、有効な具体的対策を都道府県と共有し、国

民に対し提示するよう求めておりますので、各

行動要請の効果の検証については、国の分析・

検証の結果を待ち、必要な対策の参考にしてま

いります。

外出自粛なり、営業に係る規○坂口博美議員

制なり、いずれにせよ県民の痛みを伴うことは

間違いありません。今後また、このようなこと

をお願いしていくとなるなら、せめてそこに相

関性があることの確認は最低条件とすべきだと

思います。それが解明されずして、時短や外出

自粛などを要請する際に、「早く、強く、短

く」の決定根拠に合理性が認められるわけはあ

りません。

そもそも緊急事態とは、死ぬか生きるか、そ

の別れ際にあることを言うのであります。した

がいまして、緊急事態の旗を掲げることで、県

民に痛みを求めるのであれば、それは一度で解

決を見て当然だと思います。

国は、その失敗から、総理大臣が交代するま

でに至ったと言っても過言ではないと思いま

す。本県では３度も独自宣言を出していなが

ら、鎮静化に至れていない。果たして、早め早

めの宣言などは、結果的に、県民に対して他県

に増しての利益となったと言えるのか。つまり

成功だったと言えるのか、知事に御見解を伺い

ます。

医療提供体制が脆弱な○知事（河野俊嗣君）

本県におきまして、新規感染者が短期的に、爆

発的に増加したことによりまして、地域医療が

崩壊の危機に瀕した昨年の第３波の経験を踏ま

えまして、第４波以降は、御指摘がありました

ように、「早く、強く、短く」という基本姿勢

で必要な対策を講じてきたところであります。

第５波では、県民の皆様の御協力もあり、九

州各県と比較しても感染のピークを低く抑える

ことができ、早期に感染の鎮静化が図られたこ

とから、この方針に一定の効果を感じていると
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ころであります。成功というような表現ではな

く、一定のそういう効果というところを認めて

まいりました。

しかしながら、３度の宣言発令によりまし

て、外出自粛や営業時間の短縮など、県民や事

業者の皆様に多大な御不便をおかけするととも

に、県内の新型コロナ患者の41人の方がお亡く

なりになっているという状況については、知事

として重く受け止めているところであります。

今後とも、時々刻々と変わる感染状況を的確

に見極め、県民生活や地域経済へ与える影響も

踏まえながら、適切なタイミングで必要な感染

防止対策を行ってまいります。

県民に不便や不利益を及ぼす○坂口博美議員

という点については、県外や国外との往来につ

いても同じと考えますが、水際作戦とされる手

段と、その結果についての相関関係に係る検証

などはどこかで進んでいるのか、福祉保健部長

に伺います。

本県では、○福祉保健部長（重黒木 清君）

これまで県外から感染が持ち込まれ、そこから

県内で感染が拡大してきた経緯を踏まえ、感染

拡大期においては、県民の皆様に対し県外との

往来自粛をお願いするとともに、県外の皆様に

も来県自粛をお願いしております。

今回の第５波においても、夏休み期間中の人

の移動に伴う感染持込みを防ぐため、７月19日

から全都道府県を対象とした不要不急の往来自

粛及び来県自粛を要請いたしました。

帰省を取りやめた方は一定数いらっしゃいま

したが、人の流れを完全に止めるまでには至ら

ず、県外由来の感染が拡大したものと考えてお

ります。

地方においては、都市部からの感染の持込み

により感染が拡大することとなりますので、感

染拡大地域との人の動きの抑制について、実効

性をどう上げていくかが、今後の課題と考えて

おります。

往来自粛を要請することに○坂口博美議員

よって、この動きを100％足止めするというのは

不可能なわけでありまして、ウイルスが本県に

到達したときに、その場所でこれを止め、外に

出さないことが必要だと思いますが、その取組

と課題について福祉保健部長に伺います。

水際での感○福祉保健部長（重黒木 清君）

染持込み対策としては、例えば宮崎空港におき

ましては、到着口への検温器や消毒液の設置等

を行うとともに、来県者や帰県者が事前にＰＣ

Ｒ検査の受検が可能な体制を整えているところ

であります。このＰＣＲ検査で陽性になった場

合は、医療機関で再度検査を行い、陽性が確定

した後、管轄保健所に対応が引き継がれること

になります。

しかしながら、事前のＰＣＲ検査は任意であ

るとともに、仮に陽性という結果であっても、

その後の医療機関での検査で陽性が確定する前

の段階では、感染症法上、隔離等の強制的な措

置は不可能であります。

また、新型コロナには潜伏期間が存在するた

め、時期によっては検査を擦り抜ける可能性が

あるなど、検査の限界があり、ウイルスの持込

みや広がりを完全に防ぐには難しい課題がある

と考えております。

大変難しいと思うんですけれ○坂口博美議員

ども、やっぱり法的あるいは技術的な課題がた

くさん残っている。スルーを防ぐためには、

やっぱりそこを今後、徹底して検証していっ

て、その対策をしっかり講じられる、科学的根

拠に基づいたですね。これが絶対必要だと思い

ます。
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独自宣言など、これまでの取組について今、

伺ってきましたが、今後のワクチン接種、治療

薬開発、株の変異などを予測するとき、第６波

以降のコロナの脅威についてはどのように見通

されているのか。感染対策と経済対策について

のお考えと併せ、知事に伺います。

現在、国内では感染が○知事（河野俊嗣君）

鎮静化しておりますが、海外では、例えば一時

はコロナ対応のモデルと言われていたようなド

イツにおきましても、今、爆発的な感染拡大に

見舞われておりまして、我が国、そして本県に

も、いつ第６波が襲来してもおかしくないと、

強い緊張感を持っているところであります。

その中で、オミクロン株が、ＷＨＯにおいて

も最も警戒レベルの高い「懸念される変異株」

と位置づけられ、その影響が注視されていると

ころでありまして、今後、デルタ株の感染力を

超えるような新たな変異株の出現も懸念されて

いるところであります。医療が逼迫し、一般医

療が大きく制限されるような最悪の事態も想定

して、備えておく必要があると考えておりま

す。

このような中、ワクチン接種の進展や治療薬

の開発等によります重症化リスクの低減などの

患者の姿の変化を捉えながら、コロナ禍で痛ん

だ地域経済の復興や、県民の日常生活を取り戻

していくことが大きな課題であると認識してお

ります。

このため、今般、県の対応方針を見直し、緊

急事態宣言等の発令基準について、これまでの

新規感染者数から、入院者数等の医療の逼迫状

況をより重視する形に変更したところでありま

す。

私としましては、まずは医療提供体制のさら

なる強化を図りながら、追加接種も含めたワク

チン接種等を積極的に推進することによりまし

て、第６波の脅威から、県民の命と健康をしっ

かりと守ってまいりたいと考えております。

その上で、新たな対応方針の下、今後、医療

逼迫が生じない水準に感染を抑えながら、機動

的かつ積極的に本県経済の回復に取り組んでま

いります。

経済を進めるには、医療逼迫○坂口博美議員

を生じさせない水準に感染を抑えるということ

でありましたけど。今言われました今後の取組

方針、考え方の変更というのは、例えば、今ま

で考えていたように、直近１週間の感染者数の

増加率なんかも、やっぱり深刻に受け止めるん

だよと、そこで宣言とかにつながるんだよとい

う考え方、これは今のいろんな状況に鑑みて、

そういうことにはもうあまり重きを置かずに、

やはり重症化、特に亡くなる人を徹底的して守

るんだと。そういった意味での医療逼迫、これ

がないようにしっかりとやっていくんだという

こと、その下での経済を回すということであろ

うかなと思います。

しかし、その大前提にはワクチン接種率の一

定水準の確保というのがあるわけであります

が、今後どのくらいの頻度で、いつ頃までにワ

クチンを打てば医療逼迫は避けられるのか。そ

してまた、現在コロナワクチンの接種は無料で

行われておりますが、インフルエンザワクチン

は有料であることとの違いにつき、その根拠を

含め、福祉保健部長に伺います。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

による医療の逼迫を避けるためには、ワクチン

の高い接種率を維持する必要がありますが、３

回目接種以降の効果がどの程度継続するのか、

その頻度やいつ頃まで接種が必要なのかについ

ては、現時点では不明であります。
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また、ワクチン接種の推進だけでなく、経口

治療薬の普及や新たな変異株の発生状況などに

よって、医療の逼迫の程度は異なってくるもの

と考えております。

次に、インフルエンザワクチンとの費用負担

の違いにつきましては、インフルエンザワクチ

ンは、個人の発病または重症化を防止すること

を目的としておりまして、65歳以上の高齢者に

ついては予防接種法の定期接種に位置づけら

れ、それ以外の者については任意での接種と

なっており、市町村で一部助成されている例も

ありますけれども、いずれも原則として有料で

行われているところであります。

一方、新型コロナワクチンにつきましては、

まん延予防上、緊急の必要があるものとして予

防接種法の臨時接種に位置づけられており、そ

の費用については、特例的に国が全額を負担

し、無料により接種が行われているところであ

ります。

特効薬あたりも今後は考慮し○坂口博美議員

ながら、ワクチンだけに頼るんじゃないよとい

うことですけど、現時点ではその方向も見えな

いですね。だから、やっぱりワクチンが大前提

になるのかなと思います。

先ほど知事にも申し上げたように、そういっ

たワクチンや治療薬の効果を織り込んだ上で、

基本的には死者を出さないと注意を払いながら

経済を回すということでも、うなずかれまし

た。

県は、令和２年の本県自殺者数を217人と公表

しました。自殺者数につきましては、ピーク時

の平成19年の394人からほぼ毎年減少をたどり、

令和元年には190人と、12年間で204人の減と

なっております。相関関係や因果関係について

の確認は困難であるものの、これがコロナ禍に

大きく影響されていることは間違いなく、仮に

コロナ禍の影響がなく、令和２年にもこれまで

どおりの減少が続いていたと仮定すれば、令和

２年は173人との推計もできなくはなく、県発表

の実数217人とは44人もの差が出る。つまり、令

和２年は令和元年よりも44人増えたとの考え方

も、乱暴とは言い切れないと思います。

そしてまた、その原因については、経済、病

気、解雇、家族問題など多くに分けられており

ますが、その発端にはコロナが存在し、その

後、到達したところに生活苦や将来不安など、

経済に基づく苦難があったのではないか。つま

り、自殺の原点にコロナありだったのではない

かと考えます。

そのような中、本県の経済や社会資本など県

民の安心や豊かさに資するべく、もろもろの基

盤を見るとき、ウイズコロナの時代にあって、

その充実発展のためのかじ取りは極めて難易度

の高い中にありますが、経済に奪われていく命

の一つ一つも、コロナウイルスに奪われていく

命と同じく、それぞれが全地球よりも重いもの

であります。何としても、経済を前に進めてい

かなければなりません。

さて、本県のこれまでのコロナ対策について

でありますが、申し上げましたように、成功と

は言えず、むしろ失敗であったと私は判断して

おります。しかしながら、その経験は大変価値

あるもので、これはその悔しさも含め、今後に

生かさねばなりません。必ず生かせると思って

おります。そして、そのときに初めて、今回の

失敗は、代え難き経験として拍手すべき失敗に

終わると信じます。

なお、その貴重な経験についてであります

が、県の最高責任者として事に当たり、全てに

おいて経験を積まれたのは河野知事一人であ
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り、他にその存在はありません。これからいよ

いよ、全国がコロナ脅威の中で経済を加速させ

るという大変難しいときを迎えますが、私個人

としては、経済団体の４選出馬要請は、そのよ

うな局面からは適切な判断だと、これに理解を

示したいと考えております。

そこで、４期目就任ありを前提に知事に伺い

ます。県では今、総合計画の見直しが進められ

ていますが、最大の課題は人口減少であると思

います。しかし、日本全体の人口推計や本県の

人口見通しを見ても、50年、100年という長いス

パンの中で、いつかは増加に反転するといった

ようなグラフを、いまだ見たことがありませ

ん。そうであるのなら、今後長期にわたって人

口減少が続くことを前提とした上でも、なおか

つ安心して希望を持って暮らすことができる世

の中をつくっていくことが大切だと考えます。

そして、その上で、長期的な視点から自然減

対策や社会減対策を講じ、半世紀、１世紀先に

は、人口増へと反転できるような宮崎づくりを

目指し、その姿を県民に示すことが必要ではな

いかと考えます。

コロナ禍によって大きく痛んだ県民の心や暮

らし、そして経済を回復させ、本県の行く末を

間違いないものとする決意を含め、見解を伺い

ます。

ただいまの議員の温か○知事（河野俊嗣君）

い激励に対し、心より感謝を申し上げます。

御指摘のとおり、現在の人口構成等を踏まえ

ますと、我が国、そして本県における人口減少

は、今後も長期にわたって続く見通しであり、

その前提に立って県民の暮らしを維持し、さら

には県勢を発展させていく必要があります。

その上で、長期的な視点から自然減対策や社

会減対策を講じ、早期に人口の安定に道筋をつ

けることが、本県の将来にとって極めて重要な

課題であると認識しております。

また、新型コロナによって、命、暮らし、生

活が脅かされ、医療体制の脆弱性をはじめとす

る様々な課題が顕在化するとともに、デジタル

化に向けた動きが急速に進むなど、大きな変化

の時代を迎え、多くの皆様が将来に対する不安

を抱えているものと感じております。

一方で、コロナ禍の中で、国外との行き来が

できない中でも、ｅコマースを通じて輸出額が

右肩上がりで上昇している本県の農畜水産物へ

の高い評価というものもあります。また、観光

面でも、コロナ収束後には日本へ、そして九州

へという声が強くあるというような希望の光も

あるところであります。

このため、まずはコロナ禍からの早期回復に

全力で取り組むとともに、次期総合計画長期ビ

ジョンでは、医療や地域交通、中山間地域の在

り方など、県民の暮らしにしっかりと向き合

い、人口減少下にあっても、県民の皆様が希望

を持ち、安心して心豊かに暮らしていける将来

像をお示ししたいと考えております。

やはりリーダーが死守しなけ○坂口博美議員

ればならないことの一つに、続く人に希望とい

うともしびを燃やし続けなければいけない、掲

げ続けなければいけないと考えております。ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。

ところで、せんだっての衆議院議員選挙の与

野党政策論争について、財務省の矢野次官が

「ばらまき合戦のようだ」とする投稿を文藝春

秋11月号に行っております。

当面の経済対策に要する財源を赤字国債に頼

らざるを得ぬ中にあって、過度な負担を将来に

先送りするべきではないとする考え方は、決し

て間違いではなく、財政健全化の視点は常々必
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要であると思います。

ところで、地方経済の現状でありますが、長

期に及んでいるコロナの影響は、特に零細・中

小企業や低所得者などへ大きな痛手となってお

り、それを多く抱えている本県などでは、その

実態は大変厳しいものとなっております。

述べましたように、財政健全化は重要な課題

ではありますものの、私は、それは中長期的視

点から考えるべきであって、今はその時期には

ないと思っております。むしろ今こそ、公共部

門への公金投資などにより、ベースラインにま

で地域経済を復興させ、直面している深刻な状

況を脱し、さらに活性化させていくべきであり

ます。

そうやって地域経済を立て直すことが、ひい

ては税収増へとつながり、結果的に最も早い財

政健全化への道になると信じております。今こ

そ、国と地方とが連携して積極的な財政出動を

行うときだと考えます。

財政政策に関する現状と課題への御認識を知

事に伺います。

国は26日に、31兆円余○知事（河野俊嗣君）

の経済対策を含む補正予算案を決定しました。

その財源として、22兆円余の国債を追加発行す

ることとしております。

今回の補正を含め、これまでのコロナ対策予

算において、その財源の多くを国債に依存して

いることについては、地方の立場からも、引き

続き留意していく必要があると考えておりま

す。

財政力に乏しい本県としましては、インフラ

整備予算にしろ、補助金交付税等、国への要望

というものを度重ねているところであります

が、国も決して打ち出の小づちを持っているわ

けではない。それはいずれ国民負担として跳ね

返ってくる。そこには十分な注意が必要である

と考えております。

しかしながら、その上で議員御指摘のとお

り、本県のように低所得者や中小・小規模事業

者が多い地方においては、長引くコロナの影響

により、経済が深刻な影響を受けております。

このような状況におきましては、私も、まず

は国が積極的な財政出動により経済対策に取り

組むための財源を確保し、地方と一体となって

経済を立て直していくことが、中長期的な財政

健全化に取り組む上でも大変重要であると認識

をしております。

今回の国の経済対策は、過去最大となる55.7

兆円規模で、成長と分配の好循環を実現すると

されておりますことから、デジタル化や観光・

農林水産業の活性化など、予算確保に努め、そ

の効果を本県に最大限波及させてまいります。

経済が落ち込んでいる今の状○坂口博美議員

況を見るときに、まずは積極的な財政出動が必

要との認識でありましたが、国の経済対策に係

る補正予算の成立はそう遠くないと思います。

また、その後には令和４年度予算についても、

その姿が見えてこようかと思います。

今後の本県予算編成に関しての考え方を知事

に伺います。

国の経済対策に係る当○知事（河野俊嗣君）

面の対応につきましては、まずはその内容を

しっかりと精査した上で、国、県、市町村の役

割分担や本県の実情をよく見極めながら、特に

コロナの第６波への備えなど、機動的な補正予

算編成を含めて、必要な対応を速やかに検討し

てまいります。

また国は、補正予算と令和４年度予算を「16

か月予算」として一体的に編成する方針であり

ますことから、本県における効果的な予算編成
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の在り方につきましても、十分検討する必要が

あると考えております。

本県は、歳入の多くを地方交付税などに依存

しておりまして、例年、当初予算編成時におけ

る収支不足が200億円前後生じるという脆弱な財

政構造にありますが、国の令和４年度地方財政

収支の仮試算におきましては、地方交付税は令

和３年度比623億円増の17.5兆円と示されている

こと、また国の補正予算において、地方創生臨

時交付金の地方単独事業分が1.2兆円確保された

ことなど、地方が必要とする財源が一定程度確

保される見込みであります。

今後とも、こうした財源の確保に努めなが

ら、コロナ禍からの復興と新たな成長活力の創

出につなげていくため、予算編成に積極的に取

り組んでまいります。

小泉政権下でありました。三○坂口博美議員

位一体改革が断行され、その結果、国から地方

へ３兆円の税源移譲が実現した一方で、国庫補

助負担金の引下げや廃止、そして５兆1,000億円

にも上る地方交付税の削減がなされ、各自治体

は予算が組めないほどの危機的状況に陥りまし

た。いわゆる平成16年度地財ショックでありま

す。

これに対処すべく、地方６団体は国に対し協

議の場を求め続け、幾つかの段階を経て、平

成23年にはこれが法制化され、現在に至ってお

ります。

さて、長引くコロナ禍により地方経済は大き

く低迷し、また、新しく見直されたコロナ対策

と経済復興に係る国や県の基本的な方針は大き

く変更され、さらには岸田内閣が目指すとする

新しい資本主義についても、その概要はいまだ

見えません。

このように、今日の地方税財政を巡っての環

境は、ある意味、平成16年ショック以来の懸念

の中にあろうかと思います。そのような意味か

ら、令和４年度の地財に係る協議は、通常とは

違い、大きな節目となると思われます。

全国知事会の担当常任委員長たる河野知事

の、令和４年度税財政改正に向けての主要課題

に関する見解をお伺いいたします。

新型コロナの感染状況○知事（河野俊嗣君）

や地域経済への影響が地域ごとに異なる中で、

今後、地域の実情に応じた医療や検査の体制強

化、苦境にある事業者・住民への支援、グリー

ン、デジタル等の成長分野への投資など、多額

の財政需要が見込まれるところであります。そ

の財源の確保のため、地方にとっては、今年度

の国の補正予算や来年度の税制改正におきまし

ては、新型コロナ対応の臨時交付金の増額や、

地価に応じて引き上げるべき固定資産税を据え

置いた特別措置の終了などによる地方税収の

しっかりとした確保というものが課題となって

まいります。

また、中長期的には、社会保障関係費の増嵩

などに対応できる地方一般財源総額の確保も重

要になってまいります。

こうした課題への対応策につきまして、私は

地方税財政常任委員会の委員長として、今年度

の「国と地方の協議の場」における国への提案

事項としたほか、今月は５回上京したところで

ありますが、様々な機会を通じてこうした要請

活動を行うなど、適切な改正が実現するよう働

きかけを行っているところであります。

今後とも全国の知事と連携し、私自身その責

任をしっかり果たしながら、全国のため、そし

て宮崎のためになる要望を行い、その実現を

図ってまいります。

ワクチン接種の無料接種につ○坂口博美議員
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いてでありますけれども、これが臨時的接種と

される条件をもし失ったとすると、費用につい

ては接種者負担となります。また、国や県が目

指すとする新しいコロナ対応の大前提は、ワク

チンの高接種率であります。クロス接種への不

安なども残る中、高額な費用の負担を求められ

るとなれば、果たして必要とする接種率は維持

できるのか。私にはそれは大変困難に思えま

す。

このことをこそ、令和４年度の税財政改正に

向けての主要課題とすべきであったと考えます

が、知事のお考えをお聞かせください。

先ほどの部長答弁にも○知事（河野俊嗣君）

ありましたとおり、このワクチン接種に関しま

しては、予防接種法に基づき、まん延予防上緊

急の必要がある場合、臨時に行う新型コロナに

係るワクチン接種の費用については、特例的に

国が負担するというルールになっております。

このため、新型コロナの感染状況や生命・健

康を損なうリスク等を踏まえ、まん延予防上緊

急の必要がある場合には、議員御指摘のとお

り、高い接種率を保つためにも、引き続き、国

が全額負担していくべきものと考えておりま

す。

このことについて、コロナを担当しますほか

の委員会ともしっかりと連携をしながら、税財

政の委員長として、国と地方の協議の場などで

しっかりと主張していく必要があるものと考え

ております。

ぜひ頑張っていただいて、○坂口博美議員

やっぱりこれはもう恒久的措置としてでも、一

定の接種率を確保する必要があるという期間中

は、国費で臨時的措置という解釈をすべきだな

と。このことを求め続けていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

そして、ここで１問だけ、地元の問題につい

て伺います。

西都児湯２次医療圏の問題についてでありま

すが、その拠点病院であります西都児湯医療セ

ンターについては、移転計画の凍結や理事長に

対する辞職の勧告などが報道に上るなど、今後

の救急医療に関し、重大な懸念を持っておりま

す。

知事として県の責任につき、どう考え、何を

なさんとされているのか伺います。

西都児湯医療センター○知事（河野俊嗣君）

は、初期救急であります夜間急病センターの運

営はもとより、西都児湯医療圏の第２次救急医

療体制の拠点としての機能を担っていただいて

おります。

県としましても、今回の理事長人事に関する

一連の動きに対して、重大な懸念を持って注視

しているところでありまして、今後も休日・夜

間の救急医療提供体制を維持し、地域住民が安

心して医療を受けることができるよう、西都児

湯医療センターはもちろんのこと、圏域内の市

町村や他の救急告示施設等と十分連携をしなが

ら、必要な支援について検討してまいります。

また、来年度から検討を始めます第８次医療

計画の策定におきましては、近年の交通アクセ

スや地域の医療需要を踏まえつつ、市町村や医

師会、大学など関係団体等の意見も伺いなが

ら、県として、より望ましい救急医療の在り方

について検討してまいります。

いかなる理由があっても、そ○坂口博美議員

の圏域内に住んでいる人たちの命・健康、これ

に重みの差というのは、全県下あってはならな

いことでありますので、ぜひとも早期に解決し

てほしいと思います。

そんな中で、理事長選・解任を巡る一連の動

- 52 -



令和３年11月30日(火)

きを政争ではないのかと批判する声も、地元に

はあります。もし本当に政争であるのでした

ら、そのような場に医療機関などを巻き込むよ

うなことは決してあってはならず、このことに

は、県は万全を期すべきだと思います。

そのことを強く申し上げ、ここで再度、知事

の政治姿勢に関し、伺います。

冒頭述べました平成26年９月議会で、知事は

「公務員としてのキャリアを投げ打って、知事

選挙に立候補した」とも発言されております。

私はその発言を「キャリアという価値あるもの

を宮崎県民のために放棄してあげた」と、宮崎

県民に対して上から目線で言われたようにも感

じました。そしてまた、「宮崎県の知事職と公

務員としてのキャリア職をはかりにかけりゃ、

キャリアが重たい私の価値観」と本気で思って

おられるのではないのかなとも感じて、あのと

きは大変不愉快な気持ちにすらなりました。

また、「県外の人間だと言われないためにも

宮崎に自宅を持つべきでは」との続けての問い

に対しては、「現職の間は公舎に住みたい。公

職を離れ一県民になったら、県産材の爽やかな

香りに包まれた家に住みたいという夢は持って

いる」とも答弁されました。当然ながら、自宅

を建てるとなると、一朝一夕でできるわけはな

く、相当の日月を要すわけであります。つま

り、次の選挙での当選の確実性がない限りは、

現在の任期が満了する前の、それなりのタイミ

ングで着工しなければ、選挙結果次第では、公

職を離れざるを得ぬ事態もあり得るのでありま

す。失礼でありますが、これが現実でありま

す。

そのようなことを思うとき、あり得ぬことと

は察しますが、よもや「河野俊嗣が出馬する限

り、向かうところ敵なし」などとお考えではあ

るまいなとか、もしそうでないなら「あれはあ

くまでも夢の域を出ない話だ」と、いつでも弁

明ができるがための高等戦術だったのかもしれ

ないとの思いが湧かぬでもないのであります。

この２点について御説明をいただきまして、

知事は宮崎県を真に愛し、宮崎に骨を埋めたい

と思っている宮崎県民の一人であり政治家だ

と、本当に自分を信じておられるのかお伺いい

たします。

私はこれまで、宮崎県○知事（河野俊嗣君）

で16年半暮らしてまいりました。総務部長から

始まり、副知事、知事としての仕事に取り組む

中で、県内各地を回りまして、多くの方々と出

会いを積み重ね、つながりも深めてきたところ

であります。広島県呉市で生まれ育ち、高校卒

業までおりましたので、約18年ということにな

ろうかと思います。それとほぼ同じ時間を過ご

した。ただ、それ以上に県内各地を回り、そし

てそのとき以上に、濃密な時間を多くの人と出

会うことにより過ごしてきた、そのような思い

であります。

その中で、宮崎は自分の大切なふるさととな

りまして、この宮崎に対する思いというもの

は、決して地元出身の方々にも引けを取るもの

ではないと自負をしておるところであります。

御質問にありました、平成26年９月議会にお

いて国家公務員としてのキャリアを投げ打って

と答弁をいたしましたのは、国家公務員として

の職を辞し、退路を断って選挙に臨む覚悟を申

し上げたものであります。また、私の自宅につ

きましては、現職の間は知事公舎に住むことを

考えておりますが、いずれ公職を離れた際に

は、この宮崎に家を持って住み続けたいと、そ

のような思いを述べたところであります。

このようなこれまでの長い月日、この宮崎で
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過ごした思い、そして多くの皆様に支え応援を

していただいて、知事として役割を果たしてき

たこれまでの日々というものを考え、しっかり

とそのことを受け止め、今後とも知事として、

また宮崎をこよなく愛する一県民といたしまし

て、宮崎の発展のために誠心誠意、覚悟を持っ

て全力で取り組んでまいる所存であります。

今、お聞かせいただきました○坂口博美議員

ことを含め、「誰よりも宮崎のことを思ってい

るんだ」という思いは、何度もこれまで発言さ

れていますし、それは本心であろうなと思って

おります。「知事として果たすべきことは、責

任を持って成し遂げる」との決意も、本物と信

じております。その志を今後とも貫徹してほし

いと願っています。

壇上も含め、知事が示されました県政に向け

る姿勢は、極めて真面目であり真剣だなと感じ

られるものでありました。ぜひ、そうあってほ

しいと思います。

そして、もちろんでありますが、そのような

姿勢につきましては、これまでもそのとおりで

あったと思いますが、正直に申し上げ、私に

は、今の知事からはどうしてもそれを実感でき

ないものがあるのであります。では、なぜなん

だろうと考えますときに、どうしても知事はバ

リアを感じさせる。私らにですね。それがある

んじゃないかなと。

先ほど私は、劇場型政治家の話をしました

が、これが今必要だというんじゃないんです

ね。劇場型と表現される政治家があるというこ

となんですけれども、本県でもそう例えられた

知事に、東国原知事がおられました。東国原氏

は、県を越えてまでの絶大な人気があり、例え

ば、県外の人から宮城県と宮崎県を間違われる

ほど存在感の薄かった宮崎県を、一躍有名にし

てくれました。マンゴーや地頭鶏、「たまた

ま」なども頻繁に売り切れるほどのセールスも

やってくれました。

東国原氏の人気の裏には、県民になじむこ

と、県民に成り切ることなどがあり、その特効

薬として、宮崎県民以上に宮崎弁を駆使すると

いう戦略があったのだろうかなと思っておりま

す。ただ、それが行き過ぎて、全国に最も広

がった「どげんかせんといかん」。そのとき中

野議長に聞いたら、これはえびのでも使わん、

宮崎弁ではないと教えられたことを、今も記憶

しております。議長もそうだと思います。いず

れにせよ、そのことへの努力は大きかったであ

ろうと察しております。

ところで、知事は宮崎で暮らされること16年

８か月になります。広島での生活とほぼ同じぐ

らいの歴史を宮崎でつくられてきました。

しかしながら、その河野知事からは、意識的

に東京弁にこだわっておられるんですかね、お

られるのではないかなと思うほどに、宮崎弁も

広島弁も耳にできないのであります。そのよう

な知事を見ていて、私は、墓を購入するよりも

家を建てるよりも、「だれたぁ」とか「よだき

い」とか、あるいは「たまがった」とか「て

にゃおか」などと、宮崎弁を積極的に使うこと

を心がけられるのが、県民が心を開き、あなた

を宮崎の仲間として迎え入れる、理屈抜きの近

道になりそうに思えます。

以前の定例会で、今後は当局に対し、あまり

に厳しい発言はもうしないということを述べた

こともありました、この場で。しかし、今回は

これを撤回しまして、期待するがゆえに、言わ

ずに済むならできれば言いたくない話を嫌々申

し上げました。

４期目への挑戦を表明された知事に求めたい
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のは、政策的なことももちろんでありますが、

それに劣らないほどのものとして、県民があな

たにバリアを感じないで接することのできる知

事を、心がけてほしいということであります。

４期目出馬の要請をなされた皆様のお考えに

賛意を表し、かなりな困難が待つと思える今後

の宮崎のかじ取りの万全たるを求めて、私の一

般質問を終わります。どうもありがとうござい

ました。（拍手）

次は、満行潤一議員。○中野一則議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○満行潤一議員

崎、立憲民主党の満行潤一です。

山内議員、坂口議員から問われて、知事の４

期目を目指す抱負を聞かせていただきました。

ぜひ、県勢発展のために、県民福祉の向上のた

めに頑張っていただきたいと、エールを送りた

いと思います。

今年は明治４年の廃藩置県と都城県設置か

ら150年に当たります。僅か１年２か月しか存在

しなかった都城県ですが、歴史的意義は大きい

ものがあったと思います。

薩摩の風土は、薩摩隼人で男尊女卑が著しい

とか、女性軽視で男が強いとか言われたりしま

すが、実際は奥方がしっかり家庭を守り、ある

じの背中を押して戦場に送り出すので、勇まし

く戦場で戦う以外になかったとの言い伝えがあ

ります。元来、薩摩の男は女性を尊敬し、大事

にしてまいりました。

質問に入ります。女性の政治参加についてで

あります。

今般の衆議院選挙では、残念ながら女性の比

率が下がったんだそうであります。内閣府の

「女性の政治参画マップ2021」によれば、県議

会議員2,621人中、女性は305人、11.6％に過ぎ

ません。昭和22年は0.9％でしたから、年々比率

は上がってきています。しかし、女性が少な過

ぎる。世界に目をやれば、スウェーデンは47

％、フランス、イギリス、ドイツが30％台と続

きます。日本は10％、世界164位であります。我

が国の有権者の51.7％は女性であり、政治分野

における女性の参画拡大は、政治に民意を反映

するため、極めて重要です。

平成30年には、議会議員の選挙において、男

女の候補者の数ができる限り均等となることを

目指す「政治分野における男女共同参画の推進

に関する法律」が施行され、令和３年には、国

や地方公共団体のハラスメント対策等の施策の

強化等を盛り込んだ改正法が施行されました。

法の趣旨をしっかり踏まえ、実効あるものにし

なければならないと考えます。女性の都道府県

知事は２人しかおられません。

知事に、このような女性議員、首長の少ない

状況を踏まえ、女性の政治参画はどうあるべき

かお考えをお伺いし、以下、質問者席から行い

ます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

政治分野におきましては、議員の御指摘にあ

りました女性議員の割合が少ないことなどが従

来から課題とされておりますが、国が実施した

女性地方議会議員を対象とした調査では、その

数が少ない主な原因として、議員生活と家庭生

活の両立が難しいことや、政治は男性が行うも

のという固定観念が強いことなどが挙げられて

いるところであります。

そもそも有権者の半数は女性であります。男

女の持つ様々な意見や価値観等を施策に反映

し、社会情勢への変化に的確に対応していくた

めには、女性の政治参画を着実に進めていく必

要があると考えております。
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このような中、国においては、昨年12月に閣

議決定した第５次男女共同参画基本計画の中

で、国会議員や地方議会議員の候補者の女性の

占める割合について目標値を設定し、取組を進

めていくこととされております。

県におきましても、男女共同参画プランの改

定に向け、今年度、検討を行っているところで

ありまして、今後とも、性別による固定的役割

分担意識の解消など、男女共同参画の推進に努

めてまいります。以上であります。〔降壇〕

女性議員を増やすというの○満行潤一議員

は、我々の立場でもやっぱり頑張らないといけ

ないというふうに考えていますので、お互い頑

張っていきたいと思います。

次に、地域公共交通・陸海空交通網の現状と

課題についてお尋ねいたします。

コロナ禍で地域交通分野も大きな打撃を受け

ています。地域交通に関する新たな制度的枠組

みとして、2007年に地域公共交通活性化再生法

が、2013年には新たに交通政策基本法が制定さ

れ、国民の自律的な生活の確保や、地域経済の

活性化・地域の活力の向上の観点から、地域公

共交通の確保・維持・改善のための政策の重要

性が同法においても明文化されるとともに、

国、地方公共団体、交通事業者、交通施設管理

者それぞれの責務と国民等の役割、並びにこれ

ら関係者の連携及び協力が明定されており、地

域公共交通網の確保、維持を図る上で、その要

として県の果たす役割は重要です。

コロナ禍で利用者は激減しています。路線バ

ス約７割、タクシー約６割、貸切りバス５割以

下、鉄道５割以下、カーフェリー旅客部門３

割、航空３割。

観光立県を標榜する宮崎です。今後どのよう

に需要回復に取り組むのか、部長お願いいたし

ます。

新型コロナに○総合政策部長（松浦直康君）

より減少いたしました交通需要を回復させるた

め、県では交通事業者と連携した利用促進策で

あります「みやざき、のってん！プロジェク

ト」に取り組んでおります。このプロジェクト

は、県民の県内外への移動や県外からの里帰り

利用に対し運賃割引等を行い、公共交通機関の

利用促進を図るものであります。

新型コロナの感染拡大によりまして、昨年12

月以降中断しておりましたが、ワクチン接種や

ＰＣＲ検査を条件とするなど、対策をしっかり

と講じた上で、10月から事業者ごとに順次再開

しているところであります。

今後も、感染状況を踏まえながら、事業を推

進し、交通需要の回復を図ってまいります。

地域のバス路線も大変な状況○満行潤一議員

です。コロナ禍でさらに利用者の減少に拍車が

かかっています。交通政策基本法が制定された

こともあり、国の補助事業も充実してきたと

伺っています。

地域の交通弱者にとって大切なバス路線維持

のために、今後、県はどのような役割を担って

いくのかお尋ねします。

路線バスは、○総合政策部長（松浦直康君）

人口減少に加え、新型コロナの影響を強く受け

ておりまして、利用者が減少しており、その中

でも特に地域間幹線バス路線につきましては、

大変厳しい状況となっております。

このため、乗降調査や事業者等のヒアリング

などを行いますとともに、新たに地域ごとにバ

ス路線対策会議を設置し、地域の実情に応じた

運行区間の見直しや、コミュニティーバス等他

の運行形態への転換など、協議検討を進めてい

るところであります。
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また、地域公共交通活性化再生法の改正に伴

いまして、努力義務化された県の地域公共交通

計画につきましては、令和５年度末までに策定

することとしておりまして、市町村や交通事業

者と十分に連携を図りながら、積極的に協議検

討を進め、持続可能な地域交通ネットワークの

実現に取り組んでまいります。

よろしくお願いいたします。○満行潤一議員

次に、教育問題について伺います。

一昨年来、教育分野では、学校の長期休業や

高校総体等の中止など異例の事態が発生してお

り、児童生徒や保護者に、学習面での遅れや卒

業後の進路への不安が広がるなど、大きな影響

が生じています。コロナ感染症も落ち着いては

きましたが、今もなお、学習面など遅れる状況

が続いているのか、改善の兆しがあるのか、今

日の部活動や修学旅行への影響はどうなのか。

コロナ禍における学校現場の現状についてお伺

いいたします。教育長、お願いします。

学校現場の現在の○教育長（黒木淳一郎君）

状況につきましては、基本的な感染症対策を講

じながら教育活動が展開されており、授業時数

が不足するなどの学習面の遅れは見られていな

い状況であります。

一方で、授業における実習や体験活動、学校

行事や部活動等につきましては、感染状況によ

り活動を制限したり、規模を縮小して実施した

りするなどの対応も行われております。

修学旅行につきましては、当初の計画から行

き先を変更するなどして、安全に配慮した対応

を行っているところであります。

不登校の児童生徒の対応につ○満行潤一議員

いてお伺いします。

昨年度に30日以上登校せず、不登校と見なさ

れた小中学生は、前年度より8.2％増、過去最高

だったということが、文科省の調査で分かりま

した。2020年問題行動・不登校調査で報告され

た児童生徒の自殺者数も415人で最多。コロナ禍

における休校など生活環境の変化で、多くの子

供が心身に不調を来していることが浮き彫りに

なっています。

気になる調査報告があります。文科省の不登

校を経験した小中学生へのアンケート結果で

す。昨年12月の調査で、約2,000人から回答を得

た。学校を休むことについて相談した相手を聞

いた項目で、「家族」が約半数。「誰にも相談

しなかった」が、小学校６年生で36％、中学校

２年生が42％。「学校の先生、学校カウンセ

ラー」は少数となっています。

この結果を受け、文科省は、相談体制を充実

させる必要があるとしているところでありま

す。ただ、私は、「誰にも相談しなかった」

の、この４割というのには違和感があります。

確かに、このコロナ禍で十分な支援ができな

かったことはあったかもしれませんが、学校を

休みがちになった子供を認知したら、学校は地

域の民生委員たちと情報を共有して、家庭訪問

をしたり、早い段階から対応しています。

この調査で見えてくることは、学校や地域が

支援に動いていることを、不登校になる子供た

ちに認知されていない、届いていないというこ

とではないかと考えます。

教育委員会はどのように分析されているの

か、教育長の見解をお伺いいたします。

この調査は、令和○教育長（黒木淳一郎君）

元年度に不登校であった小学校６年生と中学校

２年生を対象とした国の抽出調査であります。

これによりますと、回答の得られた約2,000人

のうち約４割が、議員御指摘のとおり、「実際

に休み始めるまでに誰にも相談しなかった」と
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回答しております。このことを、私自身、重く

受け止めております。

学校では、これまでも児童生徒を丁寧に観察

し、声かけ等を行ってきたところであります

が、今後、友人との関係づくりを育む「ピアサ

ポート活動」や、子供たちが周りの大人に悩み

を相談できる力を育てる「ＳＯＳの出し方教

育」をはじめ、日常の教育活動での人との関わ

り方の学びにも、より一層力を入れていく必要

があると考えております。

次に、子供の居場所づくりに○満行潤一議員

ついてお尋ねいたします。

常任委員会で、宮崎市福祉事務所が実施して

いる子供の居場所づくり事業「コラッジョ」を

調査させていただきました。生活保護受給者や

生活困窮者世帯の中学生、高校生、若年層の無

就学、無就労者を対象に、学校や家庭以外の居

場所を提供して、生活習慣の形成、社会性の育

成や学習支援、進路相談などを行い、生徒が在

籍する学校との連携、子ども支援員の配置な

ど、多様な支援事業となっています。大変すば

らしい取組だと思いました。県内各地にこの取

組が広がる支援をお願いしたいと思いますが、

担当部長、いかがでしょうか。

宮崎市のコ○福祉保健部長（重黒木 清君）

ラッジョにおきましては、福祉部局と教育委員

会が連携し、個別やグループでの学習支援に加

え、不登校等の子供やその保護者に対する教育

相談など、地域の実情に応じた特徴的な取組が

行われているところであります。

これらの取組は、生活困窮者自立支援法に基

づく「生活困窮世帯の子どもに対する学習・生

活支援事業」を活用し、実施されております。

県におきましては、この事業を県内各市に広

げていくに当たり、このような宮崎市の取組も

紹介しながら、地域の実情を踏まえた効果的な

取組が実施されるよう、呼びかけてまいりたい

と考えております。

ぜひ、よろしくお願いしたい○満行潤一議員

と思います。

次に、24時間子供ＳＯＳダイヤルの現状につ

いてであります。

学校における教育相談の在り方について、文

科省は、「現代社会の変容の中で、家庭の教育

力や地域の機能が低下するとともに、児童生徒

の抱える問題が多様化し、深刻化する傾向も見

られる。こうした様々な問題に対して、学校が

対応しなければならない状況になっている。ま

た、社会の変化は、教員や児童生徒にもストレ

スの増大を招いている」として、様々な悩みを

抱えている児童生徒一人一人に対してきめ細か

く対応するために、学校とともに多様な専門家

の支援による相談体制をつくっていくことが大

切であると、教育相談の指針を示しています。

児童生徒、保護者の抱えるいじめや不登校、

子育てなど、様々な悩みに対して電話相談を行

うこの事業も、24時間電話相談体制となって相

談者が利用しやすくなり、より効果の上がる事

業になったと評価します。24時間体制に移行し

たことによる効果をどのように捉えているの

か、教育長にお伺いいたします。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、従来、平日土日の朝８時半から夜９時まで

実施しておりました電話相談「ふれあいコー

ル」に加え、「24時間子供ＳＯＳダイヤル」を

平成29年度から導入し、24時間の電話相談体制

を整備したところであります。

その結果、命に関わる緊急性のある相談に対

して、関係機関とも連携を図り、24時間迅速に

対応することができるようになりました。
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また、深夜の相談も可能になったため、高校

生の利用が大幅に増加するなど、多様な年代層

に対応できるようにもなったところでありま

す。このようなことを効果と捉えております。

実施に当たって大変だったと○満行潤一議員

思いますけれども、どうか今後ともよろしくお

願いしたいと思います。

学校教育のＩＣＴ環境整備について伺いま

す。

今年度、常任委員会調査で佐土原高校、本庄

高校、教育研修センターなどを訪問し、現状を

かいま見ることができました。

昨年、ＧＩＧＡスクール構想を受けた、ＩＣ

Ｔ環境整備を急いでほしいとの趣旨の質問をい

たしました。義務教育を受ける児童生徒は、１

人１台の学習者用ＰＣ・情報端末と高速ネット

ワーク環境などを整備する５年間の計画。本県

も他県に遅れることなく整備を急いでほしい、

そういう旨の質問でありました。

現在の公立学校の学習用端末の整備状況をお

伺いいたします。

現在の学習用端末○教育長（黒木淳一郎君）

の整備につきましては、義務教育段階では、県

内全ての公立学校におきまして、１人１台の学

習者用端末の整備が完了し、各学校で利活用が

図られております。

また、高等学校段階におきましては、コンピ

ューター室等にある端末及び持ち運び可能なタ

ブレット等を合わせて、年度内にはおおむね２

人に１台の整備が完了する予定であります。

なお、文部科学省より本年３月に、「高等学

校段階においても１人１台端末環境を実現する

ことが望ましい」旨の見解が示されたことを受

け、本年度、県立学校13校のモデル校におきま

して、個人が所有する端末を活用した授業等を

実践し、異なる機種を使った学習環境や校内

ネットワークの接続、家庭学習における端末の

利用について検証を進めております。

県立学校の整備状況、３人に○満行潤一議員

１台、２人に１台、１人１台、どんどん加速し

ているんだろうとは思いますけれども。その中

で、モデル校による私物端末の利用についての

検証が行われていると答弁いただきましたが、

訪問した佐土原高校、本庄高校もモデル校の１

校でありました。個人の情報端末を学校の授業

で利用するとしても、普通高校、工業高校など

情報端末を使う目的も授業の内容も大きく違い

ます。

また、私物のスマホやタブレットを使うとな

ると、機種によって操作や機能がばらばらで、

授業に支障が出るのではないか、学習効果が低

下するのではないかという懸念も持ちます。

学校ごとに、学科ごとに機種を指定して購入

させるなどの対応が必要ではないかと思います

が、学習用端末の整備方針についてお伺いいた

します。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、現在、高等学校段階においては、家庭への

持ち帰りを前提とした１人１台の学習者用端末

を整備することを目標に、整備方針の最終案を

まとめているところであります。

具体的には、個人が所有する端末の使用を原

則とし、端末が用意できない生徒につきまして

は、貸出し用端末の整備等で対応する方向で検

討しております。

特に、個人が所有する端末につきましては、

県立学校13校のモデル校による検証を基に、ス

マートフォン等の私的端末を活用する方式と、

学校が端末の機種を指定する方式とを想定して

おります。
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なお、当整備方針につきましては、年内をめ

どに決定してまいりたいと考えております。

了解です。○満行潤一議員

次に、スマホ使用実態についてであります。

昨年度、本県の教育委員会が行ったスマホ使

用に関する調査によれば、県内中学生の４割は

１日２時間以上との調査結果であります。対前

年度比4.8ポイント増。小中学生は、貸与された

タブレットを自宅に持ち帰って学習することを

推奨していますから、もっと増えることになる

のではないかと。子供から大人まで長時間使用

するスマホ依存が問題化しています。成長期の

子供の心身に悪影響を与えるとの専門家からの

指摘もあります。

スマホ、タブレットなどの情報端末の適切な

使用について、教育委員会の指針等があれば、

お伺いいたします。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、昨年10月に、「県立学校における携帯電話

の取扱い等に関する指導方針」を定め、各県立

学校に通知しております。

この通知では、各学校に対して、児童生徒が

生活の中で携帯電話等を利用する利便性や危険

性を十分に認識した上で、情報活用能力の育成

や情報モラル教育の取組を充実させること、ま

た各家庭が、携帯電話やタブレット等の利用に

関するルールづくりを行うよう働きかけること

などを求めております。

わかりました。○満行潤一議員

テーマを変えて、次は宮崎県東京ビル再整備

について伺います。

東京都千代田区に立地する宮崎県東京ビル

は、本県出身の学生のための学生寮、職員宿

舎、職員寮、フロンティアオフィス（県内中小

企業を対象とした貸しオフィス）などの機能を

有し、首都圏における本県の施策推進のための

重要な戦略拠点としての役割を担っています。

しかし、建設から50年近く経過し、老朽化によ

り維持管理費がかさんでいるということ、土地

をさらに高度利用する余地があること、立地環

境のよさから有効活用について検討するなど検

討を重ね、今回、再整備の基本計画をまとめ、

公募型プロポーザル方式により整備を行うとさ

れています。

今回質問するに当たり、改めて東京ビルに

行ってきました。立地条件のよさも実感しまし

たが、その老朽化も感じたところです。

東京ビルの再整備について、東京事務所で現

状と今後の整備計画について説明を受けた後、

担当リーダーに東京ビルを案内していただきま

した。

東京ビル（職員宿舎）は、東京事務所から20

分の位置にあり、災害時の登庁などの観点から

も利点がある。学生寮は今回、男女個室25室以

上になるが、近辺には大学も多く好立地であ

る。公募型プロポーザル方式となるが、東京事

務所にも多くの企業から問合せが来ている。隣

接地との境界ぎりぎりまで建物が建っており、

取壊しには困難が予想されるなどの説明をいた

だきました。

現在の学生寮は男子２人部屋で、今どきの学

生には不人気でしょうが、同郷のコミュニ

ティーを形成し、その後の人生にも大きな影響

を受けた利用者も多かったことだろうと思いま

す。職員寮は災害時の一つの拠点となり得る存

在で、今回のコロナ感染症対策（テレワーク）

でもその存在は大きかったことが証明されまし

た。ぜひ、今後とも利活用しやすい東京ビルと

して再整備していただきたいと思います。

公募の今後のスケジュールを、担当部長にお
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尋ねいたします。

東京ビル再整備事○

業につきましては、本年３月に基本計画を策定

した後、10月下旬には、県ホームページにおい

て募集要項等を公表し、現在、公募の手続を進

めているところであります。

今後は、応募を予定している事業者との意見

交換会を行って、事業の細かな点について理解

を深めていただいた上で、来年４月下旬に提案

書を受け付け、５月に審査委員会による審査を

経て、６月頃に優先交渉権者を決定していくこ

ととしております。

その中で、収益部門の考え方○満行潤一議員

について要望を申し上げたいと思うんですけれ

ども、建て替えによって容積率を最大の500％に

増やし、その半分を収益部分に充てる計画に

なっているようですが、県民が気軽に利用でき

るスペース、例えば、県人会等が利用するコミ

ュニティースペースの拡充や県内企業が利活用

できるスペースの確保など、有効活用できるよ

う、県民利用が優先される配慮が求められるの

ではないかと考えますが、部長、いかがでしょ

うか。

新しい東京ビルに○

つきましては、県民や県内企業、県出身者、本

県にゆかりのある方々の利用のほか、本県ＰＲ

のための活用など、将来にわたり本県発展を支

える機能が果たせるよう、整備してまいりたい

と考えております。

このため、首都圏における県内中小企業の活

動を支援するフロンティアオフィスや、県人会

の方々も利用される会議室など、現在、東京ビ

ルにある機能につきましては、その充実を図

り、引き続き設置することとしております。

また、展示品やパネルなどにより、特産品な

どの本県情報をＰＲする県情報発信スペースを

１階のエントランスホールに面するように配置

し、より魅力的なものにしてまいりたいと考え

ております。

次に、資源循環型林業につい○満行潤一議員

てお伺いします。

担当部署は、ウッドショックとウッドチャン

スと言っておられますけれども、県内の杉の多

くが主伐期を迎える中、ウッドショックにより

一斉に伐採すると、人材確保も難しい中、再造

林が進むのか心配です。

災害防止の観点からも、資源循環型林業の推

進が重要だと思います。８齢級以上が８割、再

造林率が７割の本県の現状があります。今後、

再造林にどのように取り組んでいくのか、部長

にお尋ねいたします。

資源循環型林○環境森林部長（河野譲二君）

業を確立するためには、伐採後の適切な再造林

が大変重要であります。

このため県では、国の森林整備事業や県の森

林環境税等を活用し、森林所有者の負担軽減を

図るとともに、伐採と再造林の一貫作業の実施

促進に加え、ドローンによる苗木の運搬や、成

長の早い優良苗木の植栽による下刈り回数の削

減など、森林施業の省力化・低コスト化につな

がる実証事業に取り組んでいるところであり、

林業イノベーションを進めていきたいと考えて

おります。

また、苗木生産施設の整備支援等により、年

間を通じて植栽可能なコンテナ苗の生産拡大等

を図り、再造林に必要な優良苗木の安定供給体

制を構築していきたいと考えております。

今後とも、森林所有者に対し、研修会や座談

会等を通じて、再造林意識の醸成を図るととも

に、市町村や森林組合等とも連携しながら、再
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造林対策にしっかりと取り組んでまいります。

次に、町のにぎわい創出につ○満行潤一議員

いてです。

地元都城市のある方から提案がありました。

「南九州で交通の要所である都城。でも、人口

減少が続いています。製造業を中心に企業誘致

や企業立地を推進していますが、中心市街地は

過疎化が進んでいます。企業誘致や企業立地に

はそれなりの補助金が支払われますが、商業に

は何も手だてがありません。ならば、全国展開

していて、市民をある程度雇用してもらえる商

業店舗にも補助金を出して誘致すれば、町は

もっと活性化するかも。もちろん既存の地元商

店店舗の支援も大切ですが」との内容です。

町のにぎわい創出のために、中心市街地に立

地する商業施設にも支援策を設けたらどうかと

いう提案です。部長、いかがでしょうか。

全国展開○商工観光労働部長（横山浩文君）

をしているような商業店舗の誘致につきまして

は、その集客力などにより、一定の経済効果が

期待されますけれども、既存の商店との競合を

生み、廃業等による雇用の喪失も懸念され、地

元の理解が必ずしも得られるとは限らないこと

から、支援は難しいと考えております。

中心市街地の活性化は大きな課題でございま

すので、県といたしましても、商店の魅力向上

や商店街活性化の取組を支援してきたところで

あり、今後とも、魅力あるまちづくりに向けた

人材の育成やビジョンの策定など、市町村と緊

密に連携を図りながら、中心市街地の活性化を

推進してまいります。

ちょっと認識の違いがあるん○満行潤一議員

ですけれども、当然、県の取組、市町村の取組

というのはあると思いますので、ぜひ、市町村

ともコラボしながら、中心市街地の活性化はど

うあるべきか、御検討を今後とも引き続きお願

いしたいと思います。

次は、公務員についてです。

公務員は国、地方を成り立たせる基本インフ

ラだとの思いで知事にお伺いいたします。

日常は通常の業務に当たっている役所、公務

員ですが、いざ災害発生ともなれば、第一線で

限られた人員をやりくりして住民の生命・財産

を守る。それが役所、公務員のあるべき姿だと

思います。非常時に備えて組織、人材、人員を

確保し、準備をしておく。しかし、公務員の定

数削減と非正規雇用が進んでいる現状で、非常

時の備えが十分なのか、人手が十分なのか不安

です。第一線で機動力を武器に仕事をしていた

現業職は国、地方から消えていっています。

国、地方の財政難を理由に、公務員は定員削

減され続けてきています。昨年から５年間の国

の定員合理化計画では、約30万人の国家公務員

の１割を削減する計画が進行中です。もちろ

ん、新たな行政需要に対する定員増も認められ

ていますが、極めて長期にわたり定員削減が続

いています。

地方公務員も減り続けています。この23年間

に、都道府県職員は約35万人減。市町村でも19

万人の減となっています。地方公務員の総数270

万人中、非正規の公務員は約64万人。約４分の

１は非正規の公務員となっています。

県庁の職員もここまで減りました。宮崎、鹿

児島両県は非正規職員の割合が高いとも言われ

ています。職員の定数については、削減だけで

はなく職場の特性などを考慮し、真に必要な部

署、例えば保健所や児童相談所には増員するな

ど、めり張りをつけて配置すべきと考えます

が、知事の考えをお伺いします。

県政運営に当たりまし○知事（河野俊嗣君）
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ては、不断の取組として適正な定員管理など、

行政改革を進めることが重要でありますが、一

方で、危機事象の発生をはじめとして、社会経

済情勢の変化に伴う行政需要にも弾力的に対応

していく必要があると認識をしております。

今年度においても、例えば増加・複雑化する

児童虐待相談等に的確に対応するため、児童相

談所職員を増員し、体制強化を図ったほか、新

型コロナウイルス感染症対策においても、人事

異動や他の所属からの応援などにより、必要な

人員の確保を図ったところであります。

今後とも、中長期的な定員管理を適切に行い

つつ、必要な分野には必要な人員を的確に確保

できるよう、めり張りをつけて取り組んでまい

ります。

今の知事の答弁が適正な人員○満行潤一議員

配置だろうと思いますので、ぜひ、そういう取

組をお願いしたいと思います。

職員のテレワークについてです。

テレワークについては、一昨年質問していま

す。新型コロナウイルス感染症の対応で、急速

に広まったテレワーク。前例のない、指針も計

画もない「超法規的」運用が突然始まったよう

な状況です。テレワーク環境が整備された日本

では、技術的には難しいわけではありません。

民間企業では歴史のあるテレワークです。

しかし、この前までパソコンは退庁時には鍵

のかかるキャビネットに厳重に保管だったもの

が、自宅や会議室などに持ち出して仕事をす

る。テレワークの課題はたくさんあると思いま

す。個人情報保護の観点も重要です。走りなが

ら考える。そういう状況下にあるとは思いま

す。県庁はどういう方針でテレワークに臨もう

としているのでしょうか。

まず、知事部局のテレワーク用パソコンの必

要数の確保や、テレワーク環境の整備状況を伺

います。また、テレワークをやれるセクショ

ン、やれないセクションがあります。どういう

基準でテレワークを行う業務を切り分けしてい

るのか、担当部長、お願いいたします。

在宅勤務をはじめ○

とするテレワークは、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止や業務継続に資するほか、柔軟な

働き方の実現にもつながるものであります。

このため、知事部局におきましては、テレ

ワーク用パソコン及び通信装置を、各所属にお

おむね２台ずつ配備し、その活用状況について

検証しているところであります。

テレワークの実施に当たっては、窓口や感染

症・災害対応等を除き、行政サービスに支障が

生じない範囲で各所属において判断し、試行を

重ねつつ取り組んでおりますが、今後とも、環

境整備も含め課題の検証を行いながら、テレ

ワークを推進してまいります。

幾つか疑問があるんですけれ○満行潤一議員

ども、職員のテレワークで業務が適正に回って

いるということを誰が評価するのか。進行管理

はどうしているか。また、個々人の適正な勤務

評価ができているのか。このあたりはいかがな

んだろうかと思います。

勤務時間の問題もあります。自分のスマホか

ら24時間いつでも県庁ＬＡＮに入って、業務用

メールのチェックもできるとか、課題はたくさ

んあると思いますが、どのように対応していく

のか、お伺いします。

テレワークの実施○

に当たっては、業務開始時及び終了時に、実施

する業務内容の計画やその実績を所属へ報告す

ることで、勤務時間や業務の進捗管理を行って

おります。
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また、勤務中は、コミュニケーションツール

のウェブ会議や音声通話、チャット機能等を活

用し、所属とコミュニケーションを取りなが

ら、業務を行っているところであります。

なお、テレワーク環境等の拡充に伴い利便性

が高まる一方で、勤務時間外におけるツールの

利用や、急を要しない業務指示などにより、勤

務時間の管理が曖昧になる懸念もありますこと

から、勤務時間内での利用が原則であることな

ど、テレワーク実施のルールについて、引き続

き、各所属に対して徹底してまいりたいと考え

ております。

次にテーマを変えて、肥満対○満行潤一議員

策についてお伺いいたします。

脱肥満県と私は呼びたいと思っているんです

が、本県の肥満率は、全国に比較して高い状況

にあります。肥満の何がいけないのか。肥満は

それ自体が生活習慣病に含まれていて、高血圧

や脂質異常症（高脂血症）、糖尿病などと相関

が高い。特に内臓脂肪型の肥満は、生活習慣病

の発症や重症化に関係が深いと言われていま

す。

国が毎年実施している国民健康・栄養調査

の2016年の結果から、都道府県別のＢＭＩの

データの上位を拾ってみると、男性20歳から69

歳では、全国平均が23.8なのに対して、宮崎県

は上から３番目の24.8。女性40歳から69歳で

は、全国平均22.6に対して、宮崎県は上から２

番目の23.8。

男女ともＢＭＩの平均は、都道府県別では上

位に来ています。小中高生の肥満出現率を見て

も、押しなべて全国平均よりも高い傾向にあり

ます。

肥満に対して、宮崎県民は寛容なのか。ＢＭ

Ｉが高くなるほど糖尿病の発症が多くなること

が分かっています。

本県では、野菜を積極的に食べる活動「ベジ

活」という県民運動を積極的に展開していま

す。適切な運動とバランスの取れた食生活。同

じように脱肥満県を意識した県民運動を展開す

べきと思いますが、部長、いかがでしょうか。

肥満は、生○福祉保健部長（重黒木 清君）

活習慣病との関連が深いことから、食生活や運

動による適正体重の維持が大変重要でありま

す。

このため県では、「野菜を１日プラス100グラ

ム」を目指すベジ活の推進として、野菜を多く

使った食事を提供する飲食店の登録・紹介やレ

シピの紹介のほか、スーパーやコンビニの食品

売場で、バランスのよい食事を促す表示や陳列

を行うなど、官民一体となった取組を進めてお

ります。

また「１日プラス1,000歩」の取組として、九

州山口各県対抗のウオーキングイベントを開催

し、広く県民に参加を呼びかけるとともに、企

業や県庁の各所属で歩数を競う取組など、運動

習慣の定着を推進しております。

県としましては、今後とも、このような取組

を広く広げ、適時適切な情報発信を行うととも

に、県全体の機運の醸成を図りながら、県民の

健康づくりをしっかりと進めてまいります。

次に、子供を取り巻く環境、○満行潤一議員

医療的ケア児支援法について、お伺いいたしま

す。

医療的ケア児支援法が施行され、医療的ケア

児への支援が努力義務から責務へと変わりまし

た。医療的ケア児及びその家族に対する支援に

関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の

責務を明らかにするとともに、保育及び教育の

拡充に係る施策、その他必要な施策並びに医療
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的ケア児支援センターの指定等について定めて

います。

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景とし

て、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人

工呼吸器や胃瘻等を使用し、たんの吸引や経管

栄養などの医療的ケアが日常的に必要な子供た

ちのことです。全国の医療的ケア児（在宅）は

約２万人と推計されています。

今回の質問に当たり、当事者団体の皆様と意

見交換の場を持ちました。担当課と定期的に意

見交換をしていただいており、感謝していると

のことです。意見交換の場で、次のような要望

をお聞きしました。

支援学校卒業後の行き先がない。入所施設、

通所施設は狭き門である。また、施設での人員

確保が非常に難しい。従事者の人材育成を県主

導で行ってほしい。また、こども療育センター

の小児科医の設置ですね。非常に切望されてお

りました。法施行による支援制度の充実を期待

されておりました。どのように取り組んでいか

れるのか、部長にお伺いします。

人工呼吸器○福祉保健部長（重黒木 清君）

などが日常的に必要な医療的ケア児を、地域の

医療機関や福祉施設等でしっかりと受け入れる

ためには、それを支える人材の育成が大変重要

であります。

このため県では、医師や看護師、福祉施設職

員を対象に、必要な知識やケアに関する研修を

実施しており、さらには、いわゆるケアプラン

を作成する医療的ケア児等コーディネーターの

養成研修や、訪問診療を行う地域の小児科医等

への実技講習を行っております。

また、こども療育センターにつきましては、

既存の非常勤だけではなく、常勤小児科医の確

保に向け、宮崎大学と意見交換などを行ってき

ております。

引き続き、これらの取組を進めながら、医療

的ケア児やその家族への支援の充実に努めてま

いります。

長期的医療、介護の必要な子○満行潤一議員

供たち。一方、高齢者には介護保険法という法

律で、いっぱいいろんなサービスが提供でき

る。相談窓口の一本化というのも、当事者団体

の皆さんからもお聞きしたんですが、高齢者に

は、そういう相談窓口もいっぱいあるんですけ

れども、子供に関することですので、児童相談

所が一義的には窓口になると考えますが、専門

的な医療分野に及ぶ相談もあります。

医療的ケア児支援法の支援措置の一つとし

て、医療的ケア児支援センターの設置、指定が

あります。県はどのような設置計画をお考えな

のか、お伺いいたします。

現在、県内○福祉保健部長（重黒木 清君）

には総合的な相談窓口がないことから、当事者

団体からは、「特に未就学時の保護者がどこに

相談したらよいのか分からず困っている」「制

度の紹介などを行ってほしい」といった声をい

ただいております。

このような要請などに対応するため、医療的

ケア児支援法が施行され、県において、家族へ

の相談、情報提供・助言等に総合的に対応する

医療的ケア児支援センターを設置できるとされ

たところであります。

県といたしましては、保護者からの声や県内

の状況等を踏まえながら、センターの設置につ

いて必要な検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。

対象者が、重度の障がいを持○満行潤一議員

つ医療的ケアが必要な子供たちですから、その

保護者も含めて、やはり地域に近いところに置
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いていただきたい。児相は県内３か所しかあり

ません。ぜひ、そういう意味でも、もっと県内

各地にセンターの窓口ができるように、切に期

待しておきたいと思っています。

次に、薬物乱用防止について、１つお尋ねし

たいと思います。

大麻事犯検挙件数は年々増加しています。本

県でも昨年71件、57人の検挙となっており、特

に30代以下が９割以上と、若年層を中心とした

大麻の乱用拡大が問題となっています。昨日

も、都城市の20歳の自衛官が検挙されていまし

た。

若者に広がっているのは、インターネット上

で、「アメリカの州によっては合法だ」「体に

悪影響はない。依存性はない」などの間違った

情報が飛び交っており、また安易に安価で手に

入れられるため、犯罪という後ろめたさがない

ことによるものだと思います。

密輸、密売の取締り、栽培事犯の取締り、乱

用者の取締りなど、警察や関係機関と対策を

取っていただいていますが、青少年への薬物乱

用防止教室の開催など啓発・広報活動の強化が

急がれると思いますが、本県の取組についてお

伺いいたします。

薬物乱用に○福祉保健部長（重黒木 清君）

係る社会的な問題が顕在化する中、薬物乱用を

未然に防止することは極めて重要となってお

り、青少年を中心に、薬物乱用の危険性や有害

性を正しく理解してもらうよう、積極的な広報

・啓発を行っているところであります。

具体的には、テレビ、ラジオ、新聞等の広報

媒体を活用した広報・啓発活動を行うととも

に、関係団体の御協力の下、307名に薬物乱用防

止指導員を依頼しておりまして、地域ごとに、

この指導員や保健所職員が直接、小・中・高校

に出向き、薬物の種類や有害性、薬物の誘いの

断り方などを説明する薬物乱用防止教室を開催

しているところであります。

引き続き、関係機関・団体と連携を図りなが

ら、薬物乱用の未然防止に向けた啓発活動に、

しっかりと取り組んでまいります。

最後に、警察の組織体制強化○満行潤一議員

について２点、お伺いいたします。

窃盗犯の減少と特殊詐欺、ストーカー事案、

家庭内暴力や虐待の増加など、多種多様な事案

の対応に日夜努力いただいておりますが、体感

治安の低下もあり、警察へのニーズはますます

増えていると感じます。しかし、警察官の定数

は、ここ数年増えていません。

国に対する定数増の要求などをどうお考え

か、警察本部の見解をお伺いいたします。

急速な国際化の○警察本部長（佐藤隆司君）

進展やサイバー空間の利用促進により、社会が

急速に変化する中、県警察としましても、変容

する治安上の課題に的確に対応していく必要が

あると考えております。

社会の変化に適応し、県民のニーズに応える

ためには、議員御指摘のとおり、警察官の増員

が望まれるところでありますが、都道府県警察

の定員は、警察法等に規定された基準に基づき

条例で定められおり、県独自に増員を行うこと

は困難な状況であります。

県警察としましては、警察庁を通じ、治安維

持に必要な増員は引き続き要望しつつ、現在の

定数を最大限活用して、社会の変化に適応する

ための組織体制の再編整備に努め、県民のニー

ズに応えてまいりたいと考えております。

当然、足りないというのは、○満行潤一議員

どこの都道府県も一緒だろうと思うんです。ど

んどん新たなニーズが出てくる。ぜひ、国に対

- 66 -



して定数増を訴え続けていただきたいと思いま

す。

現状は増えていないということですけれど

も、サイバー犯罪の増加、監視カメラの活用な

ど、新たな捜査員の需要など増える一方ですよ

ね。増員ができないのであれば、教養の充実、

警察学校派遣など研修による人材育成を図るし

かありませんが、現状と課題についてお伺いい

たします。

限られた人員の○警察本部長（佐藤隆司君）

中で、サイバー犯罪や特殊詐欺など、目まぐる

しく変容する治安上の課題に的確に対応し、か

つ、若手警察官が増加し組織の若返りが進む

中、各種教養・訓練を計画的に実施して、現場

執行力の強化に努めているところであります。

今後とも、第一線の警察機能を最大限に発揮

するため、サイバー犯罪などの専門的な能力を

有する人材の育成をはじめ、若手警察官の早期

戦力化に向けた取組を推進してまいります。

少数精鋭というわけにいかな○満行潤一議員

いと思うので、警察は現場、マンパワーだと思

いますので、ぜひ増員に向けても、また研修に

ついても頑張っていただきたいと思っていま

す。

以上で質問を終わります。あと、２月議会で

代表質問を予定しておりますので、また頑張り

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○中野一則議長

した。

総務政策常任委員長審査結果報告◎

次に、議案第18号及び第19号○中野一則議長

を一括議題といたします。

ここで、総務政策常任委員長に審査結果報告

を求めます。総務政策常任委員会、西村賢委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○西村 賢議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第18号及び第19号であります。

以下、審査の概要について申し上げます。

今回の条例改正は、人事委員会から職員の給

与に関する勧告があったことから、一般職の期

末手当の支給月数を引き下げるとともに、一般

職の改定等を踏まえ、知事や県議会議員などの

特別職に係る期末手当の支給月数を引き下げる

改定を行うために、所要の改正を行うものであ

ります。

審査の結果、お手元に配付の議案委員会審査

結果表のとおり、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

総務政策常任委員長の審査結○中野一則議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○中野一則議長

討論についての発言時間は１人10分以内としま

す。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） 私は、日本○来住一人議員

共産党を代表して、議案第18号「職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例」につい

て、反対の立場から討論をいたします。

本議案は、国家公務員の給与等に関する人事

院の勧告を基礎にして作成された、宮崎県人事
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委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告に

基づいて、一般職員等の期末手当を引き下げる

ものであります。

その内容は、一般職は給与月額を0.1月、再任

用職員は0.05月、引き下げる。また、会計年度

任用職員は翌年度から引き下げるというもので

あります。これによって、一般職員は１人平均

約３万5,000円、会計年度任用職員は平均１

万3,000円引き下げることになるものでありま

す。

引き下げる理由、根拠をどこに求めているか

というと、いわゆる特別給、期末手当、勤勉手

当のことでありますが、この支給月数が、職員

の4.45月に対して、民間は4.34月で、つまり民

間を0.11月上回っているために、これを民間に

合わせるというものであります。

問題点を３点述べます。

第１に、給与は、地方公務員法によって「生

計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並び

に民間事業の従事者の給与、その他の事情を考

慮して定める」として、民間に合わせようとす

るものでありますが、民間に比べ上回っている

といっても、0.11月であります。日当に直しま

すと、３日と48分であります。この差は大き

く、一般にみんなの合意を得られないほどのも

のなのか。是正しなければならないほどのもの

なのか。

一方、月例給は、逆に民間のほうが高いの

に、差が小さいとして改定しないというもので

あります。私は、ここには合理性はないし、ま

た、0.11月分の差は許容できる差であるものと

思います。

第２に、期末手当は事実上の生活給であり、

そのほとんどが消費に回されるものであり、経

済対策からも逆行するものであります。特に会

計年度任用職員の給与は、一般職に比べ格段に

低く、会計年度職員にとっては、まさに死活の

問題であり、ここに、引き下げるために手をつ

けることは許されないと思います。

第３に、今日の自治体職員・労働者が果たし

ている重要な役割との関係からも、引き下げる

ことは決して認められないと思います。自治体

職員・労働者は、何よりコロナ禍の下で、住民

の命と暮らしを守るために使命を持って努力を

されています。

人事院の総裁は談話の中で、「厳しい環境の

下、困難な業務に対して誇りを持って真摯に取

り組んでいる公務員各位に対して、心から敬意

を表します」と述べています。

県人事委員会も、今回の報告及び勧告で、

「近年、行政需要が増大・複雑化する中で、効

率的で質の高い行政サービスを提供するため、

職員は高い士気と責任感を持ちながら、日々職

務に精励している。今後とも、こうした職員の

努力や実績に報いるよう努めるとともに、職員

が意欲を持って働くことができる職場づくりに

取り組むことが重要である」と述べておりま

す。

私は申し上げたいと思います。日当にして僅

か３日分の期末手当を削減して仕打ちをするこ

とが、敬意を表していることになるのか。ま

た、職員の努力や実績に報いるということにな

るのか。敬意を持つと言うなら、努力や実績に

報いると言うなら、期末手当を上げることまで

はしなくても、引き下げることはならないと、

このように思います。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

来住一人議員の発言は終わり○中野一則議長

ました。

ほかに討論の通告はありません。
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以上で討論は終わりました。

議案第18号採決◎

これより採決に入ります。○中野一則議長

まず、議案第18号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は委○中野一則議長

員長の報告のとおり可決されました。

議案第19号採決◎

次に、議案第19号についてお○中野一則議長

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時59分散会

令和３年11月30日(火)
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令 和 ３ 年 1 2 月 １ 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）21番 外 山 衛 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

監 査 事 務 局 長 阪 本 典 弘

人事委員会事務局長 福 嶋 清 美

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○濵砂 守副議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

下博三議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○山下博三議員

ざいます。通告に従い、順次お伺いしてまいり

ます。

まず、東京ビル再整備計画についてでありま

す。

東京都千代田区に立地する宮崎県東京ビル

は、本県出身の学生寮、職員宿舎、フロンティ

アオフィス等の機能を有し、首都圏における本

県の施策推進のための重要な戦略拠点としての

役割を担っております。

私は平成25年、29年度の２回の一般質問にお

いて、昭和47年に建築されてから40年経過し、

所期の目的から大きく時代が変化していく中

で、共同風呂、共同トイレ、男性だけの学生寮

など時代に合わない施設となり、稼働率の低さ

と、希少な土地でありながら建蔽率の低さも指

摘し、時代に合った建物にすべしと提案してま

いりました。

当時の提案から９年が経過し、今回、東京ビ

ル再整備計画が進められることに感謝申し上げ

たいと思います。

東京ビルのある千代田区九段南地域周辺は、

皇居にもほど近く、オフィスや高級マンション

が建ち並ぶ非常に閑静なエリアであり、中でも

本県の東京ビルは、駅からも非常に近い、得難

い場所に立地しております。

そこで、現在の東京ビル周辺の地価公示価格

について、総務部長にお伺いします。

また、今回示されております東京ビル再整備

事業の実施計画の具体的内容もお伺いし、この

後、質問者席より行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○

たします。

まず、東京ビル周辺の地価公示価格について

であります。

東京ビルに近い標準地における国土交通省地

価公示価格は、平米単価113万円、坪単価にしま

すと372万9,000円となっております。

なお、この坪単価に東京ビルの敷地坪数を乗

じますと、およそ16億2,200万円であります。

次に、東京ビル再整備事業についてでありま

す。

本事業は、敷地の容積率を最大限用いて、県

施設と民間施設を併せ持つ合築ビルとして建物

を再整備し、県の財政負担の軽減と、ビルの機

能の維持・向上を図るものであり、本年３月に

基本計画を策定しております。

整備に当たっては、現在の東京ビルの機能を

引き続き維持するため、職員宿舎や学生寮、フ

ロンティアオフィスなどの県施設部分として、

建物全体およそ7,000平方メートルの半分程度の

使用を想定しております。

また、民間施設の機能については、再整備を

行う事業者の公募の中で提案を求めていくこと

としております。以上であります。〔降壇〕

平成25年時で、私が当初質問○山下博三議員

したときの坪当たり単価が259万円で11億1,800

万円の資産価値でありましたので、その差５億

円の資産価値が上がったということになりま

す。

延床面積約7,000平方メートルのうち、県の買

取り面積が約半分とのことでありますが、県と

令和３年12月１日(水)
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して約50年ぶりの東京ビル建設になります。募

集要項の中に、平成18年以降7,000平米の建築実

績、総合評定値1,200点以上、これは大手ゼネコ

ンのことだろうと思いますが、東京ビル再整備

事業の募集要項の内容と県内企業の参加が可能

か、総務部長にお伺いいたします。

東京ビル再整備事○

業では、ビル解体や設計、建設、完成後の民間

施設の所有及びマネジメントなどの業務が必要

となることから、募集要項においては、事業内

容のほか、応募者の参加資格要件に関する事項

などを示しております。このうち、参加資格要

件としては、公正な競争や適正な業務執行を確

保するため、県の入札参加資格の認定を受けて

いる者であることや、一定の業務実績を有する

ことなどを掲げております。

事業者の選定に当たっては、県内企業の参加

が含まれる提案を評価する方針であり、また、

規模の小さな企業が参加しやすくするなどの工

夫を行っておりますので、様々な形で県内企業

が関わっていただくことを期待しております。

都心の中でも非常に利便性の○山下博三議員

高い東京ビルの周辺は、防火地域に指定されて

おり、従来は倒壊や延焼を防止する観点から木

材の利用が制限され、なかなか木材をふんだん

に活用しようという発想にはならなかったとこ

ろです。

しかしながら、近年の建築基準法の改正によ

り、耐火構造とすべき木造建築物の高さの制限

が緩和されるなど、防火地域も含めた都市部の

市街地において、中高層建築物を木造・木質化

できる範囲が拡大されており、既に民間で取り

組まれた事例も出てきているようでありますの

で、東京ビルにおいて、いろいろな利用が可能

になるのではないかと考えているところです。

そこで、本県東京ビルのような首都圏の高層

ビルにおいて、建築基準法改正に伴い、どのよ

うな木材の利用方法が可能となったのか、環境

森林部長にお伺いいたします。

建築基準法で○環境森林部長（河野譲二君）

は、建築物の火災から人命等を保護するため、

各種の防火規定が定められており、首都圏など

の防火地域においては、柱やはり、壁等の主要

構造部を耐火構造とすることなどが求められて

います。

一方、木材利用の観点から、段階的に防火規

定の見直しが行われており、木材を石膏ボード

で被覆した耐火部材等の活用による高層建築物

の木造化をはじめ、柱やはり等の構造部材をそ

のまま見せる利用方法も可能となるなど、都市

部での建築物において、木材が利用できる範囲

が拡大しております。

このようなことから、本年10月には、東京銀

座において、ＣＬＴや耐火集成材をふんだんに

活用した木造と鉄骨造のハイブリッド構造によ

る12階建て商業テナントビルが建設されるな

ど、民間による先導的な事例も出てきておりま

す。

ありがとうございます。○山下博三議員

答弁にありましたとおり、東京ビルにおいて

も多くの木材が使用されることが期待されると

ころであります。

今回の東京ビル再整備事業において、仮に基

本計画で示されているイメージ図を用います

と、県施設部分の床面積3,763平米の内装に木材

を利用した場合、県産材利用推進基本方針に基

づく木材使用料の目標値は、少なくとも75立米

程度になると伺っております。

県では、公募型プロポーザル方式による事業

者の募集を既に開始しておりますが、この事業

- 75 -



令和３年12月１日(水)

者選定基準によりますと、総配点200点のうち、

価格に対する評価の配点が100点、価格以外に対

する評価が100点、そのうち県産材利用等、県勢

発展への寄与に関する評価の配点がたった10点

となっております。私は、この基準では県産材

が利用されないのではないかと心配いたしてお

ります。

そこで、今後、事業者に対し、県産材を積極

的に活用することを求めることができないの

か、総務部長にお伺いいたします。

要求水準書にも示○

しております「県産材利用推進に関する基本方

針」では、床面積１平米当たり0.02を乗じた立

米数の木材使用が目標とされており、今回の県

施設部分について計算しますと、議員お示しの

とおり、約75立米の木材を使用することが目標

となります。議員の御指摘を踏まえ、今後、事

業者に県産木材の使用の提案を考えていただく

に当たりましては、意見交換会等の中で、目標

とすべき数値を示した説明書を改めて作成し配

付するなど、県の考え方を分かりやすく具体的

に提示し、県産材活用に向けた本県の考え方を

しっかりと説明し、取組を促してまいります。

今からプロポーザルの参加事○山下博三議員

業者との打合せが始まると思いますので、県産

材の利用を強く求めていただくことを希望して

おきます。

これまでと比べ、都心部においても、かなり

木材を利用しやすくなったということだと思い

ますので、今回の東京ビル再整備においても、

いろいろな利用が可能になるのではないかと考

えております。

山は、祖父が木を植え、おやじが育て、孫が

木を切るということで３代かかるとも言われて

おります。

本県は、黒木博知事時代の昭和30年代から40

年代にかけて、急速に拡大造林が行われてまい

りました。この頃、年間１万2,000ヘクタール以

上の植林がなされており、本県が林業県とし

て30年間、杉丸太生産日本一を誇る、一代目と

しての山の礎をつくっていただきました。黒木

博知事時代に植林された面積は、約19万7,000ヘ

クタールとも言われております。

元林野庁長官であった松形祐堯知事の時代に

は、林道等の林内路網の整備や、その頃まだ全

国的にも少なかった製材所への木材乾燥機の導

入など、生産体制の整備にいち早く取り組ま

れ、全国一の製材所、加工施設の充実に取り組

まれたのが２代目の松形知事であったと思いま

す。

県土の76％以上、森林蓄積量１億4,000万立米

の資源に成長してきました。歴代の先人がつく

り上げた財産を、いよいよ３代目の河野知事の

代に生かせるときが来ております。

平成22年に137万立方メートルであった県内の

杉丸太生産量は、10年後となる令和２年には173

万立方メートルに及んでおり、外材を含む製材

品全体の出荷量においても、この年から広島県

を抜いて日本一となり、その７割以上を県外に

出荷している木材供給県でもあるわけですか

ら、さらなる利用拡大に向けて、大消費地でそ

の良さや新しい利用方法をしっかりとＰＲする

ことが大事であります。

そうした意味からも、延床面積3,500平米の県

有施設、職員住宅、学生寮、フロンティアオ

フィス、会議室等や、机、椅子等、アイデアを

凝らした利用の仕方があると思います。

今回の東京ビルの再生を大きなチャンスとし

て、ビル内の情報発信スペースやエントランス

等の県が所有する部分をモデルルームのように
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して、木のぬくもり、安らぎを伝える木材をフ

ル活用することで、需要拡大の拠点としてＰＲ

することが、３代目となる河野知事の役割では

ないでしょうか。

そこで、東京ビル再整備事業において、県産

材を最大限活用すべきではないかと考えます

が、知事の見解をお伺いいたします。

これについては、重要○知事（河野俊嗣君）

な御指摘と受け止めております。

まず、東京というものが人、物、金、情報が

集中する情報発信拠点であります。この新しい

東京ビルというものが、そういう首都圏におけ

る本県の施策推進のための重要な戦略拠点、情

報発信拠点としての役割が期待されているとこ

ろであります。

今、御指摘がありましたように、先人の御努

力により、本県が、杉の素材生産量が長きにわ

たり日本一を誇る、日本有数の林業県となって

きているわけであります。県産木材のＰＲや需

要拡大の役割も重要なものであり、今、県内に

おきましては、防災庁舎をはじめ、様々な公共

施設において木材をもっと使っていこうと、木

づかい県民運動等も展開しているところであり

まして、情報発信拠点であるこの東京におい

て、もっとそれに力を入れていく、そこは重要

なポイントであろうかと考えております。

今回の事業は、県の財政負担にも配慮し、将

来にわたる土地の賃貸料収入で県施設を取得す

る費用を賄うこととし、その範囲で民間からの

幅広い提案をいただく手法を取り入れておりま

す。

御指摘のありました県産木材の利活用につき

ましても、民間の実績も踏まえた新しいアイデ

アが多くいただけることを期待しておりまし

て、県としましては、選定を目指す民間事業者

に、積極的に働きかけを行ってまいりたいと考

えております。

ありがとうございます。○山下博三議員

昨日の坂口議員への答弁の中で、４選に向け

た固い決意も述べられました。令和８年には供

用開始でありますので、知事が無事４選を果た

されたら、３代目の大きな実績になるかと思っ

ております。ぜひ宮崎の宝を生かしてくださ

い。

次に入ります。

去る10月20日、宮崎カーフェリーが現在建造

中の新船の進水式が、広島県因島にある造船所

で行われました。ニュース映像を見ますと、本

県からは知事をはじめ、中野県議会議長、さら

には県経済界を代表する方々が多数出席されて

おり、みやざき大使で漫画家の東村アキコさん

が綱を切って進水しました。

そこで、実際に式典に参加された知事に、ど

のように進水式を感じられたのか、お伺いいた

します。

まず、こういった船○知事（河野俊嗣君）

は、通常、その下半分が水の中につかっている

わけでありますが、その全体が陸上に出てい

る。その巨大な船体、しかも、宮崎カーフェ

リーのデザインがなされた、塗装がなされた船

体が目の前にある。これには非常に圧倒される

思いがいたしたところであります。

そして、例えば、高速道路にしても、様々な

公共施設にしましても、その落成式といいます

か、完成の式典では大いなる感動を覚えるわけ

でありますが、その大きな巨体が水しぶきを上

げて海の中に進水していく、それは非常に感動

的なものがありました、もう思わず涙が出てく

る。

しかも、この宮崎カーフェリーは、新会社の
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設立をはじめ、この新船の整備に向けては、こ

こに至るまで、県議会での御指摘も踏まえて

様々な議論があったというその経緯に思いを致

すと、大変感慨深いものがあります。

また、私自身は呉に生まれて、造船の町と言

われておりました。かつては戦艦大和を生んだ

というところは、故郷の誇りでもあると。決し

て戦争があってはならないと考えております

が、当時、大和の進水式に立ち会った方々の高

揚感、感動というものはいかばかりということ

にも思いを致したところであります。

いずれにいたしましても、このカーフェリー

新船は、本県の経済の生命線である宮崎－神戸

航路を安定的に維持していくため、非常に重要

な役割を担うものであります。進水式のその日

夕方に私は神戸に参りまして、神戸市長にその

状況を報告し、しっかりとこれからも神戸－宮

崎航路を維持発展させてまいりたい、そのため

の連携というものも意見交換してきたところで

あります。

今後、さらにオール宮崎の体制で力を合わせ

て支援していく必要を強く認識するとともに、

決意を新たにしているところであります。

大変感激されたということで○山下博三議員

あります。

これから総合政策部長に６問お伺いしてまい

ります。

私もニュース映像を見て感動いたしました

が、同時に２年前の11月議会での宮崎カーフェ

リー新船造船に対する支援に係る集中審議の情

景を思い出しました。

令和元年12月６日の常任委員会合同審査会に

おいて、前社長の黒木相談役に御出席いただ

き、現在の船は、就航して23年を経て老朽化が

進んでいる上、トラック積載台数も限られてお

り、農畜産物を中心にトラック業者の希望に応

えられないということから、新船に対する期待

が大きくなってきたということをお聞きいたし

ました。大阪南港から神戸港に変更し、黒字が

続いていた中で、新船建造のためにどのような

思いで新会社への移行を決断されたか、航路維

持に対する強い思いを伺いました。

黒木相談役の強い思いに深く感銘を受けなが

ら、議会としても、農業をはじめとする本県経

済の生命線としての航路の重要性を強く認識

し、より安定した経営が可能となるよう、①今

後とも、宮崎市に対して会社経営安定化に向け

た支援を働きかけること、②金融団の貸付金利

の低減を含め、支払利息の圧縮に向け、さらに

取り組むこと、③貸付金が確実に償還されるよ

う、会社に対して徹底した経営指導を行うこと

という３点の極めて重い附帯決議をつけて、県

の支援を債務負担として承認いたしておりま

す。

当時の穐永社長は、議会承認後の12月18日に

は、広島県尾道市の内海造船株式会社と造船契

約を締結し、関連設備も含め、総投資額180億円

の新船建造プロジェクトがスタートしました。

昨年10月には、２隻の新船に係る名称が公募

され、宮崎にちなんだ名称として「たかちほ」

が、神戸にちなんだ名称として「ろっこう」と

いう船名が決定し、今回の進水式であります。

このような経緯を思い起こすとき、ようやく

ここまでたどり着いたと、深く関わってきた皆

さんの御苦労、御尽力に感謝するとともに、ま

さにこれからが正念場の宮崎カーフェリーであ

りますが、経営陣の皆さんのさらなる尽力を強

く求めます。

そこで、「フェリーたかちほ」は内装工事に

入っており、もう１隻も３月に進水式を迎える
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ということでありますが、今後の新船２隻が就

航するまでのスケジュールについて、お伺いい

たします。

新船建造につ○総合政策部長（松浦直康君）

きましては、10月に進水式を終えました１隻目

の「フェリーたかちほ」は、現在、内装工事を

進めているところであります。建造工事の完了

後、試験運航を経て、来年４月15日の就航予定

となっております。

また、２隻目の「フェリーろっこう」につき

ましては、来年３月の進水式、10月に就航予定

であります。

なお、これまでのところ、資材調達などの新

型コロナの影響もなく、順調に建造が進んでい

ると伺っております。

来年10月には２隻体制での運○山下博三議員

航が始まるということであります。

野菜や畜産物の出荷が増加し、あふれ台数が

増える年末に向けて、輸送量が増強されるとい

うことであります。来年の冬には、県内のト

ラック会社の皆さんが安心して利用できること

を御祈念いたしております。

一方、165億円と言われる借入金の返済も始ま

りますが、その大事な時期を控えた中でのコロ

ナ禍であります。

そこで、令和２年度のカーフェリーの決算

は、経常損益で４億3,500万円の赤字だったと記

憶しておりますが、今年の上期の決算状況はど

うなっているのか、お伺いいたします。

令和３年度上○総合政策部長（松浦直康君）

期につきましては、旅客・貨物ともに全国的

に、また長期にわたって感染が拡大いたしまし

た新型コロナの第５波の影響を大きく受けてお

り、特に旅客につきましては、人流が抑制され

たことで、総旅客数がコロナ前の令和元年度と

比べて約66％の減と、大きく減少しておりま

す。

貨物につきましても、新型コロナの影響によ

り経済が停滞したことで、外食需要が大きい牛

肉とか酒類をはじめ、貨物の全体量が減少して

おりまして、トラック輸送台数が、令和元年度

と比べまして約10％の減となっているところで

あります。

また、世界的な原油高もあり、燃料費が前年

度比で約43％の増となっております。経営の大

きな負担となっているところであります。

その結果、令和３年度上期の決算におきまし

ては、経常収益は約３億5,000万円の赤字になっ

ております。

極めて厳しい上期の決算状○山下博三議員

況、約３億5,000万円の赤字を受け、下期に向け

てどのように収益改善を図ろうとしているの

か、お伺いいたします。

宮崎カーフェ○総合政策部長（松浦直康君）

リーでは、６月に就任されました郡司新社長を

中心に、コロナ禍からの回復と経営安定化のた

め、様々な取組にチャレンジされているところ

であります。

まず、旅客対策としましては、徹底した感染

防止対策や、ＰＣＲ検査つきの旅行商品の造成

など、安全・安心な船旅を楽しんでもらうため

の取組に加えまして、コロナ感染が鎮静化した

今年10月からは、旅客の回復を図るため、乗用

車運賃の半額割引や県民限定の運賃半額割引な

どを、いち早くスタートされているところであ

ります。

あわせて、来年の新船就航に向けましては、

県内外において大型プロモーションを展開し、

新たな旅客需要の掘り起こしが図られていると

ころであります。
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また、貨物対策といたしましては、季節や曜

日に応じた柔軟な運賃設定や、荷主へのトップ

セールスの実施など、営業活動を強化し、積荷

の確保に努められております。

県としましては、これらの経営改善の取組

を、宮崎市や神戸市など関係機関とも連携し、

しっかりと支援してまいります。

私たち県民は、宮崎県経済の○山下博三議員

生命線である宮崎カーフェリーの存続を強く

願っており、そのためにも県のみでなく、県内

の市町村や経済界が一つになったオール宮崎県

としての取組が重要であると思います。

新船建造経費として宮崎カーフェリーが借り

入れる165億円のうち、県の40億円、宮崎市の５

億円を除く120億円の貸付けを行う金融団におい

ても、オール宮崎県の取組で支えていくことを

十分に認識いただき、共に支えていくことが重

要であります。

県は、さきの３点の附帯決議を踏まえ、宮崎

市や金融団に対してどのように取り組んでこら

れたのか、お伺いいたします。

まず、宮崎市○総合政策部長（松浦直康君）

に対しましては、機会あるごとに、経営安定化

に向けた支援を要請してきたところでありま

す。同市におきましては、閑散期の貨物対策の

支援のほか、関西エリアからのスポーツ合宿や

大会、教育旅行の誘致など、カーフェリーと連

携した利用促進に取り組んでおられます。

また、10月には、宮崎市観光協会をはじめ、

荷主や物流・観光関係者10団体と２企業で構成

いたします長距離フェリー利用促進協議会を開

催いたしまして、新船就航に向け、オール宮崎

の体制で協力して取り組んでいくことを改めて

確認したところであります。

金利につきましては、会社の長期事業計画に

おいて2.5％とされておりましたが、債務負担議

案を御承認いただいた際の附帯決議を受けまし

て、会社における交渉とともに、知事、副知事

が直接、金融機関に対して金利の低減を求めた

ところであります。

その結果、金利は約２％となり、会社から

は、６億円を超える負担軽減につながる見込み

であると伺っております。

ありがとうございます。○山下博三議員

2.5％ということを当時提案されて、我々議会

としても大変紛糾したところですが、２％とい

うことで、その差額６億円が、いわゆる経営改

善につながってくる大きな原資になったなと

思っております。さらなる努力をしていただく

ようにお願いいたします。

来年から融資貸付金が最大で120億円になりま

すから、さらなる金利負担軽減には努力してい

ただきますようにお願い申し上げます。

上半期も、コロナの影響を受けて大変厳しい

中での燃料価格の高騰であります。

トラック輸送事業者の団体である全国トラッ

ク協会は、11月９日に国土交通大臣に対して、

軽油高騰価格に関する要望書を提出いたしまし

た。

具体的には、燃料高騰分を価格に転嫁するた

めの荷主や関係団体などへの働きかけや、燃料

費負担軽減につながる支援制度の創設でありま

す。

一方、国内の旅客船会社の団体である日本旅

客船協会でも、今後、国土交通省に対して、港

湾施設使用料の引下げ、免除を要請しようとし

ております。

このような中、萩生田経済産業大臣は、原油

高への対策として、予備費を活用して機動的に

対応していくこととしております。
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また、松野官房長官は、農業、漁業、輸送業

など関係業界への支援や、自治体が地域の実情

に応じて対策を行う際の支援策を講じていくと

表明されました。いずれも、年末年始に間に合

わない補正予算ではなく、より機動的に実施が

可能な予備費で対応するということでありま

す。

そこで、県として、燃料高騰の現状をどのよ

うに認識しているのか、また、港湾施設の使用

料の免除を含めどのように対応していくのか、

お伺いいたします。

長引く新型コ○総合政策部長（松浦直康君）

ロナの影響に加えまして、燃油価格の高騰によ

り、基幹産業である農林水産業や交通・物流分

野など、本県の経済や県民生活が大きな影響を

受けております。特に、コロナ禍と燃油高騰に

よる厳しい経営環境の中、本県経済の生命線で

ある長距離フェリー航路を安定的に維持してい

くことは大変重要でありますので、国の新たな

経済対策も踏まえながら、必要な対策を検討し

てまいります。

また、港湾施設使用料の減免につきまして

も、宮崎カーフェリーだけでなく、同じく県の

物流を担う県トラック協会からも要望を受けて

おりまして、現在、関係部局間で検討を進めて

いるところであります。

国内で猛威を振るった新型コ○山下博三議員

ロナウイルスの第５波では、ワクチン接種の普

及に伴い、一時期の感染拡大の状況からは脱

し、今後、３回目のブースター接種の拡大や、

口から飲む治療薬の開発・普及など、ウイズコ

ロナ期に移行するものと言われております。

新船は、旅客定員が現在よりも100名少ないも

のの、個室率が大きく向上し、トラックは現在

よりも30台多い163台の大型トラックが積載可能

ということであります。

ぜひともコロナ禍のピンチをチャンスに変え

て、積極的な営業展開を図ることで、県民が安

心して見守ることができる経営体制を構築する

ことが極めて重要であります。

コロナ禍からの回復が進みつつある中で、今

後の物流・観光面から、本県経済への新船就航

効果はどれくらい期待されるのか、お伺いいた

します。

新船就航の効○総合政策部長（松浦直康君）

果につきましては、物流・観光両面で大きな経

済効果が期待できるものと見込んでおります。

まず、物流面におきましては、船の大型化に

よりまして輸送力が増強され、農畜産物などの

安定的な輸送を確保することが可能となりま

す。

また、ドライバーズルームの完全個室化によ

り、物流を担うトラックドライバーの労働環境

の改善につながるなど、産業分野における効果

が期待されるところであります。

次に、観光面につきましては、大幅な個室化

やペットと泊まれる部屋の設置など、時代に

合った旅客ニーズに対応するとともに、船上コ

ンサートや市町村と連携した船上イベントな

ど、移動そのものが楽しみとなる船旅ならでは

の魅力と独自性を高めることで、新たなター

ゲットの取り込みや観光客の増につながるもの

と期待しております。

新船就航効果への期待は大き○山下博三議員

いものがあるということであります。その期待

を現実のものとするためには、フェリー業界や

トラック業界に関する知識や経験と、関係者と

の信頼に基づく連携や協調が不可欠でありま

す。

これまで50年にわたって培ってこられた黒木
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相談役のノウハウは、計り知れない財産であ

り、その真価が生かせるのは、まさに新船就航

後であります。

そこで、県に対し積極的に経営に参画するよ

う求めた附帯決議を踏まえて、取締役として経

営に携わっておられる日隈副知事の新船就航後

の経営に向けた考え方をお伺いいたします。

長距離フェリー航路○副知事（日隈俊郎君）

は、本県の主力であります農畜産物等の県産品

を大消費地へ安定的に輸送するとともに、県外

からの誘客にも重要な役割を担う、まさに本県

経済の生命線であると考えております。

このような航路の重要性を踏まえ、その長期

的かつ安定的な維持に向けまして、事業再生や

新船建造の推進に取り組んでいるところであり

ますが、私自身、このプロジェクトにつきまし

ては、事業再生の段階から深く関わりまして、

再生に向け厳しい交渉を重ねるなど大変苦労し

た思いもありますので、今年６月、社外取締役

に就任して以降、強い決意を持って経営に参画

しているところであります。

今後は、来年４月の就航に向け、新船建造を

着実に進めるとともに、コロナ禍による景気低

迷からの回復を図り、経営安定を目指す重要な

段階となってまいりますので、まずは旅客の回

復と積荷の確保に積極的に取り組んでいく必要

があるものと考えております。

このため、引き続き、県内経済界をはじめと

する関係者との緊密な連携の下、オール宮崎体

制、全体の調整役として、経営の安定に向け、

しっかりと取り組んでまいります。

よろしくお願いいたします。○山下博三議員

それでは次に、都城盆地農業水利事業につい

て、農政水産部長に８問お伺いしてまいりま

す。

幹線水路を整備する国営都城盆地農業水利事

業は、昭和62年度から始まり、856億円の事業費

を投じて、平成22年度に完了いたしておりま

す。

幹線からそれぞれの圃場までの水路を整備す

る県営事業は、平成３年度から開始され、現在

の実施地区では令和６年までの計画となってお

ります。

これまで整備された施設を適正に維持管理

し、安定的な水供給を図るため設立された組織

が、都城盆地土地改良区であります。

土地改良区には全部で52の地区があります

が、事業が完了しているのは12地区で、水利用

が可能な面積は1,279ヘクタールであります。

そのうち、実際に水が利用されているの

は88.7ヘクタールで、水利用率は6.9％となって

おります。

そこで、県営工事の現在の進捗はどうなって

いるのか、また、整備完了まであと何年必要と

見込んでおられるのか、お伺いいたします。

都城盆地地区○農政水産部長（牛谷良夫君）

の県営事業では、ファームポンドなどの国営施

設から圃場までをつなぐ支線水路や、給水栓の

設置などの整備に取り組んでおります。

全体で52地区が計画され、令和２年度までに

全体受益面積の約60％、31地区の約2,400ヘク

タールで事業を進めており、そのうち約2,100ヘ

クタールが整備済みであります。

完了時期につきましては、現時点の計画では

令和14年度までに全ての県営事業を完了する予

定としております。

未着手地区が全体の40％もあ○山下博三議員

るということでありますが、事業実施に向けた

同意取得の状況はどうなっているのか、また、

同意取得が進まない理由は何か、お伺いいたし
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ます。

事業実施に当○農政水産部長（牛谷良夫君）

たっては、地元農家や関係市町から成る各地区

の事業推進協議会が中心となって、県も支援し

ながら、事業化に向けた同意取得に取り組んで

おります。

しかしながら、農家の高齢化や土地持ち非農

家の増加に加え、畑地かんがい施設と区画の拡

大を行う圃場整備を一体的に整備する地区にお

いては、全ての地権者の同意を取得する必要が

ありますことから、事業負担金や相続問題のほ

か、不在地主の土地が存在するなど同意取得に

苦慮していると伺っております。

土地改良区理事会終了後、私○山下博三議員

は、畑にどのような作物が栽培されているのか

確認するため、地域の畑地を巡回して関係者の

皆さんとも意見交換を行ってまいりました。

驚いたのは、県営事業が完了して水がいつで

も使えるにもかかわらず、作物の作付がされて

いない圃場が散見されているということであり

ました。

畑地かんがい事業実施地域で作付されていな

い農地、いわゆる未利用農地はどれぐらいある

のか、また、なぜ利用されていないのか、お伺

いいたします。

都城盆地畑地○農政水産部長（牛谷良夫君）

かんがい営農推進協議会が令和２年に行った作

付調査の結果では、事業着手面積のうち作付が

されていない農地が約14％、荒廃農地が約３

％、合わせて約17％、約400ヘクタールが未利用

農地となっております。

これは、高齢化による担い手の減少や、耕作

者の農地が点在し効率化が図られていないこと

などが主な要因であると認識しております。

このため、農地中間管理事業を活用し、担い

手への農地の集積・集約を進めるなど、関係機

関が一体となって、整備された農地の利用率の

向上に取り組んでいるところであります。

未利用農地が400ヘクタールも○山下博三議員

あるということであります。

私はこれまで、畑地かんがい事業を推進する

応援団の一人として、様々な課題の解決に取り

組んでまいりました。整備された農地が利用さ

れず枯れ果てている現状を見て悲しくなり、涙

があふれる思いであります。どうしても利用で

きない事情があるのであれば、農業関連の用途

や地域振興施策への活用も柔軟に検討すること

が必要であります。

都城盆地土地改良区の受益地は、平成11年に

は3,966ヘクタールでありました。その後、ハウ

スや畜産といった農業用施設への用途変更や、

宅地など農業以外の用途とするための除外など

があり、78ヘクタールが減少しております。

土地改良区によると、用途変更や除外を行う

際に、国や県は同面積以上の代替地を新たに編

入するよう指導を行っているということであり

ます。

しかし、当初、事業計画を策定する際には、

採択のための面積要件をクリアするため、地域

全体を受益地としており、新たな代替地はそう

簡単に見つかるものではなく、用途変更や除外

にも時間がかかること、また、一部断念してい

るということであります。

先日、都城志布志道路の開通について、３年

後には全線開通するとの見通しが公表されまし

た。

この整備により、都城盆地地区の受益面積

が、今後、約20ヘクタール減少するということ

であります。公で進める工事等につきまして

は、面積の減少に伴う代替地の確保は求められ
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ておりません。

しかし、農家の畜舎の建設など、農村社会に

おける第１次産業の取組において、受益地が減

る場合には様々な条件が課されており、何とも

不条理だと感じているところでありますが、都

城盆地地区の受益地の減少に伴う代替地の在り

方についてどのように考えておられるのか、お

伺いいたします。

受益地の除外○農政水産部長（牛谷良夫君）

につきましては、関係市町や土地改良区などで

構成する都城盆地農業農村整備事業促進協議会

において、用水計画等に支障がないよう、関係

する市町が代替地を確保するよう定めておりま

す。

県としましては、受益地の減少は、整備され

た施設の機能や土地改良区の運営に影響を及ぼ

しますことから、代替地の確保は重要であると

考えておりますが、確保が難しい場合などもあ

りますので、事案ごとに実情に合った運用がな

されるよう、速やかに市町、土地改良区など関

係機関と調整を図ってまいります。

都城盆地の令和元年度農業産○山下博三議員

出額は925億円であります。これは、本県産出額

の27％を占めております。中でも、畜産部門

が767億円で、地域の83％と畜産に特化した生産

構造となっております。そして、飼料生産はほ

とんど行わない、豚や鶏が産出額の55％を占め

ております。

このような生産構造の中で、畑地かんがい施

設の利用を拡大していくためには、水を利用す

る作目の導入と作付の拡大が重要であります。

しかし、土地改良区は、土地改良区施設の適

切な維持管理を通じて農業振興を支える組織で

あり、水利用の啓発には取り組んでいるもの

の、自らが営農体系を変革することは困難であ

ります。

地域の営農体系を変革するには、県や市など

の行政や関係団体が一体となって、本気で地域

農業の在り方を考えていかなければならないと

思います。

整備した基盤を活用して収益性の高い農業を

展開するために、新品目や施設園芸など新たな

営農体系の導入について、行政・関係団体と一

体となって本気で検討すべきと考えますが、見

解をお伺いいたします。

都城盆地地区○農政水産部長（牛谷良夫君）

では、大規模法人によるニンニクなどの新品目

の導入や、水利用により収量・品質の向上が期

待されるショウガなどの面積が拡大しておりま

す。

また、水田から畑かん受益地へ移転し、収量

が向上したイチゴや、ハウス内湿度の調整によ

り、薬剤の使用料が減少した施設キンカンな

ど、畑地かんがいの効果的な利用が拡大してお

ります。

畑地かんがいは、天候に左右されない計画的

な作付による輪作体系の確立や施設園芸の展開

など、水を利用した様々な営農が可能になりま

すことから、スマート農業技術を活用した施設

園芸の拡充や、土地利用型農業における高収益

作物の産地化など、積極的な水利用による畑作

営農の振興に、市町やＪＡ、関係機関などとの

連携を強化し、取り組んでまいります。

先般、地域の農業生産法人か○山下博三議員

ら、畑地かんがい用水を野菜の洗浄用に利用で

きるようにしてほしいという要望が国になされ

ました。

国からは、受益者が圃場外で使用する作物の

野菜洗浄については、営農上必要な用水である

ことから、目的外利用とはならないという回答
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を得られました。

しかし、その条件として、受益地内で収穫さ

れた野菜の洗浄に限ることや、使用規定を定め

て運用することなど、一定の要件が課されてお

ります。

また、畜舎の洗浄や冷却、家畜の飲用などの

畜産利用も、地域の畑かん事業が完了するまで

の利用を条件に、平成25年から認められまし

た。

水利用率が決して高くない中、水を利用した

い野菜農家や畜産農家の利用には一定の制限を

かけ、さらには、受益地以外にも広く圃場を有

する農業法人の野菜加工施設や、農業関連倉庫

や工業施設などの受益地内への設置は認められ

ておりません。

そこで、畜産用水や作付範囲の広い農業生産

法人の野菜の洗浄など、幅広く、しかも条件を

つけることなく利用を促進することが喫緊の課

題と思いますが、見解をお伺いいたします。

畑地かんがい○農政水産部長（牛谷良夫君）

事業における水利用につきましては、その事業

趣旨に基づき、受益地内の作物の生育や栽培管

理に限られており、用途外の水利用について

は、都城盆地地区では、これまで、畜産用水希

望者とダム等の施設所有者の国や河川管理者と

の協議を行い、一定のルールにより、暫定的な

畜産利用が認められてきたところであります。

御指摘のありました、かんがい用水の幅広い

活用により、露地野菜の生産基盤となる野菜確

保施設や畜産施設などの生産環境を整えること

は、地域の農業振興を図る上で有用であると認

識しておりますが、用途外の水利用について

は、様々な制約もあり、関係機関との協議も必

要となりますことから、県としましては、引き

続き、農家や水利用を希望する事業者の声に耳

を傾けながら、施設所有者の国など関係機関と

の調整を図ってまいります。

畑地かんがい事業の課題の最○山下博三議員

後に、未着手地区の問題についてであります。

このまま当初計画どおり進めていくのか、そ

れとも、真に水利用を求める地区について、よ

り予算を集中して短期間で県営事業を実施して

いくのか、どちらがより効率的で効果的な税金

の投入なのかであります。

土地改良区の土地改良施設の維持管理に要す

る経費は、利用する組合員の賦課金で賄うのが

本来の姿であり、健全経営のためには70％以上

の水利用率が必要とされております。

しかし、都城盆地土地改良区は、冒頭申し上

げましたように、維持管理を行わなければなら

ない受益面積が、現在約1,279ヘクタールである

のに、賦課金が徴収できているのは、その僅

か6.9％であります。

都城市や三股町からの支援や、国・県からの

受託事業がなければ、土地改良区の維持すらで

きないのが現状であり、かといって、いつまで

も行政からの支援を求めることはできない状況

であります。

長い事業期間の間に、担い手の構造は、所有

する農地を最大限に生かして経営を行う家族経

営から、規模のメリットを追求して、ひたすら

効率化を求める法人経営へと変化してまいりま

した。

作目構成も大きく畜産に特化していく中で、

事業が硬直化し、まさに農業振興の手段が目的

化して、生きた予算とならないことも懸念され

ます。

こういった背景を踏まえ、地域の意向を十分

に確認しながら、水利用を求める地区に限っ

て、大型機械が進入しやすいように農道を整備
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し、支線水路を整備するなど、施設整備の在り

方を再検討すべきと考えますが、見解はいかが

でしょうか。

畑地かんがい○農政水産部長（牛谷良夫君）

整備事業における、整備地区の優先度や施設整

備の選定などの在り方につきましては、限られ

た財源の効率的な活用や、事業効果の早期発現

の観点、さらには、担い手の経営の効率化が図

られる環境にあることが大変重要であると考え

ております。

このため、事業地区選定や計画策定に当たり

ましては、将来を担う中心的な担い手が、夢と

希望を持った農業経営を実現できるよう、水利

用や圃場の区画拡大、農道拡幅などの整備内容

について、地元農家とも意見交換をしながら、

取り組んでいるところでございます。

引き続き、地域の様々なニーズに応えなが

ら、水利用の要望の高い地区から順次、事業を

進めてまいります。

今回、都城盆地土地改良区の○山下博三議員

課題について８問質問させていただきました

が、土地改良区において、水利用を高めた高収

益農業の展開と、畜産を主体とした盆地農業の

現状をしっかりと見極め、農地の転用、水の多

目的利用の拡大も含め、土地改良区の収益改善

につなげることを提案しておきたいと思いま

す。

次に、農振法についてお伺いいたします。

昭和44年に農振法が制定され、50年以上経過

した中で、農村社会では様々な弊害もあったよ

うな気がいたします。

確かに、農村地域における乱開発を防ぎ、優

良農地を残すことについては、それなりの役割

があったかと思います。

しかし、現状を見るに、あまりにも青地の３

面がかかっていれば転用、除外がなかなか認可

されず、集落の中の自分の土地に家を建てるこ

とも、農地がつながらないから無理だとの理由

で、現実は農村から人がいなくなり、今日にお

いては、若い人の世代がどんどん少なくなり、

疲弊した限界集落が増えていっている気がいた

します。

私も多くの相談を受けていますが、時代に合

わない農振法に振り回され、多くの相談者が住

宅を建てることができず、市、県の窓口に腹立

たしさを感じております。

先日も、農村地域の中で、鉄筋業の方が施設

拡充のため転用を申請しようとしたところ、厳

しいとのことで相談がありました。なぜ農村社

会にも必要な企業が育てられないのでしょう

か。

優良農地も、荒廃農地がどんどん増えている

中においても、50年以上経過している農振法

が、さらに農村社会を疲弊に追いやっている気

がいたします。

国の法律だからと現状から逃げるのではな

く、積極的に国とも協議していくことが必要か

と思います。

行政で進める工業団地などは農振除外を許可

し、農村地域で企業とも連携した取組などに対

しては農振除外要件が厳しいと聞く現状をどの

ように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。

農振農用地区○農政水産部長（牛谷良夫君）

域からの除外については、道路など公益性が特

に高いと認められる事業は、除外が可能であり

ますが、個別の案件では、周辺農地の営農に支

障を及ぼさないなど、一定要件を全て満たした

場合のみ、除外が可能となります。

一方、農業・農村を取り巻く環境は、人口減

令和３年12月１日(水)
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少の加速化など、御指摘にもありましたとお

り、さらに厳しくなることが懸念されておりま

して、農地制度の運用についても、優良農地の

確保に加え、地域活性化の視点も重要であると

考えております。

このため県では、市町村に対し、畜産施設等

に併設した農家住宅の除外・転用に対しては、

県独自の判断基準を示すなど、地域の要請に寄

り添った対応を行いますとともに、必要な見直

しについて国へ要望しているところでありま

す。

また、地域の農業振興を目的とする、いわゆ

る27号計画や、農業と導入産業との均衡ある発

展や就業促進を目指す農村産業法の活用につい

ても、市町村と連携しながら、丁寧な対応に努

めてまいります。

以上で質問を終わります○山下博三議員

が、2021年から2025年にかけて、国土交通省に

おいて国土計画の課題、農村持続への実効策を

示す検討会がなされております。

人口の東京一極集中を是正し、地方でも特に

過疎化が深刻な農村を維持する政策の実効性が

問われ、地域の話合いで将来像を描き、移住促

進や生活環境整備など、国を挙げた施策で実現

を後押しする枠組みが必要との見解でありま

す。

来年６月には中間取りまとめがなされます。

国土交通省も、疲弊する農村社会の現状を大

変危惧いたしております。農振法の見直しなく

して、農村の活性化は期待できません。

11月25日、古川法務大臣が就任後初めて都城

市を訪れ、池田市長との懇談会が行われており

ます。その席上で、土地所有者不明土地が国土

の２割に達している状況を説明され、災害復旧

や公共事業などの妨げになるなど社会問題化し

ている現状を話され、古川法務大臣は、相続登

記の申請が義務化されていることを踏まえ、住

民への周知の協力を求められております。

農村の農地でも、土地持ち非農家や所有者不

明農地が増加し、農村社会にぜひとも思い切っ

た対策が必要であるということを申し上げまし

て、私の質問を終了します。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、横田照夫議員。○濵砂 守副議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○横田照夫議員

の横田照夫です。通告に従い、一般質問をさせ

ていただきます。

先日行われましたＣＯＰ26（国連気候変動会

議）において、日本は「化石賞」を受賞しまし

た。でも、化石賞は決して名誉ある賞ではなく

て、どちらかといえば不名誉な賞ということで

す。

今、地球温暖化防止に向けて、温室効果ガ

ス、特に排出量の多い二酸化炭素の排出量を減

らしていこうという動きが世界の潮流になって

います。そういう中、日本は、大量の二酸化炭

素を排出する石炭火力発電を引き続き維持して

いくとしているので、そのことが世界の潮流に

相反しているということで、非難と皮肉を込め

て化石賞という賞が与えられたということで

す。

しかし、例えば山登りをする際に、頂に向か

うルートは幾つもあるのと同じように、地球温

暖化防止という頂に向かうルートも、それぞれ

の国の事情に合わせてルートを決め、頂を目指

せばいいのではないでしょうか。

昨年、菅前首相は、「2050年までに温室効果

ガスの排出をゼロにする」と宣言されました。

そして今、日本は、民間も含めて国全体で地球

温暖化防止に向けて大きくかじを切ろうとして
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います。

本県も、第四次宮崎県環境基本計画の中に

「2050年ゼロカーボン社会づくり」を掲げ、幾

つもの施策を展開していこうとしています。自

動車産業も、例えばトヨタ自動車は、ガソリン

に代えて水素を燃やす水素エンジンの開発をし

ていますし、電気自動車や燃料電池自動車など

も次々に開発されています。水素エンジンは、

全ての車が電気自動車になったら、自動車関連

企業で働く100万人の従業員が仕事を失うことに

なることを危惧して、エンジンを残しながら

カーボンニュートラルに向かう道があってもい

いのではないかという発想で、開発を進めてい

るものです。これも、地球温暖化防止という頂

に向かうルートの一つだと思います。

日本も、簡単に石炭火力発電をなくすことは

難しいかもしれませんが、それでも、なるだけ

遠回りにならないように、できるだけ早くゼロ

カーボン社会を達成できるように努力していか

なければいけないと考えます。

そこで、知事のゼロカーボン社会づくりに対

する思いをお聞かせください。

今回のＣＯＰ26が開催されたイギリスのグラ

スゴーでは、世界中の若者が通りを埋め尽く

し、数万人規模の大規模デモが連日行われ、各

国政府に気候変動対策の強化を求めたそうで

す。

スウェーデンのグレタ・トゥーンベリさん

（18歳）に代表されるように、今、世界中の若

者が社会運動に参加し、世論喚起や問題解決の

手段としてデモを戦略的に行っているそうで

す。例えば、2018年にフランスで起きた黄色い

ベスト運動では、デモの後に参加者が政策決定

者と対話を重ね、その結果として、大統領直轄

の気候市民会議が結成され、政府の取組に反映

されているそうです。

海外では、若者が社会運動に参加すること

は、投票と同様に推奨されていて、実際、主権

者教育の中で、投票行動、陳情、デモなどの社

会運動のやり方を教わり、小学生がデモに参加

することも珍しくないそうです。

日本でも、学校教育の中で気候変動のことを

しっかりと教え、このままでいけば自分たちの

未来がなくなるということを認識させ、社会運

動も含めて何らかの行動に移すことも、子供た

ちの権利としてあるのだということを教えるべ

きではないかと思います。

あわせて、18歳から選挙権を与えて、若者に

投票を呼びかけているにもかかわらず、社会運

動に参加するとたたかれるような風潮があるよ

うですが、そういう大人側の風潮も変えていか

なければいけないと思います。

そこで、教育長に、学校教育における主権者

教育の考え方をお聞きします。

以上で壇上での質問を終わり、あとは質問者

席からさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。ゼロカーボン社会づくりについてでありま

す。

近年、豪雨や干ばつなどの異常気象が世界各

地で発生しておりまして、国連が本年８月に公

表した報告書では、「温暖化が人間活動の影響

によることは疑う余地がない」と初めて断言さ

れ、このままでは災害がさらに深刻化するとい

う非常に厳しい見通しが示されたところであり

ます。

また、先月のＣＯＰ26において、２週間にわ

たり活発な議論がなされたように、地球温暖化

対策は、世界が一丸となって取り組むべき喫緊

の課題であります。これから、何十年先、何百
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年先とつながっていくその将来世代に対する責

務であると考えておりまして、我が国として

も、そして本県としても積極的に取り組んでい

く必要があるものと考えております。

このため、ゼロカーボン社会づくりを第四次

環境基本計画の重点プロジェクトに掲げ、県民

への普及啓発や再エネの導入支援などの取組を

進めているところであります。県民や事業者の

皆様にも、一人一人に自分のこととして問題意

識を持っていただき、省エネなど、できること

から取り組んでいただきたいと考えておりま

す。

今後とも、県民の皆様の御理解と御協力をい

ただきながら、本県の強みである恵まれた自然

環境や豊かな森林を最大限に生かして、2050年

ゼロカーボン社会づくりにしっかりと取り組

み、安心して暮らせる持続可能な社会を将来の

世代に引き継いでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○教育長（黒木淳一郎君）

たします。主権者教育についてであります。

主権者教育におきましては、投票行動につな

がる教育の充実はもちろんであります。加えま

して、社会を生き抜く力や、地域の課題解決を

社会の構成員の一人として主体的に担うことが

できる力が求められております。

そこで、小学校から高校まで、社会科などの

関係する教科や、総合的な学習の時間並びに総

合的な探求の時間等を通じて、社会に参画する

基礎を培うための学習を行っているところであ

ります。

こうした中で、まちづくりなどの課題につい

て生徒同士で議論し、地域の方々と協議を深め

ながら、地元自治体へ課題解決の提言を行うな

どの成果も見られるところでございます。

今後とも、こうした学習の充実を図りなが

ら、学校教育における主権者教育に取り組んで

まいります。以上であります。〔降壇〕

岸田首相は、石炭火力発電に○横田照夫議員

二酸化炭素が出ない水素やアンモニアを使う

「ゼロエミッション火力」の開発を示されまし

た。難しい技術開発になるみたいですが、日本

のやり方を世界が認めてくれるよう、早期の計

画達成を期待したいと思います。

また、グラスゴーのデモには日本人の若者も

参加しているそうです。彼らは、「数万人が参

加すれば社会の大きなうねりになる。帰国後ど

うすれば幅広い人に思いが伝わるかを考えなが

ら活動していきたい」と言っているそうです。

若者の投票率の低さが指摘されますが、子供

たちや若者の意見表明権をもっと尊重してやれ

ば、おのずと投票率も上がっていくのではない

でしょうか。

次に、古墳等の保護について伺います。

住吉バイパスの予定ルート内に広瀬村古墳が

あり、それを避けるために新築住宅などがかか

る見込みとなっています。

宮崎市教育委員会設置の案内板によると、広

瀬村古墳は、昭和14年に県指定史跡に指定され

ています。広瀬村古墳は、前方後円墳などの墳

丘を持つ古墳と土器田横穴古墳等の横穴墓群か

ら成り、現在は前方後円墳１基、円墳15基、横

穴墓42基が残っています。

このうち、６世紀後半から７世紀後半に造ら

れた土器田横穴墓群は、昭和40年代には131基が

確認されていましたが、現在では５基が残るの

みだそうです。

住吉バイパスは、総合農業試験場西側を通る

予定となっていますが、そのルートでは新築住

宅２棟を含む住宅がかかるようです。そこで、
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少し東側に振ることはできないかとの要望があ

りましたが、東側に振ると３基の古墳にかかる

可能性があるので難しいとのことでした。

時代背景もあると思いますが、昭和40年代に

は131基あった古墳が、現在は僅か５基しか残っ

ていないということは、あとは田畑や住宅、道

路等になったということではないでしょうか。

そこで、道路等の開発事業における古墳等の

埋蔵文化財の保護の基本的な考え方について、

教育長にお伺いします。

古墳をはじめとす○教育長（黒木淳一郎君）

る埋蔵文化財は、祖先の活動の歴史を伝える貴

重な文化遺産であり、後世に引き継いでいくこ

とは、我々の責務であります。

そのため、道路等の開発事業の実施に当たり

ましては、まず埋蔵文化財の存在の有無につい

て確認を行い、古墳や集落跡等の特に重要なも

のが存在した場合は、現状での保存措置を講じ

ているところであります。それ以外の埋蔵文化

財も現状での保存を原則としますが、やむを得

ず保存が困難な場合は、発掘調査を実施した上

で、報告書として記録保存しております。

県教育委員会といたしましては、今後も、開

発事業者をはじめ、地元住民の皆様の御理解、

御協力をいただきながら、国民共有の財産であ

る埋蔵文化財の保護を引き続き進めてまいりま

す。

特に重要なものが存在した場○横田照夫議員

合は、現状での保存措置を講じているというこ

とですが、保存するだけではなくて、活用する

ことも大事だと思います。活用しないから、地

元の人たちも古墳の存在を知らないのだと思い

ます。学校教育に生かしたり、地域の人たちに

史跡巡りをしてもらったりして、それらの文化

財が地域の誇りになるような取組もお願いした

いと思います。

今回の質問を考えるに際して、私が過去に質

問した議事録を読み返してみました。そのう

ち、今でも気になるものを幾つか質問します。

まず、記紀編さん1300年記念事業です。

本県は、平成24年から令和２年までの９年間

で、「本県の貴重な文化的・歴史的資源を見詰

め直すとともに、その魅力をさらに磨き上げて

県外にもアピールし、宮崎の未来を創造してい

く契機にしたい。神話という過去に取りまとめ

られたものと現在とを結びつけつつ、さらにそ

れを未来へと発展させていく」という趣旨で、

温故知新をコンセプトとして、記紀編さん1300

年記念事業を展開してきました。

私は、この事業が始まる以前の一般質問で、

平成17年９月、平成19年２月、平成20年２月

と、３回も、神社の神主が神事の最初のところ

で言う祓詞という祝詞を紹介し、全国の中で宮

崎にだけしかないもの、それが日向神話なのだ

から、それを全国にアピールして、日本発祥の

地を観光の目玉にしていくべきだと訴えてきま

した。それだけに、記紀編さん記念事業が始

まったときには、我が意を得たりという思い

で、本当にうれしかったです。

この記紀編さん記念事業は、国文祭・芸文祭

みやざき2020を集大成とするとしていました。

しかし、残念なことに、新型コロナウイルスの

影響により１年間延期したものの、コロナの収

束に至らず、県外からの参加者も少なく、中止

や縮小を余儀なくされた事業も幾つもありまし

た。

そこで、集大成としていた国文祭・芸文祭も

含めて、９年間に及ぶこの事業を振り返っての

知事の感想をお聞かせください。

記紀編さん1300年記念○知事（河野俊嗣君）
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事業は、御指摘のように、本県の宝であります

日向神話やそのゆかりの地、神楽などを広く発

信し、県づくりに生かしていくため、平成24年

から約９年間にわたり実施してまいりました。

その間、神話巡りバスツアーや「神話のふる

さと県民大学」の開催、旅行会社と連携した

キャンペーンなどのほか、神話ゆかりの５つの

県の連携によるシンポジウム、さらには、国立

能楽堂をはじめとする県外での神楽公演など、

様々な取組を行ってきたところであります。

また、新型コロナの影響によりまして１年延

期となりましたが、この記紀編さん1300年記念

事業の集大成として位置づけました国文祭・芸

文祭では、「山の幸 海の幸 いざ神話の源流

へ」をテーマとして、県の事業のみならず、各

市町村においても神話や神楽など数多くの事業

が展開されたところであります。

こうした取組によりまして、まさに温故知

新、我々が神話や神楽など、すばらしい宝を

持っているという認識が県民の間に広まり、そ

れをさらに今後生かしていこうという動きが

徐々に広まってきたのではないかと、記念事業

を始める前とその後とを比べると、その変化も

感じられているところであります。本県を舞台

とする日向神話などの本県の宝が県内外に広く

再認識されるとともに、西都原をはじめとする

古墳群の日本遺産認定や、神楽のユネスコ無形

文化遺産登録に向けた動きにつながるなど、

様々な成果が得られたところでありまして、改

めて、これまで携わってくださいました全ての

関係の皆様に、心からの感謝を申し上げます。

記紀編さん記念事業は終了し○横田照夫議員

ましたが、大事なのは、これまでの取組を今後

にどうつないでいくかということだと考えま

す。本県の貴重な文化的・歴史的資源である日

向神話や、それに関連する伝承・伝説、神楽な

どは、全国で宮崎にだけしかないものですの

で、これからも、これまで同様にしっかりと取

り組んでいくべきだと思いますが、知事の考え

をお伺いします。

御指摘のとおり、記紀○知事（河野俊嗣君）

編さん1300年記念事業自体は一つの区切りを迎

えたわけでありますが、これで終わりというわ

けではなく、この取組を一過性のものとするこ

となく、これまで磨き上げてまいりました神話

や伝承、神楽など、本県の宝を今後ともしっか

りと守り、継承し、そして県内外に発信して、

これからの県づくりに生かしていくことが大変

重要であると考えております。

このため、神話のふるさと県民大学や小・中

・高校での出前講座、また、日向神話の漫画本

の制作などにつきましては、今後とも工夫しな

がら継続してまいりたいと考えております。

また、神楽のユネスコ無形文化遺産登録を目

指して、今月26日には、国立能楽堂で神楽公演

を開催することとしております。これも、東京

・大阪等での公演が大変好評であります。今、

コロナの感染状況も気になるところであります

が、何とかまた引き続き、そのような形で発信

してまいりたいと考えております。

また、昨年度実施しました日本書紀1300年記

念シンポジウムの内容につきまして、書籍とし

てまとめて出版するため、登壇いただきました

学識経験者の皆様方に、現在、執筆をお願いし

ているところであります。

今後とも、このような取組を通じて、宮崎の

宝の情報発信にしっかりと取り組み、その価値

を最大限生かしながら、人材育成や地域づくり

に努めてまいります。

それを聞いて安心しました。○横田照夫議員
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今後とも、日向神話を宮崎の宝として発信し

続けていただきたいと思います。

次に、農政問題を10問、農政水産部長にお尋

ねします。

令和元年度の農政水産部の新規事業に、「み

やざき農業の魅力アップ！農業経営資源承継モ

デル構築事業」がありました。離農希望者が

持っている経営資源を、就農希望者に円滑に承

継する仕組みを構築するというものでした。そ

の実績と成果についてお聞かせください。

本事業では、○農政水産部長（牛谷良夫君）

中古ハウスや畜産施設の改修並びに生産技術等

の移転を支援しておりまして、令和元年度から

２年度までの２年間で、21名の新規就農者に、

ハウスなどの経営資源が承継されております。

本取組によりまして、就農時のコスト低減や

早期の経営安定につながりますとともに、これ

らの経営承継の事例を基にした承継マニュアル

や成功事例を、市町村やＪＡ等と共有すること

により、円滑な承継に向けたノウハウの蓄積

や、市町村独自の支援が進むなどの成果が現れ

てきたところであります。

私は、平成15年９月、私が議○横田照夫議員

員になって初めての一般質問で、「後継者のい

ない農家が、就農を希望している家族ではない

第三者に経営を移譲する方策は取れないもの

か」という質問をしました。その質問に対し

て、当時の田尻農政水産部長は、「質問にあっ

た新規参入者に経営を移譲するシステムについ

ては、新規参入者が就農しやすい環境整備の一

つとして研究を進めてまいりたい」と答えられ

ました。それから15年後にようやく事業化され

たわけですが、速やかに実現に向けて取り組ん

でおられたら、今の農業担い手の現状も幾分か

違っていたのかもしれないと思います。期待で

きる成果も出てきているようですが、今後、農

業における第三者承継の取組をどのように展開

するのか伺います。

第三者承継に○農政水産部長（牛谷良夫君）

ついては、離農者の経営資源を担い手に引き継

ぎ、本県農業の生産力を維持していく重要な取

組であります。

このため、本年新たに「みやざき農業担い手

確保総合対策事業」を創設し、承継されるハウ

スの改修等の支援に加え、各地域に関係機関・

団体が一体となった、きめ細かな承継を支援す

るチームの設置を進めております。

さらに、本年８月には、民間企業と第三者承

継の促進に向けた連携協定を締結し、中古の農

業用施設等の取引価格を適正に評価するシステ

ムの開発などに取り組んでおります。

県としましては、引き続き第三者承継の取組

を推進し、担い手の確保と生産力の維持に努め

てまいります。

長年、農業をやってきた熟練○横田照夫議員

農家の経営技術や栽培ノウハウなども大事な農

業経営資源です。離農する熟練農家のソフト面

の承継も、しっかりとできるような取組もお願

いしたいと思います。

平成17年９月、日本農業新聞に「用水路管理

に行政支援の検討を」という記事が出ました。

私も全く同感だったので、９月議会の一般質問

で、「社会共通の資本である農業用水路を将来

にわたって維持管理するために、集落機能の代

替として、県や市町村などの公的関与が不可

欠」という質問をしました。

水が流れなかったら米づくりはできません。

農家は昔から結いの考え方で、所有面積の大小

に関係なく、田んぼの持ち主全員が出て、農業

用水路の補修整備をしてきています。しかし、
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高齢化により、ほとんど限界に近く、あと何年

続けられるか分からないような状態です。

今、県は、農業・農村整備事業の推進とし

て、農業水利施設の適切な保全と長寿命化を図

るため、機能保全計画策定に取り組んでいると

聞きましたが、どのような内容になるのかを伺

います。

農業用用排水○農政水産部長（牛谷良夫君）

路などの農業水利施設は、その多くが更新時期

を迎えておりますことから、施設の長寿命化や

ライフサイクルコストの低減を図り、計画的な

更新整備を進めていくという国の方針を受け、

本県では、平成21年度に、「基幹的農業水利施

設の機能保全に関する実施方針」を定めたとこ

ろです。

この実施方針に基づきまして、施設ごとの機

能保全計画には、機能診断や劣化予測、更新整

備の時期・工法などの検討結果を記載すること

としており、現在、県が整備した基幹的な646施

設のうち、優先度が高い140施設を選定し、令和

５年度までに計画策定を終えることとしており

ます。

今後とも、関係市町村や土地改良区等の意見

を伺いながら、計画的に更新整備を行ってまい

ります。

答弁にあったような事業も本○横田照夫議員

当にありがたいとは思いますが、私がイメージ

しているのは、もっと田んぼに近い末端の水路

です。田植の準備が始まる前などに草刈りとか

泥上げなどをします。うちら辺りでは「たん

ど」と言っていますが、２月中旬頃にしますの

で、知事や農政水産部長にも、その実態を見て

いただければと思います。

先日、麻生太郎氏が「北海道の米がおいしい

のは、農家の努力ではなく温暖化のおかげだ」

と発言して、大きな反発を受けました。その発

言のよしあしは別にして、温暖化の急速な進行

の影響で異常気象等が発生し、作物の収量や品

質の低下など、農業生産への影響が出ているよ

うです。

本県は、平成20年度の新規事業で、「地球温

暖化対応産地構造改革モデル実証事業」に取り

組み、暑さから農水産物を守る対策、あるいは

暑さを生かす対策について、総合農業試験場内

に研究センターを設置して、産業界や大学など

とも連携しながら、温暖化の実態調査や情報の

収集を進めるとともに、品目あるいは作期の変

更も視野に入れた対応策を検討し、全国に先駆

けて、地球温暖化に対応した構造転換を推進し

ていくとしていましたので、その年の２月議会

で質問しました。

地球温暖化は、その当時よりもさらに進んで

いると思いますが、農業における地球温暖化対

応策に対しての県のこれまでの取組と成果につ

いて伺います。

御指摘のとお○農政水産部長（牛谷良夫君）

り、県内でも農作物の収量や品質低下が見られ

るなど、地球温暖化の影響が顕在化しておりま

す。

このため県では、試験場内に設置しました農

水産業温暖化研究センターを核に、温暖化に関

する情報収集や発信、影響予測を行いますとと

もに、温暖化から守る、温暖化を生かすなどの

視点で、対策に取り組んできたところでござい

ます。

具体的には、守る対策では、高温の影響を受

けにくい水稲の新品種「おてんとそだち」の育

成や、生かす対策として、ライチの栽培技術の

開発などを行い、これらの普及により、温暖化

に対応した産地構造の改革を進めているところ
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であります。

今後とも、第八次長期計画に掲げます新防災

の観点に基づき、地球温暖化に対応できる技術

の開発と普及に引き続き取り組んでまいりま

す。

次に、ソーラーシェアリング○横田照夫議員

についてお尋ねします。

ソーラーシェアリングとは、農地に支柱等を

立てて、その上部に設置した太陽光パネルを

使って日射量を調整し、太陽光を農業生産と発

電とで共有する、いわゆる営農型太陽光発電の

取組です。営農を続けながら、農地の上部空間

を有効活用することにより電気を得ることがで

きるので、農業経営をサポートするというメ

リットがあります。さらに、増加する荒廃農地

の再生利用という観点でも期待されます。

私は、平成24年11月議会で、三重県菰野町の

タマリュウ生産農家の取組を紹介しました。

「2.5メートルの高さで太陽光パネルを1,060枚

設置し、パネル間には30センチの隙間を空け

る。農地は半日陰になるが、タマリュウは半日

陰が生育に適していることから、転用許可を受

けずに太陽光パネルの下で営農をしている。一

般家庭150世帯分の年間消費電力相当の発電をす

る。県の経営革新計画としても承認されてお

り、地元銀行から１億数千万円の融資も受けて

いる」ということでした。

こういう事例を幾つか紹介し、将来に向けて

農地の有効利用が図れるよう検討してほしいと

いう質問に対して、当時の岡村農政水産部長

は、「農地としての利用が見込まれない耕作放

棄地については、地域農業の健全な発展との調

和や地域の意見なども踏まえ、有効に活用され

るよう努めていく」と答弁されました。

神奈川県の現在のホームページを見ると、

「再生可能エネルギーの普及やエネルギーの地

産地消を目指し、営農を続けながら太陽光によ

る発電を行うことができるソーラーシェアリン

グの普及拡大を進めている」とあります。

他県では、ソーラーシェアリングの普及拡大

を進めているようですが、本県の現状と普及拡

大についての考え方を伺います。

ソーラーシェ○農政水産部長（牛谷良夫君）

アリングは、平成24年度に国がその取扱いを明

確化し、太陽光パネルを支える支柱の部分のみ

の農地を一時転用することで、営農を行いなが

ら太陽光発電を可能とする仕組みでございま

す。

県内では、現在20か所、合計約4.3ヘクタール

で取り組まれ、サカキやブルーベリーなどが栽

培されております。

また、荒廃農地を活用する場合などでは、一

時転用期間の延長や収量確保の要件が緩和され

るなどの措置が図られておりますことから、県

といたしましては、適正な制度の運用と普及拡

大のため、広く周知や啓発を行い、本制度が有

効に活用されるように努めてまいります。

農家にソーラーシェアリング○横田照夫議員

の導入可能性を示してあげれば、もっともっと

普及拡大するのではないかと思います。しっか

りとした取組を期待します。

私の所有する田んぼに、山の裾野にあって３

畝（90坪）という非常に狭い面積のものがあり

ます。数年前、農地中間管理機構から、その田

んぼを機構に貸し出す考えはあるかという問合

せが来ました。私は喜んで貸すという返事をし

ました。そうしたら、その後、その田んぼを調

査したら、借受けできないと判断したという文

書が送られてきました。

私は、平成26年２月議会で、始まったばかり
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の農地中間管理機構についてたくさんの疑問が

ありましたので、それらの質問をしました。

農地中間管理事業が始まって、もう７～８年

が経過しましたが、本県の現在の進捗状況と、

一体的に行う基盤整備の取組状況について、お

尋ねします。

直近の令和２○農政水産部長（牛谷良夫君）

年度末の農地中間事業による累計の借入面積

は、全耕地面積の12.4％となる8,100ヘクタール

であります。また、担い手への農地の集積率

は、本事業開始前の平成25年度末の45.0％か

ら、令和２年度末で53.6％となり、７年間で8.6

ポイント増加したところでございます。

加えて、本事業で農地を借り入れて、一体的

に簡易な基盤整備を行い、担い手に貸し付けた

農地は、令和３年度までに１地区で25筆、面積

で1.9ヘクタールとなっており、令和４年度にも

同地区で26筆、約２ヘクタールを整備し、貸し

付ける予定としております。

先ほど、私が所有する田んぼ○横田照夫議員

の紹介をしましたが、農地中間管理事業の枠か

ら外れる農地が集落の周辺にたくさんあると思

います。そういう農地も担い手がいなくなり、

荒廃農地になっているところが多くなってきま

した。

しかし、そういう農地も 先ほど山下議員―

の質問にもありましたが 市街化調整区域や―

農振法・農地法などの規制のため、売るに売れ

ない状況にあります。

本来、農地は農家にとっての財産のはずです

が、今の時代、そういう農地を買ってくれる農

家はいません。売買して、いつでもお金に換え

られるのが財産だと思いますが、使い道がない

から買手もいません。国の土地を、税金と水利

費を払って管理させられているのと同じです。

こういう状況を何とか打破しないと、集落の周

りは荒れ放題になるばかりです。このような状

態をどのように考えるか、お聞かせください。

農振法・農地○農政水産部長（牛谷良夫君）

法は、優良な農地を確保・保全するとともに、

農業振興のための各種施策を計画的に実施する

ための制度です。

一方、農振地域内においても、担い手の減少

等により荒廃農地が増加している状況にありま

すことから、荒廃農地の中でも、再生利用困難

な農地について、農業委員会による非農地判断

がされた場合は、一定の要件がありますが、農

振地域からの除外や、転用の事務手続などが簡

素化されたところでございます。

県といたしましても、再生利用困難な農地を

有効利用するための手続については、市町村や

農業委員会と十分連携して、それぞれの現場の

状況に応じて適切に対応してまいります。

昔の篤農家と言われるほど、○横田照夫議員

こういう農地をたくさん持っていて困っている

という話も聞いています。このような農家の実

態も把握していただきたいと思います。

今年の米価は、コロナ禍で外食需要が落ち込

んだ影響もあって低迷しているようです。生産

調整が民間主導に移って以降、最悪の状態だそ

うです。宮日新聞にも、在庫がだぶつく状況は

今後も続く見込みで、関係者は「経営への影響

は避けられない」と危機感を強めているとあり

ました。

このような主食用米の価格低迷により、飼料

用稲への転換がさらに進むのではないでしょう

か。

私は、平成26年９月議会で、飼料用稲の作付

が地元の需要を上回るような状況になった場

合、県内一円で広く流通させるシステムを早期
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に確立させる必要があるのではないかという質

問をしました。

稲作農家は、畜産農家と契約をして飼料用稲

を作付し、畜産農家にＷＣＳとして収穫しても

らっていますが、畜産農家はもういっぱいいっ

ぱいで、これ以上は受けられない状況です。

田んぼの少ない中山間地の畜産農家等には、

ＷＣＳの需要があるのではないでしょうか。飼

料用稲への転換を進める上で、コントラクター

が介在した広域流通の仕組みを構築できないも

のかと考えますが、県の考えを伺います。

飼料用稲、い○農政水産部長（牛谷良夫君）

わゆるＷＣＳは、米の需給調整をはじめ、水田

の有効活用や飼料需給率の向上など、本県農畜

産業を支える重要な作物であり、議員御指摘の

とおり、今後、作付拡大を進めるには、需要の

見込みがある中山間と平場との広域流通の仕組

みづくりが大変重要であると認識しておりま

す。

このため、国の事業等を活用して広域流通の

支援に取り組んだ結果、県西や県北地域などで

地域内流通が進んでおります。

県としましては、引き続き、本年度新規事業

の「牛・人・草が紡ぐひなたの畜産魅力アップ

事業」の中で、ＷＣＳを含めた自給粗飼料の販

売・流通に取り組むコントラクター組織の育成

を図るなど、取組事例の拡大を進めながら、粗

飼料の広域流通の促進に、積極的に取り組んで

まいります。

今回の米価下落は、コロナ禍○横田照夫議員

の影響が大きいのだと思います。コロナ禍が落

ち着いたら、また上がるかもしれませんが、飼

料用稲は、稲作農家にとっても畜産農家にとっ

ても、本当にありがたい取組です。多面的機能

を持つ田んぼを守るためにも、しっかりと取り

組んでいただくようお願い申し上げます。

西都市では、飼料用稲をＷＣＳにする際に、

穂が垂れるまで刈らせないと聞きました。刈取

りが遅れるとヨトウムシが繁殖して、ラップに

穴を開け、そこから稲の芽が出て稲わらが腐

り、飼料にならないそうです。どうして乳熟期

での刈取りが駄目なのか、市町村間でなぜ基準

が違うのかを伺います。

ＷＣＳは、国○農政水産部長（牛谷良夫君）

が策定した栽培マニュアルにおいて、乳酸発酵

に必要な水分や栄養価の観点から、稲の登熟期

間の中盤から後半の収穫が望ましいとされてお

ります。一方、経営所得安定対策では、穂が出

そろった後の収穫が交付要件とされております

ことから、御指摘の乳熟期も制度の対象となり

ます。

県としましては、適切な収穫時期を記載した

栽培暦の作成を指導しますとともに、市町村、

農協等と連携した制度の周知により、適切な運

用に努めてまいります。

ということは、農業指導員の○横田照夫議員

認識の違いから来ているのかもしれません。指

導員等の認識の共有化もお願いしたいと思いま

す。

燃油高騰が進んでいて、ハウス園芸農家の経

営を苦しめています。2008年頃から2015年頃ま

で同じように燃油高騰があり、木質ペレット暖

房機やヒートポンプの導入が進められましたの

で、平成28年２月議会で、その質問をしまし

た。

そこで、現在の木質ペレット暖房機やヒート

ポンプの導入状況と、今後、燃油高騰対策にど

のように取り組んでいくのかを伺います。

まず、木質ペ○農政水産部長（牛谷良夫君）

レット暖房機につきましては、平成29年度まで
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に95台が導入されましたが、その後の燃油価格

の低下等により、現在は58台、約７ヘクタール

の施設で稼働しております。

次に、ヒートポンプにつきましては、令和２

年度までに約3,000台が導入され、重油を多く使

用するマンゴーやピーマンを中心に、約170ヘク

タールで活用されております。

また、今回の燃油価格高騰に対しましては、

高騰時に補塡金を交付し、農家の負担を軽減す

る国の施設園芸セーフティネット構築事業が準

備されておりますことから、事業への加入促進

を図りますとともに、二重被覆資材等の導入や

ヒートポンプの活用など、引き続き、省エネル

ギー対策とエネルギー転換の取組を強化してま

いります。

前回の一般質問で、農業収入○横田照夫議員

保険への加入促進の質問をしました。燃油高騰

にも、今ありました施設園芸セーフティネット

構築事業への加入が有効だと思いますので、加

入促進に力を入れていただきたいと思います。

農政水産部長に10問続けて質問しました。集

中砲火したみたいで申し訳ありませんでした

が、それだけ農家を守りたい、農業を守りた

い、農地を守りたいとの思いからですので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、福祉保健部長に伺います。

平成26年２月議会で、民生委員への情報提供

の在り方について質問しました。民生委員の活

動を円滑にするためには、行政からの情報は非

常に大事ですが、個人情報保護法のため、必要

な情報がもらえないというものでした。民生委

員は、都道府県知事から推薦を受け、厚生労働

大臣が委嘱する、いわゆる準公務員です。当

然、県職員と同じように守秘義務が課せられて

います。そのように守秘義務が課せられている

民生委員に、なぜ行政が持っている情報を提供

できないのかを尋ねたところ、当時の佐藤福祉

保健部長は、「従来から、民生委員に必要な個

人情報が適切に提供されるよう市町村に助言し

てきたが、今後さらに徹底することにより、民

生委員が活動しやすい環境づくりに取り組んで

いく」と答弁されました。

しかし、先日提出された宮崎県社会福祉協議

会からの要望の中には、「委員活動がより円滑

に実施できる環境の整備は不可欠なので、活動

に必要な個人情報が円滑に共有されるよう、市

町村への働きかけをしてほしい」とありまし

た。ということは、まだ十分に情報提供がなさ

れていないのではないかと思いますが、改め

て、民生委員の活動に必要な個人情報が適切に

提供されるよう、市町村へどのように働きかけ

をしていくのかをお伺いします。

民生委員に○福祉保健部長（重黒木 清君）

対する住民の個人情報の提供につきましては、

今年５月の災害対策基本法の改正に伴いまし

て、市町村が高齢者や障がい者など地域の要支

援者を把握し、その個別避難計画を作成する際

に、民生委員の関与が必要とされるなど、ます

ます重要となってきております。

民生委員につきましては、法の規定により守

秘義務が課せられており、県におきましては、

これまでも担当者会議の場などを通じて、必要

な情報提供を行うよう市町村に要請していると

ころであり、今後、改めて状況を調査いたしま

して、必要に応じ市町村へ助言するなど、民生

委員の方々が活動しやすい環境づくりに一層取

り組んでまいります。

よろしくお願いいたします。○横田照夫議員

以上で、私の過去の質問に関連した質問は終

わります。
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次に、人材確保について質問します。

老人ホームの若い職員が、入所者から「アミ

ュプラザに行ったっちゃろが」「鬼滅の刃を見

に行ったっちゃろが」と責めるように言われ

て、つらくて辞めていったと聞きました。職員

は、入所者にコロナを感染させてはいけないと

いう思いで、人の多いショッピングセンターと

か、映画を見に行くこともためらうなど、抑圧

された生活を送っているそうです。ただでさえ

人材が不足しているのに、こういう生活が長期

に及べば、ますます人材は足りなくなるのでは

ないでしょうか。

先日、宮崎県社会福祉協議会が出された要望

書にも、「今般のコロナ禍の影響により、職員

の離職等も懸念されており、適切なサービスの

供給体制を維持していく上で、安定的な人材確

保は、緊急性を伴う福祉関係者に共通する重要

な課題となっている」とありました。

政府は、保育士や介護職の賃金を月9,000円引

き上げることを決めましたが、それで職員の確

保はできるかどうか分かりません。

そこで、保育士や介護職の人材確保対策につ

いて、福祉保健部長に伺います。

保育士や介○福祉保健部長（重黒木 清君）

護職員につきましては、配置基準は満たしてい

るものの、新型コロナ対策に伴う負担も増加し

ておりまして、職員の負担軽減等を図るために

は、さらなる人員の確保が必要であると認識し

ております。

このため、保育士につきましては、職員の平

均勤続年数や技能、経験に応じた人件費の加算

等により処遇の改善を図るとともに、修学資金

の貸付けや保育士支援センターによる潜在保育

士の復職支援などに取り組んでおります。

また、介護職員につきましても、事業所に対

する処遇改善加算等の取得支援や、介護ロボッ

ト・ＩＣＴの導入支援のほか、福祉系高校生へ

の修学支援や留学生に奨学金を支給する介護施

設への支援等に取り組んでいるところでござい

ます。

なお、国の新たな経済対策におきまして、保

育士等を対象とした、さらなる処遇改善対策が

示されておりますので、こうした国の動きも注

視しながら、県としましても、引き続き保育士

や介護職員の確保に努めてまいります。

看護師においても同じような○横田照夫議員

状況ではないでしょうか。

先日、宮日新聞に、日本医労連が医療現場の

実態について調査した結果が載っていました。

それによると、2021年度の離職者数は、2020年

度と比べて28％増えたそうです。また、2020年

度の離職者も2019年度より11％増えていたそう

です。心身とも疲弊し、職場を離れる職員が増

えているとありました。

新型コロナウイルスの切り札であるワクチン

は、接種者が増えるにつれて、注射の打ち手の

確保が問題になりました。そこで、資格を持ち

ながら看護の職から離れている潜在看護師にワ

クチン接種のお手伝いを要請しました。全国

で、多くの看護師や准看護師が要請に応えてく

れたようです。それらの看護師の復職を期待し

たいものです。

本県でも、今回の新型コロナウイルスで看護

師が離職し、ますます看護人材が少なくなって

いるのではないかと危惧しますが、潜在看護師

の復職支援も含め、看護人材の確保の取組につ

いて、福祉保健部長に伺います。

看護職員の○福祉保健部長（重黒木 清君）

安定的確保は、地域の医療提供体制を支える上

で非常に重要な課題であります。
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このため県では、まず看護人材の確保促進の

取組といたしまして、中・高生に対する看護ふ

れあい体験や進路相談会を開催するほか、看護

学生に対する修学資金の貸与や養成所の運営費

補助などに取り組んでおります。

次に、離職防止の取組といたしまして、新人

看護職員研修や院内保育所の運営支援など、働

きやすい環境づくりに取り組んでおります。

さらには、復職支援の取組として、潜在看護

師をはじめとする復職を希望する方々に対し、

求人・求職のマッチングや就業相談のほか、採

血や点滴等の実技演習の実施など、再就職への

不安軽減も図っております。

今後とも、県内医療機関で活躍する看護人材

の確保が効果的、安定的に図られますよう、看

護協会や大学などと連携して取り組んでまいり

ます。

本県の看護師に対するワクチ○横田照夫議員

ン接種要請に関しては、551名の看護師が応募し

てくれたそうですが、そのうち297名が潜在看護

師だったそうです。297名もの潜在看護師が、そ

の能力を生かすために手を挙げてくれたことを

大変うれしく思いますし、できることならば、

さらにその能力を生かすために看護職に復帰し

ていただきたいものだと思います。

なぜかしら時間がたくさん残ってしまいまし

たが、準備した質問は全て終わりましたので、

これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○濵砂 守副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○中野一則議長

ます。

次は、西村賢議員。

〔登壇〕（拍手） 本日、自民○西村 賢議員

党３人目、日向市選出の西村賢でございます。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

先月、日向市制施行70周年記念式典が開催さ

れました。河野知事、中野議長にも出席してい

ただきました。日向市は、昭和26年４月１日に

県内６番目、３万1,733人の市として誕生いたし

ました。

この機会に先人たちの御労苦に感謝するとと

もに、改めて日向市の歴史を学ぼうと、市誕生

の黎明期が詳細に書かれた市制20周年記念「日

向市の歴史」という本を読みました。この本か

ら先人たちのすさまじいエネルギーを感じまし

たので、少し長いですが、御静聴いただきたい

と思います。

日向市の初代市長三尾良次郎氏は、当時これ

といって産業のない日向市を、細島港を中心と

した交通の要所とし、商工業都市として発展さ

せようと覚悟したとあります。まだまだ道路よ

りも海運に頼る時代であったと思います。

三尾市長は、地域発展のため、港の整備、工

業用地の建設、企業の誘致に取りかかりまし

た。市制スタート時からの様々な事業の地元負

担で財政赤字が続き、徴税もうまくいかず、当

時の資金繰りには苦労した様子がうかがえま

す。三尾市長は、「事業は貯金であり、日向市

の財産である。施設を残し、人が集まり、日向

市繁栄の元となる」と、できる限りの事業を続

けたようです。

身の丈に合った財政運営であったかは、今で

は比較もできませんが、５年後の昭和31年に

は、日向市は財政再建団体となり、その後は再
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建債で累積赤字解消の荒業も行ったようであり

ます。

市長のみならず、当時の県知事や県議会、市

議会、商工会と多くの方々が港の整備、工業用

地の建設、企業誘致などに東奔西走した結果、

時の大臣をも動かし、昭和39年の延岡日向新産

業都市指定につながっていきます。黎明期の三

尾市長の決断と取組がなければ、日向市の新産

業都市指定もなかったのではないかと思いま

す。

誕生時３万人足らずの日向市の人口が、多少

の市町村合併はあったものの、現在６万人程度

と人口が維持されているのは、先人たちが次の

世代のためにしっかりと社会的投資を行い、若

い世代の働く場をつくってきた努力のたまもの

だと思います。

私は、今、人口減少社会・少子高齢化の中

で、政治は弱気になっている、もしくは、それ

らを言い訳にして、新たな事業や将来への投資

は都市部への集中、そして地方への投資は

ちょっとずつやっておけばいいような感じも受

けます。折しも、コロナ禍で地方回帰の動きも

見られましたが、まだまだ実感はありません。

知事は、現在、全国知事会地方税財政委員長

として国を動かすという立場にあります。例え

ば、国が進めている企業の本社機能等を地方に

移転した場合に税制上優遇される「地方拠点強

化税制」のように、地方に働く場を創設し、都

市部から地方への人・物・金の動きをつくって

いく役割があると思いますが、どのように取り

組まれているのか、知事に伺います。

あわせて、知事が地方税財政委員長として国

の制度を変えることは容易でないと思います。

税財政委員会の事務局を担う政策調整監は、都

市部から地方への働く場創設などの国の制度の

改善に向けてどのような取組を行っているの

か、渡辺政策調整監に伺います。

関連して、先ほど申し上げたとおり、細島港

は長い年月をかけて、地域産業、企業集積の中

心として整備がなされてきました。現在では、

背後の工業地域はほぼ立地企業で埋まりまし

た。立地企業からは、港湾の新規整備ととも

に、今後の九州中央道の完成も見据え、さらな

る工業用地の拡大を求める声もあります。

県の港湾計画にある18号岸壁の整備は、大深

水岸壁整備と工業用地確保のためにも悲願でも

ありますが、なかなか今のところ動きが見えて

こないものがあります。国も新規の港湾整備に

対して厳しい見方をしていると思いますが、今

後の細島港の整備の展望について、永山副知事

に伺います。

以上で壇上からの質問を終え、以降は質問者

席より質問を続けます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。地方の働く場の創出についてであります。

コロナ禍の中で、地方移住等への関心が高ま

るなど、国民の意識や行動の変容が見られ、ま

た、企業の地方移転の機運も高まる中、地方に

おいて若い世代が安心して働ける質の高い雇用

の場を創出するには、地方独自の取組はもとよ

り、国の制度改正による後押しも重要だと考え

ております。

一例として、地方への本社機能の移転や地方

でのその拡充の促進によりまして、雇用の創出

につながってまいりました地方拠点強化税制が

あります。この適用期限が今年度までとなって

おりますことから、地方税財政常任委員長とし

て、その延長等を政府・与党に働きかけており

ます。今年の税制改正につきまして、地方税で

も幾つかの論点がありますが、その主要項目と
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して強く訴えているところであります。

人口や大企業が東京をはじめとする大都市に

集中している社会構造を是正することが、我が

国の危機管理上も、また、国全体の活力を高め

ていく上でも極めて重要であると考えておりま

す。

今後とも、全国知事会の地方創生の本部等と

も連携し、本県はもとより、全ての地方が個性

を生かして共生する社会の構築に取り組んでま

いります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（永山寛理君）

す。細島港整備の展望についてであります。

細島港は、古くから海上交通の要衝として栄

えており、県では、東九州の物流拠点と位置づ

け、整備に取り組んでおります。

現在、急増する木材などの輸送力強化のた

め、水深10メートルの16号岸壁の整備を進める

とともに、近年のトラックドライバー不足や排

出ガス等の環境問題を背景とした船舶利用の高

まりから、ローロー船用の19号岸壁の早期整備

について、国への要望活動を行っております。

議員御指摘の18号岸壁は、貨物船の大型化や

大量輸送に対応するため、水深15メートルを有

する港湾施設として、平成28年２月に港湾計画

に位置づけたところでありますが、その整備に

当たりましては、大型貨物船による取扱貨物量

の増加が大変重要なポイントとなっておりま

す。

県といたしましては、社会経済情勢の変化を

的確に捉えながら、地域の産業発展を力強く後

押しできるよう、貨物増加に向けたポートセー

ルス活動を展開するなど、細島港を含む県内港

湾のさらなる整備につながる取組を進めてまい

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○政策調整監（渡辺善敬君）

いたします。地方税財政常任委員会の事務局と

しての取組についてであります。

知事会としての要請活動を実のあるものにす

るため、国の制度改善に向けて、関係県の幹部

等と連携を密にすること、全国の制度の活用実

績や制度の継続・拡充要望を調査すること、客

観的なデータに基づき、実情を聞き取った上で

要請案をつくることなどに取り組んでいるとこ

ろであります。

御指摘の働く場の創出などに向けた地方拠点

強化税制の延長等につきましては、知事の指示

に基づきながら、この制度によりマイナスの影

響を受ける東京都への直接訪問や、地方創生を

取りまとめる関係県との協議に取り組んでおり

ます。

今後とも、一層充実した活動ができるよう、

広域連携推進室職員とともに工夫を重ねてまい

ります。〔降壇〕

それぞれ御答弁ありがとうご○西村 賢議員

ざいました。

知事の答弁の中でも、大都市集中の是正とい

うことがありました。ぜひ委員長としてもやっ

ていただきたいと思いますし、当然、大都市を

抱える都道府県もございます。その人たちとの

折り合いもしっかりつけていっていただきたい

と思います。

また、本県の知事としても、しっかりとリー

ダーシップを発揮していただきたいと思いま

す。昨日は知事４期目の出馬表明もされました

が、宮崎県のビッグボスとして頑張っていただ

きますようにお願いしたいと思います。

関連して、工業用地について質問いたしま

す。

先ほども申し上げたとおり、細島港の工業用

地はほぼ埋まった状況にあります。もはや周辺
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には事業用の土地が少なく、山を切り開くとな

ると、かなりの造成費がかかります。

今後の企業立地の用地確保のため、細島港周

辺の日向市や門川町などで、県と地元が連携し

た工業団地の造成はできないものかを商工観光

労働部長に伺います。

企業立地○商工観光労働部長（横山浩文君）

の促進を図る上で、立地の受皿となります工業

用地の確保は大変重要であります。

このため、県ではこれまで、日向市や門川町

など市町村が実施する工業団地造成に係る調査

事業や基盤整備に対して、補助金による支援な

どを行っております。

工業団地につきましては、企業ニーズと地域

の実情を踏まえ整備することが重要でございま

すので、県といたしましては、引き続き、市町

村で行う団地整備を支援するとともに、市町村

と連携しながら企業立地を進めることで、県内

への新たな投資や雇用の創出につなげてまいり

ます。

ありがとうございます。○西村 賢議員

続きまして、女性の活躍について伺います。

この数年で、女性の活躍、男女共同参画の推

進と言われ続け、一方では、＃ＭｅＴｏｏ運動

や医学部合格者の男女比問題など、女性差別が

可視化されてきました。

また、ＬＧＢＴＱ運動の拡大もあり、以前は

女性だけお得なレディースデー割引という言葉

もよく耳にしましたが、最近ではそれすらも

減ってきており、社会も大きく変化してきたよ

うに感じます。

私も言動に気をつける必要があると思い、女

性目線で書かれた本を数冊読んで学んでいま

す。若い世代では男性の育児や家事の参加が広

がっているとはいえ、まだまだ社会的に女性の

活躍を後押ししているとは言い難い状況もあり

ます。

昨日の満行議員の質問にもありましたが、政

府も、第５次男女共同参画基本計画の中で、政

治・司法・経済・社会分野ごとに課題を指摘

し、是正に向けての数値目標を示しています。

衆議院議員候補に占める女性割合の政府の数

値目標を、2025年に35％に引き上げることに対

し、10月に行われた衆議院選挙でも17.7％だっ

たと話題になりました。

先進国の中には、クオーター制を用い、女性

議員比率を上げている国もあります。これには

女性を増やすことには即効性があるものの、い

わゆるげたを履かせることへの不満や不公平感

もあります。

知事は、政治や経済分野での女性の活躍に対

してどのように考えているのか、知事の思いを

伺います。

こうした政策や方針決○知事（河野俊嗣君）

定の過程に女性が参画し活躍することは、豊か

で活力ある社会を築いていく上で大変重要であ

ると考えております。

このため、政治分野におきましては、選挙に

おける男女の候補者の数をできるだけ均等にす

ることを目指す法律が平成30年に施行され、ま

た、経済分野におきましては、女性活躍推進法

等によりまして、女性の雇用拡大や管理職への

積極的な登用などの取組が行われているところ

であります。

そして、こうした取組と合わせて、職場や地

域社会などあらゆる場において、女性がその意

欲と能力を生かせる環境の整備が進んでいくこ

とが重要と考えているところであります。

一方で、男女の固定的役割分担意識が根強

く、家事や育児などについてはいまだに女性の
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負担が多いなど、解決すべき課題が多く残って

いる現状にあります。

このような中、県におきましては、今年度、

男女共同参画プランの改定を行う予定としてお

ります。

また、九州知事会におきましても、男女での

育児参加の動画をつくるなど、様々な啓発活動

に取り組んでいるところでありまして、今後と

も、男女ともに活躍できる環境づくりに、様々

な形、様々なチャンネルを通して取り組んでま

いります。

第５次男女共同参画基本計画○西村 賢議員

の中でも、「地域において、固定的な性別役割

分担意識等を背景に、若い女性が大都市圏への

流出が増大。地域経済にとっても男女共同参画

が不可欠」とあります。

本県の人口動態の状況を見ますと、毎年18歳

から24歳の女性が、県内転入より県外転出が多

い転出超過となっており、この直近の５年間で

は8,000人もの、この世代の女性が県外へ流出し

ています。また、この年代よりも後でも、ほと

んどが転出超過となっており、ほとんど戻って

こない現実がうかがえます。この現状を見る

と、将来の本県の人口減が容易に想像でき、恐

ろしくなります。

若い女性が住みたい、住み続けたいと思う地

域でないと、その地域が存続していかないとい

うことは、当然であります。女性が住み続けた

い環境をつくっていくことも、政治の役割であ

ると思いますが、女性の都市部への流出に対し

て、もっと焦点を当てて、しっかりと県、市町

村が対策に取り組んでいく必要があると思いま

す。

県の政策決定に女性の意見をどのように取り

入れていくか、また、若い意見をどのように取

り入れていくかが鍵となりますが、県の政策に

おいて、実際に女性目線で実現した取組がある

のか、総合政策部長に伺います。

本県では、進○総合政策部長（松浦直康君）

学や就職をきっかけとする若年層の県外流出が

続いておりまして、議員御指摘のとおり、中で

も20歳から24歳の女性につきましては、最近、

男性の1.5倍の転出超過の状況にあります。

このため、県の政策におきましても女性の意

見を取り入れていくこと、そして、女性に選ば

れる宮崎づくりを早急に進めていくことが重要

であると認識しております。

これまでも、次世代の女性農業者の育成に向

けた交流会の開催や、農業法人の休憩所、簡易

トイレの整備支援など、女性がより就労・定着

しやすい環境づくりのほか、子育て応援カード

のデジタル化による利便性の向上など、女性の

意見を踏まえた取組も展開してきているところ

であります。

引き続き、女性の立場に立った施策の展開に

努め、女性が暮らしたいと思う地域づくりに取

り組んでまいります。

この数字を計算してみると、○西村 賢議員

本当に恐ろしいなと思いました。これは、県を

はじめ市町村との連携を、今後ともよろしくお

願いしたいと思います。

さらに、本県の現状を見ますと、本県は離婚

率が高く、母子世帯も１万5,000世帯を超えてい

ます。母子世帯の中には、非正規雇用でアルバ

イトを掛け持ちしている人もいて、このコロナ

禍で影響の大きかった宿泊業や飲食業で働いて

いるケースもあり、厳しい状況がうかがえま

す。

一般的に夫婦離婚時は、親権は母親側が取る

ことが多く、別れた配偶者が、約束どおり養育
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費や慰謝料を払わない事例も多く、ひとり親家

庭の困窮の一因となってきました。

先述の第５次男女共同参画基本計画の中で

も、ひとり親家庭への養育費の支払い確保を示

しており、2020年４月、民事執行法改正によ

り、離婚時の慰謝料や養育費を不払いする者の

財産を差し押さえる事前情報提供が厳罰化さ

れ、相手方の財産開示の実効性が飛躍的に高ま

りました。それにより情報開示のハードルが低

くなり、最高裁の発表によると、2020年度

は3,930件と2019年度の７倍に増えているとのこ

とです。

慰謝料や養育費の支払いが行われることは、

ひとり親困窮対策の一助になると思われます

が、本県の養育費・面会交流支援事業の実施状

況について、県の考えを福祉保健部長に伺いま

す。

養育費の確○福祉保健部長（重黒木 清君）

保を図るためには、父母が離婚する前の明確な

取決めと不履行の防止が重要であり、公正証書

の作成や家庭裁判所の調停、また、議員から御

指摘のありました、不履行の場合の財産開示手

続などの法的手続を活用することが有効であり

ます。

このため県では、今年度から養育費・面会交

流支援事業を創設し、県母子寡婦福祉連合会を

窓口として、法的手続の活用などを必要とする

ひとり親世帯を対象に、弁護士に無料で相談で

きる取組を実施しております。

今後とも、市町村やひとり親世帯の支援を行

う民間団体などと連携し、本事業の活用を幅広

く周知しながら、ひとり親世帯の養育費確保が

円滑に行われるよう、必要な支援に努めてまい

ります。

次に、コロナワクチン接種対○西村 賢議員

策について伺います。

報道によれば、南アフリカの新種の変異株

「オミクロン株」が見つかり、政府も外国人の

入国制限を行うなど、素早い対応が取られてい

ます。コロナ対策は、まだまだ油断できない状

況が続いています。

日本全体で感染者が激減し、少しずつ平穏を

取り戻してきていますが、海外に目を向ける

と、ワクチン効果が弱くなった地域から感染が

再拡大しているとの報道もあります。ワクチン

の追加接種は重要であると考えますので、幾つ

か質問を行います。

今年のコロナ第５波の流行時は、県内感染者

の急増により、県民から早期のワクチン接種を

望む声が多くあり、自治体関係者はじめ、医

療、県当局の方々も苦慮されたと思います。

各市町村のコロナワクチン接種において、自

治体ごとに接種までの方法が異なり、接種ス

ピードに大きな開きがありました。

遅れている地域の住民からは、不平不満や心

配する声が多く上がりました。接種の遅れてい

た日向市では、市の集団接種に歯科医師会が協

力していただき、大変助かりました。

１回目、２回目の初回接種において、遅れて

いる市町村に対して、県はどのようなサポート

を行ったのか、福祉保健部長に伺います。

１回目、２○福祉保健部長（重黒木 清君）

回目の初回接種におきましては、市町村ごとに

差はありましたが、個別接種への地域の医療機

関の協力や、集団接種における医療従事者の確

保が課題となったところであります。

このため、県におきましては、必要に応じ、

接種の遅れが生じている市町村を直接訪問する

など、指導助言を行いながら、個別接種や集団

接種の促進に必要な財政支援を行うとともに、
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県が医療従事者を公募し、市町村の集団接種に

おいて活用いただいたところであります。

さらには、接種が遅れている地域を含めて、

県主催による集団接種を県内６会場で実施し、

接種率の底上げを図ったところであります。

今後、３回目接種を12月から○西村 賢議員

始めると報道されています。今、感染者数が激

減しているうちに予防接種をすることが重要で

あるとの専門家の意見もあります。一度拡大が

始まれば収束するまで時間がかかり、多くの犠

牲があることを、我々は第５波のときに体験し

ました。しっかりと３回目の接種が進むよう

に、追加接種の準備状況、また接種計画につい

て、福祉保健部長に伺います。

３回目の追○福祉保健部長（重黒木 清君）

加接種につきましては、２回目の接種完了から

原則８か月以上経過した18歳以上の方を対象に

実施されることとなっております。

現在、市町村においては、これまでの接種体

制を活用しつつ、準備が進められているところ

であり、先行して２回目接種が完了した医療従

事者に対する接種券について、本日時点で、半

数を超える市町村が発送しているところであり

ます。

今後、８か月経過を見越して、順次接種券が

発送される予定であり、医療従事者の12月から

の接種に続き、高齢者が来年１月から、その他

の方々については、おおむね３月から開始され

る計画となっております。

県といたしましては、市町村への情報提供や

支援等を行いながら、円滑な接種に向けて、必

要な取組を着実に進めてまいります。

今回の３回目の追加接種に当○西村 賢議員

たっては、２度打ったものと違うワクチンを打

つ、いわゆる交互接種も認められています。

これまでと違うワクチンの種類を打つことに

県民の不安もあると思いますが、逆に違う種類

のワクチンを打ったほうが免疫効果が高いとい

う研究成果もあるようです。

とはいえ、前回の接種で副反応に苦しんだ

方々も多く、交互接種の安全性を県民にどう説

明していくのかが、接種率向上にも影響がある

と思います。副反応を含めた交互接種の安全性

や効果について、県民に対してどのように周知

していくのか。また、現在拡大が懸念されてい

るオミクロン株に対するワクチンの有効性につ

いても、併せて福祉保健部長に伺います。

交互接種の○福祉保健部長（重黒木 清君）

安全性や効果につきましては、国の専門家会議

におきまして、同種接種と差がなかったことが

示され、また国において、３回目接種について

は、交互接種も行う方針が示されたところであ

ります。

こうした情報も含め、過剰な不安から接種を

控えることがないよう、県民に適切な情報を発

信していくことが大変重要であると考えており

ます。

また、県におきましては、国に対して、交互

接種の効果や安全性に対する詳細な情報を発信

するよう求めてまいりますとともに、市町村と

連携し、新聞等による情報提供や啓発チラシを

接種券に同封して発送していただくなど、情報

発信に積極的に取り組んでまいります。

なお、オミクロン株に対するワクチンの有効

性につきましては、現在、その確認が進められ

ているものと認識しております。

このオミクロン株の拡大とい○西村 賢議員

うものがないにこしたことはありませんし、ま

た、このコロナも本当に早く収束していただき

たいと思っております。また、県当局の皆様方

- 105 -



令和３年12月１日(水)

の長きにわたる努力に感謝申し上げます。

次に、燃油高騰による農業への影響について

伺います。

原油高騰と円安進行の結果、灯油・重油など

の油脂製品価格は、１年前と比べ６割以上、上

昇しています。政府も、備蓄石油の放出を決

め、高騰する原油価格に対処していますが、今

後の経過も注視していかねばなりません。

燃油の高騰は、車が必需品である本県県民の

生活を直撃し、家計への影響はもちろんのこ

と、多くの産業にも影響を及ぼしています。建

築資材や食料、家畜飼料などにも影響が出てき

ており、本県の農業への影響が懸念されます。

これからの時期は、特に、本県のハウス農家

にとっては極めて厳しい燃油の経費増、また、

畜産業者にとっては飼料高騰という経費増があ

ります。

施設園芸農家にとって、国が燃油価格高騰に

備えた施設園芸セーフティネット構築事業を準

備し、募集締切りを延長して、農家に加入を促

しています。また、畜産飼料の高騰対策として

は、国が配合飼料価格安定制度への加入を促し

ていますが、それらの事業を県はどのように推

進しているのか、農政水産部長に伺います。

まず、施設園○農政水産部長（牛谷良夫君）

芸セーフティネット構築事業は、現在、12月17

日を期限とする３次公募が実施されており、県

では、部のホームページ「ひなたＭＡＦｉＮ」

や、関係機関を通じた農業者への情報提供に努

めるなど、制度への加入を積極的に進めている

ところであります。

また、畜産の配合飼料は、海外の生産状況や

為替相場による価格変動が大きいことから、配

合飼料価格安定制度への農業者の関心が高く、

その加入は進んでいるものと認識しております

が、今後、関係団体と連携し、さらなる制度の

周知に取り組んでまいります。

いずれの対策も、農家経営を守る重要な制度

であり、今後の価格高騰の状況によっては、基

金枯渇も予想されますことから、関連予算の確

保等について、引き続き国に対し強く要望して

まいります。

ありがとうございます。○西村 賢議員

次に、ゼロカーボン政策と山の保護について

質問いたします。

先般、英国で開催されましたＣＯＰ26では、

先進国と後進国の意見の相違、各国の思惑の違

いが顕著に表れた結果で終わりました。

しかし、温暖化を防ぐというゼロカーボンへ

の取組は、行政にとっても喫緊の課題となって

います。

数ある発電の中でも、ＣＯ を全く発生させ２

ない水力発電は最も理想的だと言われており、

付加価値が高まっています。

現在、本県では、企業局のダムが水力発電を

行い、九州電力に売電しています。九州電力と

は現在長期契約中であり、16年契約で残り４年

となっています。売電価格は２年置きに契約更

改を行っているようですが、今の売電価格が妥

当な額なのでしょうか。

現在、電力自由化で複数の新電力企業が誕生

しております。九電との契約が悪いというわけ

ではありませんが、長期契約終了後は、より高

額な売電を新電力企業へ行うことが可能なの

か、企業局長に伺います。

企業局が運営す○企業局長（井手義哉君）

る12の水力発電所に係る電力につきましては、

総括原価方式に基づき、必要な費用と利益を確

保し、安定した経営を継続していくため、九州

電力株式会社と、平成22年度から令和７年度ま
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での電力需給に関する基本契約を締結し、２年

置きに料金の改定を行っているところでありま

す。

近年では、電力システム改革の進展により、

多くの新規小売電気事業者、いわゆる新電力が

参入しており、基本契約の期間満了後は、これ

ら新電力を含めて、売電先の選定を行うことと

なります。

その選定に当たりましては、引き続き健全経

営の維持を最優先としつつ、国や他の公営電気

事業者、電力市場の動向を注視しながら、脱炭

素社会の実現に寄与する水力発電の価値が適正

に評価されるよう、的確に対応してまいりたい

と考えております。

さらに企業局長に伺います。○西村 賢議員

企業局では、平成18年より、水源涵養のた

め、未植栽地を対象に植栽を行う緑のダム造成

事業を実施されていますが、この事業の意義と

今後の展開について伺います。

緑のダム造成事業○企業局長（井手義哉君）

は、企業局の発電事業に関係するダム上流域の

未植栽地を、水源涵養機能の高い森林として整

備するもので、安定的な電力供給に資すること

を目的としております。

これまで、県内８河川、35か所、面積にし

て502.5ヘクタールの山林を取得し、植林や下草

刈り等を実施してまいりました。

電力の安定供給はもとより、土砂流出防止に

よる濁水の軽減や、二酸化炭素吸収による地球

温暖化防止など、環境保全にも貢献しているも

のと考えております。

また、記念事業として行う植樹祭では、地元

の小学校の児童やその保護者が、実際に植林を

体験することから、自然環境意識の啓発といっ

た効果も期待されるところであります。

企業局としましては、今後とも、森林組合を

はじめ地元市町村の協力もいただきながら、本

事業の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

すばらしい事業だと思います○西村 賢議員

ので、継続していかれるようにお願い申し上げ

ます。

本県にとって、木材需要の高まりは追い風と

なり、長らく放置されていた人工林も、伐採が

進んできています。しかし、一方では、伐採後

に植栽されず放置されている山林が、あちこち

に見られるようになりました。山を荒れ地のま

ま放置することはできず、国土保全の観点から

も、再造林は喫緊の行政課題となっています。

林野庁は、通常より早く成長する早生樹の植

栽を強化すると発表しました。杉を植栽して伐

採し、収益を上げられるまでに40年から50年の

月日と、間伐などの手間とコストがかかりま

す。林野庁が植栽候補に挙げているセンダン

は、成長速度が速く、杉の約半分の年月で成長

します。

センダンの木目自体は、家具材やフローリン

グ材などに適しているそうで、荒廃地対策のみ

ならず、有効活用も考えられます。

本県のセンダンの植栽の取組について、環境

森林部長に伺います。

県では、多様○環境森林部長（河野譲二君）

で豊かな森林づくりの一環として、広葉樹造林

を推進しており、この中でセンダンは、これま

でに約80ヘクタールが植栽されております。

センダンは、真っすぐに仕立てることができ

れば、20年程度で伐採し、家具の材料として利

用できることから、県では昨年度、モデル林を

設置し、その実証に取り組んでいるところであ

ります。
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また、県内における取組事例としては、諸塚

村の林業研究グループが、センダンを加工して

いる福岡県大川市の家具工業会と合同での植栽

や、育林に関する研修会を実施しております。

センダンなどの早生樹は、短期間で成長し、

森林吸収源対策の有用樹種としてゼロカーボン

社会の実現にも貢献することから、県としまし

ても、引き続きその普及に努め、多様で豊かな

森林づくりに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。本当○西村 賢議員

にセンダンというのはすばらしい木だなと思っ

ております。また、センダン以外にも早生樹の

種類はあるそうです。県の林研センターでの研

究も深めていただきますようにお願いいたしま

す。

続きまして、教育環境について質問いたしま

す。

本県の県立高校が校区自由化となり、14年が

過ぎました。校区自由化の影響で、人気の学校

の競争率は上がりました。しかし、競争倍率

が1.0倍を超えている普通科高校は、全体で僅か

４校であると聞きました。学校ごとの特色ある

学校づくりは進んでいるのでしょうか。

この競争倍率から考えると、県下一円に多く

の高校がある中で、中学生が志望校を決めてい

く際の参考となる特色ある学校づくりとは何な

のでしょうか。特色ある学校づくりの取組状況

を、教育長に伺います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、各高校の魅力を高め、中学生から選ばれる

学校となることを目標に、特色ある学校づくり

を進めております。

そのため、昨年度から各高校の使命を改めて

吟味し、本年７月にはスクールミッションとし

て再定義し、公表したところであります。

このことを踏まえて、各高校におきまして

は、例えば、新たに整備したＩＣＴ機器を活用

して海外の学校とオンラインでディスカッショ

ンをしたり、導入した最新のデジタル設備を活

用して最先端の職業教育を行うなど、魅力ある

教育活動に取り組んでいるところでございま

す。

さらに、各高校の生徒が主体となってＰＲ動

画を作成し、それをユーチューブで発信するこ

とで、これまで以上に、中学生の学校選択に資

する取組を進めてきたところであります。

もっと中学生の参考となるよ○西村 賢議員

うに、分かりやすい差別化というか、特色づく

りをお願いしたいと思います。

人気の学校、遠くでも通いたいという学校に

は、まず学力レベルが高い学校が挙げられま

す。中学生にとっては、県立学校に限らず、私

立高校も進路の選択肢に入ると思います。

日向市の生徒を例に挙げますが、日向市から

電車を利用し、宮崎市方面、延岡市方面に通う

生徒も多くなってきました。通学のための費用

はばかになりません。同じ学校に兄弟が２人以

上通うようなケースでは、宮崎市内に家を借り

て、母親がついていくこともあります。

また、来年４月からＪＲ九州は特急料金を値

上げする方針を打ち出しました。コロナ禍で電

車の本数が減便され、さらに値上げとなると、

通学する家庭の負担に影響があります。

さらに具体的な話をしますと、日向や門川か

ら延岡高校に通い、朝課外に出席するために

は、どうしても１便目の特急列車に乗らなくて

は間に合いません。延岡高校全校生徒数721人の

うち、ＪＲ通学者は132人もいます。２割弱もの

生徒が電車を利用しています。これは延岡高校
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だけの状況です。県内各地域の遠距離通学を合

計したら、果たして何人になるのでしょうか。

私は、ＪＲ九州宮崎事業部にも、普通電車の

増便や値上げ見送りに対して相談に行きまし

た。ＪＲとしては、エクセルパス（特急定期

券）の値上げは行わないというのが精いっぱい

の回答でありました。

このような問題は、校区自由化を決めたとき

から想像していなかったのでしょうか。これは

日向市の生徒や保護者だけの問題ではなく、県

内各地から遠方の高校に通わざるを得ない生徒

が多くなっている現状を教育委員会は見過ごし

てきたのかと、疑問を抱かざるを得ません。

朝課外については、前の議会でも議論があり

ましたが、県立普通科高校での朝課外はやると

いう方針が変わらないのであれば、せめて開始

時間を遅らせる対応等はできないのか。来年４

月の特急料金の値上げ、まだその前の中学３年

生が目標高校を決めるまでに、何らかの解決策

が示されるといいかなと思いますが、教育長の

考えを伺います。

コロナ禍の中、列○教育長（黒木淳一郎君）

車やバスの減便等によりまして、遠距離通学の

生徒や送り迎えをする保護者の皆様の負担が増

すなど、通学に影響が生じていることは認識し

ております。

今後は、校長会とも連携し、課外の開始時間

の設定も含めた朝課外の在り方について、ＰＴ

Ａと学校が丁寧に協議を重ねるよう、働きかけ

てまいります。

もうこれは14年たってきて、○西村 賢議員

徐々に徐々に遠距離に慣れていったこともある

かもしれませんけれども、これはもう教育委員

会だけの問題ではないかもしれません。前教育

長、副知事も執行部側にいらっしゃいますけれ

ども、これは県全体でしっかりと考えていかな

ければ、先ほどのＪＲの減便でありますとか、

場合によってはバス等も減便されていく地域も

あるかと思います。遠距離通学というものは、

その家庭にとっては非常に負担が重いものであ

りますので、執行部全体でも考えていただきた

い問題だと思っておりますし、教育長におきま

しては、早く何らかの解決策を示していってい

ただきたいと思っております。

次の質問に移ります。

今回のコロナ禍で大きく進んだことは、デジ

タルデバイスの活用であると思います。Ｚｏｏ

ｍ会議、オンライン会議は時短にもつながり、

かなり実用化もされてまいりました。

先日、新型コロナ対策特別委員会で泉ヶ丘高

校に伺った際、ＩＣＴを使った授業を視察しま

した。その活用風景には驚かされました。各教

室でデジタルデバイスが活用され、先生方も授

業にうまく取り入れていました。中には不得意

な教員もいるかと思いますが、その先生方の努

力にも敬意を表したいと思います。

しかしながら、まだ生徒全員に渡せるほどの

タブレット端末がそろっておらず、３人で１台

を使っていました。今後、全員に行き渡るまで

にどのくらいかかるのか、また、このデジタル

デバイスの導入で教員の負担はどうなっている

のかを教育長に伺います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、高等学校段階における１人１台の学習者用

端末の整備につきまして、全ての県立学校にお

いて来年度中にスタートすることを目標に、現

在、整備方針の最終案をまとめているところで

あります。

具体的には、個人が所有する端末の使用を原

則とし、端末が用意できない生徒につきまして
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は、貸出し用端末の整備等で対応する方向で検

討しております。

次に、教員の負担についてでありますが、学

校におけるデジタルデバイスの活用は、授業の

効率化などメリットが大きい一方、操作に苦手

意識を持つ教員が負担を感じていることも承知

しております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

中核となる教員の育成や研修等の充実により、

教員の不安解消や負担軽減に努めてまいりま

す。

生徒たちは楽々使うんですよ○西村 賢議員

ね、タブレットを。生徒たちは楽々使って、先

生たちが教えてもらっているような状況もある

かと思いますが、我々が視察した中では、非常

に生き生きとといいますか、先生たちもうまく

活用して使っていました。黒板に文字を書く時

間の短縮でありますとか、生徒に向かう時間が

増えるとか、そういったメリットもあると思い

ます。

今後とも、このデジタルデバイスの活用とい

うものをしっかりと研究して、続けていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

次に、オリンピック新種目の本県の取組につ

いて伺います。

今年、オリンピックの競技種目となったサー

フィンやスケートボードは、日本人選手の活躍

もあり、大きな感動を呼びました。

スケボーと略しますが、スケートボード競技

の実況から、「13歳、真夏の大冒険」「ゴン攻

め」「ビッタビタ」は、流行語大賞にもノミ

ネートされています。ちなみに、流行語大賞

は、本日発表されるようであります。

サーフィンやスケボーは、かつてはちょっと

不良がやるようなイメージがありましたが、オ

リンピック代表の活躍も追い風となり、スポー

ツとして認知され始めました。愛好者も増えて

きているとのことです。

宮崎県はサーフィン天国であることは、既に

御承知のことでしょうが、サーフィンはレ

ジャーであるとともに、競技スポーツであるこ

とを県が応援していくことも、これからは必要

ではないかと思います。

今年の東京オリンピックの活躍でも分かると

おり、活躍する選手は幼少の頃からそのスポー

ツを始め、国内・国際的な大会で技術力やメン

タルを身につけています。

今後、本県からこの分野で活躍できる選手を

発掘し、育てていくことも重要ではないかと思

います。宮崎県内ではサーフィンのアマチュア

大会も開催され、小学生が出場しているクラス

もあります。ジュニアサーファー育成につい

て、県の取組状況を教育長に伺います。

現在、本県では、○教育長（黒木淳一郎君）

ジュニアサーファー育成の場として、競技団体

等が主催し、小中学生も参加できる大会が、県

内各地で年間複数回、開催されております。

その結果、全国大会等の上位大会に進む選手

も見られるなど、ジュニアサーファーの育成を

図る上で貴重な機会となっております。

また、近年は、恵まれた環境を生かして、

サーフィンを教育活動に取り入れる学校もあ

り、宮崎市、日南市、日向市におきまして、体

育の授業や部活動等で行う例が見られておりま

す。

今後は、ジュニアサーファーの育成や強化な

どの体制づくり等について、関係団体等との協

議を進めてまいりたいと考えております。

サーフィン愛好者の中にはス○西村 賢議員

ケートボードの愛好者も多く、スケボーもサー
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フィン同様に東京オリンピックで人気が出まし

たが、宮崎市を除いて、県内にはスケボーを安

全にできる環境が少ない状況にあります。

日向市では、スケボー愛好者のために駅の高

架下を時間限定で許可していましたが、マナー

や時間を守らない人が増え、夜間の騒音やごみ

の放置が問題となりました。原因の一つは、愛

好者が増えて場所が狭くなり、自由に使えない

ことも背景にあります。スケボーできる環境が

少ないので、市外からわざわざそこにやってく

る人もいるという話も聞きました。

許可時間内でやっている少年たちは、誰にで

も挨拶をしますし、マナーも非常によいです。

一部の利用者のせいで、いつまでも不良のイ

メージが残ってしまうのは残念であります。

日向市の高架下も、特段何かが設置されてい

るわけではなく、管理者も不在の場所です。安

全性にも問題があると思います。

安全にスケートボードができるスケートボー

ドパークが、公園や運動施設内に建設されるこ

とが望ましいと思いますが、スケートボード普

及に向け今後どのような取組ができるのか、教

育長に伺います。

スケートボードに○教育長（黒木淳一郎君）

つきましては、東京オリンピックで、本県出身

のスカイ・ブラウン選手が銅メダルを獲得し、

県民に感動を与えるなど、身近なスポーツとし

て関心を集めているところであります。

そのため、広く県民にスポーツを普及するこ

とを目的に県教育委員会が実施しております、

みやざき県民総合スポーツ祭での大会実施を目

指し、関係団体と、まずは組織体制づくりを進

め、運営方針や施設整備の在り方等につきまし

ても協議を行ってまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。○西村 賢議員

このサーフィンやスケートボードというもの

は、県民の中にもいまだにやんちゃなイメージ

がありますが、一方では若者に人気があり、

かっこよく、また、非常に明るい、いいイメー

ジもあったスポーツでもあります。また、レ

ジャーとしても非常に人気もあります。しっか

りとスポーツとして確立して、県民のイメージ

アップも図っていけるように後押ししていただ

きたいと思います。また、宮崎県も国スポ開催

に向けて、今、準備しているところであるとは

思いますが、サーフィンやスケートボードは正

式競技の中には入っていません。宮崎国スポで

はサーフィンがデモンストレーション競技には

入っていると聞いています。ぜひ、この２つの

競技に宮崎県から火をつけて、正式競技になる

ような後押しも、知事はじめ執行部の皆さんに

お願いしたいと思います。

以上をもちまして、私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、日髙陽一議員。○中野一則議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日髙陽一議員

んにちは。本日、自由民主党４番目、昭和48年

生まれ、48歳、うし年、年男、日髙陽一です。

今年も残り１か月となりました。

うし年というのは十二支の２番目のえとであ

ることから、ねずみ年にまいた種が芽を出して

成長する時期とされ、結果を求める時期ではな

く、結果につながる道をこつこつと造ってい

く、我慢の年とされているようです。

県民の皆さんにとっても、大切な家族、親族

での集まり、友人との楽しい旅行、部活の仲間

たちとの練習や遠征など、様々なことを我慢す

る年になったのではないでしょうか。

しかし、年末になるにつれて少しずつ花が咲

- 111 -



令和３年12月１日(水)

き始めています。

本日で、コロナ感染者ゼロの日が42日連続し

ています。オミクロン株も心配ですが、しっか

りと対策を取って、とら年がいい年になること

を願いながら質問していきたいと思います。

コロナが落ち着いてきた今、自粛でたまった

鬱憤を晴らすかのように、スポーツがはやり始

めています。野外でソーシャルディスタンスを

保ってプレーできるゴルフなどは、年内どこの

ゴルフ場も予約が取れないほどです。

特に、宮崎の秋の風物詩であるダンロップ

フェニックストーナメント、リコーカップが行

われた先週、先々週は、せっかく宮崎まで観戦

に来たのだから、自分たちもこのすばらしい環

境でプレーしていこうと、どこのゴルフ場も

いっぱいだったそうです。

コロナ禍においてもニーズの絶えないスポー

ツコンテンツは、コロナ禍に強い観光資源であ

り、コロナ禍にあって健康づくりや屋外スポー

ツに注目が集まっている今こそ、スポーツラン

ドみやざきとしては、大きな飛躍のチャンスな

のではないでしょうか。

ポストコロナを見据え、スポーツを活用した

観光振興に取り組むべきだと考えますが、知事

の考えをお伺いします。

以下の質問は、質問者席よりお伺いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県では、長年にわたり官民が連携してス

ポーツランドみやざきの旗を掲げて、これを観

光の大きな柱として取組を進めてまいりまし

た。

その結果、プロ野球やＪリーグなど、毎年100

億円以上の経済効果を生み出す春季のスポーツ

キャンプの実施はもとより、ラグビーの国内外

代表チームのキャンプやサーフィン国際大会の

誘致実現などの成果を上げてまいりました。

コロナ禍の影響によりまして、本県観光は、

かつて経験したことがないほど厳しい状況に置

かれております。コロナ収束後の反転攻勢に向

けた取組を積極的に進めていく必要があると考

えております。

このため、県としましては、本県の強みであ

るスポーツを活用した観光誘客をさらに推進す

ることとし、スポーツキャンプ・大会の全県

化、通年化、多種目化を図るとともに、スポー

ツ観戦等を目的に来県する方々を観光地に誘導

する仕組みづくりでありますとか、本県の環境

を生かしたゴルフ、サーフィン、サイクリン

グ、スキー、アイススケート、本県ならでは

の、こうした快適な環境を生かしたスポーツ

ツーリズムにも取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

宮崎のスポーツイベントの一○日髙陽一議員

つに、今年で18回目の開催を迎えたフェニック

スリーグがあります。この大会は、ファーム日

本選手権終了直後から、約３週間にわたって行

われるプロの教育リーグです。甲子園や大学野

球で活躍した12球団の有名な若手選手が、この

宮崎に集結します。日本シリーズ前には、日本

一をかけた選手が調整で、試合感覚をキープす

るために参加いたします。

そんな大会が何と無料で観戦できる大会で

す。全国には多くのプロ野球ファンがいます。

しかし、このフェニックスリーグに関しては、

必ずしも認知度が高くありません。

フェニックスリーグは、情報発信次第でさら

に盛り上がりが図れると思いますが、今後の取

組について、商工観光労働部長にお伺いいたし
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ます。

フェニッ○商工観光労働部長（横山浩文君）

クスリーグは、新型コロナ感染症の影響により

まして、昨年度と今年度は無観客での開催とな

りましたが、令和元年度は大会期間中127試合が

行われ、３万人を超える来場者があったところ

でございます。

議員御指摘のとおり、この大会は、今後の活

躍が期待される若手選手が多く出場する大会で

あり、クライマックスシリーズに向け、１軍主

力選手が出場することもございます。

このため、主催者の日本野球機構とも連携し

ながら、県や宮崎市、日南市などで組織する実

行委員会におきまして、ＳＮＳやメディアを活

用した積極的な情報発信を行いますとともに、

選手と直接触れ合えるイベント等のファンサー

ビスの充実などに取り組むことで、今後より一

層の集客増に努めてまいります。

現在は、コロナ禍の影響で国○日髙陽一議員

内のプロ野球12球団が参加しておりますが、コ

ロナ前は、韓国の球団や四国アイランドリーグ

も参加されていました。

今後、アジアのフェニックスリーグとして、

韓国だけではなく台湾やフィリピンからも参加

を促し、16球団や20球団とすると、国内外から

多くのファンが訪れると思います。ポストコロ

ナを見据えたインバウンド対策としても有効だ

と思いますので、ぜひ御検討ください。

続いて、屋外型トレーニングセンターについ

てお伺いします。

さきの９月議会で債務負担行為を議決しまし

たが、県が主体となってオーシャンドーム跡地

にラグビー、サッカー、陸上等の国内外のトッ

プアスリートの合宿拠点を整備する屋外型ト

レーニングセンターについて、地元はもとよ

り、多くの関係者から大きな期待が寄せられて

います。

屋外型トレーニングセンター整備事業の進捗

状況について、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

屋外型ト○商工観光労働部長（横山浩文君）

レーニングセンター整備事業につきましては、

去る９月定例会におきまして債務負担行為の議

決をいただいた後、10月19日に事業者を選定す

るための公募手続を開始し、昨日、企画提案書

の受付を終了したところでございます。

今後、審査委員会におきまして審査の上、受

注候補者を決定し、来年の２月定例会に関連す

る予算及び本契約議案の提案を行い、議決いた

だけましたら、来年４月から設計・施工に着手

することとしております。

このトレーニングセンター○日髙陽一議員

は、コロナにより落ち込んだ本県の経済の回復

を図っていくための大きな起爆剤ですし、ス

ポーツランドみやざきを次のステップに進化さ

せるための重要な拠点だと思います。

他県でも、スポーツ施設を充実させ、全日本

クラスのチームやプロスポーツチームなどを誘

致しようとする動きがあります。ぜひ、他県に

負けないような対応をよろしくお願いいたしま

す。

屋外型トレセン以外にも、宮崎では国スポに

向けて、体育館、陸上競技場、プール、その他

の会場と、準備が着々と進んでいますが、本番

に向けた競技力向上のための練習拠点の施設を

しっかりと準備、整備していくことも重要だと

思います。国民スポーツ大会に向けた練習拠点

施設の整備状況について、教育長にお伺いいた

します。

練習拠点施設は、○教育長（黒木淳一郎君）
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選手育成や強化の拠点であることから、計画的

に整備を進めているところであります。

現在の整備状況は、新たな施設としまして、

延岡星雲高校のアーチェリー場が今月完成する

ほか、宮崎工業高校の水球プールも、今年度工

事に着手し、来年度完成する予定であります。

さらに、宮崎市に体操場とスポーツクライミ

ング施設を、延岡星雲高校に相撲場の整備を予

定しており、今年度、調査・設計等を実施いた

します。

また、既存施設の整備につきましては、自転

車競技場の大規模改修と富田浜のしゅんせつを

予定しており、今年度、測量及び調査・設計を

実施いたします。

今後も、競技団体等と連携を図りながら、必

要な練習環境の整備を進めてまいります。

昭和54年の第34回大会「日本○日髙陽一議員

のふるさと宮崎国体」を一つの契機として、宮

崎はスポーツランドみやざきとして大きく成長

いたしました。

そして、今回、2027国スポに向けて準備が進

んでいますが、未来への投資を、今後の本県の

観光戦略や県外からの誘致の取組にどう生かし

ていくのかが、大きな課題だと思います。

本県で開催予定の国民スポーツ大会等に向け

たスポーツ施設整備後の新たなスポーツキャン

プ・合宿誘致等の取組について、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

本県で○商工観光労働部長（横山浩文君）

は、国民スポーツ大会に向け、陸上競技場や

プール、体育館をはじめとする施設整備が進ん

でおり、これにより、国内外のトップアスリー

ト等のスポーツキャンプ・合宿の誘致や国際ス

ポーツイベントの開催など、さらなる受入れが

可能になるものと考えております。

このため、県といたしましては、今後、国内

で開催される世界大会等に向けた海外代表チー

ムの事前合宿の情報収集や、陸上・水泳等の中

央競技団体への誘致セールス活動の強化、アマ

チュアスポーツ合宿をターゲットとした誘致セ

ミナーの開催など、市町村等と連携しながら、

新たに整備が進むスポーツ施設を活用したス

ポーツキャンプ・合宿等の誘致に積極的に取り

組んでまいります。

新たにすばらしい陸上競技場○日髙陽一議員

もできます。宮崎県にゆかりのある旭化成は、

昨年は３位でしたが、2017年から４年連続日本

１位のチームでありますし、箱根駅伝常連の青

山学院大学もキャンプを行っている、すばらし

い環境があります。

シード権を持つ大学などの合宿をもっと誘致

して、将来は大学駅伝の山之口での開催を企画

できないでしょうか。ちなみに、青山学院大学

の原監督も熱望されているそうです。

ほかにも、これだけのＪリーグチームがキャ

ンプを行う宮崎で、フェニックスリーグのサッ

カーバージョンを行うなど、ぜひ、この新たに

できる施設を、最大限に宮崎スポーツツーリズ

ムに生かしていただきたいと思います。

宮崎国スポを迎えるに当たり、スポーツラン

ド宮崎に磨きがかけられます。新たなスポーツ

ランドみやざきがどう生まれ変われるかが楽し

みです。

先日、みやざき臨海公園に行ってまいりまし

た。すごく天気もよく、景色もいい場所で、た

くさんの若者や子供たちが様々なスポーツを楽

しんでいました。ロサンゼルスのベニスビーチ

を思い出させてくれる風景に、大きな可能性を

感じました。

この公園にはヨットハーバーもありますし、
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もう既に有名なおいしいハンバーガーショップ

もあり、この場をもっと整備することで、観光

のスポットとして可能性が広がると考えます

が、みやざき臨海公園の施設の充実についてど

のように考えているのか、県土整備部長にお伺

いいたします。

みやざき臨海○県土整備部長（西田員敏君）

公園は、海洋性レクリエーションの拠点として

多くの方々に利用されており、県では、利用者

の安全・安心や利便性の向上に向けて、施設の

充実に取り組んでいるところであります。

昨年度は、マリーナの南側に津波避難高台を

整備するとともに、今年度は、照明設備の増設

や、遊具を併設した小さなお子様向け広場の設

置に加え、ランニングなどのできる周遊コース

の整備やサイクルステーションの設置も進めて

おります。

今後とも、海水浴やマリンスポーツ、日向灘

を眺望しながらの散策など、県民の皆様に楽し

んでいただける水辺空間を提供できるよう、指

定管理者とも連携しながら、快適な公園づくり

に取り組んでまいります。

すばらしい空間をもっともっ○日髙陽一議員

と生かしていただきたいと思います。

続いて、アーバンスポーツについてお伺いい

たします。

アーバンスポーツとは、ＢＭＸ、スケート

ボード、スポーツクライミング、パルクール、

インラインスケートなど、どちらかというと若

者向けの新しいスポーツです。今、世界中で注

目されているスポーツですが、今年のオリン

ピックに採用され、アーバンスポーツは国外か

らますます熱い視線を注がれています。

西村議員も先ほど、スケートボードに関して

質問されていましたが、全国に先駆けてアーバ

ンスポーツの県内での普及を図るべきだと考え

ています。アーバンスポーツの普及についてど

のように考えているのか、教育長にお伺いいた

します。

東京オリンピック○教育長（黒木淳一郎君）

における、スポーツクライミングやスケート

ボードなどのアーバンスポーツ選手の輝かしい

活躍は、記憶に新しく、多くの人々に感動を与

えてくれました。

アーバンスポーツは、若い世代に人気のある

スポーツでありますことから、新たなスポーツ

人口の拡大が期待できるものと考えておりま

す。

県教育委員会といたしましては、宮崎県民総

合スポーツ祭でのアーバンスポーツ実施につい

て、関係団体等と協議を進めてまいりたいと考

えております。

このコロナ禍の中、私たちは○日髙陽一議員

心が疲弊してしまい、他人のいいところより

も、どうしても悪いところが目についたり、批

判したりと、他人を思いやることよりも、内向

きな姿勢になりがちだったと思います。

このような中、オリンピックのスケートボー

ドで、対戦相手の選手が大技を決めた瞬間の彼

らの態度を見たときに、びっくりしました。特

に、金メダルの選手が決まった瞬間、その選手

をみんなで担ぎ上げ祝福するところを目の当た

りにし、初め何をしているのか理解ができませ

んでした。ほかの競技では見たことのないシー

ンです。ライバルみんなで祝福していると気づ

いたとき、私は感動して、思わず涙が流れてい

ました。こんな時代だからこそ、人をリスペク

トすることの大切さを心の底から感じました。

アーバンスポーツが危ないとか、治安が悪く

なるなど、大人の勝手なイメージで子供の可能

- 115 -



令和３年12月１日(水)

性を潰すのではなく、ぜひ応援をしていただき

たいと思います。

先日、第27回日本トライアスロン大会が宮崎

市で行われました。しっかり感染対策を徹底す

る中で、たくさんの選手が参加されたようで

す。僕の同級生にも、このコロナ禍で自転車を

始めた仲間がいます。全国でも、自転車競技の

大会のエントリーが増えているようですし、通

勤途中も自転車で通勤している人をよく見かけ

るようになりました。県庁前にもブルーの矢羽

根型路面標示が設置され、県では自転車活用推

進計画が策定されているようです。

自転車を利用する方が多くなる中で、自転車

を利用する道路の整備も必要だと思いますが、

県管理道路における矢羽根型路面標示の設置状

況と今後の取組について、県土整備部長にお伺

いいたします。

矢羽根型路面○県土整備部長（西田員敏君）

標示につきましては、自転車が通行する位置や

方向を明示するとともに、自動車ドライバーへ

の注意喚起を目的として、計画的に設置を進め

ているところです。

県管理道路におきましては、県庁周辺におけ

る県道宮崎島之内線や、日南海岸サイクリング

ルートを形成する県道内海加江田線の約９キロ

メートル区間において設置が完了しておりま

す。

さらに、同ルートにおいては、今年度、串間

市街地から都井岬までの区間に着手するととも

に、その後は、宮崎市街地から日南市風田まで

の区間についても設置を進めることとしており

ます。

県としましては、引き続き関係機関と連携し

ながら、安全で快適な自転車通行空間の整備に

取り組んでまいります。

この矢羽根型路面標示に関し○日髙陽一議員

ては、県民にはそれほど知られていないと思い

ます。場所にもよりますが、自転車は車道の左

側を走るということも知らない方がいらっしゃ

います。

コロナ禍で自転車の利用者が増える中で、

しっかりとしたルールを周知すべきだと考えま

すが、「宮崎県自転車の安全で適正な利用の促

進に関する条例」の啓発・周知について、県の

取組状況を総合政策部長にお伺いいたします。

「宮崎県自転○総合政策部長（松浦直康君）

車の安全で適正な利用の促進に関する条例」

は、自転車の安全で適正な利用及び自転車損害

賠償責任保険等の加入義務などを主な内容とし

ておりまして、本年４月１日に施行されまし

た。

自転車は手軽な乗り物として幅広い世代で利

用されておりますけれども、その安全で適正な

利用を図りますためには、自転車の利用者はも

ちろん、歩行者や自動車等の運転者も、交通法

規への理解を深め、お互いに配慮し合うことが

重要であります。

このため、条例の目的や内容について、テレ

ビやラジオ、ＳＮＳなど様々な媒体を活用し、

若者から高齢者まで幅広い世代に向けて、積極

的な情報発信に取り組んでいるところでありま

す。

今後とも、関係機関・団体と緊密に連携しな

がら、条例の啓発・周知に努めてまいります。

コロナも落ち着き、隣県から○日髙陽一議員

多くのサーファーが訪れ、今、サーフィンを楽

しんでいます。

サーファーの中には、聴覚に障がいを持った

方もいらっしゃいます。万が一、サーフィンを

楽しんでいる最中に地震・津波警報が発せられ

- 116 -



令和３年12月１日(水)

た場合、サイレンや呼びかけは、聴覚障がいの

方には届きません。

気象庁では、津波警報などの発表時に海水浴

場にいる聴覚障がい者に対して、赤白格子の旗

を使って避難を呼びかけることを決めたそうで

す。

災害等の発生時や避難時に、聴覚障がい者が

情報を取得するための方法及び県の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

聴覚障がい○福祉保健部長（重黒木 清君）

者の方が災害時に情報を取得する方法としまし

ては、県の防災情報メールのほか、携帯電話会

社の緊急速報メール等があります。

また、発災時の民生委員等による支援、宮崎

県聴覚障害者協会の連絡網、市町村、関係団体

等と連携した様々な取組により、必要な支援が

講じられているところであります。

さらに、新たな方法といたしまして、昨年

度、新型コロナの感染防止の観点から導入され

た、遠隔地にあってもタブレット端末等を介し

て手話通訳を提供できる遠隔手話サービスにつ

きまして、今後、災害時の避難所において聴覚

障がい者の意思疎通支援にも活用できるよう、

関係団体とも必要な検討を行ってまいります。

協会などに入っていない、観○日髙陽一議員

光でいらっしゃる方にもすぐ伝達できるよう

に、またよろしくお願いしたいと思います。

今、コロナ禍で、インバウンドは皆無の状況

にあります。コロナの状況によっては、ゴール

デンウイーク前には再開したいとの意見も耳に

します。

動けないときだからこそ、今のうちにたくさ

ん種をまいておく必要があると思います。イン

バウンド再開に向けての準備をするべきだと考

えますが、現在の取組状況について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

海外から○商工観光労働部長（横山浩文君）

の入国のうち、観光目的の入国、いわゆるイン

バウンドにつきましては、現在認められておら

ず、その再開時期は不透明な状況にございま

す。

こうした中、県では、インバウンド再開後、

早期に本県の誘客を図るため、韓国、台湾、香

港などに向け、インフルエンサーや動画を活用

したＳＮＳでの情報発信を実施しております。

また、香港の中高生を対象に、教育旅行誘致

のためのオンラインツアーを実施しておりま

す。

このほか、本県の強みであるゴルフやサー

フィン、サイクリングなどのスポーツツーリズ

ムの商品造成や受入れ環境整備などにも取り組

んでいるところであり、今後とも、インバウン

ド再開を見据え、しっかりと準備を進めてまい

ります。

宮崎県でも、コロナ前には行○日髙陽一議員

政関係者や経済界の様々な関係者によるオール

宮崎で台湾を訪れましたが、やはりこの形をつ

くるまでには様々なやり取りが必要だと思いま

す。

こうしたコミュニケーションを、今できるオ

ンラインで積極的に行うべきだと思いますけれ

ども、コロナ禍の中、県におけるオンラインに

よる国際交流の実施状況について、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

新型コロ○商工観光労働部長（横山浩文君）

ナの世界的な感染拡大により、海外との往来が

厳しく制限される中、県といたしましても、オ

ンラインによる国際交流に取り組んでおりま

す。

具体的には、昨年度から、本県と台湾の高校
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生が行うオンライン交流に対する補助事業を実

施しており、スポーツや観光をテーマにした交

流が行われたところでございます。

また、今年５月には、友好交流協定を締結し

ている台湾桃園市の市長から知事へのオンライ

ン表敬が実施され、新型コロナ収束後の交流再

開などについて意見交換が行われました。

さらに、今年６月、ハワイ宮崎県人会の定例

会がオンラインで開催されたことで、職員の参

加が可能となり、本県の近況を話題とする中

で、ふるさと宮崎への思いを共有できたところ

でございます。

とてもよい取組だと思いま○日髙陽一議員

す。高校生が行うオンライン交流に対する補助

もありがたいです。高校生同士のオンラインに

よる国際交流をすることで、宮崎の名前はイン

プットされ、関係人口を大きく増やせると思い

ます。

今、世界の人がアフターコロナに行きたい国

の１位は日本です。特に台湾は、日本からのワ

クチンの供給もあり、日本に行きたいという割

合がとても高くなっているそうです。

そのような中、桃園市から知事へのオンライ

ン表敬が実施されたことは大変重要ですし、ぜ

ひ、様々な業界でも台湾とのオンライン交流を

行い、関係人口を増やしていただきたいと思い

ます。世界一行きたい国、日本の中から宮崎を

選んでもらうために、よろしくお願いいたしま

す。

オンライン交流は、コロナ禍における有効な

交流手段と考えますが、収束後はどのように国

際交流に活用していくのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

御指摘の○商工観光労働部長（横山浩文君）

とおり、オンライン交流は、コロナ禍にあって

も国際交流の取組を進める上で有効な手段であ

りますとともに、交流の頻度を高めたり、交流

のきっかけづくりといった効果が期待されるこ

とから、引き続き活用していく必要があると考

えております。

一方で、国際交流を推進する上では、現地の

風土や文化に直接触れることも大変重要であり

ます。

このため、新型コロナ収束後においては、オ

ンライン交流と対面での交流を組み合わせるこ

とで、より厚みのある交流につなげ、宮崎の魅

力を海外に広く発信することにより、関係人口

の増加につなげてまいります。

今年の２月は、スポーツキャ○日髙陽一議員

ンプが無観客での開催になったため、知事の答

弁にもありましたが、毎年100億円以上の経済効

果を生み出す繁忙期の２月に大きなダメージが

ありました。プロ野球やＪリーグのファンの方

など、関係人口は宮崎にとっていかに大事なの

か、実感いたしました。

コロナ禍の中で今できること、関係人口を増

やすためにオンラインの交流をぜひ充実させて

いただきたいと思います。

関係人口を増やす一つに、ワーケーションが

あります。昨年２月から質問させていただいて

いますが、10月に宮崎ワーケーション推進協議

会が設立されたと聞いています。その設立の趣

旨や取組内容等について、総合政策部長にお伺

いいたします。

ワーケーショ○総合政策部長（松浦直康君）

ンは、観光誘客をはじめ、将来的な移住者の確

保など、様々な波及効果が期待されますことか

ら、関係者が一体となって取り組むことが重要

であると考えております。

このため、協議会の設立に当たりましては、
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県内の宿泊・交通・旅行関係事業者などの民間

企業や経済団体、市町村に広く呼びかけを行

い、民間24社、関係団体14団体、行政24団体の

計62団体の参加を得て発足したところでありま

す。官民での協力組織としては、九州では初と

なったところであります。

会長には、宮崎大学の桑野地域資源創成学部

長に就任いただくとともに、協議会の中に実務

者で集まる研究会を設けたところでありまし

て、今後、事例発表や先進地域の情報共有、意

見交換などを行うこととしております。

大変充実した協議会だったと○日髙陽一議員

聞いております。感染症の影響がまだまだ残る

中、密にならず、自然を満喫しながら、仕事も

しっかりできるワーケーションという新しい働

き方が根づいていくと思われます。

県では、協議会設立を契機として、ワーケー

ションの取組をどのように展開していかれるの

か、今後の方針について総合政策部長にお伺い

いたします。

みやざきワー○総合政策部長（松浦直康君）

ケーション推進協議会には、民間からも宿泊・

交通・通信など様々な分野から参画いただいて

おりますので、この協議会の場を活用しなが

ら、官民一体となったＰＲ活動や受入れ体制の

構築を図ってまいります。

また、県におきましては、ワークスペースや

宿泊施設、アクティビティーなどワーケーショ

ンに関する情報を一元的に発信するためのホー

ムページの作成を進めるとともに、大手旅行会

社とタイアップしたモデルプログラムを開発中

でありまして、その実証のため、有識者を招い

たモニターツアーも、今月から来月にかけて実

施する予定であります。

これらの取組を通じまして、本県でのワー

ケーションの魅力を都市部の企業にアピールす

るとともに、県内各地での受入れの促進を図っ

てまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

ここまで、観光に関する質問をさせていただ

きました。観光は裾野が広い業界であります。

宮崎県は、コロナが落ち着いてから、今現在、

宿泊施設はほぼ満室状態であります。ジモ・ミ

ヤ・タビキャンペーンは、他県に比べても、平

日の県からの2,000円の上乗せキャンペーンを行

うなど、全国的にも先駆的な取組でしたし、宿

泊事業者から、非常に好評でありがたいと聞い

ております。

国は、新たな経済対策において、新たなＧｏ

Ｔｏ トラベル事業の実施を掲げるとともに、県

民割の対象を近隣県域に拡大させています。

本県においても、県民割や隣県からの誘客を

切れ目なく行う必要があると思います。ぜひ、

大きなダメージを受けた県内旅行業の１月の閑

散期を乗り越え、来年度の本県の観光振興につ

ながるよう、対策の検討をよろしくお願いいた

します。

続いて、農業問題について質問させていただ

きます。

世界各国で新型コロナウイルスが蔓延する

中、農畜産物の物流や生産活動への影響によ

り、一部の国においては、自国の食料確保のた

めに輸出をストップする動きがあります。この

ような状況を踏まえると、食料を輸入に依存す

る体質から早急に脱却し、食料安全保障の確保

に向け、改めて国民総ぐるみで地産地消の取組

を強化する必要があると、再認識しました。

日本の食料自給率は約38％、年々減少傾向に

あります。先進国の中では最も低いレベルで
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す。そのような中、宮崎県の令和元年度食料自

給率は、概算値でありますが、カロリーベース

で60％、全国第17位、生産額ベースで284％、全

国１位であり、本県は全国有数の食料供給基地

として、今後も、新型コロナウイルスをはじめ

とする想定を超えた事象に備え、さらなる自給

率の向上に取り組んでいく必要があると考えて

おります。

そのため、家畜飼料や麦、大豆等の穀物の生

産拡大を進めることはもちろんですが、国民に

よる国産国消、県民による県産県消等の取組も

促進していくことが重要であると考えておりま

す。私も地域の仲間とともに、消費者や子供た

ちへの、食と農についての理解の促進に取り組

んでいるところであります。

また、ヨーロッパでは、生産から消費までの

一連の流れを小学校で教育しており、自国のも

のを大事にしよう、積極的に買おうという意識

が、大人から子供たちまでしっかり根づいてい

ると聞いています。

このような取組は、地味ではありますが、非

常に重要であることから、本県においても、現

在及び将来の消費者に確実に伝えなければなら

ないことだと考えております。

そこで、本県の食料自給率向上に向けた食と

農に対する県民の理解醸成の取組について、農

政水産部長にお伺いいたします。

御指摘のとお○農政水産部長（牛谷良夫君）

り、全国有数の食料供給基地として、生産基盤

の強化に加え、食や農に関する県民の理解醸成

を図っていくことは、大変重要であると認識し

ております。

このため県では、食育ティーチャー等による

「味覚の授業」の開催により、延べ約7,000人の

小学生に、食や農の重要性を伝え、理解を深め

る取組等を進めております。

また、農政水産部ホームページ「ひなたＭＡ

ＦｉＮ」を活用し、食や農に関する情報発信を

積極的に行いますとともに、農産物の一つ一つ

にまつわる生産者の思いや努力、喜びや苦労な

どを物語として、消費者に分かりやすく伝える

ためのオリジナル動画の作成に取り組んでおり

ます。

県としましては、引き続き、関係機関・団体

や生産者とともに、県産県消や地産地消など食

料自給率向上に資する取組を進めてまいりま

す。

オリジナルの動画を楽しみに○日髙陽一議員

しております。

続いて、畜産農家の堆肥処理についてお伺い

いたします。

全国和牛能力共進会も、来年に迫ってまいり

ました。各畜産農家の方々も、４大会連続日本

一に向けて熱が入ってきていると思います。

その畜産農家を目指す未来の金の卵たちか

ら、あることを理由に就農に踏み切れないとい

う話を聞きました。牛ふん堆肥の処理がうまく

いくか心配だということです。

土壌分析をせずに長い間堆肥を入れてきた畑

はカリ過剰になっており、土壌分析の結果次第

では、堆肥を入れない農家もいるとのことで

す。

新たな就農希望者がいても、堆肥処理がネッ

クになり就農を諦める若者がいると聞いていま

すが、本県における牛ふん処理・堆肥処理の取

組について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

牛ふんの処理○農政水産部長（牛谷良夫君）

は、良質の堆肥生産と耕畜連携による農地還元

を基本としておりますが、還元する農地の不足
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等により、経営の規模拡大が難しいとの声も

伺っております。

このため、県としましては、民間コンサルタ

ントを活用した県内外への広域流通や、ホーム

センターでの販売など、農業外利用にも積極的

に取り組んでおります。

また、昨年度から、国の試験研究機関と連携

して燃焼試験を行うなど、脱炭素社会の実現と

いう新たな視点に立った家畜排せつ物のバイオ

マスエネルギー活用について検討を進めており

ます。

今後とも、市町村等と連携しながら、生産基

盤の強化と併せて、家畜排せつ物の適正な処理

と利活用にしっかりと取り組んでまいります。

県では、県外への流通やホー○日髙陽一議員

ムセンターでの販売促進、さらには新たなエネ

ルギー源として研究に取り組んでいるとありま

した。その成果に大いに期待したいと思いま

す。

畜産の輸出は、今、順調に伸びています。世

界の人口も増加し、これからますます需要は拡

大すると思います。ほかにも、宮崎では施設野

菜も多く栽培されています。

本県農産物の輸出拡大に向けて、県はどのよ

うに対策に取り組んでいくのか、農政水産部長

に考えをお伺いします。

本県農産物の○農政水産部長（牛谷良夫君）

輸出額は、カンショ、茶、花卉を中心に年々増

加し、令和２年度は７億6,000万円となっていま

す。

中でも近年、伸び率の高いキンカンは、香

港、台湾等の中華圏において「富をもたらす

木」と認知されていることに着目し、縁起のよ

さを強調したパッケージの採用や、購買意欲が

高まる春節に合わせた販売強化、また、輸出先

国の厳しい残留農薬基準に対応した防除を行う

など、戦略的な取組の結果、昨年度の輸出額

は、取組前の平成29年度と比べ、約10倍の1,700

万円に伸びております。

県としましては、本県農産物の強みを生かし

ながら、輸出先国のニーズや規制等に対応した

産地づくりを支援し、さらなる輸出拡大に努め

てまいります。

せっかく高いハードルを越え○日髙陽一議員

たわけですから、もっともっと伸ばしていただ

きたいと思います。

続いて、お米について質問いたします。

米農家が大変苦しんでいます。午前中、横田

議員もお話をされていましたが、これから新た

な時代の農業をするにも、後継者をつくるに

も、田んぼの集約や効率的な基盤整備を行うべ

きだと思います。

茨城県では基盤整備を行い、１台の田植機と

１台のコンバインで160ヘクタールの面積でお米

を栽培している農場もあるそうです。

そして、お米農家が生き残るためのお米の価

格は、平成26年の最低価格から、なかなか上

がってきません。

基本はお米の消費が大事だと思います。米の

需要が減少していますが、県におけるお米の消

費拡大の取組状況について、農政水産部長にお

伺いいたします。

米の消費量○農政水産部長（牛谷良夫君）

は、昭和37年度に国民１人当たり年間118キログ

ラムでありましたが、食の多様化や外部化によ

り、令和２年度では51キログラムと、ピーク時

の43％にまで減少しております。

このため県では、関係機関・団体で構成する

宮崎県米消費拡大推進協議会を中心に、県内飲

食店と連携したオリジナルメニューの提供や、
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アイデアおにぎりコンテストの開催、小学５年

生を対象にした副読本の配付など、ごはん食の

ＰＲに努めているところであります。

今後とも、農業生産、農村文化の基礎である

稲作の維持や、栄養バランスのよいごはん食に

対する県民の理解促進に向け、関係機関一体と

なって米の消費拡大に取り組んでまいります。

今、炭水化物ダイエットな○日髙陽一議員

ど、お米を食べないスタイルが増えてきていま

す。しかし、逆にお米を食べてダイエットする

という形も今あるそうです。

中学生もお米を部活前に食べることによって

パフォーマンスが上がるという話も伺っていま

す。成長期の大切な時期に、ガソリンが空っぽ

な状態で部活をするのと、おにぎりを入れて、

エネルギーを入れてから部活をするのでは、大

きく成長にも関わってくると言われています。

2027年の宮崎国スポでの天皇杯、皇后杯獲得

と、県内の子供たちの運動のパフォーマンスを

底上げするためにも、ぜひ部活前のおにぎり作

戦を実行していただきたいと思います。

次に、県土整備行政について質問いたしま

す。

切迫する南海トラフ地震や、近年、頻発化・

激甚化する自然災害から県民の命と暮らしを守

ることは大変重要です。このような中、令和２

年度、事業期間が５か年、予算規模約15兆円の

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速

化対策」が閣議決定されました。

この予算の初年度分は、昨年度補正予算とし

て配分されましたが、必要な対策を迅速かつ着

実に進めることが、県民の安全・安心を早期に

確保するため、大変重要であると考えます。

また今後、国会では、令和３年度補正予算や

令和４年度当初予算が審議されることとなりま

す。これらの予算を確実に確保することが大変

重要と考えます。

そこで、防災・減災、国土強靱化５か年加速

化対策の着実な推進、今後の補正予算及び来年

度当初予算の確保に向けた取組について、県土

整備部長にお伺いいたします。

自然災害の発○県土整備部長（西田員敏君）

生リスクが高い本県において、県土の強靱化に

向けた取組は、喫緊の課題であります。

このため、令和２年度補正予算においては、

５か年加速化対策の初年度分として約231億円を

確保し、早期執行に取り組んだ結果、上半期の

予算執行率は、目標を超える90.2％に達し、今

後の予算に対応できる体制を整えたところであ

ります。

また、県土強靱化を計画的に進めるため、知

事を先頭に、あらゆる機会を通じて、国に要望

活動を行っており、概算要求前の５月や７月、

さらには予算編成前の10月にも、これまでの取

組の成果を示しながら、予算の確保を強く要望

したところであります。

引き続き、県議会の皆様をはじめ、市町村や

関係団体と連携しながら、県土のさらなる強靱

化に向けて、全力で取り組んでまいります。

県民の安全・安心を確保する○日髙陽一議員

ため、先ほど県土整備部長の答弁にもありまし

たとおり、補正予算を上半期までに90％以上執

行するなど、発注に携わられた方々の御尽力に

感謝いたします。県土の強靱化がより一層加速

することを期待いたします。

ただ同時に、これだけ工事が県内に出回る

と、受注がスムーズに行われているのかが心配

です。

そこで、公共事業に関わる環境森林部、農政

水産部、県土整備部、いわゆる公共三部の入札
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において、事業規模の大きい県土整備部長に、

現在の公共工事における不調不落の発生状況と

その対策についてお伺いいたします。

不調不落発生○県土整備部長（西田員敏君）

状況につきましては、公共三部発注工事の10月

末時点において142件発生しており、昨年と比べ

件数で45件、発生率で3.8ポイント増加している

状況であります。

その発生要因としましては、配置技術者や作

業員などの減少や、山間部など採算性の低い工

事における施工条件の厳しさが背景にあると考

えております。

このため、ゼロ県債や余裕期間制度を活用

し、発注時期の平準化を図りますとともに、配

置技術者の専任要件緩和などに取り組んできた

ところであります。

また、今年度からは、設計段階から施工者の

意見を反映する三者検討会を制度化し、現場状

況に応じた設計・積算を行う仕組みを導入した

ところであります。

今後とも、建設関係団体との意見交換などを

通じて地域の実情を把握し、公共工事の円滑な

執行に取り組んでまいります。

答弁にもありましたように、○日髙陽一議員

担い手の減少が心配されるところではあります

が、建設産業の魅力を増すためにも、さらなる

給与水準の引上げが重要であります。実際に支

払われる給与の引上げについては、各企業の経

営判断にもよりますが、設計労務単価を引き上

げることが一番効果的だと考えます。

そこで、若手入職者を増やす観点から、さら

なる設計労務単価の引上げが必要と考えます

が、県の見解を県土整備部長にお伺いいたしま

す。

建設産業の担○県土整備部長（西田員敏君）

い手となる若手入職者を確保するためには、賃

金水準の上昇を含む処遇改善が大変重要である

と考えております。

設計労務単価は、毎年、公共事業従事者に支

払われる賃金の実態調査に基づき設定しており

まして、今年度まで９年連続で引き上げたとこ

ろであります。

県としましては、設計労務単価の上昇を若年

労働者の賃金引上げにつなげるため、受注者に

対し、適切な賃金水準を確保するよう文書で要

請しております。

また、従事者の処遇改善として、建設工事に

おける週休２日を推進するため、休日の取得状

況に応じた労務費の割増しも行っているところ

であります。若手入職者を含めた建設産業の担

い手確保は重要な課題でありますことから、今

後とも積極的に取り組んでまいります。

頻発化・激甚化する自然災害○日髙陽一議員

から県民の命と暮らしを守るためにも、建設業

の担い手の確保は大変重要ですので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

先日、宮崎市住吉地区で、地元の地域の方々

や中学生と意見交換をする場に参加してまいり

ました。その中で、通学路が大変危険だという

多くの意見を伺いました。

小学校２校、中学校３校、高校３校、専門学

校、幼稚園、保育園を入れると、20以上の学校

などが点在する地域で、朝のラッシュ時間に渋

滞する国道10号を避けて地区内の通学路を急ぐ

車が走るのは、大変危険な状態です。

この渋滞解消などを目的に、昨年３月に国か

ら、現在の国道の西側に、バイパスとして国

道10号住吉道路を整備する計画案が示されたと

ころです。

地域住民は、１日でも早いバイパス事業の着

- 123 -



令和３年12月１日(水)

工を願っていますが、この事業化に先立ち、都

市計画決定の手続が必要だと聞いております。

そこで、国道10号住吉道路について、都市計

画決定手続の進捗状況と今後の見通しを、県土

整備部長にお伺いいたします。

国道10号住吉○県土整備部長（西田員敏君）

道路は、宮崎市北部地域と中心市街地を結ぶ都

市の骨格的な道路網の一部を形成し、慢性的な

渋滞の解消や地域振興などを図る重要な施設と

なることから、都市計画決定を行うこととして

おります。

現在、その手続を進めておりまして、本年６

月には道路計画案について、また10月には、条

例に基づき都市計画決定の手続と並行して行う

環境影響評価について、それぞれ住民説明会を

開催したところであります。

今後は、来年度中の都市計画決定を目指し、

環境影響評価の取りまとめを行い、県の都市計

画審議会を経た上で、国土交通大臣の同意を得

るなど、一連の手続を進める予定としておりま

す。

県としましては、迅速かつ円滑に手続が進む

よう、しっかりと取り組んでまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

次に、災害時の医療体制についてお伺いいた

します。

国土強靱化で様々な対策が取られています

が、国もＮ－ｎｅｔの整備などを進めていただ

いております。

南海トラフ地震で、宮崎県では１万5,000人が

亡くなると言われています。阪神・淡路大震

災6,434人の倍以上の死者数、未曽有の大震災と

言われた東日本大震災１万8,428人に迫る死者数

であります。

今までの経験を踏まえて、様々な準備を整え

ておく必要があると思いますが、ＤＭＡＴ撤収

以降は、被災地内の医療ニーズを把握し、歯科

医師、薬剤師等の各専門職と連携した救護所で

の医療救護活動が必要と思いますが、県として

どのような取組を行っているのか、福祉保健部

長にお伺いいたします。

災害発生時○福祉保健部長（重黒木 清君）

には、ＤＭＡＴとともに災害医療コーディネー

ターが被災地に派遣され、避難所等での保健医

療に係る多様なニーズや、医療機関の被災状況

等を把握するとともに、ＤＭＡＴ撤収後には、

歯科医師、薬剤師、看護師など専門職チームの

派遣調整など、中長期的な対応を行っていただ

くことになります。

県では、平成26年に設置しました災害医療

コーディネーターに現在34名の医師を委嘱して

おり、平成27年度から毎年度、歯科医師、薬剤

師、理学療法士、保健師なども参加した災害医

療コーディネート研修会を開催しております。

災害時に各専門職が連携し、適切に対応でき

るよう、各専門職の対応力向上と顔の見える関

係づくりは大変重要でありますので、今後とも

多職種での研修会や意見交換など、関係者との

連携強化に努めてまいります。

急性期以降の連携強化によっ○日髙陽一議員

て、助かる命も増えると思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

来年２月に、ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、宮崎県看

護協会、そして薬剤師協会など、様々な方々が

集まっての災害研修会が開かれると聞いており

ます。実りある災害医療コーディネート研修会

となるように、県のほうもサポートしていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。
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冒頭、うし年は我慢の年という話をいたしま

した。今年は、飲食店をはじめ、様々な業種の

方々が我慢を強いられた年になったと思いま

す。

現在、42日間、新規感染者ゼロです。警戒レ

ベルもゼロの状態であります。先日、飲食店に

行ったら、「県の職員の人たちは、お願いばか

り来るけど、飲みには全然来てくれんとよね」

という話がありました。しかし、街を歩いてい

ると、県の職員の方がたくさんいるんですね。

だけど、よく見てみると、県のバッチをつけて

いらっしゃらないんです。できたら皆さんも、

我々は県の職員だぞということで、バッチを外

さずに飲食店に行っていただきたいと。そして

また、経済の活性化に寄与しているんだという

ことをアピールしていただきたいとお願い申し

上げまして、質問の全てを終わらせていただい

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○中野一則議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会

令和３年12月１日(水)
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令 和 ３ 年 1 2 月 ２ 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）21番 外 山 衛 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

監 査 事 務 局 長 阪 本 典 弘

人事委員会事務局長 福 嶋 清 美

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○中野一則議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、田

口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さんおは○田口雄二議員

ようございます。県民連合宮崎の田口雄二で

す。

今日は大変寒い中、宮崎の大先輩、そして延

岡からも傍聴に来ていただいております。本当

にありがとうございます。早起きしてこられた

と思いますので、今日は宮崎まで来てよかった

なと思えるような答弁をいただけたら助かりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、私どもの会派は、昨年末、髙橋透議員

が、また本年の９月議会の冒頭で渡辺創議員の

２人が、県議会議員を相次いで辞任し、県民連

合宮崎は、４人の会派になり寂しい思いをして

いました。しかし、髙橋さんは現在日南市長、

渡辺さんはつい先日衆議院議員となり、新たな

ステージで頑張っておられます。

そして、寂しくなった県民連合宮崎には、先

月の宮崎市選挙区の県議補欠選挙で、山内佳菜

子さんが圧勝して仲間入りをしてくれました。

当選直後のこの11月議会の初日に質問し、鮮烈

にデビューしてくれました。我が会派にとりま

しても、60歳を超えたおじさんばかりの中に、

これまでとは違う新鮮な空気を漂わせてくれて

います。

そんな状況が、今回の衆議院選挙におきまし

て、本県の国会議員の中にもできたのではない

かと思っています。本県においては、これまで

の衆参の国会議員は、９年間全て自民党所属の

議員ばかりでした。自民党支持者以外の声が国

政に届かない状況が長く続いていました。

しかし今回、立憲民主党の渡辺創衆議院議

員、そして私どもの国民民主党からは、長友慎

治衆議院議員が誕生しました。ともに44歳、新

しい風を吹かせてくれるものと信じています。

本県の国会議員の皆さんにもいい刺激を与えて

くれるものと思います。

これまで宮崎県代表の国会議員は、衆参で５

名でしたが、今回７名に増えました。本県の存

在感も増したものと考えられますが、今回の本

県の衆議院議員選挙結果をどう受け止めている

のか、知事に伺います。

次に、今回の衆議院選挙でも話題になりまし

た、日本人の賃金の推移について伺います。

日本経済は、様々な指標を外国と比べると、

低成長の日本の現在が見えてきます。アベノミ

クスでもその流れを変えることができず、1990

年代初めのバブル崩壊以来の「失われた30年」

と呼ばれる低迷状態のままです。国際通貨基金

（ＩＭＦ）の経済規模を表す名目国内総生産

（ＧＤＰ）は、アメリカ、中国に次ぐ世界３番

目の国です。

しかし、日本のバブル崩壊後の30年間で、ア

メリカのＧＤＰは3.5倍に、中国に至っては37倍

になったのに、日本は僅か1.5倍です。経済協力

開発機構（ＯＥＣＤ）によると、2020年の日本

の平均賃金は、加盟国35か国中22位で、１ド

ル110円で換算すると424万円、この30年間で僅

か4.4％の増加しかありません。この間、アメリ

力は47.7％増の763万円となり、247万円増加し

ましたが、日本は僅か18万円しか増えていませ

ん。これでは、ＧＤＰの半分以上を占める個人

消費が増えるわけがありません。

令和３年12月２日(木)
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そして驚いたのは、2015年には韓国にも平均

賃金が追い越されているということです。なぜ

日本の賃金が上がっていないのか、一つは、非

正規労働者が増加していることです。30年前

は、人件費が安く雇い止めをしやすい非正規労

働者は、雇用者の２割ほどであったのが、現在

では４割近くになっております。諸外国に比

べ、バブル崩壊後の反省から、日本の企業は業

績が好調なときでも賃金を低く抑え、代わりに

危機のときには、解雇や賃下げはできるだけ小

幅にする傾向が強くなりました。企業は内部留

保を増やすだけではなく、従業員に賃金で還元

させていかなければなりませんが、この30年間

で賃上げの状況が硬直化してしまった日本で

は、賃金アップは容易ではありません。

この30年の我が国の賃金の推移について、知

事の所感を伺います。

次に、今回の国の経済対策、補正予算案につ

いて、地方税財政常任委員長として、また宮崎

県知事として、それぞれの評価を伺います。

次に、ふるさと納税が2008年にスタートし、

一時は各自治体の返礼品競争のようになり、豪

華な返礼品を提供するなど加熱し過ぎて、2019

年の６月に制度の見直しが行われました。返礼

品は、「寄附額の３割以下の地場産品」などの

基準を守る自治体のみ参加できる制度に移行し

ました。

そんな中、2020年度のふるさと納税の寄附総

額が6,725億円と、過去最高となり、寄附件数も

過去最多となったようです。都城市の受入額

は、約135億2,500万円と堂々の日本一、都農町

も約82億6,800万円でした。

コロナの感染拡大による巣籠もり需要を背景

に、各地の返礼品を楽しむ寄附者が増えたと見

られています。一方、自治体がコロナ禍の医療

支援などを目的に返礼品なしで寄附を募るケー

スも増えているようです。

昨年度、全国での受入額が過去最高となった

ふるさと納税制度について、知事の所見を伺い

ます。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、衆議院議員総選挙の結果についてであ

ります。

今回の衆議院議員総選挙は、新型コロナ感染

防止や経済対策が主な争点であり、それぞれの

選挙区で様々な論争がなされたところでありま

すが、結果として本県選出の国会議員が増えた

ことにつきましては、本県の声を国政に届ける

チャンネルが増えることになったものと受け止

めております。

現在、コロナ禍からの回復と経済復興をはじ

め、人口減少対策やデジタル化、グリーン化へ

の対応など、国、地方を通じた喫緊かつ重要な

課題が山積しておりますので、私としまして

は、本県の声、要望をしっかりと国に届け、郷

土宮崎の発展のために、国会議員の皆様ととも

に力を尽くしてまいりたいと考えております。

次に、賃金の推移についてであります。

我が国の賃金につきましては、国税庁の令和

２年分民間給与実態統計調査によりますと、30

年前の平成２年で425万円、令和２年で433万円

となっており、ほとんど変わっていない状況で

あります。

平均賃金が上がらない要因としましては、女

性や高齢者等の非正規雇用者の増加や、労働生

産性の伸び悩みなど、様々な要因があるものと

認識しております。
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私としましては、賃金水準向上のためには、

企業の収益力を高め、その一定部分が適正に賃

金に分配されることや、正規雇用者と非正規雇

用者の賃金格差の是正などが重要であると考え

ております。

このため、今後、政府による成長と分配を図

る各種の政策がしっかりと実行されることによ

り、本県をはじめとする地方の雇用や賃金等に

好影響をもたらすことを期待しているところで

あります。

次に、国の経済対策、補正予算案についてで

あります。

今回の経済対策、補正予算案については、地

方税財政常任委員長として、高く評価をしてい

るところであります。

その内容として、特に重要と考えております

のは、新型コロナの拡大防止、ウイズコロナ下

での社会経済活動の再開と次なる危機への備

え、「新しい資本主義」の起動、防災・減災、

国土強靱化の推進などの安全・安心の確保を柱

としまして、今後、国と地方が一体となって進

めるべき政策が示されているという点がありま

す。

また、新型コロナ対応臨時交付金につきまし

ては、全国知事会として、都道府県分、市町村

分を合わせて２兆円を要望しておりましたが、

これに対応するもの、また、それ以外の部分も

含めて、この交付金が6.8兆円の増額をされて、

こうした全国知事会の提言内容が多数含まれて

いるという点が重要だと、それぞれ考えており

ます。

本県にとりましても、感染対策の充実やコロ

ナの影響を受けた県民の暮らしや事業者の支援

をはじめ、デジタル化を推進する新たな交付金

の創設や、国土強靱化のための５か年加速化対

策の着実な推進など、来年度の重点施策に掲げ

た取組を力強く後押しする内容が数多く盛り込

まれているものと受け止めております。

今後の予算編成におきまして、これらの積極

的な活用を図り、県民生活や地域経済の回復

と、コロナ後も見据えた県勢発展の基盤づくり

に努めてまいります。

最後に、ふるさと納税制度についてでありま

す。

ふるさと納税は、地域の活性化や住民福祉の

向上を推進するための財源確保に寄与するとと

もに、地場産業の振興や域内経済の循環など、

地方創生を推進する上で重要な役割を果たして

いるところであります。

この制度につきましては、様々な制度的な課

題も指摘されているところでありますが、適宜

見直しがなされているということ、さらに、

様々な制度・仕組みはいかに適切に使うかと、

その使い方次第であるということを考えており

ます。

県におきましては、一人でも多くの方々に、

この制度を通じて宮崎を応援していただけるよ

う、観光地や県産品をはじめとする魅力のＰＲ

に積極的に取り組むとともに、市町村に対しま

しても、制度が適正かつ有効に活用されるよ

う、必要に応じて情報提供等を行ってまいりま

す。

今後とも、市町村等と連携しながら、地域の

発展に資する成果が一層得られるよう努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

答弁ありがとうございまし○田口雄二議員

た。

今回の総選挙は、全国的に見ると、先日の満

行議員が指摘したように、女性議員の躍進が期
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待されていたのに、逆に減少してしまいまし

た。もう一点は、世襲の候補者が増加したこと

です。自民党に至っては、世襲候補者が約30％

になっています。菅前首相は以前、幅広く多彩

な人材が入ってくるというのが基本、世襲議員

は全体の１割程度に抑えるべきと主張していま

したが、実際は全く逆の方向に進んでいるよう

です。

さて、日本の賃金が上がっていないと言いな

がら、2020年度の国の税収は60.8兆円と、史上

最大を更新しました。コロナで経済が大変なと

きにと、聞き間違いかと思うほどでした。主に

消費税の税率アップと法人税の伸びが要因のよ

うです。外需の回復による製造業の業績拡大が

あるようです。利益は、内部留保に回さず、従

業員の賃金アップや戦略的な設備投資等につな

いでほしいものです。あわせて、企業の都合に

より雇用が止められる非正規労働者こそ、逆に

賃金を安定させてあげなければなりません。

それでは次に、医療福祉保健行政の質問に移

ります。

質問に入ります前に、先日、貴重な経験をし

ましたので、その御報告をさせていただきま

す。兵庫県の神戸大学医学部附属病院で、初の

国産手術支援ロボット「ｈｉｎｏｔｏｒｉ」を

見てきました。2020年８月に製造販売承認を取

得し、同年12月には、１例目の手術が実施され

ました。これまではアメリカ製の「ダビンチ」

が有名で、世界中で3,000台以上も利用されてお

り、本県では宮崎大学医学部附属病院に導入さ

れており、新しくできます県立宮崎病院にも導

入されることとなっています。

手術支援ロボットは、体に開けた複数の小さ

な穴から、アームにつけた内視鏡やメスを入れ

て手術するものです。開腹手術と比較して出血

量も少なく、患者への負担が少ない手術です。

医師はコックピットの３Ｄ画像を見ながら操作

します。手振れを補正してくれるほか、座って

操作するので、長時間の手術でも医師の疲労が

軽減されるなどのメリットがあります。

写真等で見るダビンチと比較すると、ｈｉｎ

ｏｔｏｒｉは実にコンパクトでシンプル、離れ

た場所にあるコックピットで、高精細な３Ｄ画

像を見ながら、ロボットアームを実際に操作さ

せていただきました。初めて触ったにもかかわ

らず、思いのほか細かい作業ができることに驚

きました。ｈｉｎｏｔｏｒｉの基本的な仕組み

や機能性は、ダビンチと大きく変わらないそう

で、ロボットアームの操作性の高さ、手術室に

おける操作スペースの確保のしやすさなどの優

位性が挙げられる上に、ダビンチよりは格安で

す。国産ということもあり、メンテナンスなど

を考えると、今後の展開が注目されます。ダビ

ンチ同様に遠隔地からの手術ができ、この機器

を使うことによって、医療の地域格差の改善に

もつながることを期待しながら、それでは質問

に戻ります。

まず初めに、県立延岡病院の臨床研修医につ

いて質問いたします。

私は、県立延岡病院の医師確保対策として、

臨床研修医の確保を、かねてより病院局にお願

いしてまいりました。医師は、初期臨床研修を

受けた医療機関で継続して専門研修を受け、そ

のまま定着する傾向が高いと言われています。

しかし、残念ながらなかなかマッチングに至ら

ず、2008年からは９年連続で１人もいない厳し

い状況が続いてきました。

そんな中、県立日南病院に2013年４月に、

「宮崎大学地域総合医育成サテライトセン

ター」が開設されますと、開設以降、日南病院
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には安定して臨床研修医がマッチングし始めま

した。同様のセンターを延岡病院にも開設する

よう要望してまいりましたが、かないませんで

した。

しかし、2017年から研修医が久しぶりに延岡

病院とマッチングし、その後４年連続してお

り、喜んでいたところ、何と2022年度に向けた

マッチングは、定員６名を満たす６名の過去最

多となりました。県全体では過去最多であった

昨年から５名減少しているのに、この結果で

す。病院局をはじめ関係各位の御尽力に、心か

ら感謝を申し上げます。あとは、研修予定の学

生諸君にしっかり勉強していただき、無事医師

国家試験に合格して、予定どおりに研修をス

タートしてほしいものです。

そこで、今回の県立延岡病院の臨床研修医の

マッチングに至った成果をどのように見ている

のか、病院局長にお伺いいたします。

臨床研修医につき○病院局長（桑山秀彦君）

ましては、県内での受講者の拡大に向けまし

て、宮崎大学などと連携し、説明会の実施をは

じめとするＰＲ活動などに取り組んできたとこ

ろであります。

こうした中、来年度からの研修医の延岡病院

でのマッチング数は、御質問にありましたよう

に過去最高の６名となっており、関係者一体と

なった取組に加えまして、これまで延岡病院が

地域の中核病院として取り組んでまいりました

救急医療や急性期医療の充実が、研修の場とし

て高く評価されたものと考えております。

臨床研修医をはじめ、延岡病院での勤務経験

のある医師が増えることは、将来の医師確保に

もつながるものでありますので、今後とも臨床

研修医の確保に努めてまいります。

来年度からは、宮崎大学医学○田口雄二議員

部の地域枠が15名増えて40名になる予定ですの

で、臨床研修医や医師確保については、さらに

期待が高まります。引き続きの御尽力をよろし

くお願いいたします。

さて、県立延岡病院は、医師数をはじめ多く

の点で大きく改善されてきていることに感謝い

たします。それでも、県北の中核病院であるに

もかかわらず、休診診療科があることなど、今

後の延岡病院の課題とその対応について、病院

局長に伺います。

延岡病院では、近○病院局長（桑山秀彦君）

年、ヘリポートを備えた救命救急センターや心

臓脳血管センターの整備、救急車タイプのドク

ターカーの運行など、地域の医療ニーズに対応

し、病院機能の強化を図ってきたところでござ

います。

しかしながら、御質問にもありましたよう

に、診療科によっては医師が不在、あるいは不

足するような状況となっておりまして、病院機

能の強化のためには、医師の確保は不可欠と考

えております。

引き続き、大学への医師派遣の働きかけな

ど、関係者と連携しながら、医師の確保に努力

してまいります。

ありがとうございます。○田口雄二議員

次は、不妊治療について質問いたします。

日本産科婦人科学会は、不妊治療の体外受精

によって2019年に誕生した子供の数は、過去最

多の６万598人だったと、調査結果を公表しまし

た。この年に生まれた子供の約14人に１人が体

外受精であったようです。1983年に国内初の体

外受精児が生まれて以降、71万931人となり、つ

いに70万人を突破しました。

県内の特定不妊治療に対する費用助成の状況

と、実施医療機関の指定状況について、福祉保

- 134 -



令和３年12月２日(木)

健部長に伺います。

体外受精な○福祉保健部長（重黒木 清君）

どの特定不妊治療に対する費用助成につきまし

ては、県と中核市である宮崎市でそれぞれ実施

しており、令和２年度における県内全体での助

成件数は、延べ914件となっております。

この助成については、令和３年１月治療終了

分から、助成額の増額や所得制限の撤廃など、

内容が拡充されたところであります。

また、助成対象となる特定不妊治療を実施す

る医療機関として県が指定している医療機関

は、宮崎市に３施設、都城市に２施設、日向市

に１施設、合計で６施設となっております。

不妊治療は、菅政権時の目玉○田口雄二議員

政策でもあり、来年４月から保険適用になる予

定です。詳細はまだ不明ですが、経済的負担が

少ない不妊治療になってほしいものです。

次に、感染症法では、症状の重症度やウイル

スの感染力などから、感染症を「１類～５類感

染症」の５段階と、「新型インフルエンザ等感

染症」「新感染症」「指定感染症」の３種類の

合計８区分に分類されています。現在、新型コ

ロナウイルス感染症を季節性インフルエンザ並

みの５類感染症にできないかという声が上がっ

てきています。保健所や行政や入院病床の負担

が大きいことから出てきたものと思います。さ

きの衆議院選挙の際にも、私どもの政党に対し

て、有権者からこの件について問合せがあり、

候補者としての見解を求められました。

新型コロナウイルス感染症は、新型インフル

エンザ等感染症に分類されていますが、５類感

染症との違いは何か、福祉保健部長に伺いま

す。

感染症は、○福祉保健部長（重黒木 清君）

議員の御質問にありましたとおり、病原体の感

染力の強さなどに応じて、感染症法におきまし

て８つに分類されており、それぞれ感染者の隔

離などの行動制限や保健所の関与の程度が定め

られております。

新型コロナウイルス感染症は、新型インフル

エンザ等感染症に位置づけられておりまして、

疫学調査の実施など行政の強い関与が必要とさ

れており、保健所の管理の下、感染者に対して

入院勧告や就業制限による隔離などの厳しい措

置が取られることとなっております。

一方、５類感染症は、感染症の種類によって

多少の違いはあるものの、例えばインフルエン

ザにつきましては、指定医療機関の医師から患

者数が保健所に報告されますが、強い行政の関

与や特段の行動制限はございません。

ここに来て、最も警戒度の高○田口雄二議員

い変異株のオミクロン株が登場してきました

が、新たにワクチンや経口治療薬などが開発さ

れないと、５類感染症への議論はまだまだ先の

ようです。

さて、厚生労働省は、２年前、再編統合424の

公立・公的病院を公表し、2025年までに、規模

縮小も含めた再編統合を終える計画です。本県

の７つの公立病院を再編統合の対象として選定

しています。

しかし、中山間地は民間病院が少なく、公立

病院が、地域住民の命を預かる大きな責任を持

ちながら、少ない医療スタッフで地域医療を支

えており、地方の反発の声が上がりました。ま

た、この公立病院の再編統合計画が出されて、

すぐに新型コロナ感染症が感染拡大し、改めて

地域の医療の中核となる公立病院が見直された

ところです。

そこで、国が再編統合対象の公立・公的病院

を公表して２年経過しましたが、その後の国の
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動きと、県としてはどのように取り組んでいく

のか、福祉保健部長に伺います。

国は、持続○福祉保健部長（重黒木 清君）

可能な医療体制の構築に向けて、地域医療構想

を推進する中、令和元年、同様の診療実績を有

する医療機関が近接するなどの理由により、将

来方針の再検証が必要であるとする公立・公的

病院を公表したところでありますが、新型コロ

ナの感染拡大が進む中、昨年８月、再検証の期

限を含め、地域医療構想の進め方について改め

て整理するとの方針が示されたところでありま

す。

現在のところ、国から新たな方針は示されて

おりませんが、県としましては、地域医療構想

の推進に際し、人口減少や高齢化の進展を見据

えた医療提供体制が求められる中で、再編統合

や病床削減ありきではなく、感染症リスクへの

対応も含め、地域の実情を踏まえながら、関係

者間で丁寧な議論を行うことが重要であると考

えております。

地方の声をしっかりと届けて○田口雄二議員

いただきたいと思います。

次ですが、人口減少などで水の使用量が減

り、料金収入の減少が見込まれる一方、老朽化

した水道管や施設の更新費用などが必要で、多

くの自治体で水道事業を取り巻く環境は厳しい

状況です。

そのような中、本年７月、宮城県議会で、県

の水道事業の運営権を20年間、民間事業者に与

える議案が可決されました。２年前に施行され

た改正水道法で導入された仕組みを使った全国

初の試みとなりました。宮城県は、民間の技術

やノウハウを活用してコストを削減し、将来の

水道料金の値上げを抑えたいとしています。た

だ、暮らしに欠かせない水道事業を民間に託す

ことに不安を抱く住民は少なくありません。宮

城県は、運営権を売却後も水質検査などは引き

続き行い、水道料金についても契約の中でしっ

かりとルールを決めると強調しています。それ

でも事業者任せにならないか等々、住民の不安

は尽きないようです。

宮城県が導入しようとしている水道事業の民

営化の手法について、県はどのように考えてい

るのか、また県内の水道事業者の動きはどう

か、福祉保健部長に伺います。

宮城県が導○福祉保健部長（重黒木 清君）

入するのは、コンセッション方式と呼ばれてい

るもので、完全な民営化ではなく、施設の所有

権を自治体に残したまま、当該施設の運営等を

行う権利を民間事業者に設定する事業方式で、

水道法の改正により令和元年10月から導入が可

能となったものでございます。

県内水道事業におきましては、人口減に伴う

収益の減少や施設の維持・更新に係る経費の増

大などの課題があり、今後もますます厳しい経

営環境が予想されております。

県としましては、コンセッション方式の導入

は、これらの課題解決に向けた手法の一つと考

えておりますが、導入の可否に当たりまして

は、市町村等の各水道事業者が、地域の実情を

踏まえ判断していく必要があると考えておりま

す。

なお、現時点で県内では、このコンセッショ

ン方式の導入を検討している水道事業者はない

ものと認識しております。

それでは、次の質問に移りま○田口雄二議員

す。

東九州メディカルバレー構想は、2011年に地

域活性化総合特区の指定を受け、2017年からは

新たな計画の下、取組を強化しながら進められ
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てきたところです。10年が経過し、今年度が計

画認定の最終年度となることから、現在県にお

いて、特区継続を見据え新計画の作成に取り組

まれているところです。東九州メディカルバ

レー構想の現状をどのように評価しているの

か、商工観光労働部長に伺います。

県では、○商工観光労働部長（横山浩文君）

東九州メディカルバレー構想に基づき、県内企

業の医療関連機器の開発支援や、大学寄附講座

設置による研究開発支援、医療技術・機器の海

外展開支援などを行ってきたところでございま

す。

これらの取組によりまして、産学官から成る

「宮崎県医療機器産業研究会」の会員企業が32

社から103社に増加するとともに、様々な医療関

連機器が開発されてきておりまして、輸出され

る機器も出てきております。

また、昨年は、複数の研究会員と大学等の関

係機関が連携し、感染者を隔離するエアー式簡

易陰圧室など、コロナなどの感染症対策のため

の製品も開発されたところであり、構想策定か

ら10年が経過する中で、着実に成果が現れてき

ておりますので、引き続き当該構想の推進に努

めてまいります。

医療関連企業が集積している○田口雄二議員

延岡市・日向市・門川町が連携しながら、地元

企業の医療関連機器産業への参入を促進してき

たところ、その成果が徐々に現れてきておりま

す。さらに、現在のコロナ禍にも見られるよう

に、医療関連機器の重要性はさらに大きくなっ

ています。今後、本県の主要産業と位置づけ、

県北２市１町が連携して行う医療関連機器産業

振興の取組に対して、財政面の支援を継続、さ

らに強化していただきたいのですが、県の考え

を商工観光労働部長に伺います。

延岡市を○商工観光労働部長（横山浩文君）

はじめとします２市１町におきましては、東九

州メディカルバレー構想の取組を牽引する企業

が集積しておりますことから、地場企業に対す

る医療機器参入セミナーの開催や医療関連機器

等の展示会出展など、県と一体となって積極的

な構想推進に取り組んでいただいております。

県といたしましても、東九州メディカルバ

レー構想を一層推進していくためには、２市１

町の取組は重要なものと考えておりますので、

これまでの推進体制の維持・充実を図るため、

引き続き連携しながら、国の交付金や補助事業

の活用などによる財源確保に努めてまいりま

す。

特区の継続が構想の発展につ○田口雄二議員

ながります。引き続きの支援をお願いいたしま

す。

次に、人材確保の質問です。

宮崎労働局が、「来春卒業予定の県内高校生

の10月末時点の就職希望者数が前年より13.2％

減の2,071人となり、過去最少になった」と公表

しました。逆に、求人予定数は3,782人となり、

前年より2.8％増となりました。

県内企業における高校生対象の求人数は、近

年人手不足の製造業や医療・福祉、建設業など

を中心に増加傾向にあり、県内求職者に対して

求人倍率は2.7倍となっており、人材確保が激化

しております。

来春卒業予定の高校生の就職希望が減少して

いますが、県内就職に向けた対策の取組状況に

ついて、商工観光労働部長に伺います。

高校生の○商工観光労働部長（横山浩文君）

県内就職に向けた対策につきましては、県内企

業の魅力を知っていただくため、約200社の企業

を紹介する冊子を配付いたしますとともに、高
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校３年生を対象とした企業説明会を開催してお

ります。

また、県内企業で実際に働くイメージを持っ

ていただくため、高校生が職業体験をする様子

を記録した動画による情報発信や、企業から直

接指導を受けながら、生徒が主体となって商品

開発などを行う実践プログラムを実施しており

ます。

こうした中で、先日、宮崎労働局が公表しま

した今年10月末現在の高校３年生の県内就職内

定率は63.5％と、同時期としましては過去最高

となったところでありまして、今後とも、国や

教育委員会など関係機関と連携しながら、高校

生の県内就職の促進に取り組んでまいります。

県内企業で、最近テレビコ○田口雄二議員

マーシャルをするところが増えてきています。

人材確保のため、知名度アップに取り組んでい

ます。

農政の質問に移ります。

2020年度の本県の農畜水産物の輸出額は、72

億9,000万円となり、過去最高の実績を残しまし

た。コロナ感染症の影響で海外との交流は激減

しましたが、前年比23％も増加しているようで

す。コロナ感染症の拡大前に日本を旅行した人

たちが、日本の食の質の高さとおいしさを知

り、自国に帰っても日本の食材を求めていると

のニュースも耳にします。本県も以前より、経

済的に大きく成長している東アジア戦略を強化

していましたので、その成果が出たものとも予

想されます。

そこで、昨年度、過去最高となった本県農畜

水産物の輸出状況について、農政水産部長に伺

います。

令和２年度の○農政水産部長（牛谷良夫君）

本県農畜水産物の輸出額は、コロナ禍の影響

で、当初は低調に推移しましたが、その後回復

し、議員御指摘のとおり72億9,000万円と過去最

高を更新したところです。

中でも輸出額の７割近くを占める牛肉は、巣

ごもり需要の高まりによるインターネット販売

等が好調だったこともあり、前年度比119％の49

億円となりました。

なお、国・地域では、香港が28億円と最も多

く、アジア向けが前年度比140％と増加した一

方、経済活動の再開が遅れた欧米向けは、前年

度比93％に減少したところです。

県としましては、引き続き、コロナ禍の消費

行動や経済情勢を捉えながら、オンライン商談

やｅコマースの取組強化、取引先と連携した

フェア等を支援し、さらなる輸出拡大を図って

まいります。

以前から、香港への輸出が輸○田口雄二議員

出先のトップを占めておりました。

しかし、最近の香港は政治状況が変わり、香

港内が混乱している状況がありましたので、心

配しておりましたが、輸出は順調であることが

確認できて安心いたしました。引き続きの御尽

力をお願いします。

次に、我が国の食料の自給率について伺いま

す。

我が国のカロリーベースでの食料自給率は

年々下がり続け、様々な観点から自給率アップ

の議論がなされてきました。しかし、農林水産

省が公表した2020年度の食料自給率は37％にな

り、前年度から１ポイント低下しました。過去

最低の水準に逆戻りです。政府は、昨年「食料

・農業・農村基本計画」を閣議決定し、2030年

度にカロリーベースの食料自給率を45％に引き

上げるとしました。45%の目標は、2025年度まで

の従来計画と同じで、達成時期を５年先送りし
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たことになります。

そこで、国内の自給率が伸び悩んでいます

が、国内指折りの食料供給県の知事としての見

解を伺います。

日本の食料自給率は、○知事（河野俊嗣君）

食生活の変化や輸入の増加などによりまして長

期的な低下傾向が続く中、世界的な人口増加や

気候変動の影響、さらにはコロナ禍における食

料の安定供給のリスクが顕在化しております。

食料供給基地として本県が果たすべき役割は、

一層高まっているものと認識しております。

このため、本県におきましては、生産者の減

少・高齢化に対応した生産力の確保に向け、新

規就農者や定年帰農者などの多様な担い手の確

保・育成を図るとともに、スマート農業の普及

や農地の大区画化などを促進してまいります。

また、燃油・飼料価格高騰など、国際情勢の

変化に柔軟に対応できる農業構造への変革を図

るため、畜産バイオマス発電などのバイオマス

エネルギーの積極的な活用や、飼料用米などの

国産飼料の生産拡大などに取り組み、持続可能

な食料生産の循環を実現してまいります。

こうした取組を進めることによりまして、食

料を安定的に供給できる産地として、我が国の

食料自給率の向上に貢献をしてまいります。

自給率の高い米の消費量が減○田口雄二議員

るなど、食生活の変化や農家、農地の減少で、

供給体制が衰えています。また、ＴＰＰの発効

で、安い農産物の輸入拡大なども考えられ、目

標達成を先送りしても、自給率のアップは並大

抵ではありません。政府の本気度が問われま

す。

次に、五ヶ瀬川水系のアユ資源の回復に向け

た取組について伺います。

五ヶ瀬川水系のアユ漁獲量は、1972年の89.3

トンをピークに減少の一途をたどっている中、

アユ資源回復に向けた取組として、1993年に宮

崎大学等が中心となってまとめた「アユ資源管

理の進め方」に基づき、増殖対策や漁業管理等

が行われてきました。また、2016年12月から、

アユ資源回復に向けた方向性を定めるととも

に、2019年１月より、土々呂湾での海産稚アユ

の採捕制限などにも取り組んでいただいており

ます。しかし、環境の変化などもあり、なかな

か成果が見えてこない状況でした。

現在、五ヶ瀬川には延岡の秋の風物「鮎や

な」がかかっていますが、産卵のため海に下る

アユを捕獲する「おてす」に連日、大量のアユ

が流れ落ちています。私自身、「おてす」のこ

んなに大量のアユを見たことがありません。県

の進めるプロジェクト等が成果を上げてきたの

かと、期待したくなるところです。

そこで、五ヶ瀬川水系のアユ資源管理による

資源の回復状況について、農政水産部長に伺い

ます。

五ヶ瀬川のア○農政水産部長（牛谷良夫君）

ユ資源につきましては、深刻な状況にありまし

た平成28年度から、海でのアユ稚魚の採捕量制

限や、河川での採捕期間の短縮などに取り組ん

でいるところでございます。

毎年５月に実施している資源量のモニタリン

グでは、平成28年度の約68万尾から、今年度は

約134万尾と、ようやく回復の兆しも見えてきま

した。しかしながら、河川の水産資源は、環境

などの影響により大きく変動しますことや、調

査結果が漁獲に反映されていないことから、引

き続き資源の動向を注視していきたいと考えて

おります。

今後とも、関係者の協力の下、資源の管理に

努め、五ヶ瀬川のアユ資源の回復に取り組んで

- 139 -



令和３年12月２日(木)

まいります。

もう少し状況を見守らなけれ○田口雄二議員

ばならないようです。

次に、道路に関して２点伺います。

国土交通省の有識者会議が、高速道路の料金

徴収期間の延長の検討を含んだ中間答申をまと

めたようです。道路は、国民生活や経済活動に

欠かせず、無料で使えるのが原則とされてきた

にもかかわらず、無料化は一ツ葉有料道路のよ

うに再延期され、実質、料金徴収の無期限の延

長となる今回の中間答申は、本当に残念です。

2019年９月に、国の「高速道路における安全

・安心基本計画」が公表され、東九州自動車道

の本県内の３区間を、優先整備区間として４車

線化を進めると公表され、既に２年が経過いた

しました。その前に既に事業化されていた宮崎

西－清武間と併せて、東九州自動車道における

４車線化事業の進捗状況と取組について伺いま

す。

西日本高速道○県土整備部長（西田員敏君）

路株式会社によりますと、平成30年度に全国で

実施された「重要インフラの緊急点検」の結果

を踏まえ、平成31年度に事業化された宮崎西－

清武間は、本線工事が10月に契約されるなど、

順調に事業が進められております。

また、国の「高速道路における安全・安心基

本計画」において、暫定２車線区間を優先的に

４車線化するとされた区間の中から、令和３年

度に事業化された高鍋－西都間は、現在、工事

用道路などの検討や、調査・設計の準備が進め

られております。

４車線化は、事故防止や災害発生時などの通

行止めリスクの回避などの観点からも重要であ

りますことから、県としましては、知事を先頭

に、あらゆる機会を捉えて要望活動を行ってい

るところであります。

引き続き、県内の東九州自動車道の４車線化

が進むよう、しっかりと取り組んでまいりま

す。

同じく４車線化となります○田口雄二議員

が、延岡市の安賀多通線構口工区は、延岡西環

状線を構成する重要な路線です。通勤や帰宅時

間は渋滞し、この渋滞解消が大きな課題となっ

ていました。４車線化のための用地買収が急速

に進み、市民の期待も大きくなっています。

安賀多通線構口工区の進捗状況と新規工区着

手の見通しについて、県土整備部長に伺いま

す。

安賀多通線構○県土整備部長（西田員敏君）

口工区につきましては、渋滞対策や通学路の安

全確保のため、延岡警察署交差点から南延岡駅

前交差点までの970メートル区間を、平成27年度

から都市計画事業により整備を進めておりま

す。

現在、取得が必要な用地のうち約８割の契約

をいただいたところでありまして、今後は、電

線の地中化を含めた拡幅工事を行うこととして

おります。

また、構口工区から南側に計画しております

新規工区につきましては、事業中区間の進捗状

況を踏まえながら、今後の事業化について判断

したいと考えております。

県としましては、引き続き、必要な予算確保

に努めますとともに、関係機関や地元の皆様の

御意見をいただきながら、事業を進めてまいり

ます。

４車線化がだんだん見えてき○田口雄二議員

ました。今後ともよろしくお願いいたします。

次は、教育関連の質問です。

通信制高校が全国的に増加しているようで
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す。2019年５月現在、全国で253校、高校全体の

僅か約５％に過ぎませんが、少子化で全日制・

定時制高校の生徒数や学校数が減る中、2000年

の113校から２倍以上に増えています。不登校や

帰国子女など様々な背景を持つ生徒の進学先と

して、1990年代頃から入学者が急増しているよ

うです。2003年度から規制緩和され、構造改革

特区に限り株式会社の学校設置が可能となり、

民間参入が相次ぎ、特に３都道府県以上から生

徒を集める広域通信制高校では、ＩＣＴを取り

入れた先進的な教育を展開するところも出てき

ています。

北海道の深川市に本校を置く広域通信制高校

「クラーク記念国際高校」に至っては、本校と

全国63か所のサテライト施設に約１万人の生徒

が在籍しているようで、本県は宮崎駅前にあり

ます。

このように通信制高校が大きく変わりつつあ

る中、本県における県立高校の通信制課程に在

籍する生徒数と、過去５年間の推移を教育長に

伺います。

通信制課程を設置○教育長（黒木淳一郎君）

しております県立高校は、宮崎東高校と延岡青

朋高校の２校であり、令和３年５月１日現在

で、生徒数は２校合わせて1,081名であります。

また、過去５年間の生徒数の推移を見ます

と、平成28年度が2,029名、平成29年度が1,834

名、平成30年度が1,339名、令和元年度が1,176

名、令和２年度が1,095名で推移しております。

全国の通信制の生徒数は増加○田口雄二議員

しているのに、本県に至っては５年間で半減し

ていますが、その要因を教育長に伺います。

平成28年度当時○教育長（黒木淳一郎君）

は、通信制高校に在籍はしているものの、学習

活動の実態のない生徒の割合が約半数を占める

など、生徒数の把握が困難な状況にありまし

た。

そこで学校では、生徒一人一人に、学業への

復帰に向け動機づけや励ましを行った上で、継

続の意思の確認等を丁寧に行ってまいりまし

た。

その結果、学習活動の実態のない生徒数が

年々減少し、現在は、活動実態に見合った在籍

者数になったところであります。

結局、学習意欲のない休眠中○田口雄二議員

の生徒の分が整理されたということですね。

そこで、県内における私立高校の通信課程の

現状を、総合政策部長に伺います。

県が所管して○総合政策部長（松浦直康君）

おります私立高等学校につきましては、これま

で通信制課程を設置する県立高校がなかった県

西地区及び県南地区におきまして、近年、設置

が行われております。県西地区では、令和元年

度に都城聖ドミニコ学園高等学校が、それから

県南地区では、令和３年度に日南学園高等学校

が、新たに通信制課程を設置しております。

今年５月１日現在の生徒数は、２校合わせ

て38名となっております。

聞きましたら、来年４月には○田口雄二議員

小林西高校も開講するそうです。そのほかに

も、先ほど紹介したクラーク記念国際高校やＮ

ＨＫ学園高等学校、そのほかにもネットで見る

と何校か出てきましたが、県当局によります

と、詳細は不明ということでした。広域通信制

高校は、これまで何校か不祥事を起こした学校

もあり、高校生の教育の場がちょっと変わって

きています。今後もちょっと注意して見ていか

なければならないと思っています。

次の質問に移ります。

先月の24日、愛知県の弥富市立十四山中学校
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で生徒同士のトラブルがあり、３年生の男子生

徒が、同級生に刃渡り20センチの刺身包丁で腹

部を刺され、死亡する事件が発生しました。衝

動的に起こされた事件ではなく、事前にイン

ターネットで凶器を手に入れ、計画性がありま

す。傷は肝臓を貫通するという強い殺意を感じ

させるものですが、動機等の詳細はまだ不明で

す。

大阪教育大学附属池田小学校で発生した無差

別殺傷事件以来、学校内の安全対策が議論され

るようになりました。今回は生徒と生徒の間の

事件ではありますが、学校における安全対策に

ついて、どのような取組をしているのか、教育

長に伺います。

子供たちの命を預○教育長（黒木淳一郎君）

かる学校におきましては、安全対策に万全を期

すことは最も重要であると考えております。

現在、各学校では、不審者への対応としまし

て、不審者の発見から通報、児童生徒の安全確

認に至るまでの手順を示した危機管理マニュア

ルの全教職員への周知や、警察官を講師としま

した教職員対象の不審者対応訓練の実施、来訪

者に対する声掛けや名札着用の依頼など、児童

生徒等の安全を守る取組を行っております。

また、県教育委員会では、７月１日から７日

までを「宮崎県いのちの教育週間」に設定し、

安全対策の根幹となります、自他のかけがえの

ない命を大切にする心を育む教育に重点的に取

り組んでいるところであります。

これまでは、学校外からの侵○田口雄二議員

入者への対応が主でした。幸い本県では、その

ようなトラブルは最近ないと聞いております

が、今回の事件は特殊です。今後、警察のアド

バイスなどをいただき、事件への対応を十分に

検討していただきますよう、よろしくお願いい

たします。

次は、警察本部長に伺います。

質問の前に、本年の４月８日は、全国の交通

事故による死者がゼロだったという報道を目に

しました。1968年に統計を取り始めて以来、53

年目にしての快挙だそうです。警察の交通事故

対策の御尽力に敬意を表します。ちなみに４月

８日は、お釈迦様の誕生日です。

質問に戻ります。死因を探る最も有効な手段

は、遺体の内部を調べる解剖です。しかし、犯

罪と関係していたり、死因が不明として警察が

昨年扱った約17万人のうち、解剖されたのは

約11％だったようです。警察は、事件の疑いが

あれば、大学の法医学者に司法解剖の要請をし

ますが、全国的に解剖医が不足している状況が

あります。2019年度時点で、16の県で大学の法

医学教室に常勤医が１人しかいないことが分か

りました。本県の状況が気になるところです。

死因究明は、犯罪死見逃し防止のために必要

不可欠と思いますが、県警の解剖の実施状況に

ついて、警察本部長に伺います。

警察が取り扱い○警察本部長（佐藤隆司君）

ます死体につきましては、検視官等による検視

や調査などを行った後、警察署長の判断によ

り、犯罪やその疑いがある場合は、刑事訴訟法

に基づく司法解剖を、犯罪性は希薄であるが、

死因を究明する必要がある場合は、警察等が取

り扱う死体の死因または身元の調査等に関する

法律に基づく解剖を実施しております。

解剖の実施機関は、解剖の遅延を防ぐため、

宮崎大学、大分大学及び鹿児島大学の３大学と

契約しております。

過去10年間の年間平均の解剖件数は約71件

で、死体取扱件数における解剖率は約５％であ

ります。
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本年10月末現在の解剖件数は58件で、死体取

扱件数における解剖率は、過去10年間の年間平

均と同じく約５％であります。

解剖に関しては、宮崎大学だ○田口雄二議員

けではなく大分大学、鹿児島大学とも契約をし

ているようです。犯罪を見逃すことのないよ

う、よろしくお願いいたします。

死因究明等推進基本法が施行され、地方に死

因究明等推進地方協議会の設置が求められてい

ますが、本県の設置に向けた取組状況につい

て、福祉保健部長に伺います。

高齢化の進○福祉保健部長（重黒木 清君）

展に伴う在宅等による死亡者数の増加や、大規

模災害の発生リスク等によりまして、死因究明

とその体制強化の必要性が高まったことなどか

ら、令和２年４月、死因究明等推進基本法が施

行されました。

この法律では、国は、死因究明に係る人材育

成や教育・研究拠点の整備等を進め、また、県

は、地域の実情に応じて、死因究明に関する施

策の検討を行い、その実施状況を検証・評価す

るための死因究明等推進地方協議会を設置する

よう努めることとされております。

本県の死因究明に係る体制につきましては、

解剖等を行う人材の確保や、関係機関相互の情

報共有の在り方などの課題があり、このため、

県としましては、警察本部、大学、医師会等の

関係機関と、これらの課題等について意見交換

を行うとともに、事務局体制や構成団体、運営

の方法など、本協議会の設置に向けた具体的な

検討を進めているところであります。

全国的に見ると、本県の設置○田口雄二議員

がちょっと遅れているようですので、迅速な対

応をよろしくお願いいたします。

次に、本県の暴力団の状況を伺います。

宮崎県暴力団排除条例が施行されて、10年が

経過いたしました。条例は2011年８月に施行さ

れ、事業主が暴力団の威力を利用したり、活動

や運営に協力したりする目的で、みかじめ料な

どの金品を暴力団に支払うことが禁じられまし

た。2013年には改正暴力団対策法も施行され、

資金源が断たれ、組員の暴力団離れが加速した

ようです。

宮崎県暴力団排除条例の制定から10年が経過

し、暴力団の分裂など情勢の変化を踏まえ、現

在の本県の暴力団情勢について、警察本部長に

伺います。

本県の暴力団構○警察本部長（佐藤隆司君）

成員の数は、宮崎県暴力団排除条例が制定され

た平成23年が、いわゆる組員と言われる構成員

が約110人、構成員と密接な親交を有する準構成

員が約200人の合計約310人でありました。

構成員の数は、全国同様、年々減少してお

り、令和３年10月末の時点で構成員約50人、準

構成員等約80人の計約130人となっております。

また、本県の暴力団組織数は、現在、六代目

山口組傘下組織が２組織、池田組傘下組織が14

組織の計16組織を把握しております。

平成27年に六代目山口組が分裂した影響を受

け、県内の組織も、六代目山口組傘下２組織と

神戸山口組傘下８組織に分裂しました。

その後、本年11月に神戸山口組傘下組織で

あった池田組が指定暴力団として公示されたこ

とで、神戸山口組の傘下にあった組織は、現

在、池田組の傘下組織となっております。

ありがとうございます。大分○田口雄二議員

減ったとはいえ、まだまだ構成員も組織も残っ

ています。県民の安心安全の取組をよろしくお

願いいたします。

以上で、用意しました質問は全部終了いたし
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ました。ありがとうございました。

私ごとですが、あしたが63歳の誕生日でし

て、今日が62歳の最後の質問となりました。本

当にありがとうございました。（拍手）

次は、岩切達哉議員。○中野一則議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○岩切達哉議員

崎、立憲民主党の岩切達哉でございます。県民

連合として４人目、うし年、もうすぐ61歳でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

まずは、県議会に関心を持っていただき、傍

聴にお越しいただきました皆さん、さらには、

ネット中継によって御覧いただいております有

権者の皆さんに、感謝を申し上げたいと思いま

す。

先ほど、田口雄二議員もお話をされましたけ

れども、我が会派にも新しい仲間が増えまし

た。新しい仲間に恥ずかしくない活動を目指し

て頑張ることで、県民の負託に応えてまいりた

いと思います。

それでは、通告に従い質問をいたします。

最初に、知事の政治姿勢について伺います。

自主財源が厳しい我が県では、国の動向を

しっかり見詰めながら、県として実施したい施

策に適合させていく知恵と工夫が必要かと思い

ます。

令和４年度に向けた国家予算編成において

は、グリーン、デジタル、地方活性化、子供・

子育てへの予算の重点化を進めるという、新た

な成長推進枠が設定されています。

2022年度に向けた県予算の編成に向けては、

初日の坂口議員の質問もございましたけれど

も、私も県の当初予算編成方針を読みまして、

改めて伺いたいと思います。

知事としては、国家予算編成方針に合わせて

新たな成長推進枠の分野に取り組むこととして

いらっしゃるのか、その際は、どう取り組むこ

ととしているのかを伺いたいと思います。

次に、憲法に対する姿勢でございます。

オーストリア、オランダなどロックダウンを

行う政府と、反発する市民の衝突が起きていま

す。

コロナ対策の方策として、ロックダウンとい

う手法を使っているのですが、そのロックダウ

ンについて、全国知事会の会長、徳島県知事

が、本年の８月27日、新型コロナウイルス対策

をめぐる、当時の経済再生担当大臣とのテレビ

会議において、「緊急事態宣言だけでは今の感

染爆発を抑えるのは難しい」と強調され、「緊

急避難的な措置としてロックダウン、いわゆる

都市封鎖的な手法を示すなど強い意志表示をし

てほしい」、このように要望したと報道されま

した。

このようなロックダウンが話題になり、その

手法を取り入れるために、憲法に緊急事態条項

の創設が必要という意見が出ていることに、私

は懸念を持つところでございます。

過去には、現在のコロナ禍は憲法改正議論を

促進する絶好の機会とかの政府要人の発言もご

ざいました。より強い方策、緊急事態条項があ

れば解決するかのごとく発言を聞くたびに、私

は疑問を抱きます。

感染症や災害への対応は、平時から予防策を

考えておくべきもの、そうでないと対応できな

いものであって、万一の際に、内閣に権限集中

させれば全てよしではないと思います。

昨今の、緊急事態条項創設を端緒とする憲法

改正を求める動きに対して、知事の所見を伺い

たいと思います。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕
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〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、新たな成長推進枠についてでありま

す。

国が掲げる新たな成長推進枠の４つの分野に

つきましては、コロナ禍からの回復をはじめ、

本県の成長の土台づくりを進めていく上で、大

変重要な視点であると認識しております。

県では、来年度の重点施策として、３つの柱

を掲げております。「コロナ禍からの復興と新

たな成長活力の創出」「人口減少対策の取組強

化」、そして「安全・安心で魅力ある地域づく

り」の３つであります。

具体的には、デジタル化やゼロカーボン社会

づくりの推進、スポーツランドみやざきをはじ

めとする本県の強みを生かした地域の活性化、

さらには、結婚・子育て支援などによる少子化

対策など、国が示した新たな成長推進枠の４つ

の分野を含め、重点的に予算措置を行うことと

しております。

今後とも国の経済対策の動向等も十分踏まえ

ながら、予算編成に取り組んでまいります。

次に、憲法改正の動きについてであります。

パンデミックをもたらした新型コロナへの今

後の対策などが検討される中、各政党におい

て、それぞれの考え方の下、憲法改正をめぐる

議論がなされているものと認識をしておりま

す。

国家的な緊急事態に際して、国と地方におい

てどのような措置が必要となるのか、また、そ

の措置の発動要件・手続・効果など、多くの議

論すべき点があり、大変難しい課題であると考

えますが、私は議論すること自体は大変重要で

あると考えております。

憲法につきましては、国の在り方に関わる最

高法規であり、我が国の法体系の根幹をなすも

のであります。その改正は国民一人一人に直接

関係するものでありますので、国民の関心と理

解を高め、国会の場での十分かつ慎重な議論は

もとより、幅広く国民的な議論を尽くしていく

必要があるものと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○岩切達哉議員

た。幅広い議論は憲法に関して必要だという立

場であったというふうに理解をいたしました。

私自身も、53条臨時国会召集の問題や７条解散

権の問題など、議論をし、その上で法的に解決

すべき、合意を得るもの、それはあるというふ

うには理解をしております。しっかり議論を進

めていきたいと思います。

では次に、児童虐待の問題について質問をさ

せていただきたいと思います。

11月は虐待防止推進月間でした。オレンジリ

ボン運動ということで、私は常に胸につけてい

るところなんですけれども、同じく11月には期

間としてＤＶ防止キャンペーンというものがあ

りました。

この間の児童虐待件数、ＤＶ相談件数につい

て福祉保健部長に伺いたいと思いますけれど

も、実は、明日は、アミュプラザの映画館で

「189（いちはやく）」という児童相談所の現場

を取り上げました映画の上映があると、野﨑幸

士議員から紹介をいただきました。その虐待対

応についてなんですけれども、今年６月議会で

は、令和元年度は、その前との比較で40％ほど

の大幅な増加があったという答弁をいただきま

した。この間に令和２年度の件数が発表されて

いますので、その具体的な数について、令和２

年度と令和元年度を比較して説明していただき

たいと思います。
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本県の児童○福祉保健部長（重黒木 清君）

虐待相談対応件数は、県内３か所の児童相談所

が児童虐待相談として対応した件数の合計であ

りますが、令和２年度は1,883件であり、前年度

の1,953件と比べ70件、3.6％減少しており、し

かしながら、過去２番目に多い状況となってお

ります。

また、女性相談所がＤＶに関する相談を受け

た件数は515件と、前年度の572件に比べ57

件、10％の減少となっており、年度ごとの推移

としましては、平成29年度の601件をピークに、

増減を繰り返している状況であります。

ここで念のため、警察本部に○岩切達哉議員

おいて取り扱った児童虐待事案、ＤＶ事案はど

うだったのか、減少した数字になっているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

児童虐待の疑い○警察本部長（佐藤隆司君）

がある事案として警察から児童相談所に通告し

た人員は、令和元年が648人、令和２年が908人

であります。

また、配偶者からの暴力事案として警察が相

談を受理した件数は、令和元年が808件、令和２

年が781件であります。

今伺いましたように、警察本○岩切達哉議員

部が児童相談所に通告した件数は、250件ほど増

加しています。いわゆる暦年での数字ではあり

ますけれども、増加していると。一方で、児童

相談所で扱う児童虐待件数は減少した、高止ま

りというふうに理解してよろしいかと思います

けれども、なぜ、このような結果になっている

のか、件数が減少したのか、部長の所見を伺い

たいと思います。

令和２年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

の児童虐待相談対応件数を前年度と比較します

と、中央児童相談所管内における学校からの通

告や、近隣知人、親戚、家族等の子供や家庭に

身近な存在からの通告が減少しております。

また、令和２年度の女性相談所におけるＤＶ

相談件数につきましては、警察や市町村等の女

性相談所以外の相談機関が受け付ける相談件数

も減少しており、そこから女性相談所へとつな

がれる相談が減少しております。

いずれにつきましても、新型コロナによる一

斉休校や外出自粛等の影響により、子供や家庭

と地域のつながりが希薄化したことによりまし

て、家庭内などの問題が外から気づかれにく

い、こういった状況が生じたことによるものと

考えられますが、顕在化していないものも含

め、減少しているものではなく、これまでの児

童虐待やＤＶを取り巻く状況も変化したもので

はないと認識をしております。

引き続き、関係機関と連携し、児童虐待及び

ＤＶ対策の充実・強化に取り組んでまいりたい

と考えております。

厚生労働省のまとめでは、昨○岩切達哉議員

年度、児童相談所が対応した虐待件数は、全国

で20万5,029件に上りまして、前の年度より率に

して5.8％増えて、やはり過去最多を更新してい

ます。

宮崎県では3.6％減少ということでございまし

た。この差、変化、私なりになぜなのかという

ふうに考えまして、関心を持って調べさせても

らったところなんです。

６月議会で、虐待対応の体制整備について議

論させていただきました。その際は、虐待受理

件数の著しい増加という状況で、それに加え

て、児童虐待防止対策体制総合強化プラン、い

わゆる新プランによって、人口４万人に１人の

児童福祉司配置を３万人に１人とする考え方、

さらには里親支援、市町村支援への配置も必要
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という立場で体制整備に努力していく、知事か

らも「必要な体制強化にしっかりと取り組んで

いく」との答弁をいただきました。

今回は、令和元年度と２年度の虐待やＤＶの

相談件数については、微減ということでござい

ました。その背景、要因について、部長のほう

にも見解をいただきましたけれども、その児童

虐待やＤＶを取り巻く状況は変化していないと

いうお話でございました。

私もそのとおりであるというふうに思いま

す。高止まりしている状況と理解しておりまし

て、児童相談所の虐待などに対応する任務は、

大変厳しい状況のままと認識しております。

その厳しい状況にある現場の職員配置につい

ては、６月議会答弁に変わりなく取り組まれる

べきと考えますが、福祉保健部長の所見を伺い

たいと思います。

県では、増○福祉保健部長（重黒木 清君）

加し複雑化する児童虐待相談に適切に対応する

ことができるよう、国の新プランに基づく児童

相談所の体制強化のため、児童福祉司等の増員

に取り組んできたところであります。

議員御指摘のとおり、令和４年度におきまし

ては、児童福祉司の配置基準が、人口４万人に

１人から、人口３万人に１人の配置となること

に加え、里親養育の支援及び市町村の相談対応

強化の支援を行う職員の配置も求められており

ます。

このため、令和４年度における児童福祉司等

の職員の配置につきまして、関係部局等と連携

し、必要な体制強化に取り組んでまいりたいと

考えております。

必要な体制強化には取り組む○岩切達哉議員

と、改めて確認をさせていただきました。現場

で不幸な事件を起こさせないためにも、必要な

体制強化であるというふうに思います。

現場で職員たちをサポートいただいておりま

す会計年度任用職員も含めて、十分な配置を、

県庁全体の理解の下で実現いただきますように

求めておきたいと思いますし、引き続き、重大

な関心を持って見ていきたいと思います。

次に参りたいと思います。

ＳＤＧｓの目標17のうち４と５には、教育に

おけるジェンダー問題が求められているところ

でございます。

この間、県教育委員会は積極的に取り組んで

いただいていると思います。

最初に、混合名簿の現況について伺います。

令和２年２月議会での質問に対して、県立高

校で100％、公立小中学校でも広がっている報告

を受けました。

そこから約２年が経過し、現状はいかがでご

ざいましょうか。

そして何より大事なのは、この名簿を作る意

義が教育現場で広がることだと考えます。その

ことについて、教育長はどう認識されておられ

るのかをお尋ねしたいと思います。

令和２年度におけ○教育長（黒木淳一郎君）

る「性で分けない名簿」の使用状況でありま

す。

公立小学校では、230校中221校、率にします

と96.1％、公立中学校では、128校中116校、率

にしますと90.6％、県立高等学校及び中等教育

学校では、38校全てで使用しておりまして、100

％であります。

性で分けない名簿の活用につきましては、男

女平等の意識を高めたり、性的マイノリティー

児童生徒への配慮を行うための手だての一つで

あると考えております。

混合名簿が広がっていると。○岩切達哉議員
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この混合名簿の意義は、人権尊重を基盤とした

男女平等の意識を確立する教育の充実にある、

こういうことだと私は理解しておりまして、そ

れまでは、何かにつけ男子が先という刷り込み

があったというふうに理解します。そういうこ

とをやめていこうと、そういう目的を繰り返し

認識し合いながら進めてほしいと思います。

同様の視点で、制服の問題でございます。

スラックスを標準服として、スカートを選択

できるというアイデアを採用した学校の新聞記

事に触れました。ジェンダーを強調するのでは

なく、また性的マイノリティーへの配慮という

姿勢ではなく、選択肢があるということの大事

さがアイデアの背景にあると伺っております。

市町村教育委員会や小中学校長、そして、高

等学校長との議論を進めてほしい視点だという

ふうに思いますけれども、制服の課題につい

て、教育長の所見をお聞かせいただきたいと思

います。

令和２年度の調査○教育長（黒木淳一郎君）

におきまして、「スラックス、スカート等の選

択」を取り入れている学校は、公立小学校で

は、制服を導入している12校中１校、公立中学

校では128校中16校、県立高等学校及び中等教育

学校では38校中７校となっております。現在

も、選択制の導入も含めて、制服の在り方につ

いて各市町村や学校で生徒も交えて検討が行わ

れているところであります。

制服が選択できることは、性にとらわれず、

自分の生き方を考え、自分に合ったものが選べ

るなど、より多様性に配慮できるという点から

意義あることと考えております。

今後とも、児童生徒一人一人が性別に関わり

なく、個性が尊重される教育に取り組んでまい

ります。

私自身も、たくさんの刷り込○岩切達哉議員

まれたものといいますか、既成概念がございま

すので、しっかりとそのあたりを注意しなが

ら、この問題、これからの社会のありようとし

て考えてまいりたいと思います。

続いて、放課後における児童の居場所の問題

についてお伺いいたします。

厚生労働省所管で放課後児童クラブ 学童―

保育という呼び方もありますけれども と、―

文部科学省所管の放課後子供教室。放課後自宅

に帰っても、就労しているなどの理由で、両親

そのほか、大人がいない児童の保育指導を目標

とするのが放課後児童クラブで、社会教育的

な、青少年教育的な発想で展開されてきたのが

放課後子供教室というふうに理解をさせていた

だいております。

私は、小学校時代の放課後という時間を支え

ることは、現代において重要性が高まってきて

いると感じています。学校から真っすぐ家に

帰っても、保護者は就労中で、近所には子供の

数は少なくなって一緒に遊ぶ子供もいない、習

い事にはそれなりの費用と、また移動手段も必

要、帰宅して、テレビやゲームばかりで過ごす

日々というのは避けてあげたい。子供の育ちを

支える上で大事なことだと考えます。

放課後の過ごし方を支援いただければ、保護

者も安心して就労できる、そういう社会的要請

もございます。

２つの制度には違いがありますが、今日で

は、放課後児童クラブと放課後子供教室につい

て一体的な運営を求める声が高まっています。

福祉保健部長にお尋ねいたしますが、市町村

で、一体的運営をされているのはどれくらい存

在するのか。逆に言えば、別々であれば、両者

の融合についてどうコーディネートしていくの
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か、現状について解説をお願いしたいと思いま

す。

国の「新・○福祉保健部長（重黒木 清君）

放課後子ども総合プラン」では、小学生が放課

後等を安全安心に過ごし、多様な体験や活動が

できるよう、同一の学校内にある放課後児童ク

ラブと放課後子供教室の児童が、共通の活動プ

ログラムに参加する一体型の取組を推進するこ

ととされております。

この取組は、市町村が実施主体となってお

り、県内では、本年５月時点で６市町村、11か

所で一体型を実施しております。

県では、県と市町村の福祉部局及び教育委員

会、クラブと教室の関係者等から成る放課後子

ども総合プラン推進委員会を設置し、関係機関

が連携しながら必要な検討を行うとともに、取

組事例の紹介やワークショップ等を行う研修会

を実施し、一体型の取組の普及促進を図ってい

るところであります。

そういうことで、放課後の児○岩切達哉議員

童への支援は大変大事だという立場で、今後、

さらに継続的に支援いただけるものと思います

が、十分な資源があることが大事という立場で

ございます。その上で、量が満たされていけ

ば、質の問題になるわけであります。放課後の

時間に、子供の育ちを支える職員の皆さんの質

の向上には、どんな取組がなされているのかを

福祉保健部長にお聞かせいただきたいと思いま

す。

放課後児童○福祉保健部長（重黒木 清君）

支援員等が必要な知識や技術を習得し、資質向

上を図ることは、児童の個々の状況に応じた配

慮や支援を行うためにも重要であります。

このため県では、放課後児童クラブに配置が

必要な支援員の資格取得のための研修会を年３

回実施するほか、放課後児童クラブや放課後子

供教室の職員向けに、資質向上のための研修会

を年３回程度実施しております。

また、放課後児童クラブにおける支援員や補

助員の経験年数や職務内容に応じた処遇改善の

取組を行う市町村に対しまして、必要な費用の

補助を行っているところであります。

今後とも、職員の資質向上や定着につながる

取組を進めながら、放課後等における児童の居

場所づくりに努めてまいります。

ありがとうございます。相当○岩切達哉議員

昔の話ですが、私自身も鍵っ子と言われた、帰

れば一人という状況で暮らしておりましたが、

近所に子供がいっぱいおりました時代ですので

何ら不自由はなかったんですけど、今は、私の

住むところは恐らく18歳以下の子供というのが

いないエリアなんですね。そういうところとか

もたくさんあると思いますので、十分に目配り

をいただいて、このような対策を充実させてい

ただきたいと思います。

話題を替えて、選挙制度について、選挙管理

委員長に伺いたいと思います。

10月31日投開票でした衆議院選挙、２週間後

の11月14日投開票の宮崎市選挙区県議会議員補

欠選挙の投票率が低かったことが話題になって

おりますけれども、選挙管理委員長としての、

この投票率に対する所見を伺いたいと思いま

す。

衆議院選挙○選挙管理委員長（茂 雄二君）

の小選挙区の投票率は、県全体で53.66％とな

り、衆議院選挙としては過去３番目に低い数字

でしたが、過去最低だった平成26年、ワースト

２位だった平成29年の投票率から、２回連続で

上昇いたしました。

一方で、全国平均の55.93％には２ポイント及
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ばず、また、半数近くの有権者が投票しなかっ

たことは、大変残念に思っております。

また、県議会宮崎市選挙区の補欠選挙は、県

執行選挙として戦後最低の18.34％という極めて

低い投票率となり、選挙の時期も含め、様々な

要因があったと考えられますが、民主主義の危

機とも言える結果に、大きな衝撃を受けたとこ

ろでございます。

県選挙管理委員会といたしましては、いずれ

の選挙も、県民の代表を選ぶ大切な選挙とし

て、市町村選管とともに周知啓発に努めたとこ

ろでありますが、今回の結果を重く受け止めま

すとともに、今後の選挙啓発の取組を強化する

必要があると考えております。

まさに時期の問題、ダブル選○岩切達哉議員

挙になれば 私も随分長い期間取り組ませて―

もらいましたので、体力的に非常にきつかった

んですけれども 投票率も同じレベルまで上―

がったのかなというふうには思うんですが、な

かなか難しい問題だと思っています。

私たち政治に携わる者が、しっかりと有権者

に魅力を提示できるようにならないといけない

いうふうに思いますけれども。そういった中

で、若い世代の低投票率がより深刻と言われて

おります。若者の政治意識アンケートの集計結

果というものを３月にいただいたのですが、そ

ういうアンケート結果などを踏まえて、この世

代に対して、投票を促す取組はいかがだったで

しょうか。これから何が求められると考えられ

ますか、伺いたいと思います。

昨年度、県○選挙管理委員長（茂 雄二君）

が実施したアンケートでは、時事問題を学ぶ機

会で利用したいものといたしまして、「短時間

の動画」が多く選択されましたことから、多く

の若者が政治や選挙に関心を持つためのきっか

けとして、今年度より選挙啓発動画コンテスト

に取り組んでおります。

また、今回の衆議院選挙におきましても、

ユーチューブ等でのＣＭ動画の配信や、地元タ

レントと学生選挙サポーターによるトークセッ

ションの配信など、若者を意識した選挙啓発を

行ったところです。

今後とも、政治への理解を深める学習機会を

提供するため、大学や教育委員会と連携した選

挙啓発ゼミや選挙の出前授業の拡充に努めます

とともに、より多くの若者への選挙啓発の機会

確保と内容の充実が図られますよう、関係機関

と連携し、より効果的な取組について検討して

まいりたいと考えております。

この問題の最後に、法律事項○岩切達哉議員

ではありますけれども、御意見を伺いたいと思

います。

宮崎市では12分の２の欠員で補欠選挙が実施

されましたが、日南、延岡両市では欠員のまま

でございます。日南市では定員の50％が欠けて

いる状態というふうにも言えます。県議会議員

補欠選挙の要件は、２人区以上の選挙区では２

人の欠員となった場合とされますけれども、こ

の補欠選挙実施の要件が厳し過ぎると私は思い

ます。選挙管理委員長の所見はいかがでしょう

か、お願いします。

県議会議員○選挙管理委員長（茂 雄二君）

の補欠選挙につきましては、御質問にありまし

たように、公職選挙法の規定により、定数２以

上の選挙区については、欠員が２人以上に達し

たときに、また定数１の選挙区については、欠

員が１人に達したときに選挙が行われることに

なります。

このため、それぞれ１人の欠員が生じている

定数２の日南市選挙区や、定数５の延岡市選挙
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区では、この規定に基づく補欠選挙は行われな

いこととなります。

県議会議員が選挙区の住民代表であることに

鑑みますと、その代表に欠員が生じております

ことは、地域の声が届きにくいなどの課題があ

るものと考えております。

一方で、補欠選挙の要件の変更には公職選挙

法の改正が必要となりますので、今後、国会等

における議論や動きを注視してまいりたいと考

えております。

日南の欠員は同僚議員の転身○岩切達哉議員

のための結果でございますので、私自身も心苦

しいんですけれども、やはりそれが補充される

ことについて、法的な要件が厳しいというふう

に思うところであります。地方議会としても、

国会に要請していきたいなと思うところでござ

います。

では次に、障害者法定雇用率について伺いた

いと思います。

公表されているデータは、今年１月の数字で

ありますけれども、教育委員会において2.29％

と2.5％の法定率未達成でございました。

実は、病院局も未達成と伺いました。県内民

間企業は達成率全国４位の高水準、非常に努力

いただいております。その中であっても未達成

企業は障害者雇用納付金というものを支払うそ

うでございますが、自治体は罰則がないからと

やゆされるところでもございます。

この障害者雇用率の結果に対する対応はいか

がでしょうか。代表して教育長に伺いたいと思

います。

議員御指摘のとお○教育長（黒木淳一郎君）

り、県教育委員会の障害者雇用率が法定雇用率

を下回っておりますことにつきましては、私自

身重く受け止めております。

県教育委員会では、教員や実習助手などの採

用試験におきまして、障がいのある方を対象と

した特別選考を実施しており、今年度は、障が

いのある教員を２名採用したところでありま

す。

また、事務職員につきましては、今年度から

新たに、教育委員会事務局や市町村立学校に障

がい者の採用枠を設けて、会計年度任用職員な

どの採用の拡充を進め、４名の障がい者の採用

を行ったところであります。

県教育委員会といたしましては、引き続き、

宮崎労働局などの関係機関とも連携しながら、

障がい者の雇用促進に取り組んでまいります。

教育部局におけるバリアは何○岩切達哉議員

なのかをしっかりと見詰めることが必要かなと

思います。

さて、コロナの影響で、民間事業所の事業縮

小や労働者の離職が伝えられていますけれど

も、その中で、障がい者雇用の実態はどうなっ

ているのか、どう把握されているのか、福祉保

健部長にお聞かせいただきたいと思います。

宮崎労働局○福祉保健部長（重黒木 清君）

の集計によりますと、令和２年度のハローワー

クを通じた障がい者の就職件数は1,150件で、令

和元年度と比較して11.1％の減少となっており

ます。

また、解雇件数は43件で、元年度と比較して

約４倍の増加となっております。

就職件数が減少した主な要因につきまして

は、コロナ禍において、企業での実習など就職

に向けた活動が制限されたことが考えられ、ま

た、解雇の理由につきましては、事業廃止によ

るものが最も多くなっております。

県としましては、昨年度は中止いたしまし

た、企業と障がい者との合同面接会や、企業向

- 151 -



令和３年12月２日(木)

けセミナーにつきまして、今年度は感染対策を

徹底した上で実施するなど、関係機関と連携し

ながら、障がい者の就職支援に取り組んでいる

ところでございます。

障害者法定雇用率について、○岩切達哉議員

教育委員会のほうで連続して下回っているとい

うお話でございました。一方で、民間事業所に

おいては、障がい者の解雇件数が４倍というお

話でございました。労働力の移動があるとあり

がたいとは思いますけれども、単純なことでは

ないとは思います。ぜひ、しっかり取り組んで

いただきたいと、さらに要請を申し上げたいと

思います。

次に、ここからふるさと納税の問題で伺いた

いと思います。

先ほど田口議員から、この制度そのものに対

する知事の評価を伺いました。私は、この制度

の使い方として、返礼品に焦点を当てて伺いた

いと思います。

ふるさと納税の令和２年度の実績は、県内

で370億円ほどと聞きますが、県内市町村と宮崎

県の合計実績と、逆に県外に送られていった税

額は幾らなのか、総務部長に伺います。

ふるさと納税の実○

績につきましては、直近の総務省の調査におい

て、令和２年度の受入額及び令和３年度課税に

係る個人住民税の寄附金税額控除額が公表され

ております。

これによりますと、本県及び県内市町村の令

和２年度の受入額は、約365億円である一方、令

和３年度課税に係る控除額は約15億円となって

おります。

しかしながら、当該数値につきましては、令

和２年度及び３年度という年度間のずれがある

ほか、市町村分につきましては、県内市町村間

分が含まれていることから、お尋ねの県外への

流出額を把握することは困難であります。

難しい中でお答えをいただき○岩切達哉議員

ました。ただ、県外から、または県内移動も含

めて365億円ほどがふるさと納税として、県庁を

含めて県内市町村に送られてきていると、大き

な額だと思います。

そして、今日は返礼品について伺うんです

が、３割ほどが返礼品のために使われるとしま

したら、ざっと100億円ほどの市場ということに

なると思います。100億円分の県産品が県外に、

または県内も含めて扱われるということであり

ます。

ますます全国から宮崎県の産品を選んでいた

だけるよう工夫したいと思うのですけれども、

一つは、選んでいただく在り方として、使途を

選択できる、税金の使い方を選択できるという

ことで、納税者の意向を反映させるという方法

があるそうです。今は大体コンピューターで申

し込むんですけれども、福祉に使ってとか、教

育に使ってということで、パソコン上でほとん

ど指定できます。使途指定型というですけれど

も、さらに進んで、事業を提示して納付を促

す、使途決定参加型という手法があると聞きま

す。県内でのこの取組はいかがでしょうか。

議員御指摘の使途○

決定参加型とは、大まかな分野ではなく、市町

村が実施する個別の事業に対して、ふるさと納

税を募集する方法と認識しておりますが、令和

２年度においては、県内２市１町が、この方法

により募集をしております。

具体的には、宮崎市における新型コロナの影

響を受けた市の観光拠点ニシタチを支援する事

業、また、小林市における、新型コロナの影響

により帰省できない学生に特産品を送付する事
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業、さらに、美郷町においては、町内の森林に

多く自生するヒノキ等を原材料としたアロマオ

イルの商品開発を行う事業に対して、ふるさと

納税の募集を行っております。

自治体が事業を提示して、そ○岩切達哉議員

れにふるさと納税をしてほしいと 非常にい―

いスタイルだと思います。

県庁においては、県企業局の発電力を返礼品

にしたらという提案なのですけれども、電力小

売自由化して５年経過しております。企業局が

発電した電気を、県に対するふるさと納税の返

礼品にできるのではないかと思いますが、企業

局長いかがでしょうか。

電気をふるさと納○企業局長（井手義哉君）

税の返礼品とすることにつきましては、総務省

の地場産品基準で、一定の限定の下、認められ

ております。

現在、一部の市や町において実施されている

ところであり、企業局としましても、そうした

国や他の自治体の動向を注視してきたところで

あります。

企業局が発電した電気を県のふるさと納税の

返礼品とすることにつきましては、対象地域が

県外への提供となりますことや、小売電気事業

者の協力が得られるかなどの課題もありますこ

とから、ふるさと納税の趣旨を踏まえた上で、

引き続き、関係部局等と連携しながら研究して

まいります。

ありがとうございます。○岩切達哉議員

ふるさと納税についてのまとめでございます

けれども、知事に伺いたいと思います。

ふるさと納税は、返礼品を頂くことがその目

的になっている、強いインセンティブになって

いるということは間違いないというふうに思い

ます。その結果として、優れた県内の産品等が

全国の消費者に届けられる、初めてそれで触れ

られるというきっかけになっています。

全国の納税者が、ネットで見るそれぞれの県

や県内市町村からの返礼品に期待して、ふるさ

と納税をするのですけれども、その期待する気

持ちに対して、期待以下の質の悪いものが返礼

品であったりすると、逆に、それは直ちに、そ

の市町村のみならず宮崎県全体の評価に関わる

問題になると考えます。

今、口コミという方法で、いろんな声が瞬く

間に広がっているのを見ることができます。

返礼品という形ですけれども、それに選ばれ

ている県産品について、リピーターになってい

ただくこと、繰り返し直接、県産品を買ってい

ただくお得意様になるきっかけ、そんな県産品

売り込みの手法として、返礼品については、

パッケージだとかネーミングだとかを工夫する

などしてほしいし、同時に、その品質が維持さ

れるように取り組むことが、県全体で必要と考

えます。宮崎県産品の売り込みに係るコーディ

ネートは大変大事だと思うのですけれども、知

事のこのことに対する所見はいかがでしょう

か、お聞かせください。

ふるさと納税の返礼品○知事（河野俊嗣君）

につきましては、寄附を頂いた方々に具体的な

形で謝意を表すものでありますとともに、県産

品の認知度向上による地場産品の振興も期待さ

れますことから、リピーターやその地域のファ

ンを増やすこと、そういう観点からも、その品

質は大変重要であると考えております。

先日、テレビの全国放送だったと思います

が、今年ふるさと納税をしましたかという街頭

インタビューに対して、宮崎から牛肉を取り寄

せましたという答えがあって、そのＰＲ効果も

含めて大変ありがたいなと思ったところであり
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ます。

県の返礼品につきましては、調達を行う業者

に対し、寄附を頂いた方への送付に当たって

は、応援の気持ちや県産品に対する評価を損な

うことがないよう要請を行っているところであ

りまして、市町村に対しましても、同様の対応

をお願いしていくこととしております。

今後とも、多くの皆様に宮崎を応援していた

だけるよう、本県産品のブランドイメージを大

切に守りながら、市町村や関係団体等とも連携

し、本県の魅力のＰＲに努めてまいります。

御承知のように、宮崎県内の○岩切達哉議員

とある市町村でちょっとしたミスがあったとい

うことは事実でございまして、十分でない商品

が送られたということが話題になりました。直

ちに対応したことが、逆に評価されたというこ

とでもございましたけれども、そういうことが

ないようにすることというのが大変大事なもの

だと思います。

また、宮崎県商品ブランド認証マークとか、

ひなたマークとかいうものがございますけれど

も、そういう統一的なマークをつけていくと

か、県産品が持つブランドの魅力をさらに引き

出す取組にしてほしいと思いますし、県、そし

て市町村と、宮崎県全体のブランドイメージと

いうものが統一的に生かされていくようなふる

さと納税制度になっていくといいなというふう

にも思うところでございます。

次いで、交通安全等について幾つか伺いたい

と思います。

歩道を通行する自転車がございますけれど

も、その歩道が自転車通行可という場所であれ

ば、歩道内を相互通行することができると交通

法規に定めていると伺いました。車は左、自転

車も左というふうに昔習ったんですけれども、

許された歩道の中なら右でも左でも行ってい

い、こういうふうな理解になっています。

昨日、日髙陽一議員の質問でも触れられまし

たけれども、最近では道の端に青いマークがつ

くようになりました。マークがある道を車で

走っていますと、自転車が対面して向かってく

ることがございます。これをよけようとすれ

ば、私の車は中央線をはみ出すといいますか、

そういう怖い状態になるわけでございます。

自転車の交通安全を推進する立場で、左側通

行を徹底されるよう、啓発を強化していただき

たいと考えますけれども、警察本部長のお考え

はいかがでしょうか。

議員御指摘のと○警察本部長（佐藤隆司君）

おり、矢羽根マークの設置されている道路を自

転車が逆行するなど、自転車の交通ルールが必

ずしも徹底されていない現状がございます。

自転車の安全走行につきましては、宮崎県自

転車活用推進計画に基づき、県や市町村ととも

に、自転車を利用しやすい都市環境の形成や、

自転車事故のない安全で安心な社会の実現など

に向けた取組を進めております。

警察におきましても、自転車交通安全教室の

開催や交通安全情報の発信に取り組むととも

に、公立・私立高校の学校長会などを通じて、

車道における左側通行の遵守や、歩道通行が可

能な歩道を走行する際は車道寄りを徐行するこ

となど、自転車の安全走行について指導を行っ

ているところであります。

今後も、自転車利用者に対する交通安全教育

や指導取締りの推進、自転車通行環境の整備な

ど、関係機関と連携した自転車の安全利用のた

めの総合的な対策に取り組んでまいります。

次いで、朝夕の幹線道路の○岩切達哉議員

ラッシュを避けるために、狭い生活道路に進入
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して通り抜ける車両が多いという苦情を伺いま

す。

宮崎市内では、池内町というところで自治会

が立札を立てて、生活道路への進入をしないよ

う訴えておられるんですけれども、残念ながら

守っていただけないようでございます。様々な

方法で流入を減らして、地域の安全を確保して

ほしいというふうに思いますが、どのような方

策があるのか、警察本部長に伺います。

現在、警察で○警察本部長（佐藤隆司君）

は、最高速度30キロメートルの区域規制の実施

による速度抑制対策に、通行禁止規制の実施に

よる流入抑止対策を組み合わせた、規制エリア

であるゾーン30を整備し、生活道路における安

全対策を講じています。

また、ゾーン30の区域内に、道路管理者がハ

ンプなどの物理的デバイスを整備するといった

連携施策も、今後推進してまいりたいと考えて

おります。

警察としましては、生活道路における諸問題

の把握に努め、地域住民との合意形成を図りな

がら、関係機関・団体と連携して必要な対策を

講じてまいります。

ぜひ地元と十分協議をいただ○岩切達哉議員

きたいと思います。

次いで、水上バイクについてです。

危険運転ということでございますけれども、

県内の海岸、または内水面で水上バイクを使っ

たレジャーがありますけれども、保有実態はい

かがな状況でございましょうか。

警察では、本県○警察本部長（佐藤隆司君）

で登録された水上バイクの在籍船数について把

握しておりませんが、小型船舶の登録に関する

事務を行っている日本小型船舶検査機構作成の

統計によりますと、令和３年３月末現在、本県

では、水上バイクなどの特殊小型船舶が342艇、

登録されていると承知しております。

342艇、この水上バイクについ○岩切達哉議員

て、危険な走行はそれこそ殺人に等しいという

ことで、兵庫県の明石市長が海上保安庁に告発

した、または新しい条例を懲役刑つきで制定し

たい、こういうことが話題になっております。

この水上バイクに係る安全ルールはどのように

なっているのか、お聞かせください。

水上バイクは、○警察本部長（佐藤隆司君）

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等に基づ

き、危険操縦の禁止など遵守事項が定められて

おります。

また、本県におきましては、「宮崎県遊泳者

及びプレジャーボートの事故の防止等に関する

条例」に基づき、人が遊泳し、サーフボードが

回遊する海等の水域において、水上バイク等の

操縦者が、ジグザグ運転や急転回することなど

により、遊泳者等に対し、著しい危険を生じさ

せる行為が禁止されております。

警察におきましては、警察艇「あおしま」に

よるパトロールや、水上バイク等の利用者に対

する安全講話を行っておりますが、引き続き、

関係機関等と連携を図りながら、安全な水上バ

イクの利用について啓発してまいります。

警察本部長には、守備範囲広○岩切達哉議員

く対応いただきましたけれども、全国では高齢

ドライバーの踏み間違い事故などの予測できな

い事故も増えております。

ただ、先ほどの自転車の通行の問題、水上バ

イクの問題などは、危険と言われることとして

予測できる範囲のものだというふうに思います

ので、事前の策を取られるよう求めておきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次に、学校での安全対策として、学校防災マ
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ニュアルについて伺います。

2019年10月に確定した、宮城県石巻市立大川

小学校の津波被災に係る裁判を踏まえまして、

見直しが求められているところでございます。

災害時の保護者への児童生徒の引渡しなど、過

去にない決め事を確認していく作業が求められ

ています。激甚化していく自然災害、また、予

想される南海トラフ大地震に備え、学校防災マ

ニュアルのより高いレベルに向けた改定が求め

られているのではないでしょうか。教育長の所

見を伺います。

各学校における危○教育長（黒木淳一郎君）

機管理マニュアルは、地域や学校の実情、新型

コロナ感染症拡大などの情勢を踏まえ、毎年、

見直し、改善が図られております。地域や関係

機関と連携した避難訓練や、参観日を活用した

保護者への引渡し訓練等も実施されておりま

す。

また、県教育委員会では、本年６月に文部科

学省が新たに作成しました「危機管理マニュア

ル等の評価・見直しガイドライン」のチェック

リストを参考に、さらなる見直しに取り組むよ

う、県立学校や市町村教育委員会に対しまして

指導も行っているところであります。

今後とも、県内全ての学校の担当者を集めて

実施する学校安全指導者研修会等を通して、危

機管理マニュアルが情勢の変化を踏まえたもの

になるよう、指導してまいります。

学校もやることがたくさんあ○岩切達哉議員

ります中で、大川小学校の津波被災についての

判決は、学校という場所には「想定外」という

ことを許さないという立場での裁判結果だった

というふうに理解しています。大変ですけれど

も、ぜひやり遂げていただきたいと思います。

次は、県庁の執務環境について質問をいたし

ます。

今は暖房が入ってますけれども、冷房につい

て、暦によらず、温度湿度の結果によって空調

をしてほしいということでございます。

12月に入りました。記憶も曖昧ですけれど

も、今年10月初め、冷房が切れましたその頃、

例年以上に残暑厳しく、10月６日は30度、10

月12日は31度でした。10月15日を過ぎますと、

急速に秋の気温になったのですけれども、こ

の10月前半は息苦しいほどの暑さの中で、皆さ

んは仕事をしておられました。

もう一つ、夜間は真夏でも空調が消えますけ

れども、部署によっては夜間の仕事がございま

す。夏場は台風災害などに備えて待機する部署

がございます。土木や農政、危機管理などがご

ざいます。

私は、執務環境を整えて、職員が持つパ

フォーマンスを十分に発揮させることが管理者

の務めだというふうに考えます。空調の運用マ

ニュアルを変えるべきだと考えますが、総務部

長の御答弁をお願いいたします。

庁舎の空調につき○

ましては、設備の構造上、専門業者による運転

監視が必要であることから、毎年、業務委託契

約を締結しており、この中で、運転の期間と時

間を定めていることから、冷房期間終了後に気

温が上昇した場合などに空調を行うことは困難

であります。

ただし、契約期間中の夜間や休日に災害警戒

本部が設置される場合や、本年度から実施して

おりますように、時差出勤の積極的な推進に対

応する場合などに、運転延長を行うこととして

おります。

気候変動の状況等は年々変化していることか

ら、空調運転期間の設定につきましては、柔軟
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に見直してまいります。

柔軟に見直したいという御発○岩切達哉議員

言をいただきました。ぜひ、職員の皆さんが精

いっぱい働ける、よい環境というものを整えて

いただきたいと、重ねてお願い申し上げたいと

思います。

最後の質問でございます。職員宿舎について

伺いたいと思います。

現在では、民間賃貸住宅が十分に供給されて

いることもありまして、職員宿舎の空きが目立

ちます。地域において、空き家侵入などの事

件、そういう不安も聞かれ、一方で、県有資産

の有効活用上の問題もあると存じます。

それぞれの任命権者が、職員宿舎の空き室の

問題に苦慮されていると伺いますが、この対策

についてどのような姿勢でいらっしゃるのか、

代表して総務部長に伺いたいと思います。

職員宿舎につきま○

しては、施設の老朽化に加えまして、道路交通

網の整備による通勤圏の拡大や、民間借家の充

実などを背景としまして、入居率が減少傾向に

ありますことから、平成30年度に、宿舎の管理

方針を定めた個別施設計画を策定したところで

あります。

計画では、入居率が低く、今後も入居率の改

善が見込まれない宿舎は、可能な限り早期に廃

止した上で、集約化や民間への売却などの有効

活用を進めることとしており、今後とも適正管

理に努めてまいりたいと考えております。

集約または民間への売却など○岩切達哉議員

の有効活用を進めていくということを伺いまし

た。それぞれ大きな団地ではございますけれど

も、ぜひ、しっかりとした活用をしていただく

ようにお願い申し上げたいと思います。

予定した質問を全て終了いたしました。あり

がとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○中野一則議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○濵砂 守副議長

きます。

次は、有岡浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 郷中の会の○有岡浩一議員

有岡です。通告に従い質問をさせていただきま

す。

まず、９月議会終了後の10月12日から11月に

かけて、３つの気づきがありました。

まず１つ目が、先月まで、宮崎市内の病院で

膝の手術を行い、初めて入院を経験しました。

入院中、車椅子・松葉づえでの移動を経験する

中で、病院内のスタッフの皆さんから声をかけ

ていただくことで、安心感をいただきました。

毎日忙しくお世話をしていただいた医療現場の

皆さんに感謝するとともに、当たり前のように

思っていた、健康であることの大切さを再認識

することができました。

次に、入院中に読んだ月刊誌11月号の中で、

「財務事務次官、モノ申す「このままでは国家

財政は破綻する」」とあり、「コロナ対策は大

事だが人気取りのバラマキが続けばこの国は沈

む」という見出しの10ページに及ぶ事務次官の

意見がありました。この内容は、対岸の火事で

はなく、本県の財政の現状と課題が直結する内

容と感じました。さらに、事務次官は、知識と

経験に基づき、国家国民のため、社会正義のた

めにどうすべきか、政治家が最善の判断を下せ

るよう、自らの意見を述べてサポートしなけれ
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ばなりませんと述べています。

３つ目は、私自身の議員としてのテーマであ

る「次の世代につなぐ」という中で、斎藤幸平

氏の「人新世の「資本論」」という本に出会い

ました。「現在の気候変動を放置すれば、人類

が築いてきた文明が存続の危機に直面している

のは間違いない」とあり、解決策のヒントが書

かれていました。

それでは、以上の３つの気づきをベースに、

質問をさせていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねいたし

ます。

10月８日に、第100代内閣総理大臣・岸田首相

が誕生しました。所信表明演説の中で、経済政

策として「新しい資本主義の実現」を掲げ、

「成長と分配の好循環」を目指すとあります。

そこで、本県において「新しい資本主義」

を、コロナ禍からの回復を含め、今後の県づく

りにどのように生かしていくのかをお伺いいた

します。

次に、「新しい資本主義」においても、地方

活性化は大きなテーマです。知事はどのように

地方活性化への取組を行われるのか、質問して

まいります。

全国19都道府県の緊急事態宣言と、本県を含

む８県のまん延防止等重点措置が解除されたの

は、９月30日のことでした。

現在、新型コロナの感染状況は、本県におい

ては落ち着きを見せており、年末を迎え、歓楽

街の人出も戻り始めておりますが、長きに及ん

だ緊急事態措置の影響は、地域経済に甚大な影

響を及ぼしています。

河野知事は、こうした状況を踏まえ、地方税

財政常任委員長として、地方のコロナ対策の財

源確保のため、国等に何度も足を運び、地方の

実情と、地域経済を立て直すための緊急性や重

要性を強く訴えてこられたと伺っています。

このような中、国も、去る11月19日に経済対

策と、26日には補正予算案を相次いで決定し、

感染症対策やポストコロナを見据えた地方創生

等に係る様々な事業が具体化されようとしてい

ます。

経済対策関係経費で31兆6,000億円、国債償還

のための経費や地方交付税等を含めると、一般

会計で36兆円の補正予算です。

今回の国の補正予算等を有効に活用し、次の

世代に役立つ地方活性化を推進することが重要

と考えます。全国知事会地方税財政常任委員会

の委員長としてどのように取り組んでいかれる

のか、お伺いいたします。

以上、壇上からの質問は終わり、以下の質問

は、質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、「新しい資本主義」についてでありま

す。

新型コロナの感染拡大に伴い、飲食をはじ

め、観光・交通など幅広い分野における需要の

落ち込みや、インバウンドの消失、サプライ

チェーンの寸断など、日本経済全体が大きな影

響を受けるとともに、デジタル対応の遅れや非

正規雇用の問題など、様々な課題が顕在化いた

しました。

こうした中、岸田内閣は、「新しい資本主

義」を旗印に、コロナ禍で大きく傷んだ国民生

活を一刻も早く立て直し、成長と分配の好循環

により、持続可能な経済の実現を目指すことと

しております。

県におきましても、コロナ禍からの早期回復

に努めるとともに、この「新しい資本主義」が
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掲げる経済の持続可能性や人づくりといった視

点を重視し、地産地消による地域経済循環をは

じめ、ゼロカーボン社会づくりやデジタル人材

の育成などの取組を進め、将来にわたって活力

ある県づくりを進めてまいります。

次に、地方活性化についてであります。

御指摘のとおり、国の補正予算案を最大限有

効活用し、次の世代のためになるような地方活

性化を推進していく、その視点が極めて重要だ

と考えております。

とりわけ、新型コロナの感染状況や経済への

影響が地域ごとに異なることから、地域の実情

に応じて活用ができる新型コロナ対応臨時交付

金は、大変重要な役割を果たしております。地

方税財政常任委員長として、これまで何度も全

国における財政需要を調査し、そのたびに、国

にその状況を伝えて、要望活動を重ねてまいっ

たところであります。

この結果、今回の補正予算案におきまして、

喫緊の感染対策や商品券の発行といった社会経

済活動の支援、次世代につながるグリーン、デ

ジタル、イノベーションなどに活用できるよう

財政措置がなされたところであります。

また、臨時交付金以外の予算につきまして

も、交付税の増額でありますとか、それ以外の

様々な財政措置がなされたところでありまし

て、こういった内容、そして、その取扱いの留

意点につきまして、知事会として、情報共有す

るための文書を全国に向けて発出する予定であ

ります。地方が工夫を凝らして有意義に活用で

きるよう、この委員会の立場で支援を行ってま

いりたいと考えております。

今後とも、真の地方活性化につながるよう、

各都道府県と連携をして取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。

新型コロナ感染防止対策の観点から、昨日、

宮崎県地域医療・福祉推進協議会より、適切な

財源確保の決議文が届きました。

県内43の団体から成る協議会では、11月26

日、新型コロナウイルス感染症禍において、今

後も徹底的な感染防止対策が必要である、有事

の医療提供体制と平時の医療提供体制は維持し

なくてはならないとあり、協議会の総意とし

て、適切な財源の確保を要望されています。

県民の安全・安心、医療現場の声として理解

し、賛同するものです。ぜひとも、本県の医療

提供体制維持を願います。

次に、ＤＸ人材であります。

新しい資本主義の中でＤＸ、デジタルトラン

スフォーメーションを推進するために、情報政

策課の役割が大きくなります。

デジタルトランスフォーメーションとは、進

化したデジタル技術を浸透させることで、人々

の生活をよりよいものへと変革することです。

そこで、進化し続けるデジタル技術を生かす

ためには、人材が必要です。どのように県の人

材を育成・確保していくのか、総合政策部長に

お伺いいたします。

ＤＸ人材の育○総合政策部長（松浦直康君）

成・確保は、社会全体で、そしてまた、県庁に

おきましても大変重要な課題であると認識して

おりますことから、今年度立ち上げました宮崎

県デジタル化推進本部におきまして、重点課題

として位置づけ、全庁的な体制で取り組むこと

としております。

そのため、民間での専門的な知識や経験を有

する外部人材をデジタル化戦略アドバイザーと

して任用し、幅広い視点から職員に対する助言
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・提案をいただくとともに、ＩＣＴに適性があ

る職員を情報政策課やシステム所管課に配置

し、業務を通じた人材育成を図っているところ

であります。

また、政策立案や業務改革にＩＣＴを積極的

に活用する意識の啓発や、知識、手法を身につ

けるための研修を実施するなど、職員一人一人

の底上げにも努めてまいります。

ありがとうございます。○有岡浩一議員

次に、県土整備部長に入札制度についてお伺

いします。

本年度の新規事業として、入札システムデジ

タル化推進事業があります。入札手続のシステ

ム化により、業務の効率化と正確性向上を図る

とあります。

入札システムデジタル化推進事業の取組状況

について、県土整備部長にお伺いいたします。

入札システム○県土整備部長（西田員敏君）

デジタル化推進事業は、公共工事における総合

評価落札方式の入札手続において、これまで、

施工実績の確認など、一部紙文書により行って

いたものをオンライン化することで、申請書類

の作成や審査に要する時間が大幅に削減できる

など、受発注者双方の事務負担軽減に大きな効

果が期待できる事業と考えております。

現在は、県内の企業と契約し、電子申請する

システムの構築に向けた作業を進めている段階

でありまして、来年４月からの稼働を予定して

おります。

県では、今年度を「みやざきデジタル化元

年」と位置づけ、全庁的に、暮らしや産業分野

などのデジタル化の取組を進めていくこととし

ており、建設分野においても、今回のシステム

導入をはじめ、ＩＣＴを活用した事務の効率化

や生産性向上に積極的に取り組んでまいりま

す。

ただいま答弁いただきました○有岡浩一議員

受注・発注者双方の事務負担軽減など、これか

ら必ず必要なシステムです。県内全域に広げて

いただきたいと思います。

次に、農政水産部長に第八次宮崎県農業・農

村振興長期計画についてお伺いいたします。

「持続可能な魅力あるみやざき農業」の実現

を目指して令和３年３月に策定されました。そ

の中から３件、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

まず、農の魅力を届けるみやざきアグリフー

ドチェーンとは、どのような仕組みで、どのよ

うな取組を進めていくのかお伺いいたします。

みやざきアグ○農政水産部長（牛谷良夫君）

リフードチェーンは、生産者が大切に育てた農

畜産物を着実に消費地に届け、販売することに

加え、その価値や生産者の思いも一緒に消費者

へ届ける仕組みであり、本年度からスタートし

た長期計画の核となる取組として位置づけてお

ります。

具体的には、生産分野でのスマート農業技術

を活用した生産性の向上や産地加工機能の強

化、流通分野での集出荷場の集約や電子タグを

活用した物流の効率化、販売分野での契約取引

やＳＮＳ等を活用したデジタルマーケティング

などに取り組むこととしております。

県といたしましては、生産から流通・販売の

各分野における課題や取組の方向性を関係者で

共有するとともに、ＩＣＴやＡＩなどのデジタ

ル技術も活用しながら、本県農業の魅力を消費

者までしっかりと届けてまいります。

生産・流通・販売の関係者が○有岡浩一議員

課題を共有することは大切ですが、生産者の一

人として、地元の方たちにも食べていただき、
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地産地消として、地元の消費者の声を大切に

し、全国、海外へと広げることも意識していた

だけたらと思っております。

次に、みやざきアグリフードチェーンの実現

の中に「産地加工機能の強化」がありますが、

どのような取組を行うのか、再度お伺いいたし

ます。

食の簡便化や○農政水産部長（牛谷良夫君）

内食・中食需要の高まりなどのマーケットニー

ズに対応した、産地における高付加価値化は、

本県の農業振興を図る上で大変重要でありま

す。県内でも、ホウレンソウや里芋などの品目

で加工施設を核とした産地が形成されており、

より一層の産地拡大を図るためには、産地と加

工事業者等が連携し、生産から販売までを一体

的に取り組む「耕種版インテグレーション」を

加速化させる必要があります。

このため、県としましては、農地集約や機械

化一貫体系の導入による生産の効率化、加工施

設の機能強化を支援しますとともに、加工に意

欲のある農業法人に加えて、市場や地域商社等

の新たな加工事業者の育成に取り組むなど、多

様なニーズに的確に対応できる産地づくりを進

めてまいります。

今後の目標として、令和７年○有岡浩一議員

に４か所の加工場整備を掲げています。新型コ

ロナウイルスの影響から、ミールキット こ―

れは料理に必要な食材とレシピが入った商品で

ありますが のような加工商品のニーズが高―

まっていると伺っております。消費者志向の多

様化に対応することが求められる中、産地加工

場整備の成果を期待するものです。

次に、人材育成の視点から、多様な雇用人材

の確保について、どのような取組を進めていく

のかを再度お伺いいたします。

本県農業の生○農政水産部長（牛谷良夫君）

産力を維持していくためには、担い手に加え、

障がい者や企業等の退職者など、多様な雇用人

材を確保していくことが重要であります。

このため、第八次長期計画において、これら

の様々な人材が農業現場で活躍できる労働力融

通の仕組みづくりとして、農福連携や短期就労

の取組など、現場の特性に合わせた最適な人材

マッチングを行えるよう、「人材ベストミック

ス」の取組を推進しているところであります。

さらに、女性や若者などから、農業が働きや

すく魅力ある職業として選ばれるために、ライ

フスタイルに合った勤務体系の導入促進や、休

憩所・トイレなど受入れ環境の整備を支援して

おります。

今後とも、関係機関・団体と連携して、多様

な雇用人材の確保に取り組み、「持続可能な魅

力あるみやざき農業」の実現を進めてまいりま

す。

農福連携も徐々に広がりつつ○有岡浩一議員

ありますし、大変期待している取組でありま

す。

また、短期就労人材の活用に取り組む産地数

は、資料の中では令和元年が２産地ですが、令

和７年は13産地を目標とされています。ダブル

ワーク等の短期就労者と農業者のマッチングと

いう取組は、これからの働き方のニーズに合っ

たものとなります。多くの方々の関わりを強く

望みます。

では次に、福祉保健部長に福祉の充実につい

てお伺いいたします。

今回の質問に当たり、本県のひきこもり8050

問題の現状について、県民の理解促進を図るた

めに作成された動画を拝見しました。ま

ず、8050問題について広く知ってもらうことが
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大切だとありました。

そこで、本県のひきこもり8050問題の現状と

課題について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

平成30年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

に県が実施した調査では、ひきこもりの方の年

代は40歳代、50歳代の順に多く、これらの年代

の方々が半数近くを占めております。

一方、県のひきこもり地域支援センターで

は、支援対象者のほとんどは40歳代以下となっ

ております。センターへの相談の多くは御両親

からでありますが、50歳以上のひきこもりの

方々の多くは、御両親の高年齢化などにより、

相談窓口につながっていないものと考えられま

す。

このような状態から生じるひきこもり8050問

題は、本人がその状態から抜け出しにくくなる

ほか、御家族も高齢となり収入が減少するこ

と、また、病気や介護などにより、家族を含

め、地域からの孤立につながることなどの課題

があると認識しております。

ただいま、8050問題の課題と○有岡浩一議員

して、地域からの孤立というお話がありまし

た。

私自身、入院中に声をかけていただいたこと

で安心感をいただいたように、周辺の方々から

の挨拶や声かけなどができないだろうかと考え

ますが、現在のひきこもり8050問題への取組に

ついて、具体的に再度お伺いいたします。

高年齢のひ○福祉保健部長（重黒木 清君）

きこもりの方への支援に当たっては、本人だけ

ではなく、それを支える御家族をしっかりと受

け止める地域社会づくりが特に重要であると考

えております。

このため、県では今年度、地域の実情に通じ

た民生委員・児童委員や、地域での見守り活動

に関心のある方々を対象とした研修を開催いた

しまして、ひきこもりサポーターを養成するこ

ととしております。

さらに、県民や企業、団体などを対象とした

セミナーを開催し、ひきこもりの経験者や御家

族の方々に体験談をお話しいただくほか、就職

困難な方々を積極的に雇用している企業の方

に、参考事例などを紹介していただこうと考え

ております。

このような取組により、ひきこもり8050問題

への幅広い理解促進を図りながら、今後とも、

本人や御家族に寄り添った支援を進めてまいり

ます。

ぜひ、ひきこもりサポーター○有岡浩一議員

の皆さんの活動がより多く広がることを、強く

希望したいと思っております。

次に、一昨日、満行議員からも質問いただき

ました医療的ケア児支援法施行に伴い、本県の

状況や課題をどのように捉えているのか、再度

福祉保健部長にお伺いいたします。

令和元年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

に県が実施した調査では、医療的ケアが必要な

乳幼児や児童生徒など少なくとも106名が、県内

各地で、気管切開や経管栄養といった呼吸・栄

養等のケアを受けながら、在宅で生活しており

ます。

子供たちや御家族の在宅や社会生活を適切に

支援するには、その成長も見据えた障害福祉事

業所の充実が重要でありますが、受け入れる事

業所の数は限られ、地域偏在があるといった課

題があります。

このような中、本年度、県北地域で初の医療

型短期入所事業所が開設されるなどの動きも見

られるところでございますが、引き続き、関係
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機関との連携強化や障害福祉事業所の整備の支

援などに、しっかりと取り組む必要があると考

えております。

先月、親の会の皆さんから要○有岡浩一議員

望書を頂き、拝見しました。

私も、「ことばを育てる親の会」の保護者の

一人として活動をしておりましたので、その要

望の気持ちは十分分かります。私の場合です

が、先輩方の努力によって、子供が医療的支援

を受けることができました。関係者の努力は必

ず実を結ぶと信じ、今後とも取り組んでまいり

たいと思います。

そこで、医療的ケア児が18歳に達した後の日

中活動の場の一つである生活介護事業所につい

て、整備状況をお伺いいたします。

医療的ケア○福祉保健部長（重黒木 清君）

が必要な障がい者の生活支援には、障害福祉事

業所が重要であり、その中でも特に、日中、入

浴や食事の介護などを提供する生活介護事業所

の役割が重要となっております。

令和２年度末現在、県内に118か所あり、この

うち、看護師等を配置し、医療的ケアに対応で

きる事業所は、把握している範囲で18か所であ

ります。

受入れに当たりましては、看護師などの人材

の確保のほか、医療機関との連携や喀たんの吸

引器、非常用電源設備などの環境整備が重要と

なります。

これまで、事業所の拡大に向けて、看護師等

の研修や医療・福祉等関係機関との協議の場の

設置、設備整備の助成に取り組んできたところ

であり、引き続き、支援の実施主体である市町

村と連携を密にしながら、必要な対策を進めて

まいります。

今回のこの質問をどうしても○有岡浩一議員

やりたいという思いになったのが、実は新聞記

事でありました。新聞の相談記事がありまし

て、「娘に障害 私の死後が心配」という母親

の相談が載っておりました。親として当然であ

りますが、障がいを持った娘さんを思う母親の

記事でありました。アドバンス・ケア・プラン

ニング（ＡＣＰ）という言葉があります。家族

や医療関係者と話し合って進めることができる

治療でありますが、こういったものを、親がい

る間はできますが、親がいなくなった後、どう

いう態勢ができるのかということを大変心配し

た記事でありました。成年後見制度などもあり

ますが、これでも対応できない部分があった

り、見直しが必要だということも課題として

載っておりました。今後、こういった制度の見

直しについても注視してまいりたいと思ってお

ります。

次は、資源循環型林業について環境森林部長

にお伺いいたします。

まず、林地残材の利用状況と有効活用につい

て、県の取組をお伺いいたします。

県内の林地残○環境森林部長（河野譲二君）

材の利用は、木質バイオマス発電施設が本格稼

働を始めた平成27年以降大幅に増加し、令和２

年は、平成26年の約９倍に当たる59万9,000トン

が木質バイオマスとして利用されております。

県では、再造林の促進と林地残材の有効活用

を図るため、伐採現場から、発電施設やチップ

工場など利用施設までの輸送距離に応じた運搬

経費を支援し、資源循環型林業の推進に取り組

んでおります。

また、木質バイオマスの利用促進に向けて、

国の補助事業を活用し、木材チップ製造施設等

の整備にも支援しているところであります。

林地残材の有効活用は、山元への利益還元や
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流れ木等の災害防止にもつながることから、引

き続き、しっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。

ただいま、本県の林地残材の○有岡浩一議員

取組について答弁がありましたが、今年の９

月16日、宮崎市内海の浸水被害の際にも、「林

地残材流失被害拡大か」とありました。

そこで、県として、林地残材の流出防止対策

についてどのように取り組んでいるのか、再度

お伺いいたします。

林地残材の適○環境森林部長（河野譲二君）

切な処理は、豪雨等による災害を防止する上で

大変重要であります。

このため県では、林地残材の分散配置やくい

の設置など、災害の未然防止に必要な留意事項

をまとめたガイドラインを作成しており、市町

村における伐採届の受付時や伐採パトロールに

おいて、伐採事業者に対し指導を行っておりま

す。

また、市町村と連携して、豪雨等により人家

や道路等へ影響を及ぼすおそれのある伐採地の

調査を行い、必要に応じ、土のうの設置等につ

いて伐採事業者を指導しており、これらに加

え、研修会の実施や注意喚起文書の発出など、

伐採事業者への普及啓発を強化することとして

おります。

県としましては、今後とも、市町村や関係団

体と連携し、林地残材の流出防止対策に、しっ

かりと取り組んでまいります。

宮崎市内海の浸水被害では、○有岡浩一議員

通常の流出を防ぐ対策はされていた、しかし、

想定以上の大雨により木材が流出してしまった

とあります。大雨で流れる可能性のある場所に

林地残材を残さないことが重要と指摘されまし

た。

関係者の理解と災害防止の視点から、流出防

止対策に努力していただくよう、強く要望して

おきます。

次に、６番目でありますが、森林窃盗につい

て警察本部長にお伺いいたします。

一昨日、前屋敷議員からも質問がありました

が、私の視点から質問させていただきます。

豊かな森が豊かな海をつくると言われ、漁師

が山に木を植える活動が広がっています。

そのような中、森林窃盗について質問をしな

ければならないことは、県民の一人として寂し

く思います。しかし、次の世代に宮崎の文化や

すばらしい環境をつなぐためにも、あえて質問

させていただきます。

まず、森林窃盗の現状と取組について警察本

部長にお伺いいたします。

森林窃盗に関す○警察本部長（佐藤隆司君）

る相談件数については、令和２年は55件、本年

は10月末現在で17件、前年同期と比べ35件の減

少となっております。

検挙件数については、令和２年は５件、本年

は10月末現在で７件、前年同期と比べて３件の

増加となっております。

警察といたしましては、相談受理時の適切な

対応はもとより、県や市長会、町村会、森林組

合連合会などと協定を結び、相互の情報共有や

連携した合同パトロールを実施し、森林窃盗の

未然防止対策の推進に努めているところであり

ます。

なお、令和２年度は、14市町村で34回、46か

所の合同パトロールを実施しております。

今後とも、関係機関等と連携を図りながら、

適切に取り組んでまいります。

森林の誤伐や盗伐対策とし○有岡浩一議員

て、関係機関と連携され、協定の締結や合同パ

- 164 -



令和３年12月２日(木)

トロールを実施していただいているということ

がよく分かります。

さて、今後危惧されることは、次の世代の若

者が、自宅の資産の中に山林があっても、場所

も境界も知らないなど疎遠になってくる中で、

所有者不明の土地が増えることにより、林業従

事者の方々の伐採届等の事務負担が増大するこ

とが課題となると思われます。

そこで、調べてみました。林野庁の森林整備

部森林利用課では、共有者不明森林・所有者不

明森林への対応として、これは令和２年８月の

資料ですが、地籍調査での登記簿上の所有者不

明土地の割合は、宅地が19.3％、農用地19％、

林地28.2％とあり、人工林の約３分の２が経営

管理が不十分となっているおそれがあるとし、

「新たな制度も活用し整備」とあります。

市町村の負担や県の役割等、課題があります

が、次の世代につなぐためにも、この所有者不

明森林に対する取組が必要であります。このこ

とを申し添えて、次の質問に入りたいと思いま

す。

これは環境森林部長になりますが、林業関係

３団体が「合法伐採推進協議会」を設立され、

認定事業者に合法木材流通の指導を徹底してい

ると伺いました。

そこで、合法木材の流通促進に、県はどのよ

うに取り組んでいるのか、環境森林部長にお伺

いいたします。

合法木材の流○環境森林部長（河野譲二君）

通促進につきましては、警察や市町村等との伐

採パトロールの実施に加え、森林管理署や県ト

ラック協会等の協力を得て、伐採現場の情報を

市町村に連絡する体制を整備するとともに、林

業団体と連携し、各団体が認定している伐採事

業者への立入調査を実施するなど、合法木材流

通の指導を強化しているところであります。

また、流通する木材の合法性を担保するた

め、森林ＧＩＳを活用し、伐採現場の位置情報

をはじめ、樹種や出材量、原木市場までの運搬

等を「見える化」し、原木のトレーサビリ

ティーを確保する仕組みづくりの実証も進めて

いるところであります。

今後とも、市町村や関係団体、警察等との連

携を一層強化し、合法木材の流通促進に努めて

まいります。

関係団体または認定事業者も○有岡浩一議員

含めまして、いろんな皆さん方の御努力で宮崎

の林業がますます発展することを、強く願って

おります。

それでは、次の質問に入りたいと思います。

中山間地域の振興について総合政策部長にお

伺いいたします。

宮崎県中山間地域振興計画が、令和元年度か

ら令和４年度で進められています。

平成30年のアンケートでは、日常生活におい

て買物や交通手段が深刻化しているとありまし

た。

そこで、中山間地域における、日常生活に必

要なサービスや機能を維持するための取組につ

いてお伺いいたします。

中山間地域に○総合政策部長（松浦直康君）

おきましては、人口減少や高齢化がより早く進

んでおり、将来にわたって安心して暮らすこと

のできる環境づくりが、喫緊の課題となってお

ります。

このため県では、中山間地域振興計画に位置

づけております、「宮崎ひなた生活圏づくり」

として、地域住民の互助輸送等によりまして、

中心集落における買物や医療等のサービスを周

辺集落も利用するためのネットワーク化や、地

- 165 -



域内での見守りなどの体制づくりを進めている

ところであります。

その際、地域住民に主体的に参加していただ

くことが大変重要でありますので、住み続ける

上での困り事や、今から取り組んでおくべきこ

となどについて、住民参加によるワークショッ

プを開催しているところであります。そして、

合意された取組に対しましては補助等も行って

おりまして、地域の交流拠点の整備などにつな

がっております。

それでは再度、総合政策部長○有岡浩一議員

にお伺いいたします。

ただいま答弁いただきましたが、宮崎ひなた

生活圏づくりにおいて、タクシーやコミュニ

ティーバス等の利用が難しい地域があります。

そこで、中山間地域の移動手段を確保するた

めの対策について再度お伺いいたします。

現在県内に○総合政策部長（松浦直康君）

は、高齢者をはじめとする移動困難者の通院や

買物に対し、住民ボランティアによる互助輸送

が行われている地域があります。

しかしながら、住民の善意に基づいた互助輸

送の場合、対価の支払いが禁じられていること

や運転手の確保などの点で、将来も持続できる

のかどうかという懸念がございます。

このため県では、営利目的でない範囲で運送

の対価を求めることが可能な、道路運送法上の

自家用有償旅客運送の導入に向け、住民を交え

た調査を、２つの地域で実施しているところで

あります。

中山間地域におきましては、移動手段の確保

が安全安心な暮らしを守る上で欠かせないもの

と考えておりますので、今後とも、しっかりと

取り組んでまいります。

今、答弁いただきましたが、○有岡浩一議員

県内で２か所の地域で実施していらっしゃるよ

うですが、やはりこういった情報を県内各地に

提供していただきながら、その地域ができる取

組を一つ一つ後押しいただきながら、住みやす

い地域づくりに地域みんなで取り組むという、

そういった中山間地域の姿を期待して、次の質

問に入りたいと思います。

次は教育委員会になりますが、教育相談につ

いて教育長にお伺いいたします。

教育委員会が行っている「ふれあいコール」

と「ネットいじめ目安箱サイト」は、どのよう

な取組をしているのかお伺いいたします。

「ふれあいコー○教育長（黒木淳一郎君）

ル」につきましては、児童生徒と保護者を対象

に、学校教育や家庭教育の悩みなどの相談に対

しまして、専門員６名による電話相談を行って

おります。昨年度の実績につきましては、390件

となっております。

「ネットいじめ目安箱サイト」につきまして

は、県教育研修センターのホームページ上に開

設しておりまして、ネット上のいじめの被害な

どの悩みに対して、スマートフォンなどから相

談したり、解決の手だてを学んだりできるよう

になっております。昨年度の実績につきまして

は、アクセス件数が1,419件となっております。

いずれの取組におきましても、寄せられまし

た相談で学校等との連携が必要なケースは、情

報を共有し、その解決に向け、取り組む体制を

整えているところであります。

今回の質問をする中で、いろ○有岡浩一議員

いろ教えていただきました。夏季休業前に県内

全児童生徒に対し、電話番号・ＱＲコード付

カードを配付し周知を図っていることは、確認

させていただきました。

ただ、自分で抱え込んでしまい、相談までた

令和３年12月２日(木)

- 166 -



令和３年12月２日(木)

どり着かない子供たちもいます。

そこで、子供たちに相談できる力を身につけ

させるためにどのような取組をされているの

か、再度教育長にお伺いいたします。

各学校では、相談○教育長（黒木淳一郎君）

体制の充実や人間関係づくり等に積極的に取り

組み、子供たちの相談しやすい環境づくりに努

めてまいりました。

しかしながら、議員がおっしゃるとおり、悩

みを一人で抱え込み、誰にも相談できない子供

たちに対して、どのようにサポートをしていく

かも、課題として挙げられているところであり

ます。

そのため、県教育委員会では、昨年度から、

小・中・高、それぞれ１校を推進校として指定

し、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進し

ております。

その中で、つらいときや苦しいときには、信

頼できる大人に助けを求める方法を学ぶなど、

具体的な行動スキルを身につけさせる学習に取

り組んでおります。

今後は、この推進校の取組をハンドブックに

まとめ、県内全ての公立学校に広げていくこと

で、取組の強化を図ってまいります。

答弁ありがとうございまし○有岡浩一議員

た。

信頼できる大人の一人にならなきゃいけない

なという思いもありますけれども、この相談す

る力というのは、大人になってからも必要であ

ると思いますし、お互いに話し合って助け合う

精神は、いつの時代でも必要です。今後とも、

地域ぐるみで子供たちを見守っていきたいと

思っております。

今回、19問の質問をさせていただきました

が、まだ時間がたくさんあるようですので、幾

つか新聞記事等の中から紹介させていただきま

す。

宮崎日機装メディカル新工場建設の記事が、

宮崎日日新聞の11月12日付で掲載されました。

これには、人工透析時につなぐ血液回路を生産

とあり、ベトナム、タイの工場で生産してきた

ものがありましたが、新型コロナウイルス感染

拡大により供給網の混乱を受け、「命を支える

基礎的、必須の製品を国内で生産することは企

業の社会的責務」と甲斐社長が判断し、このよ

うな工場建設が計画されました。

宮崎出身の甲斐社長でありますが、真剣に命

と向き合う覚悟を感じました。このように企業

側の社会的責務ということで取り組んでいただ

けることは大変ありがたいですし、命を守ると

いうことの大切さをいま一度考えさせられた記

事でありました。地域の雇用の場にもつながっ

てまいりますので、今後とも、御支援をお願い

したいと思います。

最後に、次の世代にどのような宮崎をつなぐ

ことができるのか考えたとき、今回、気候非常

事態宣言を調べてみました。

気候非常事態宣言決議案が、令和２年11月19

日、衆議院で可決。国内の自治体では、長崎県

壱岐市が2019年９月25日、諸塚村が2020年３

月13日、５都県84の市町村が気候非常事態宣言

を行っております。気候変動の影響による被害

から、生命、財産、生活を守るための取組を強

化するということが書かれております。

私どもの、ここ宮崎県においても、住みやす

い宮崎県へ、知事を先頭にオール宮崎で環境を

守る取組が求められるときが来ていると思いま

すし、それに取り組むべきだと考えておりま

す。

このことを申し上げまして、私の一般質問を

- 167 -



終わります。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○濵砂 守副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時43分散会
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○濵砂 守副議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、安

田厚生議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○安田厚生議員

ざいます。宮崎のスーパーひなた、自由民主党

の安田厚生です。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。何か議場の周辺で懐かしい匂いが

して、ちょっと緊張がほぐれているところであ

ります。

また、本日誕生日を迎えられました田口先

生、おめでとうございます。

通告に従いまして、質問させていただきま

す。

「国文祭・芸文祭みやざき2020」は、「山の

幸 海の幸 いざ神話の源流へ」をキャッチフ

レーズに、本県で初めて開催されました。

全26市町村で、それぞれの地域の特色を生か

したプログラムは、文化・芸術の価値を見詰め

直す期間になりました。文化・芸術は、安らぎ

と明日への希望を与えてくれました。また、地

域の文化を継承する大切さも教えていただいた

と感じております。

門川町では、ドライフーズサミットとして、

同時に民謡うたまつり、島根県の石見神楽、門

川神楽、障がい者アート展などが開催される予

定でありましたが、新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴い、中止となりました。今はドライ

フーズサミットで使用する予定でしたパネルを

観光協会が展示しています。門川町の水産業と

干し物文化の歴史、干し物のメカニズムなどが

よく分かるパネルを門川駅構内にて展示してい

ますので、のぞいていただきたいと思います。

門川はお魚の町で有名であります。昭和30年

頃は、恵まれた海洋環境を生かした沿岸漁業が

盛んであったことから、特にイワシ、アジ、サ

バなどの巾着網漁をはじめとし、県内でも有数

の漁獲量を誇っておりました。イワシやアジな

どが大量に水揚げされると、煮干しや干し物が

浜を埋め尽くすぐらい広げられました。干す場

所がなくて、五十鈴川の河口右岸に広がる向ヶ

浜に干すこともあったようです。

現在は、加工場内で乾燥させるため、野外に

干すことはほとんどなくなりました。シラスは

イワシの稚魚のことで、多くは煮干しや半生の

状態で販売されます。シラスは門川漁協の重要

な産物となっています。門川で本格的にシラス

漁が始まったのは、昭和40年代のようです。

このたび、みずなが水産は、門川町にシラス

工場を新設し、生産性の向上を図り、販売活動

を強化するようです。

先月、永山副知事と一緒に、工場を視察、見

学させていただきました。大変大きな工場で、

びっくりしたところであります。来年にも操業

が開始されますので、また視察させていただき

たいと思います。

私が小学校の頃は、浜いっぱいに広がったシ

ラスを、誰も見ていないのを確認しながら味見

をさせていただきました。大変怖いお兄さんに

見つかり、大目玉をくらった同級生も、中には

いたようでありました。

また、毎朝水揚げされる新鮮な魚を競り落と

し、氷詰めのトロ箱などに入れて、リヤカーで

売り歩く行商の女性らが活躍した時代でもあり

ました。特に門川では、大きなブリキの中に魚

や干し物を詰め、電車に乗り、県北や、遠くは
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宮崎市辺りまで商いに行く威勢のいいお姉さま

方が、カンカン部隊と言われていました。商品

を詰めたときの重さは40キロぐらいあり、また

両手に発泡スチロールで、中に魚を詰めて電車

に乗るわけですが、駅々にリヤカーがあって、

それでお客様のところへ商いに行く。そのよう

なカンカン部隊でありました。電車に乗る際

は、魚でいっぱいになった発泡スチロールを

「これ運んで」「これも持って行って」と、よ

く手伝わされたことがあります。門川の女性は

とても強いなと思ったところであります。

このカンカン部隊も時代の流れで、平成の初

めの頃にはほとんど姿を消しました。魚の町、

門川というのは、水揚げ量が多かっただけでな

く、県内各地で行商を行うカンカン部隊の販売

活動と、優れた加工技術があったものだと認識

しております。

そこで、漁業の振興についてお伺いいたしま

す。

県では、漁業者が夢と希望を持って漁業に従

事できるよう、「ひなた魚ベーションで新たな

波に乗り成長する水産業」を目標に、持続的に

成長する水産業と多様性にあふれた魅力ある漁

村を目指すこととしております。

今、担い手不足や就業者雇用ができずに廃業

する漁業者もいるようです。魚価の低迷、就業

者の減少や高齢化など、本県漁業の現状を踏ま

え、今後どのような水産業を目指すのか、知事

にお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とし、残りは質問者席

より質問いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

本県の海面漁業、養殖業の生産額は全国第14

位で、特に基幹漁業でありますカツオ・マグロ

漁業や、まき網漁業は、全国トップクラスの生

産を誇っております。

近年の水産業は、担い手の減少に伴う漁村地

域の活力低下や資源管理など、様々な課題を抱

えておりますが、世界的な水産物需要の増大

や、コロナ禍での商品流通形態の変化など、新

たなビジネスチャンスも生まれております。

このような状況を踏まえ、第六次水産業・漁

村振興長期計画におきましては、漁業生産力向

上のための構造改革や、輸出バリューチェーン

と呼ばれるような、付加価値を高めながら製品

を消費者に届ける仕組みの構築、また外国人材

を含めた多様な担い手の確保・育成などを推進

することで、漁業者が潤い、漁村に活力が生ま

れ、水産業に憧れる若い人材が漁村に集まると

いった成長のサイクルが形成されることを目指

しているところであります。

水産業は、地域の社会経済を牽引する重要な

役割を担っておりますので、今後とも関係機関

と連携し、成長産業としての歩みをしっかりと

進めてまいります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○安田厚生議員

今後も漁業就業者の減少が避けられない状況

であります。水産業の成長産業化を進めるため

には、最先端技術を活用したスマート水産業の

推進が重要であると思います。

また今、水産業の間では、水揚げされた魚を

神経締めして付加価値をつけるような漁業者も

増えているところであります。水産業の在り方

も年々、徐々に変わりつつあるのかなと思って

いるところであります。活力が生まれ、魅力あ

る漁村になれるよう期待をしているところであ

ります。

次に、燃油価格の高騰について質問をいたし

ます。
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南アフリカで確認された新型コロナウイル

ス、新たな変異株「オミクロン株」の出現は、

高騰を続けてきた燃油価格を一気に押し下げる

見込みであります。最近、燃油価格高騰の高止

まりで、世界中の物価が上昇し、私たちの暮ら

しや企業に影響が広がっています。

漁業関係者は漁船の燃料価格の上昇に直面し

ているだけでなく、これまでの新型コロナの影

響で外食需要が落ち込み、魚の値段も下がって

いるところであります。地元の漁業者たちの大

きな負担になっているということでありまし

た。

昨年は、養殖業者等に、出荷ができないタ

イ、カンパチ、ブリなどを学校給食に提供する

など支援をしていただき、大変感謝していると

ころであります。

現在の漁業における燃油費高騰で、事業継続

が困難になるような事態が生じないよう支援し

ていく必要があると思いますが、今回の燃油高

騰による本県漁業への影響とその対策につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

漁船で使用さ○農政水産部長（牛谷良夫君）

れるＡ重油は、１年前と比較して１リットル当

たり30円以上値上がりしており、燃油代は約５

割の増加となっております。

多くの漁業者は、燃油高騰時に漁業者と国が

積み立てた資金から補塡金が交付される「漁業

経営セーフティネット構築事業」に加入してお

りますが、今般の燃油代の大幅な増加分を補塡

金で十分に補うことができないため、漁業経営

は非常に厳しい状況となっております。

このため、県としましては、漁業者が安定し

た経営を維持することができるよう、関係団体

と連携し、効果的な影響緩和措置を国に働きか

けているところであります。

地元でも、１リッター当たり○安田厚生議員

税込みの110円ということで、30円以上値上がり

しているところであります。大変大きな問題で

あります。

2008年の燃油高騰の際に、門川町では１リッ

ター１円の補助を出しました。また、船底のフ

ジツボ撤去等の費用に支援などをいたしたとこ

ろであります。漁業者にそのとき、「１円でい

いの」と問いましたら、「その気持ちがありが

たい」と、漁業者はそういうふうに感じたと

言っておりました。政府は原油高騰対策の一つ

として、漁業者に資金の支援をする方針であり

ますが、国の対策を注視しながら、今後の燃油

高騰の対策に努めていただきたいと思います。

次に、海底火山の噴火に伴う軽石問題につい

て質問いたします。

海底火山の噴火に伴う大量の軽石が沖縄本土

に漂着している問題で、宮崎県内の漁船も操業

中に軽石を吸い込み、被害を受けたと報道され

ました。

今回、福徳岡ノ場噴火により発生した大量の

軽石が本県漁業に及ぼす影響について、農政水

産部長にお伺いいたします。

本県沿岸域で○農政水産部長（牛谷良夫君）

は、軽石の漂流や漁業被害は確認されておりま

せんが、沖縄周辺海域で操業する本県のマグロ

はえ縄漁船において、エンジンの冷却配管に軽

石が入り込む被害が４隻で確認されたほか、軽

石を回避するために漁場を変更する漁船もある

と聞いております。

このため、県としましては、漁業者や関係機

関と連携して、軽石の漂流状況や、被害に関す

る情報の収集と共有化を図りますとともに、本

県漁船に対し、油津漁業無線局から注意喚起の

無線放送を行っているところであります。
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今後とも、本県漁業が軽石の影響を受けるこ

とがないよう、関係機関と連携して取り組んで

まいります。

県内の漁船も、軽石が漂流す○安田厚生議員

る海域で操業する船が少なくないことから、注

意が必要と感じましたので、その対応をお願い

いたします。

次に、ブルーシーフードの取組についてお伺

いいたします。

海の豊かな恵みを守るため、ブルーシーフー

ドの取組が話題となっております。ブルーシー

フードは、資源が豊富な海産物で、カツオやサ

バなど、およそ50種類が指定されております。

近年、乱獲や地球温暖化などが原因で、水産

資源の減少が問題になっています。水産庁によ

ると、資源量の豊富な魚種は全体の25％にすぎ

ないということであります。資源量が多く、持

続可能な魚介類を優先的に消費することで、水

産資源の回復が期待されています。

20年ほど前は、星ガニや桜ガニ、ワタリガ

ニ、また車エビがたくさん水揚げされていまし

たが、今では姿を見ることはなくなりました。

地球温暖化が影響しているのか分かりません

が、生態系が変化しているようにも感じている

ところであります。

本県沿岸漁業における水産資源の持続的利用

に係る取組について、農政水産部長にお伺いい

たします。

本県では平○農政水産部長（牛谷良夫君）

成23年度から、沿岸資源の回復と持続的利用に

係る取組として、県による科学的な資源評価

と、その評価に基づく漁業者自らの資源管理を

推進しております。

現在では、本県沿岸漁業の漁獲量の約８割を

占めるオオニベやカマスなど25種について定期

的に資源評価を行い、その中でも単価が高く資

源の増加で収益性の向上が見込まれるアマダイ

やヒラメ等については、禁漁期の設定や漁獲量

の制限等による管理を行いますとともに、稚魚

の放流による積極的な資源造成にも取り組んで

おります。

今後とも、沿岸資源の持続的利用に向けて、

関係団体及び漁業者と一体となった取組を推進

してまいります。

ありがとうございます。○安田厚生議員

食べるだけでＳＤＧｓの考えに立ったブルー

シーフードの取組は、飲食店やホテルだけでは

なく、大学、大手企業など地域を越えて広がっ

ているものの、世界と比べると大変遅れている

と感じております。引き続き、沿岸資源の回復

に努めていただきたいと思います。

次に、ハモの販売促進について質問をいたし

ます。

先日、宮崎県水産試験場で、宮崎県内産ハモ

に含まれる栄養素「バレニン」が、ほかの産地

と比べて豊富であることが分かりました。この

バレニンは、認知症予防が期待される成分で、

新たなセールスポイントとして販売促進しては

どうかと思いますが、沿岸漁業において重要な

魚種であるハモについて、県は今後どのように

売り込み支援を行っていくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

県産ハモは、○農政水産部長（牛谷良夫君）

底引き網や、はえ縄で年間約50トンの漁獲があ

り、主に関西方面に出荷されていますが、需要

が多い夏を除いて価格が不安定なため、価格の

安定に向けた取組が必要であります。

このため県では、関係団体と連携して、門川

金ハモをブランド認証しますとともに、ハモコ

ロッケなどの加工品開発を支援しております。
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また、昨年度、水産試験場において、議員の

御指摘にもありましたとおり、県産ハモは、認

知症予防効果も期待されるバレニンという機能

性成分が、他県産に比べ２倍以上含まれるとい

うことを確認しております。

今後は、このような特徴も活用しながら、他

県産との差別化を図るなど、県産ハモの有利販

売に向けた取組を支援してまいります。

ありがとうございます。○安田厚生議員

認知症予防の効果があることをＰＲし、県と

しても販売の強化をしてほしいと思います。今

が旬を迎えるハモであります。ハモはキロ当た

り単価が大変今、安くなっているところであり

ます。私もハモをさばきますが、骨切りが大変

難しくて、１回、２回、８回、切れ目をじょり

じょりと入れて、８回目に引くんですね。ちょ

うど８センチくらいの大きさになるんですけれ

ども、大変難しく、手切りではなかなか難しい

です。やはり、機械で切るのと手切りするのと

は大分味の差が生まれてきます。機械のほうが

大変おいしいです。

そのような新たな特産物のＰＲやブランド化

を進め、県内水産物のさらなる知名度アップを

図っていただきたいと思います。

次に、鳥インフルエンザ対策についてお伺い

いたします。

昨年度、本県で発生した鳥インフルエンザで

は、12農場、関連農場で約92万羽が殺処分され

ました。防疫作業に県や市町村等から動員され

る防疫従事者と、自衛隊、建設業協会をはじ

め、多くの関係団体の方の御協力に感謝いたし

ます。

先日、宮崎市佐土原町の調整池で採取された

野鳥のふんから、鳥インフルエンザウイルスが

検出されました。今年は昨年度よりも強い警戒

が必要と思いますが、鳥インフルエンザの発生

に備えた防疫体制について、農政水産部長にお

伺いいたします。

昨シーズン○農政水産部長（牛谷良夫君）

は、連続発生時の防疫作業者の動員調整や防疫

措置に関する役割分担と情報共有の在り方、資

材の供給体制等の課題が確認されたところであ

ります。

このことを踏まえ、防疫作業の一翼を担う建

設業協会や養鶏関連団体等との連携強化、県及

び現地対策本部における各班の役割や作業スケ

ジュール、連絡体制の明確化などの見直しを

行ってきたところであります。

さらに、県防災情報共有システムによる関係

者間の情報共有や、新たに整備した防疫資材庫

を活用した資材の供給体制を構築しますととも

に、防疫演習において、その実効性を検証して

まいりました。引き続き、関係者一丸となっ

て、迅速な防疫措置が実施できるよう努めてま

いります。

昨年も12月以降に、この鳥イ○安田厚生議員

ンフルエンザが発生しております。また今日、

熊本で発生したというようなニュースが流れて

おりました。しっかりとした防疫体制をお願い

いたします。

次に、農林水産業の６次産業化の推進につい

て質問いたします。

近年、農林水産業を取り巻く情勢は厳しさを

増しています。何よりも恐ろしいのが天候であ

ります。気候の変動により、「今世紀最大」

「何年ぶりかの」といった仰々しい冠をつけた

天災が、毎年のように起こるようになりまし

た。また、県内に甚大な影響を及ぼした家畜伝

染病や鳥インフルエンザといった様々な被害も

あります。
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その一方で、デジタル技術が急速に発展し、

スマート農業などの推進により、生産性の向上

が期待されています。最先端の技術や新たな価

値を積極的に取り入れながら、６次産業化への

取組を進め、本県の農林水産業をもうかる産業

としていくためには、国の支援制度に頼るだけ

でなく、本県が主体的に支援策を講じることが

必要であります。

せっかく魅力的な商品を創ることができて

も、生産計画が甘く、ビジネスモデルが見誤っ

たことで失敗に陥るケースも少なくありませ

ん。また、生産から加工、販売を１社で担うこ

とが困難な企業もあります。

今後、６次産業化を進めるために、県はどの

ような対策を組んでいくのか。農政水産部長に

お伺いいたします。

御指摘のとお○農政水産部長（牛谷良夫君）

り、６次産業化の取組につきましては、生産か

ら加工、販売までを農漁業者だけで担うことに

負担が大きい場合もあります。

このため県では、個別の６次産業化支援に加

え、多様な事業者が一体となって新商品・サー

ビスの開発を目指す、ローカルフードプロジェ

クトの取組を支援しているところであります。

具体的には、今年７月にプラットフォームを

設立し、11月末現在、全国最多の99者の食と農

の関係者に参画いただいて、地域の食資源を活

用した機能性食品の開発や、オンラインツアー

の企画など、様々なプロジェクトを立ち上げて

おります。

県としましては、このような６次産業化の新

たな推進体制を構築しながら、本県農水産物の

高付加価値化に向けた取組を強化してまいりま

す。

多様な関係者と連携をするこ○安田厚生議員

とにより、新たな６次産業化の取組で、持続可

能な農林水産業、地域産業につなげていただき

たいと思います。

次に、新規就農支援についてお伺いいたしま

す。

宮崎県の新規就農者が、４年連続で400人を超

えたと聞いております。また、農業法人数と雇

用就農者数の推移も増加しております。新規就

農に関する県の幅広い施策の効果が現れている

と感じています。

先月、農林水産省が2022年度に、将来の農業

の担い手となる49歳以下の新規就農者を育成す

る支援策を刷新する旨の報道がありました。就

農者の経営開始に必要な初期投資への支援を追

加することで、就農者の経営の安定化や長期定

着を後押しする目的であります。

本県農業の発展のためには、今後、多くの若

者に農業の魅力を伝えることが重要だと考えて

おります。

持続可能な魅力ある宮崎農業の実現に向け

て、どのように新規就農者を確保・育成してい

くのか、農政水産部長にお伺いいたします。

新規就農者の○農政水産部長（牛谷良夫君）

確保・育成につきましては、第八次長期計画の

重点施策の一つとして位置づけ、積極的に取り

組むこととしております。

具体的には、インターネットを活用した魅力

ある農業経営を展開する先輩農業者の情報発信

や、県内外での就農相談会の開催、県内13か所

の就農トレーニング施設における研修の実施な

どにより、新規就農者を確保しますとともに、

経営発展段階に応じた体系的な研修や、高度な

経営力を習得させるための講座の開催などによ

り、産地を牽引するリーダーの育成に取り組ん

でおります。
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県としましては、引き続き、関係機関と連携

して、多様な人材を新規就農者として幅広く確

保・育成し、本県農業の維持、発展を図ってま

いります。

地方回帰や移住など、地方で○安田厚生議員

就農する動きもありますので、ぜひ、新規就農

者の確保と人材育成を推進していただきたいと

思います。

次に、県産材の利用推進ついて質問いたしま

す。

県は、県が実施する事業はもとより、補助事

業等における県産材の利用を促進し、木材のよ

さを普及啓発するとともに、県民生活に深く関

わりのある公共建築物の木造化・木質化を積極

的に推進して、県産材の需要拡大を図るとして

おります。

昨年度から取り組まれている、みやざき材で

創る「新しい生活様式」空間づくり支援事業に

おいて、ＰＲの効果の高い施設として、どのよ

うなところに支援しているのか、環境森林部長

にお伺いいたします。

本事業は、新○環境森林部長（河野譲二君）

型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつ

つ、県産材の需要の維持・拡大を図るため、県

産材を活用した「新しい生活様式」に配慮した

民間の施設整備等を支援するものであります。

その支援先としては、ＰＲ効果の高いレ

ジャー、観光などの不特定多数の利用者が見込

まれる施設としており、令和２年度は、24件の

施設整備等に約7,100万円を助成しております。

具体的な支援先としては、全国でも珍しい木

造の映画館である宮崎キネマ館のほか、内装木

質化では、宮崎駅構内の観光案内所やカフェ、

テゲバジャーロ宮崎のホームとなっているユニ

リーバスタジアム新富、さらに外構施設とし

て、えびの高原内のグランピング施設のウッド

デッキなどとなっております。

ありがとうございます。○安田厚生議員

周囲を見れば、多くのところで県産材が使わ

れていると感じました。今度とも県産材の利用

促進に努めていただきたいと思います。

次に、林内路網の整備についてお伺いいたし

ます。

人工林は、豊富な森林資源を「伐って、使っ

て、植える」という形で循環利用することを通

じて、森林の適切な管理、林業の成長産業化を

両立していくことが求められています。

この両立に当たっては、林業の重要な生産基

盤の一つである林道等の路網整備を推進するこ

とが重要であり、林道と森林作業道をそれぞれ

の役割に応じて適切に組み合わせ、路網整備を

進めることが大事であります。

しっかりと路網整備をしないと、近年の台風

災害や線状降水帯などの豪雨により、土砂災害

の発生につながるのではないかと心配している

ところであります。

県は、林内路網の整備について今後どのよう

に取り組んでいくのか、環境森林部長にお伺い

いたします。

林道や森林作○環境森林部長（河野譲二君）

業道から成る林内路網は、木材生産の低コスト

化等を図る上で、欠くことのできない重要な生

産基盤であり、これまで、その整備に積極的に

取り組んだ結果、本県の整備状況は、全国トッ

プクラスとなっております。

このような中、本県の人工林は、本格的な伐

期を迎えていることから、さらなる効率的な輸

送のため、林道の高規格化を図り、セミトレー

ラー等の大型車両が安全・安心に通行できるよ

う、開設や改良及び舗装に取り組むこととして
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おります。

また、災害の激甚化に対応するため、河川や

渓流の影響を受けにくい路線計画や、排水施設

の適切な設置による強靭な林道整備に取り組む

とともに、森林作業道においても、地形や地質

に配慮し、強固なものとなるよう整備を進めて

まいります。

林内路網の整備については、○安田厚生議員

地域防災の観点からも、災害に強い林道の整備

が求められておりますので、引き続きお願い申

し上げます。

次に、林業大学校と高校の連携についてお伺

いいたします。

本県の林業において、少子化、担い手不足な

どが心配される中、「人を大事にし、人を育て

る」「地域を守り、地域を活性化する」という

地域創生の観点から、地域担い手づくりを後押

しする必要があると思います。

杉素材生産30年連続日本一になるなど、豊か

な自然に恵まれています。そのような中、県内

には、林業系学科や体験型の新たなカリキュラ

ムを導入した林業高校はありません。生徒がお

互いに切磋琢磨する中で、将来の林業振興を担

う人材育成を図る必要があると思います。県内

で高校実習など林業を学ぶことも大切でありま

す。

みやざき林業大学校における県内高校との連

携について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

これからの本○環境森林部長（河野譲二君）

県林業を担う人材の確保を図るためには、森林

・林業についてのキャリア教育も重要であるこ

とから、みやざき林業大学校の公開講座におい

て、高校生を対象とした体験学習を行っており

ます。

具体的には、門川高校及び日南振徳高校と連

携し、森林・林業に関する学習や木材加工施設

の視察、高性能林業機械の操作体験などを行っ

ております。

また、普通科高校と連携して、希望する生徒

に対し、宮崎大学農学部の協力を得て、森林の

役割に関する講義や林業体験を行っておりま

す。

今後とも、県内高校との連携を図り、高校生

に林業を学ぶ機会を積極的に提供し、森林・林

業についての理解を深めていただくことによ

り、将来の本県林業をリードする担い手の確保

につなげてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○安田厚生議員

地球温暖化対策の鍵は森林が握っています。

再生可能な資源として、今、木材が注目されて

いるところであります。森林環境を柱に学べる

場所が必要だと感じましたので、前向きに検討

いただきたいと思います。

次に、医師不足についてお伺いいたします。

持続可能な地域医療の体制を確保するために

は、将来において、実行してよかったと思える

ような改革を行い、全国的にも先駆けとなる大

胆な政策が必要であります。関係大学の協力を

得ながら、必要な医師確保に努め、初期研修医

の受入れなど医師の育成に取り組み、医師数も

増えているところでありますが、県全体の医療

体制の最適化を図るべきと考えます。

10月に開催されました「宮崎から医師を目指

そう！応援フォーラム」はどのような反響が

あったのか。これまでの医師確保の取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

県ではこれ○福祉保健部長（重黒木 清君）

まで、医師確保を図るため、宮崎大学や県医師

会、市町村をはじめとする関係機関と連携し、
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地域枠の設置や医師修学資金の貸与、若手医師

のキャリア形成支援、県外からの医師招聘など

に取り組んできております。

また、「宮崎から医師を目指そう！応援

フォーラム」につきましては、医師を目指す子

供たちを増やすため、中高生等を対象に例年開

催しているものであり、今年度は、過去最高と

なる約200名に参加していただき、参加者から

は、「宮崎の地域医療の現状がよく分かった」

「医学部受験へのモチベーションが高まった」

との声をいただいたところであります。

このような中高生から医学生、医師に至るま

で、ターゲットに応じた取組により、県内で臨

床研修を開始する医師数が徐々に増加するな

ど、その成果が現れてきており、今後も引き続

き、関係機関一体となって、さらなる医師確保

に努めてまいります。

ありがとうございます。○安田厚生議員

地元の方よりお手紙を頂きました。その内容

は、「地元病院の脳神経外科の医師が昨年度３

月で退職され、その後、後任の脳神経外科医が

不在となっています。このような事態になり、

地元病院における医師の確保は住民にとって命

に関わる重要なことであり、一日も早い脳神経

外科医の確保を願う」ということでありまし

た。

私もその病院に、今年５月に入院しました。

病名は言えませんが、３日、４日ほどの入院で

ありました。そのとき、患者さんが大変少ない

なと感じたところであります。その病院は大き

い病院で、これまで患者数も多い病院だったの

で、大変心配しているところであります。

これまで県は、地域枠・地域特別枠・長崎大

学の医学部宮崎枠の設置等により、約280名が医

学部に入学しており、医師数も増えてきている

状況でありますが、さらなる医師確保に努めて

いただきたいと思います。

次に、河川区域内の民有地の現状と今後の取

組についてお伺いいたします。

県が管理する河川の河川敷のうち、一級河川

では約１割、二級河川では約６割の民有地があ

るということでありますが、門川町五十鈴川で

は、河川区域内に杉、竹、田んぼ、畑などの民

有地があります。台風など大雨が降り、一定の

水位を超えた際には、木の葉や枝などが流れて

きて杉や竹に引っかかり、河川の流れをせき止

めるなど、河道に影響が出ています。

また、河川の上流は掘削が進み、氾濫するお

それは少ないものの、河川整備を進めること

は、県民の生命と財産を守る上で重要なことで

あります。

そこで、五十鈴川の小園井堰下流地区におけ

る河川掘削の予定について、県土整備部長にお

伺いいたします。

五十鈴川の河○県土整備部長（西田員敏君）

川整備につきましては、小園井堰から上流の更

生橋までの８キロメートル区間において、令和

元年度から事業に着手しまして、近年、浸水被

害のあった小松地区などにおいて河川掘削を行

い、治水安全度の向上を図っているところであ

ります。

議員御質問の小園井堰から下流の地区につき

ましては、過去の河川整備により、一定の流下

能力を有していることから、現在実施中の事業

を完成させた上で、河川内の土地利用状況の変

化や堆積状況などを見ながら、河川掘削等の対

策の必要性について検討していくこととしてお

ります。

今後とも、地元の皆様や門川町と連携を図り

ながら、五十鈴川の早期整備に取り組んでまい
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ります。

ありがとうございます。○安田厚生議員

河川の特性と地域の実情に応じた河川整備を

進めていただきたいと思います。

次に、河川パートナーシップ事業について質

問をいたします。

河川パートナーシップ事業を活用して、私は

地域の皆さんと一緒に堤防の草刈りを年２回し

ています。この河川パートナーシップ事業を始

める前には、河川にテレビや冷蔵庫など様々な

ごみが捨ててあり、環境的にもよくありません

でした。今、河川パートナーシップ事業で草刈

りをしているところには、ごみ等はありませ

ん。

また、さきに質問いたしました河川区域内の

民有地には、まだたくさんのごみが残っている

ようであります。河川をきれいにするには、河

川整備は大切だと考えているところでありま

す。

この河川パートナーシップ事業への参加者は

高齢化が進み、体力的にも大きな負担となって

いるところでありますが、今後の対応につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

河川パート○県土整備部長（西田員敏君）

ナーシップ事業は、県が管理する河川の草刈り

などを実施した団体に報奨金を支給するもので

あり、令和３年度は756団体に活動いただいてい

るところであります。

議員御指摘のとおり、近年、参加者の高齢化

が進んでおり、また、猛暑日の増加などによ

り、草刈りの作業環境は厳しさを増しているこ

とから、今後の河川パートナーシップ事業の維

持について懸念しているところであります。

このため、作業の省力化を図ることを目的

に、令和２年度より自走式草刈機の貸出制度を

試行的に導入し、また、県庁ホームページや市

町村の広報紙で事業をＰＲするなど、団体の募

集活動も積極的に行っているところでありま

す。

今後とも、良好な河川環境を確保するため、

河川パートナーシップ事業を推進してまいりま

す。

引き続き、業務の拡大に努め○安田厚生議員

ていただきたいと思います。

私が参加している堤防の草刈りについては、

私の父より年上の88歳の方が、まだのり面等の

草刈りをしているところであります。また、今

年は雨が多くて、草の伸びが早くて、２メー

ターを超えるような草を刈っている姿を見まし

た。その地域の方々と話しますと、「厚生

君、10年後、20年後はもう無理よ」「地域では

どうしてもできないよ」というような話も出て

きているところであります。

そういった場合には、何か手を打たないとい

けないのかなと思っているところでありますけ

れども。いろんな地域からもボランティアを募

集すると、またそういう流れもできてくれるの

かなと思っておりますので、そういうところも

お願いいたします。

また、報奨金の見直しや自走式の草刈り、ま

だ配備されていない土木事務所もありますの

で、堤防ののり面の整備も強くお願いいたしま

す。

浸食対策について質問いたします。

門川町の向ヶ浜は、門川湾に面する約１キロ

メートルの浜であります。北側には五十鈴川が

流れ込み、正面には乙島、その向こうにはカン

ムリウミスズメの繁殖地である枇榔島が見えま

す。

向ヶ浜では散歩する方や投げ釣りを楽しむ人
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がいます。特に今ではキスが釣れるようであり

ます。また、サーフィンもでき、サーファーの

間では有名なローカルポイントとなっていま

す。小学校時代にはお別れ遠足などにも使用さ

れるなど、町民にとって癒やしの場所でありま

す。

その向ヶ浜は、度重なる台風の高波などで、

予想よりも砂浜の浸食が進み、五十鈴川の河口

では砂がたまり、河口を塞ぐ形になっていま

す。

五十鈴川河口に堆積している砂の対応につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

五十鈴川にお○県土整備部長（西田員敏君）

きましては、近年、河口部の左岸側に砂が堆積

している状況であります。このため現地確認を

行うとともに、測量の実施や過去の航空写真の

比較をしたところ、特に河川の流れの阻害は見

られないことから、現時点において、直ちに治

水上支障となる状況にはないと判断しておりま

す。

しかしながら、堆積している砂の状況は、出

水等により常時変化しますので、日常的な河川

巡視に加え、地域の皆様からの情報もいただき

ながら、河口部の状況を注視してまいります。

ありがとうございます。○安田厚生議員

河川の流れの阻害は見られませんが、河口に

堆積している砂の移動等も研究していく必要が

あるのかなと思っているところであります。こ

のままでいいのかなと心配される地元の方もい

ますので、今後とも対応していただきますよ

う、お願いいたします。

次に、最新技術で課題を解決するＤＸについ

てお伺いいたします。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大

きく変化している社会・経済を取り巻く環境に

対応するため、ＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）化を進めています。最新技術で課

題を解決するＤＸを進めていくためには、人材

育成が特に重要であると思いますが、県はどの

ように取り組んでいくのか、総合政策部長にお

伺いいたします。

ＤＸを推進し○総合政策部長（松浦直康君）

ていくためには、議員御指摘のとおり、行政も

含め、様々な分野にＡＩやＩｏＴなどの専門知

識を有し、課題解決につなげていける人材を育

成・確保することが必要であります。

また、誰一人取り残さない、人に優しいデジ

タル化を進める上では、デジタルに不慣れな高

齢者などにとっても使いやすい技術が進みます

とともに、操作にも慣れていただけるようにサ

ポートしていくことが重要であります。

そのため、関係機関と連携し、ＤＸに関する

研修の実施や相談対応、国のデジタル活用支援

員の活用など、それぞれのレベルやライフス

テージに応じた、きめ細かな人材育成を進めて

まいります。

ＤＸを含め、人材育成が重要○安田厚生議員

でありますので、研修等を行い、サポートをお

願いいたします。

次に、マイナンバーカードの普及についてお

伺いいたします。

マイナンバーカードの普及促進と県の役割に

ついて。県では、日本一のマイナンバー県、取

得推進強化に努めております。宮崎県の取得率

は50％を超え、今、全国で１位でありますが、

これまで以上にマイナンバーカードやポイント

サービスなど、利用場面が増えていかないと、

なかなか取得するモチベーションが上がらない

と思います。

行政手続、行政分野、民間サービスの利用も
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広がってくると思いますが、マイナンバーカー

ドを普及促進するため、県としてどのように取

り組んでいるのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

マイナンバー○総合政策部長（松浦直康君）

カードは、デジタル化を進めるための重要な社

会基盤であり、例えば今年10月からは、健康保

険証として利用できるシステムの運用が始まる

など、その利便性は徐々に高まってきておりま

す。

しかしながら、マイナンバーカードを日常的

に利用する機会がまだまだ少ないことや、個人

情報の漏えい等に対する不安などから、交付率

は、全国平均で見ましても４割程度にとどまっ

ております。

県といたしましては、県民の皆様がマイナン

バーカードの利便性を実感し、安心して使って

いただけるよう、全国知事会等を通じて、ス

マートフォンへの機能搭載、あるいは各種免許

証との一体化など、さらなる利便性の向上や安

全性の確保について、国に要望いたしますとと

もに、県民への啓発を行うなど、マイナンバー

カードの普及に引き続き取り組んでまいりま

す。

このマイナンバーで、医療費○安田厚生議員

の通知情報の履歴をマイナポータルで閲覧でき

るようになりました。これからは、いつでもど

こでも、自身の医療費通知情報の履歴を確認す

ることが可能です。また、確定申告における医

療費控除の手続も簡単になるようです。

私も登録をいたしましたが、なぜかうまくい

きません。携帯は最新のものを用意しているん

ですが、ＤＸ時代に既に遅れているような自分

がいることに、すごく違和感を感じているとこ

ろであります。

次に、男性版産休制度についてお伺いいたし

ます。

出生時育児休業は、子供が生まれてから８週

間以内に、最大４週間まで仕事を休める制度で

す。育児・介護休業法が改正され、来年10月か

ら始まります。厚生労働省の発表によると、民

間企業等の男性の育児休業取得率は年々上昇

し、2020年度は12.65％と、５年間で10ポイント

上昇いたしました。政府は、国家公務員の男性

育児休業取得率を2025年までに30％にする目標

を掲げています。

県庁においても男性職員の育休取得を促進す

るには、取得しやすい環境づくりが重要だと思

いますが、どのように取り組んでいるのか、総

務部長にお伺いいたします。

男性職員が育○総合政策部長（松浦直康君）

児休業を取得しやすい環境を整備するには、育

児参加のための休暇制度等の周知や、所属の理

解及び支援が重要であります。

このため、職員に対して、各種休暇等を取り

まとめた「両立支援ハンドブック」の周知を図

るとともに、職員が作成した育児休業等の利用

計画であります「子育てマイプラン」を基に、

所属長等が面談を行い、所属内の業務分担の見

直しや、育児休業等の取得の働きかけなどを

行っております。

また現在、国において育児休業の取得回数制

限の緩和などについて検討が行われており、県

におきましても、国に準じた制度設計を行い、

さらなる取得促進を図ってまいりたいと考えて

おります。

出産後は、女性の身体的・精○安田厚生議員

神的な負担が大きいため、夫のサポートで産後

うつを防ぐ効果も期待されております。夫婦協

力しての子育てが大変大事だと感じたところで
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あります。

私にも娘がおりまして、今年３月に初孫が生

まれました。出産後は１か月程度、家で様子を

見ましたが、子育てというのは大変だなと感じ

たところであります。実家で出産後に育児をす

るというのは大変心強かったのかなと、親の立

場から考えると、そういう思いをしたところで

あります。

育休を取りやすい環境も必要だと思いますの

で、今後ともよろしくお願い申し上げます。

次に、学校通学路の安全対策についてお伺い

いたします。

通学路などの交通安全対策に、国土交通省は

来年度予算の概算要求で、通学路の交通安全対

策費として2,265億円を充てる見込みでありま

す。

千葉県で今年６月に、下校中の小学生５人が

トラックにはねられて死傷する事故を受けて、

点検が行われたと思いますが、学校通学路の安

全対策について、教育長にお伺いいたします。

通学路の安全対策○教育長（黒木淳一郎君）

につきましては、これまで市町村教育委員会や

道路管理者、地元警察署等が連携して、合同点

検を実施してまいりました。

本年度より、千葉県で発生した事故を受け、

新たに「見通しのよい道路など車の速度が上が

りやすい箇所や大型車の進入が多い箇所」など

の観点を加えて、点検を行っております。

その結果、暫定値ではありますが、学校や教

育委員会が対策を実施すべき箇所は313か所であ

りまして、そのうち110か所が対策済みとなって

おります。

具体的な対策といたしましては、それぞれの

箇所に応じた安全教育の実施や、ボランティア

等による見守り活動のほか、通学路の変更を行

うなどの取組が進められているところでござい

ます。

通学路における合同点検の結○安田厚生議員

果と今後の取組について、県土整備部長、また

警察本部長にお伺いいたします。

今回、合同点○県土整備部長（西田員敏君）

検の結果、県管理道路において対策が必要とさ

れた箇所は、暫定値ではありますが、176か所と

なっております。

通学路の安全対策は重要な課題でありますこ

とから、これまでも歩道の設置や拡幅をはじ

め、歩道と車道の境界への防護柵の設置、区画

線の引き直しなどの対策を進めているところで

ありまして、対策が必要な176か所のうち、既

に77か所の整備に取り組んでいるところであり

ます。

今後、まずは、着手している箇所の早期完成

に努めますとともに、今回の点検で確認した新

たな対応が必要な箇所についても、順次、整備

を進めてまいります。

警察では、今回○警察本部長（佐藤隆司君）

の合同点検により、暫定値ではありますが、何

らかの対策を必要とする箇所として、195か所を

把握しております。

対策の内容としましては、信号機や横断歩道

の設置、規制の見直し、一時停止線の補修をは

じめ、交通指導取締りなどのソフト対策があ

り、既に81か所の対策に取り組んでいるところ

です。

通学路の安全対策につきましては、引き続

き、教育委員会や道路管理者などと連携しなが

ら、可能なものから速やかに実施してまいりま

す。

地域の通学路を見ますと、危○安田厚生議員

険な箇所がたくさんあるなと感じているところ
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であります。先ほど言われた箇所につきまして

も、対策をお願いいたしたいと思います。

また朝夕、子供たちの見守りを続けているボ

ランティアの方々に感謝申し上げまして、私か

らの一般質問を終わりたいと思います。本日は

どうもありがとうございました。（拍手）

次は、井上紀代子議員。○濵砂 守副議長

〔登壇〕（拍手） 県民の○井上紀代子議員

声、井上紀代子です。

県政に興味を持ち、おいでいただきました傍

聴席の皆様に感謝しつつ、通告に従い一般質問

をいたします。

新型コロナウイルスワクチンの３回目の追加

接種が12月１日から全国で始まりました。オミ

クロン株に対しては効き目が落ちるとの懸念の

声はありますが、政府は重症化予防などに一定

の効果があると見て、接種事業を進められてい

ます。

報道にもあるとおり、変異株「オミクロン

株」の感染者が国内で確認され警戒感が高まる

中、政府は流行の第６波への備えを強めていま

す。宮崎県の第６波への体制整備も怠りなく進

めなければなりません。

先日自宅に、宮崎県地域医療・福祉推進協議

会代表世話人、宮崎県医師会会長河野雅行氏か

ら決議文の送付を受けました。「有事と平時の

医療提供体制維持に向けた財源確保を求める決

議」というものでした。宮崎県地域医療・福祉

推進協議会の43団体は、宮崎県の脆弱な医療体

制を共に支えていただいている団体で、第６波

への危機感等を強く感じ、決議文を重く受け止

めたところです。

第５波までのコロナウイルス対策で体験し実

感していることは、新規感染者の拡大と重症化

にどう対応するかで、脆弱と表現される宮崎県

の医療体制のありようが問われていると考えま

す。

医療体制の強化の一丁目一番地は、「マス

ク、手洗い、換気」「３密を避ける」であり、

１波から５波まで体験してきたウイズコロナの

生活の遵守を、県民とともに再度確認すること

が必要と思います。県民が体の変化に気づいた

とき、身近に相談できるかかりつけ医の推進は

大切で、薬剤師さん等医療関係機関を活用した

り、身近な市町村の地域センター、あらゆる機

関が県民の耳として対応できる仕組みが必要だ

と考えます。

必要な機関がパニックに陥らないよう、分散

と集中が医療体制強化には求められると思いま

す。何よりセンセーショナルに膨れ上がる情報

過多の中でも、常に県民への正確、適切な情報

の提供が大切で、県民の県に対する信頼を失う

ことがないよう、知事の発信力は重要と考えま

す。

そこで、第６波に向けた医療提供体制の強化

には、知恵と工夫を重ね、宮崎県の脆弱な医療

体制の強化が必要と考えます。知事にお伺いい

たします。

壇上からの質問は以上とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

第６波に向けた医療提供体制の強化に当たり

ましては、入院受入れ体制の強化はもちろんの

こととしまして、もともと医療体制が脆弱な本

県におきましては、入院治療までは必要ない軽

症、無症状の方を受け入れる宿泊施設や自宅を

含めた療養体制、これらを総合的に強化してい

くことが重要なポイントと考えております。

このため、現時点で入院病床を339床まで増床
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するとともに、回復期の患者の受入先となる後

方支援病院も増やし、まずは、患者の入院受入

れ体制を強化したところであります。

その上で、宿泊施設についても必要数を確保

し、自宅療養につきましては、県医師会や訪問

看護ステーションと連携し、療養者に対する健

康観察体制を強化したところであります。

さらに、宿泊及び自宅療養者の症状が悪化さ

れた場合の診療体制の確保を進めるとともに、

重症化を防ぐための抗体カクテル療法の実施体

制も整えたところであります。

私としては、このような取組を通じて、入院

が必要な方については、速やかに医療機関で受

け入れるとともに、宿泊及び自宅療養者につい

ては、日々の健康管理を適切に行いながら、医

療機関、宿泊施設、自宅を含めた総合的な体制

で患者をしっかりと受け止め、新型コロナの脅

威から、県民の命と健康を守ってまいります。

以上であります。〔降壇〕

御答弁、ありがとうござい○井上紀代子議員

ました。

「空気感染か」などと不安になる文字を見か

ける変異株「オミクロン株」ですが、性質はほ

ぼ不明、デルタ株をしのぐ感染力、ワクチン効

果を低下させる等々、わけなく不安を感じま

す。

このまま第６波へ進んでいくのではないかと

いう漠然たる不安です。県民の対応について、

知事にお伺いいたします。

先日、国内でも初めて○知事（河野俊嗣君）

「オミクロン株」の感染が確認されたところで

ありますが、その感染力や重症化率、ワクチン

の有効性等について、現時点では国においても

評価がなされておりません。現在、専門家が進

めております分析、また国内外における感染の

広がり、その影響など、今後の動向をしっかり

と注視していく必要があると考えております。

この「オミクロン株」を巡りましては、日々

様々な情報が飛び交っているところであります

が、大事なことは、新たな変異株であっても、

一人一人の感染防止対策は従来と変わらないと

いうことであります。

県民の皆様には、この点を認識いただきまし

て、引き続き「３つの密」の回避をはじめ、マ

スクの着用や小まめな手洗い、十分な換気など

の基本的な対策を徹底していただきたいと考え

ております。

県としましては、県内の監視体制を強化した

ところでありまして、今後、最新の知見等につ

きまして、適切に情報提供を行ってまいりま

す。県民の皆様におかれましては、国や県の提

供する正しい情報に基づいて、冷静に行動いた

だきますようお願いいたします。

現在の落ち着いて見えるこ○井上紀代子議員

のときまで、物議を醸したＧｏ ｔｏ キャン

ペーンや、飲食店・観光事業者等の事業・雇用

継続のための支援、ばらまき合戦と酷評されて

いる一律給付等々、様々な支援が打ち出されて

きました。いずれも、ワクチンも治療薬もな

かった、先の見えない中での対策でした。

諸外国においても、長期のロックダウンとと

もに、日本と似たような支援策が講じられてい

るようですが、金額ベースでの支援策の手厚さ

は、ＧＤＰの２割を拠出した日本が、世界第２

位との報道があります。

ただし、将来、私たちの子孫がそのツケを負

担しなければならない莫大な予算を費やした施

策であったのにもかかわらず、その支援が届か

ず、日々絶望感を募らせながら暮らしていた

人々がいたことに、今こそ私は目を向けなけれ
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ばならないと考えています。

知事は６月議会において、「コロナ禍の影響

は社会的弱者がより大きな影響を受けており、

結果として自殺の増加につながっている。弱い

立場にある方々の暮らしをどう支えていくかが

課題である」との認識を示していただきまし

た。

様々なコロナ支援策を講じてきた中で、弱い

立場の方々の声をどのように吸い上げ、施策を

展開してきたのか、今後、ウイズコロナ、ポス

トコロナの対策を展開していく上でどのような

工夫を重ねていかれるのか、知事にお伺いいた

します。

本県におきましても、○知事（河野俊嗣君）

これまで５回にわたり、新型コロナの大きな感

染の波が押し寄せて、県民への外出自粛などの

行動要請や飲食店等への時短要請を行う中で、

県民生活の様々な分野に大きな影響が及んでい

るものと認識しております。

私としましては、まずは県民の安心・安全を

守るため、感染拡大の防止に全力で取り組むと

ともに、新型コロナの影響を受けた方々の声を

お聞きするため、生活困窮の相談窓口の充実を

図るとともに、生活困窮世帯を直接訪問するア

ウトリーチ型の取組も始めたところでありま

す。

また、住居確保の支援、子育て世帯や生活困

窮世帯に対する給付金など、個人に対する支援

とともに、コロナの影響を受けた事業者に対す

る県独自の支援金などにも取り組んできたとこ

ろであります。

現在、感染が落ち着き、経済活動の再開と日

常生活の維持を進めているところであります。

国の施策においても、新たな支援策が示されて

おりますので、このような状況を踏まえ、引き

続き、困窮する方々、弱い立場にある方々の声

にしっかりと耳を傾け、寄り添いながら、施策

の充実を図ってまいります。

大変手厚い施策を打ち出し○井上紀代子議員

ていただき、ありがたいと思っています。これ

がしっかりと届くことを期待しているところで

す。

令和元年度から令和３年度現在までの生活福

祉資金の貸付状況を伺います。また、貸付状況

がすさまじく増加していることをどのように捉

えているのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

令和２年３○福祉保健部長（重黒木 清君）

月から始まりました生活福祉資金特例貸付けの

県内の貸付状況につきましては、令和３年11

月26日時点で約２万件、86億3,000万円余の貸付

決定が行われております。

この特例貸付けにつきましては、新型コロナ

の影響によりまして減収となった方が利用でき

るものであり、新型コロナの発生から２年近く

が経過し、様々な分野に影響が及んでいく中

で、困窮に至る世帯が増えたことによるものと

認識しております。

おっしゃるとおり、困窮に○井上紀代子議員

至る世帯が増えたということの実態だと思うん

ですね。生活保護世帯が増えていくことと、こ

の貸付資金が増えていくこととは、またちょっ

と意味が違うんですね。生活保護世帯は、なぜ

生活保護世帯にならないように本人たちが気を

つけていくのかというのは、そこにいろいろな

縛りがあまりにも大きいからなんですね。その

縛りの中で生活保護世帯になれないという方た

ちが大変多いということも、ぜひお考えいただ

きたいと思います。

では、これを踏まえて、いつの時代でも社会
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・経済が逼迫、緊迫すると、社会・経済を支え

ている大切な一員であるにもかかわらず、社会

的弱者に目が届かなくなり、格差とか貧困が拡

大してしまいます。

野村総合研究所の全国を対象とした調査で

は、本年末の時点で、パート・アルバイト勤務

の女性103万人、男性43万人が、シフト勤務が５

割以上減少し、休業手当を受け取っていない実

質的な失業者となっていると推計しています。

また、シフトが減少したパート・アルバイト

の半分は、国が打ち出したシフト減でも休業手

当を受け取れることや、休業支援金・給付金の

ことを全く知らず、７割強の方が休業手当を受

け取っていないという実態が明らかになってい

ます。

これは、一般的な行政等からの広報紙、テレ

ビ、ホームページ等を用いた情報提供では、

せっかくの支援策が伝わっていないこと、ま

た、その勤め先においても十分な情報提供がな

されていないことを示しています。

そこで、国、県、市町村の様々な対策の情報

を、これらの社会的弱者に確実に届けていくた

めに、県はどのような対策を講じてきたのか。

また、その効果はどうであったのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

の影響によりまして困窮する県民を支えるため

に、国、県、市町村が連携を図りながら、様々

な支援を行っているところであります。

具体的には、生活困窮世帯や子育て世帯に対

する給付金等の支給とともに、休業手当の支給

を促進するための措置などが講じられてきてお

ります。

これらの支援制度の活用を促進するために

は、県では、ホームページへの掲載に加え、新

聞等のメディアを活用した広報活動や、制度の

内容によりましては、対象者へ直接、案内文書

を送付するなど周知に努めるとともに、相談員

が積極的に地域に出かけ、制度の紹介も含め、

相談対応を行ってきております。

これらの取組を通じ、生活困窮者の自立につ

いて一定程度の支援ができていると考えており

ますけれども、このような情報に接する機会が

ない方もおられますので、引き続き、国、市町

村や関係機関と一層の連携を図りながら、真に

支援を必要とする方へ的確に情報を届け、支援

につながるよう努めてまいります。

次に、宮崎労働局によりま○井上紀代子議員

すと、昨年10月末時点の県内の外国人労働者数

は過去最高の5,519人で、うち実習生は70.3％

の3,879人で、全国最多の割合となっています。

まず、本県産業を支えている外国人技能実習

生へのワクチン接種について、お伺いいたしま

す。

今年７月に外国人技能実習機構から、管理団

体及び実習実施者に向け、市町村から実習生に

対しワクチン接種についての案内が届くので、

実習生へ配慮してほしいとの通知が発出されて

います。

多くの実習生は、実習実施者が用意した寮等

で共同生活を送っており、ほかの県ではクラス

ターの報道もあります。

その一方で、京都府の病院が行った調査で

は、ベトナム人労働者や留学生の94％はワクチ

ン接種を希望しているものの、無料で接種でき

ることを60％が「知らない」と回答をしていま

す。

日本語の水準はＮ２からＮ３と日常生活に不

足はない人たちが対象の調査ですけれども、郵

送された案内が読めないことや、接種の予約が
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できていないことが課題となっています。

また、予防接種の副反応や、接種や副反応で

仕事が中断されること、入院治療が必要になっ

たときの経済的負担などを心配する声も挙げら

れています。

本県産業の底支えともなっている外国人技能

実習生へのワクチン接種状況について、県はど

の程度把握し、接種の推進を支援しているの

か、福祉保健部長に伺います。

外国人技能○福祉保健部長（重黒木 清君）

実習生につきましては、それぞれの市町村にお

きまして接種券が発行され、接種できる環境は

整っているところでございます。

県において、一人一人の接種状況を確認する

ことは困難でありますが、県やみやざき外国人

サポートセンターのホームページにおきまし

て、技能実習生を含む外国人向けに、ワクチン

の安全性や接種の手続、相談窓口などについて

情報提供を行っているところであります。

また、技能実習生のワクチン接種を進めるた

めには、実習先の企業等の協力が大変重要とな

りますので、関係団体を通じ、県内企業等に対

しまして、事業に従事する方々への接種の促進

をお願いしているところであります。

さらに、市町村によりましては、実習先の企

業に直接、接種への協力依頼の文書を発出し、

接種を促してきたところでありまして、県とい

たしましても、今後、企業等に対して接種の予

約や随行など具体的なサポート方法を示しなが

ら、接種を支援してまいります。

部長は、接種できる環境は○井上紀代子議員

整っているというふうに言っておられますが、

ここは実際は確認できていないというところで

ありますので、今後も心配りをよろしくお願い

しておきたいと思います。

実は、国のワクチン接種記録システム（ＶＲ

Ｓ）には国籍の項目がないため、厚労省も外国

人の接種率は集計していないとのことで、我が

県でも同様に実態はつかめていません。

宮日新聞の報道によれば、実習生の支援を行

うＮＰＯ法人「移住者と連帯する全国ネット

ワーク」鳥井一平代表理事は、「技能実習制度

は原則企業移動の自由がないなど、労働者とし

ての権利が制限され、極端な主従関係が生まれ

やすい。過酷な労働環境や低賃金での残業など

で人権が侵害されるケースも多い。また、人手

不足にあえぐ産業や地方の実態を見ると、外国

人労働者との共生は必須」と指摘しています。

重ねて、「コロナ禍で浮かび上がった課題も踏

まえつつ、労働者として当たり前の権利を保障

する制度設計に見直しをしなければ、日本は今

後選ばれない国になってしまう」とも訴えられ

ています。

今後、我が宮崎県も、技能実習生でなく、特

定技能の外国人労働者も増えていくものと思い

ます。県として、外国人労働者の実態を一元的

かつ正確に把握する組織が必要だと考えます

が、知事の認識をお伺いいたします。

私も大変強い問題意識○知事（河野俊嗣君）

を持っておりまして、重要な御指摘をいただい

たと受け止めております。

現在、外国人労働者に関する県としての対応

につきましては、企業等の支援や共生に向けた

環境整備を商工観光労働部が、また各産業にお

ける団体との調整や支援は、それぞれの産業を

所管する部局という役割分担をして、全般的な

調整を総合政策部が担っているところでありま

す。

また、生活実態である現場を担う市町村の役

割も非常に重要だと考えておりまして、外国人
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材の適正かつ円滑な受入れ・共生を目的としま

して、庁内関係課と市町村から構成されます

「宮崎県外国人材受入れ・共生連絡協議会」を

設置しておりまして、外国人労働者の実態の把

握に努め、労働・生活の両面における支援体制

の整備・充実に取り組んでいるところでありま

す。

今後、ますます外国人労働者の受入れが増加

し、今まで以上に情報の把握や取組が必要に

なってくることが考えられますので、一元的か

つ正確に状況を把握して、様々な課題に的確に

対応できるような体制の在り方について、しっ

かりと検討を進めてまいります。

ありがたい答弁をいただい○井上紀代子議員

たというふうに認識しております。

10月14日の宮崎日日新聞に、昨年度の公立小

中学校の不登校児童が1,923人で、過去10年間で

最多であり、その理由として「無気力」「生活

リズムの乱れ」が多かったとの報道がありまし

た。

コロナ禍による学校の休校や長引く外出規制

が大きな要因だとされていますが、社会的弱者

の子供たちも多いのではないかと推察されま

す。

本来であれば学校へ行き、放課後は友達とス

ポーツで汗を流したり、他愛のない遊びを通じ

て人格を形成していく大切な時期に、その全て

を奪われてしまった上に、頼りとする親も明日

が見えない生活に陥っているという環境で、子

供たちの心に与えた影響は計り知れません。

そこで、この不登校児童増加の背景をどのよ

うに捉えているのか。そして、これらの児童に

対するケアや発生抑制対策を今後どのように進

めていくのか、教育長にお尋ねをいたします。

コロナ禍におきま○教育長（黒木淳一郎君）

して、学校や家庭生活に変化が生じたことが

きっかけとなり、子供たちの中には、生活リズ

ムの乱れや、先を見通せないことに対する不安

など、これまで経験したことのない悩みを抱え

たことが不登校につながった例もあるのではな

いかと考えております。

そのため各学校では、これまで以上にきめ細

かな観察や相談、早期の家庭訪問を行うなど、

児童生徒の抱える悩みをケアするための対策を

講じております。

県教育委員会といたしましても、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーの増

員に加え、ＬＩＮＥを活用した相談窓口を整備

するなど、教育相談体制の充実に努めていると

ころであります。

やはり、待っているのでは○井上紀代子議員

なく、出かけていって声を聞く。これがとても

大切だと思います。寄り添うということは、そ

ういうことではないのかなと、私は認識してい

るところです。

社会人と異なりまして、子供たちの学びの時

間は変更することはできず、６・３・３・４年

の年数が経過すれば、勉強をする機会の有無や

授業の濃淡にかかわらず、進学するか就職する

かの期限が来ます。対面で一人一人の理解度を

肌で感じながらできる授業と、十分なオンライ

ン用教材もない中でのリモート授業では、子供

の学習環境は大きく異なるのではないでしょう

か。

このコロナ禍の間、学校へ行けなかったもの

の、塾や家庭教師でフォローできた子供と、そ

うでない子供では、かなり学力に差を生じてい

るのではないかと考えて、心配をしています。

経済格差は学力格差とも問題視されていま

す。また、親ガチャとも言われている、こんな
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流行の言葉が出るような状況になっています。

コロナ禍による学習環境の変化が、県内小・

中・高校の児童生徒の学力にどのような影響を

及ぼしたか。また、その影響をどのように克服

しようと考えているのか、教育長にお伺いいた

します。

コロナ禍の中、学○教育長（黒木淳一郎君）

習環境の変化に対応するため、各学校ではそれ

ぞれの教員が工夫し、子供たちの学びを止めな

い取組を行ってまいりました。

５月に実施されました全国学力・学習状況調

査におきましては、新型コロナによる臨時休業

と学力との相関は見られないという文部科学省

の分析結果が出ております。

本県におきましても、実習や体験学習など、

子供たちの学ぶ機会は減少したものの、学力へ

の影響は最小限にとどまっていると考えており

ます。

今後は、現在整備を進めておりますＩＣＴも

活用しながら、オンライン学習や学習動画の作

成及び配信、日常的に端末を活用することを推

進するなど、学習環境の変化によって学力に影

響が出ないよう取り組んでまいります。

次に、主権者教育の各学校○井上紀代子議員

段階における取組についてお伺いいたします。

2020年度より新しい高等学校学習指導要領が

年次進行で実施となり、主権者教育の中核を担

うことが期待される公民科の必修科目「公共」

の学習指導が始まります。既に、使用される教

科書は公表されています。

教科書には、模擬選挙などの模擬的活動を取

り入れた政治参加・社会参加への意欲を喚起し

ていく学習活動が掲載されているとのことで

す。

高等学校の教科学習において、教科書に記さ

れた知識と現実社会とのつながりを意識できる

ように指導することが求められています。

そのためには、社会科、公民科はもちろんの

こと、総合的な学習の時間や特別活動、多様な

教科書等との横断的な視点に立ったカリキュラ

ムの開発も必要です。

また、各学校の教師がちゅうちょせず、安心

して主権者教育に取り組める環境も大切と思い

ますが、教育長にお伺いいたします。

令和４年度から新○教育長（黒木淳一郎君）

たに必修科目となります「公共」におきまして

は、現代社会が直面している様々な課題の解決

に向け、公正に判断したり、議論する力などを

身につけることを目標としております。

指導に当たりましては、教科書で学んだ知識

を生かしながら、国内外の諸問題を学ぶととも

に、発展的に地域の課題にも目を向けること

で、他者と協働して社会を生き抜く力や、社会

の一員として地域の課題解決を主体的に担う力

を育むことができると考えております。

今後、「公共」の学習を通じて、社会に関心

を持ち、自立して物事を考えることのできる生

徒の育成を図ってまいります。

授業以外で学ぶいろいろな○井上紀代子議員

活動というのを、やっぱり一つ一つ大切に積み

上げていって、横に広がるとか地域に学ぶと

か、そういうことがしっかりと子供たちに伝

わっていくように対策をお願いしたいと思いま

す。

次に、主権者教育は家庭、地域における取組

の充実が必要と私は考えています。

幼、小、中、高、大の接続を意識した学校教

育と、選挙管理委員会をはじめとする専門機

関、専門家との連携・協働した取組が重要と考

えています。
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子供たちが伸び伸びと主権者教育を受けるこ

とができるようにするためには、家庭教育、社

会教育の観点からの保護者世代への普及啓発活

動が重要となってきます。

「社会総がかり」で主権者教育を行うべきと

考えますが、日隈副知事にお伺いいたします。

主権者教育を行うに○副知事（日隈俊郎君）

当たりましては、子供たちの意識の醸成を図る

ために、人格形成の基礎が培われる幼少期から

の取組が必要であると考えます。そのために

は、家庭や地域の理解、そして協力が欠かせな

いものと思います。

そこで、県におきましては、高校生を対象と

した選挙啓発チラシを配布したり、若年層や親

世代の意識の向上を図る取組を行っているとこ

ろでありますが、やはりまずは大人が範を示

し、例えば子供のいる家庭では、親が子供を連

れて選挙に行ったり、また投票する姿を見せる

など、政治参加の主体性について自然な形で意

識づけすることが大切ではないかと思います。

また、教育の分野では、子供たちがそれぞれ

の地域の課題に関心を持ち、その解決に向け

て、自分も地域社会の一員として主体的に参画

するんだという意識や姿勢について育成してい

くことが必要であると思います。

井上議員のお話にありましたとおり、今後、

将来主権者となる子供たちだけではなく、若い

世代を含め社会全体、総がかりで主権者教育に

取り組んでいく必要があるものと思います。

選ぶ側の問題だけではな○井上紀代子議員

く、選ばれる側、私たちの側にも問題がたくさ

んあると思います。

選挙制度の在り方を変えていくなり、いろん

なことを変えていく必要という、本当に選挙民

に合った選挙制度というのをつくり上げていく

ということも大切なのではないかと思っている

ところです。

次に、農政問題について伺います。

前回の議会でも質疑が行われていましたが、

サツマイモ基腐病については、産地を挙げた取

組をしているにもかかわらず、ＪＡ串間市大束

では８割の畑で、鹿児島県でも６割の畑で発生

しているようです。

登録農薬も増え、ドローンによる防除も行わ

れているようですが、８月の長雨の影響もあ

り、発病する畑が急増したとのことです。2018

年11月に日本での発生が確認された本病は、僅

か３年で全国のサツマイモ産地にその感染が拡

大しています。

しょうけつを極めるこの基腐病ですが、鹿児

島県でも我が県でも、なぜか有機農業を行って

いる畑では、連作でも発生しないという情報が

あります。

綾町の有機農業の畑では、里芋の疫病も発生

していないとのことで、有機農家によります

と、特別なことはしていないのに発生しないと

のことです。

私は特別に有機農業をあがめる気はありませ

んが、とても大切な農業技術だと考えていま

す。国が発表した「みどりの食料システム戦

略」においても、有機農業を全耕地面積の25

％、100万ヘクタールに拡大する目標が掲げられ

ています。

私はインドに関心があり、「心と体と魂、食

べたもので体はつくられる」との視点で、友人

たちといろいろな勉強を続けていますが、イン

ドには「アーユルヴェーダ」という5,000年にわ

たって継承されてきた伝統医療があります。

「アーユルヴェーダ」は、命「アーユス」と科

学「ヴェーダ」を組み合わせた「生命科学」と
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いう意味で、身体の中で起こる様々な生命活動

のバランスに着目した医療技術が確立されてお

り、ある意味で有機農業に通じるものがあるの

ではと考えています。

宮崎県は全国でもナンバーワンと言える、有

機農業産地づくりのノウハウを持った県です。

今後どのように取り組んでいかれるのか、農政

水産部長に伺います。

有機農業の推○農政水産部長（牛谷良夫君）

進につきましては、県や関心の高い自治体、実

践農業者で構成する宮崎県有機農業連絡協議会

を設置し、技術の実証やＪＡＳ認証取得に向け

た講習会などを行いますとともに、専門技術指

導センターや普及センターにおいて、土壌調査

や技術情報の提供等に取り組んできたところで

ございます。

また、県では、有機農産物の海外輸出等が拡

大する中、第八次長期計画に「環境に優しい農

業の展開」として、有機農業の推進を位置づ

け、令和３年３月に、具体的な施策の展開方向

を示した「有機農業推進方針」を策定したとこ

ろでございます。

今後は、この方針に基づき、試験場や普及セ

ンターが一体となり、化学合成農薬や化学肥料

の代替技術に関する研究データや、現地情報を

集積しますとともに、普及に向けた実証と評価

を通じて、有機農業産地の拡大を図ってまいり

ます。

本県で有機農業を推進する○井上紀代子議員

一つの視点として、有機農業による土づくりや

土着天敵の利用について科学的に研究をして、

慣行農法との違いを明らかにしていく必要があ

ると、私は考えています。

県は、今後の有機農業の推進を図るために必

要となる有機農業の科学的な研究についてどの

ように取り組んでいくのか、農政水産部長にお

尋ねをいたします。

有機農業の推○農政水産部長（牛谷良夫君）

進を図るためには、農家経営が安定的に発展で

きるよう、科学的な根拠に基づく栽培技術の確

立が必要であります。

県ではこれまで、有機農業にも活用できる試

験研究の成果等として、土づくりや適正施肥に

よる病害虫に強い健全な作物づくりを基本に、

天敵等の防除技術を組み合わせた栽培技術であ

る宮崎方式ＩＣＭ指標を10品目で作成し、その

普及を推進してきたところであります。

今後は、この取組に加え、現地で実践されて

おります太陽熱を利用した土壌消毒や、土着天

敵の利用等について、その効果やコストを科学

的な視点から改めて検証するなど、有機農業に

安心して取り組んでいただけるよう、栽培技術

の確立に向けた取組を進めてまいります。

綾町では、郷田町長、前田○井上紀代子議員

町長の指導の下に構築された独自の認証システ

ムによる自然生態系農業が推進されてきまし

た。

昨年度、その薫陶を受けた農業者たちが、新

しい有機農業の推進組織「綾町自然生態系農業

農力向上委員会」を立ち上げ、イオンやグリー

ンコープ等との契約生産に取り組む産地づくり

がスタートしたと聞いています。

コロナ禍の中で、大手量販店はオーガニック

農産物や食品の取扱いを拡大しており、綾町の

有機野菜だけでは全く対応できていないほどの

オーダーが入っているとのことです。

業務加工用の有機野菜産地として全国区の産

地を目指すためには、有機ＪＡＳの認証が必要

となりますが、既に2001年には、綾町が有機登

録認定認証機関となることで、認定手数料や農
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地検査手数料で認定を受けることができます。

一般的な認定機関では、認定費用として10万

円以上、プラス審査員の旅費が必要となります

ので、かなり恵まれた環境が整備されているこ

とになります。

今後、本県の有機農業を推進していく上で、

有機ＪＡＳの取得支援はとても大切な視点であ

り、また、冬期に作付される業務加工用野菜の

実態は、ほとんど有機農業と変わらないという

報告もあります。

慣行農業とのすみ分けの視点も大切ですが、

拡大するマーケットが見えているのであれば、

それに対応した産地づくりを推進することは、

農政推進の常道ではないかと考えています。

今後、県内各地に有機農業圃場が点在してし

まい、慣行農業とのトラブルを回避するために

も、ノウハウを有する綾町と県が協同し、県段

階での有機登録認証機関を整備することで、指

導体制を構築する必要があるのではないかと考

えます。農政水産部長にお伺いいたします。

有機農業を推○農政水産部長（牛谷良夫君）

進する上で、指導体制の構築は重要であり、御

指摘の綾町の事例は、町ぐるみで有機農業を推

進、支援する優良事例であると認識しておりま

す。

また、高鍋町と木城町が連携して、有機ＪＡ

Ｓの認証体制の構築を目指すなど、有機農業の

産地づくりに向けた地域ぐるみの新たな動きも

見られております。

県としましては、有機農業の指導人材を育成

しますとともに、国が令和４年度当初予算で要

求している、地域ぐるみで有機農業に取り組む

市町村をオーガニックビレッジとして支援する

新たな取組も活用しながら、有機ＪＡＳ認証を

受けやすい体制づくりを研究してまいります。

有機農業を推進する上で○井上紀代子議員

は、認証体制の構築は重要な課題です。県が有

機登録認証機関となる考えはないのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

有機農業に取○農政水産部長（牛谷良夫君）

り組む上で、有機ＪＡＳ認証は、実需者や消費

者の信頼獲得につながる取組であり、県内に有

機登録認証機関があることで、農業者の利便性

は高まるものと考えております。

一方で、新たな認証機関の設立につきまして

は、認証のニーズや機能の検討に加え、既存の

民間機関との競合など、慎重な検討を要する課

題もあるものと考えております。

このようなことも踏まえて、現在、県全域を

対象とした有機ＪＡＳ認証機関の設立準備を進

めている高鍋町や木城町、また、先進地であり

ます綾町とも十分に連携しながら、県内の有機

ＪＡＳ認証の望ましい体制について研究してま

いります。

現場の課題を本気で解決す○井上紀代子議員

るのであれば、これまでの常識を捨てて、実際

に何が起きているのか、フラットな目で観察す

ることも大切ではないでしょうか。

このままでは、日本の里芋産地がなくなった

ように、サツマイモの産地が消えてしまいま

す。県の本気の対応を、ぜひお願いしたいと思

います。

需要が拡大するオーガニック農産物は、量販

店だけでなく食品加工企業や海外からの引き合

いも強いと伺っています。

しかしながら、有機農業の現場では、病害虫

の発生を抑制するため、多くの品目を分散して

作付しており、また、年によって、作によって

規格外品の発生率が大きく変わってしまう等、

なかなか業務・加工用仕向けのプランテーショ
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ン的な作付ができない実態があります。

このため、オーガニック農産物は、一般的な

市場流通には乗りにくく、今後、有機農業の推

進を図っていくためには、本県の有機農業の実

態をよく理解した量販店や食品加工企業との

マッチングによる販路拡大が必要だと考えま

す。

有機農業者と食品加工業者、販売業者との連

携による新たな付加価値の創出に、県はどのよ

うに取り組んでいこうとされているのか、農政

水産部長にお尋ねいたします。

県では、農林○農政水産部長（牛谷良夫君）

水産物の高付加価値化に向けた取組を強化する

ため、多様な食と農の関係者が連携し、それぞ

れの強みを出し合いながら新ビジネスの創出に

挑戦するローカルフードプロジェクト 略し―

てＬＦＰと称しておりますが を推進してい―

るところでございます。本年７月に設立しまし

たこのＬＦＰのプラットフォームの中で、有機

農産物についても関心の高い、県内の加工・販

売業者等と生産者とのマッチングを継続的に行

いながら、新商品・サービスの開発に向けた取

組を支援しているところであります。

県としましては、このような支援を通じて、

有機農産物のさらなる付加価値の創出に取り組

んでまいります。

地域食農連携プロジェクト○井上紀代子議員

（ＬＦＰ）は、これまでの農業者単位での６次

産業化の支援に加えて、産地単位での６次産業

化の推進に取り組むという新たな取組です。

産地単位での取組ですから、うまくいけば、

これまでの６次産業化とは比較にならない規模

の経済効果を生み出すものとして、期待をして

います。

この事業では、新商品の企画・開発をどのよ

うに進めることでマーケットニーズを捉えよう

としているのか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

今年度は、Ｌ○農政水産部長（牛谷良夫君）

ＦＰのプラットフォームに、「保存食」「有

機」「機能性」「観光」など６つのテーマで分

科会を設置し、調理の簡便性や健康志向、巣ご

もり需要など、コロナ禍で多様化するマーケッ

トニーズに対応した取組を進めているところで

ございます。

具体的には、加工・販売業者と連携した、お

湯で戻すだけで簡単に調理できる乾燥有機野菜

や、果実に含まれるカロテノイドなど機能性成

分を含んだ飲料の開発、また、大手旅行業者と

連携した県内の複数の観光農園などを巡るオン

ラインツアーの実施など、８つの意欲的なプロ

ジェクトが始まっております。

今後は、各プロジェクト間の連携強化による

価値連鎖も生み出しながら、さらなる地域経済

の活性化を図ってまいります。

実は、コロナで変化した食○井上紀代子議員

生活と食に関する意識を調査したものがありま

す。

インターネット行動ログ分析によるマーケ

ティング調査、コンサルティングサービスを提

供する株式会社ヴァリューズは、国内の20歳以

上の男女、１万７人を対象に、新型コロナウイ

ルス感染拡大前後での食生活の変化や、食に対

する意識変化をアンケートとして調査しまし

た。その調査によりますと、コロナで内食・中

食志向に変化した食事形態としては、手作り料

理が１位となっています。食事形態の変化の中

で、自炊は一皿で完結する料理が人気があると

いうことです。

もう一つは、手作り料理が増えた人の約８割
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が今後も料理継続の意向があるというふうに

言っています。そしてまた、コロナ拡大後に変

化した食への意識としては、これからも手作り

料理は続けていきたいと思う、料理は手間や時

間をかけずにつくりたいと思うというふうに

なっています。

そしてまた、日常的に使う食材のお取り寄せ

需要増。これでは、日常的に料理に使う食材が

欲しい。調理に簡単な食材が欲しい。それをお

取り寄せ、少し高めでも、それが高級食材でも

構わないというふうな調査結果が出ています。

私は、ここでフリーズドライに着目するべき

ではないかと思っているわけです。

フリーズドライ食品とは、食品を冷凍させ、

フリーズさせる。真空凍結乾燥機と呼ばれる機

械で、真空に近い状態にして、乾燥、ドライさ

せたものです。従来のエアードライと違い、凍

らせた状態で乾燥させるために、食感や栄養分

を残すことができると言われています。

そして、フリーズドライ食品の特徴として

は、復元性に優れている、栄養価の損失が少な

い、元の色や味、香りの変化が少ない、持ち運

びに便利、常温で長期保存が可能であるという

ことが言われる。内容的にはすごくいいです

ね。コロナ禍の中で、仕事もあり、ほかのこと

もしなければいけない女性たちにとっては、今

必要なのは、なんちゃって料理なんですよね。

そのなんちゃって料理ができると、お家の中で

も簡単に調理もできて、自分たちでそれを楽し

く食することができる。今、料理研究家と呼ば

れている方たちの多くの 著名なと言ってい―

いと思いますけど 方たちの作っている料理―

は、全てなんちゃって料理です。簡単にでき

る、でも機能性はあるということ。私たちもそ

の料理のニーズにどう応えていくかということ

が、大変重要だと思っています。

食品開発センターに試作販売ができるフリー

ズドライ加工設備を設置し、県内事業者の取組

を支援すべきと考えますが、商工観光労働部長

にお答えをいただきます。

食品開発○商工観光労働部長（横山浩文君）

センターでは、食品加工に関する様々な相談に

対しまして、技術指導などの支援業務を行って

おります。新たな商品開発に当たりましては、

フード・オープンラボにより、商品化につなげ

るための小ロットの試作品開発も支援をしてい

るところでございます。

御質問のフリーズドライに関しましては、現

有設備により試作品の開発支援を行っていると

ころでございますが、議員御指摘のとおり、常

温で長期保存が可能であるなどのメリットがあ

る一方で、食感や色の変化への対応などの技術

的な課題でありますとか、少量生産の場合の加

工費用の問題などのハードルがあるということ

でありまして、商品化に至らないケースが多い

状況にございます。

こういった特徴を踏まえた上で、御質問にあ

りました設備導入の検討を含めまして、県内事

業者のフリーズドライ製品開発における効果的

な支援の在り方につきまして検討してまいりま

す。

私は、この答弁には物すご○井上紀代子議員

く反論があるんですよね、いろいろと。もっと

よく調べていただきたいと思います。

そして、この食品開発センターは、私は非常

に県の機関の中でも期待をしているところなん

ですけれども、これからはここが中心になって

いくと思うんですね。新たな商品の開発をして

いくのに恐れることは要らないので、いろいろ

なことを試していただきたいと思います。この
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フリーズドライはなんちゃってみたいな、私の

ような人間がスマホで引いてみてもデメリット

はありません。ぜひ、１回研究してみていただ

きたいと思います。

次に、この世界的なコロナ禍の中で、お茶は

巣ごもり需要や健康飲料として輸出が伸びてい

ると言われています。また、コロナに対する免

疫力アップに、納豆などの食事が重要だと言わ

れています。

宮崎市高岡町の一里山地区と近隣市町で有機

茶を生産している農家12戸で組織する「オーガ

ニックティーみやざき」は、有機茶の栽培面積

が92ヘクタールに達しており、そのほとんどが

茶商業を通じて海外に輸出されていると伺って

います。

県内でのリーフ茶需要が見込めない中で、積

極的に有機栽培にチャレンジし、輸出実績を延

ばしているこの取組は、これからの本県農業が

目指すモデルであると確信しますが、農政水産

部長にお伺いいたします。

令和２年の国○農政水産部長（牛谷良夫君）

の茶輸出額は、日本食ブームなどもあり、162億

円と過去最高を記録し、今後もこのような状況

が続くと見込まれておりますことから、本県産

茶の輸出拡大も期待できるものと考えておりま

す。

近年、本県の茶の輸出額は２億円程度で推移

しておりまして、今後、輸出用茶の生産拡大を

図っていくためには、海外においてニーズの高

い有機栽培への転換や量の確保が、大きな課題

となっております。

このため、県としましては、病害虫抵抗性を

有する品種への改植や、農薬を使わない吸引式

防除機の導入、国の事業を活用した輸出向け産

地づくりの取組など、関係機関・団体と連携し

ながら、輸出用茶の生産拡大に向けた取組を支

援してまいります。

知事に最後ですが、お尋ね○井上紀代子議員

をしたいと思います。

日本で、綾町はナンバーワンです。オーガ

ニックナンバーワン。そして、有機農業ナン

バーワンです。このナンバーワンの産地を持つ

宮崎県で、今後、有機農業産地という新しいこ

の取組をどう育てていこうと、支援されていこ

うとしているのか、知事にお伺いいたします。

ミラノ万博でヨーロッ○知事（河野俊嗣君）

パに参りましたときに、有機栽培のお茶という

のが大変高い注目を集めている、もしくは、有

機栽培のお茶でなければ、その商談のテーブル

にさえ乗らないというような高い価値が認めら

れているところを、改めて認識したところであ

ります。

ただ、有機農業というものが意義ある取組だ

ということを前提とした上で、ヨーロッパとは

気候条件が異なる我が国において、そして特に

温暖多湿な本県におきまして、化学農薬や化学

肥料を使用せずに雑草や病害虫をコントロール

する有機農業は、簡単な取組ではありません

で、綾町の先駆的な事例からしても、一般的に

行われております慣行農法と異なる発想や高い

技術、チャレンジ精神が求められていると考え

ております。

御紹介いただきましたように、国は、農業の

環境負荷軽減に資する「みどりの食料システム

戦略」を策定しまして、有機農業につきまして

は、2050年までに全耕地面積の25％、約100万ヘ

クタールに拡大するという目標、これは現時点

が１％に満たない状況でありますので、意欲的

な目標を掲げて推進することとされておりま

す。
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手量販店や加工事業者との契約取引、海外の有

機農産物のニーズに対応した輸出などに取り組

む事例が見られているところであります。

県としましては、有機農業に先駆的に取り組

まれている方々と、これを目指す意欲的な方々

とのネットワークを構築しまして、技術の向上

や販路の開拓等を支援してまいりたいと考えて

おります。そして、有機農産物への消費者の理

解を醸成しながら 有機農業に取り組む面積―

―が現在、全国第５位という実績があります

これを一層拡大し、日本の食料供給産地として

の責務を果たすため、環境に優しい持続可能な

農業県を目指してまいります。

それぞれ御答弁いただき、○井上紀代子議員

ありがとうございました。

以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○濵砂 守副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○中野一則議長

ます。

次は、河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○河野哲也議員

は。公明党、河野哲也でございます。

新型コロナウイルスの影響の長期化に対応す

るため、政府が閣議決定した経済対策には、公

明党が強力に訴えてきた内容が数多く反映され

ています。

困窮世帯への支援では、住民税非課税世帯に

１世帯当たり現金10万円を申請不要の「プッシ

ュ型」で支給します。特例貸付けを限度額まで

借り切るなどした世帯に、３か月で最大30万円

の「自立支援金」を再支給いたします。困窮す

る大学生や専門学生には、学びを継続するため

の「緊急給付金」として、現金10万円を支給い

たします。

そして、18歳以下の子供を育てる世帯には、

子供１人当たり10万円相当を給付します。まず

は現金で５万円、来春までに残りの５万円分

は、子育て関連に使い道を限定したクーポンを

配ります。クーポンは、各自治体が実情に応じ

て、現金給付とすることも可能であります。現

金が速やかに届くように、子供が中学生以下の

場合は、児童手当の仕組みを活用し、申請不要

で年内に支給を開始できます。高校世代の子供

については申請が必要であります。所得制限は

あります。

細かく言えばまだまだありますが、１人でも

多くの方の生活への下支えをしようとする経済

対策であります。どこが愚策だと申し上げて、

質問に入ります。

まずは、令和４年度予算編成についてでござ

います。

編成の基本的な考え方として、新型コロナウ

イルス感染症対策や人口減少対策、防災・減災

対策、国土強靱化対策をはじめとする本県の諸

課題に的確に対応するとともに、将来を見据え

た新たな経済活力の創出につながる取組につい

ては、積極的な展開を図るとし、令和４年度に

おける重点施策について必要な措置を講ずると

しております。

そこで、知事に２点お尋ねします。

今、南アフリカなどで確認された新型コロナ

ウイルスの新変異株「オミクロン株」の感染が

欧州で拡大しています。日本も同株を「懸念す

令和３年12月３日(金)
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べき変異株」に指定し、警戒度も最も高いレベ

ルに引き上げましたが、先日、国内でも確認さ

れました。限られたデータの中で対応しなけれ

ばならず、「今後、検出した場合には、国内で

の拡散を防ぐため、検疫所や国の情報を自治体

などと速やかに共有することが必要だ」と言わ

れています。

このように、先の見えないものへの感染症対

応になると思います。また、これからも新型コ

ロナウイルス感染症に対する医療提供体制と平

時の医療体制は維持しなくてはなりません。

そこで、令和４年度重点施策において、「感

染症に強い医療提供体制の充実」を掲げていま

すが、どのような取組を行うのかお伺いしま

す。

次に、特に本県の中山間地域においては、維

持・存続が困難になることが懸念されることか

ら、戦略的な移住・定住の展開や新たな人材の

創出は重要であります。

令和４年度重点施策に掲げている持続可能な

魅力ある地域づくりの推進に向けて、どのよう

に取り組んでいくのか、お伺いいたします。

以下の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、感染症に強い医療提供体制の充実につ

いてであります。

この夏の第５波におきましては、感染力の極

めて強いデルタ株の影響で、新規感染者の爆発

的な増加により医療が逼迫し、県内の地域医療

は崩壊の危機に直面するとともに、社会経済活

動のあらゆる分野に深刻な影響が及びました。

このため、令和４年度の予算編成における重

点施策に、「感染症に強い医療提供体制の充

実」を掲げ、必要な取組を推進することといた

しました。

具体的には、感染拡大への備えとして、患者

が症状や状況に応じて必要な医療を受けること

ができるよう、医療機関、宿泊施設、自宅を含

めた総合的な医療提供体制の強化を進めてまい

りたいと考えております。

さらに、ワクチンの追加接種や経口治療薬の

実用化など、新型コロナをめぐる状況の変化を

見極めながら、役割分担に応じた医療機関の機

能及び連携体制を充実するとともに、感染症に

対応可能な医師・看護師等の医療人材の確保な

どを推進してまいります。

また、オミクロン株についての言及もござい

ましたが、引き続き、こうした変異株の状況等

も十分注視しながら、今後の対応をさらに検討

してまいります。

このような取組を総合的に進めまして、県民

の命と健康を守る体制の整備を図ってまいりま

す。

次に、持続可能な地域づくりについてであり

ます。

人口減少の進行に伴い、特に中山間地域にお

きましては、買物や交通、福祉サービスなど、

生活に必要な機能の維持が困難になりつつあ

り、将来にわたって住み慣れた地域に安心して

暮らすことのできる地域づくりが喫緊の課題で

あると認識をしております。

そのため、地域交通の維持・最適化をはじ

め、移住やワーケーションの推進による関係人

口の創出、さらには、「宮崎ひなた生活圏づく

り」の取組として、中心集落と周辺集落のネッ

トワーク化による暮らしの機能の維持や、地域

課題の解決に向けた、住民による自立的な活動

が持続できる仕組みづくりに取り組むこととし
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ております。

今後とも、市町村や関係団体等としっかりと

連携し、それぞれの個性や魅力を生かした持続

可能な地域づくりを進めてまいります。以上で

あります。〔降壇〕

では、持続可能な中山間地域○河野哲也議員

づくりについてお尋ねします。

椎葉村に調査に行く機会が増えました。行く

たびに椎葉村に魅力を感じました。一つは、交

流拠点施設「Ｋａｔｅｒｉｅ（かてりえ）」の

充実であります。一つは、空き家をシェアハウ

ス型のお試し住宅に改修中の移住者の熱意にで

ございます。一つは、移住者・地元の方が主体

となって地域課題に挑戦されているということ

が見てとれたということでございます。

若年層、子育て世代の定住対策での拠点づく

りをしている椎葉村ですが、交流拠点施設「Ｋ

ａｔｅｒｉｅ」は、地方創生拠点整備交付金を

用いて令和２年７月に開館いたしました。キッ

ズスペース、全館無料Ｗｉ－Ｆｉを完備し、観

光の拠点やワーケーション時の仕事の拠点にな

るようにしております。２階には、椎葉村図書

館「ぶん文Ｂｕｎ」、ものづくりＬａｂ、その

ほか、ゼロ歳児から受入れ可能な椎葉中央保育

園と公園を共有しています。可能性のある拠点

となっています。

県内には、ほかに事例があるのでしょうか。

県内の中山間地域における地方創生拠点整備交

付金の活用実績を、総務部長にお伺いいたしま

す。

地方創生拠点整備○

交付金は、地域の観光振興や住民所得の向上等

の基盤となる施設の整備等に対する国の交付金

であり、平成28年度補正予算において創設され

て以降、毎年度、国の補正予算に計上されてお

ります。これまで、県内市町村につきまして

は、16施設の整備に対し交付されており、この

うち中山間地域においては、８市町村が11施設

に活用しているところであります。

具体的には、御紹介のありました椎葉村の交

流拠点施設「Ｋａｔｅｒｉｅ」のほか、日之影

町の「道の駅青雲橋」、串間市の「都井岬観光

交流館パカラパカ」、綾町の「ユネスコエコ

パークセンター」等に活用されており、これら

の地域資源を生かした特色ある取組が、地域の

活性化につながっているものと考えておりま

す。

地域資源を生かしたというこ○河野哲也議員

とは納得ができるかなと。それであって、例え

ば椎葉村は、椎葉村ならではという部分と、椎

葉村に新たな素材を持ってきて、一緒に融合し

たものが出来上がっているなと実感しました。

「宮崎ひなた生活圏づくり」地域課題解決支

援事業として、椎葉村小崎地区では、空き家

を、集落の交流拠点機能を備えたシェアハウス

型のお試し住宅に改修された、地域おこし協力

隊の方を調査してまいりました。営農組合も立

ち上げるそうでございます。移住者の方が、今

後の移住者のために、また、地域の課題解決の

ために動いていることに、大変感動を覚えまし

た。

そこで、「宮崎ひなた生活圏づくり」地域課

題解決支援事業の内容と効果を、総合政策部長

にお伺いいたします。

「宮崎ひなた○総合政策部長（松浦直康君）

生活圏づくり」地域課題解決支援事業につきま

しては、人口減少や少子高齢化がより早く進行

しております中山間地域の暮らしを守るため、

地域の課題を住民自ら話し合い、合意された取

組に対しまして支援を行うものであります。
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具体的には、人口減少の抑制や生活に必要な

機能・サービスの維持・確保に役立つ取組に対

して、２か年度で最大600万円の定額補助を行う

こととしております。これまでに、空き家や空

き店舗を改修して、移住者向けのお試し住宅

や、地域の交流拠点を整備した事例、あるいは

地域住民のボランティアによる高齢者等の移動

支援を行う車両等を整備するなどの事例が出て

きておりまして、それぞれ地域の課題解決につ

ながっているものであります。

今後とも、地元市町村と連携しながら、地域

住民の取組を支援し、持続可能な中山間地域づ

くりにしっかりと取り組んでまいります。

地域の課題解決につながって○河野哲也議員

いる事例が各地にあるということを実感しまし

た。

地域おこし協力隊の方から、要望を２つも

らったんです。１つは、空き家は改修できると

きに提供してもらうと、そこまで経費はかから

ないなということ。それと、できるなら、やっ

ぱり維持のための補助も必要ではないかとおっ

しゃっていました。何らかの県のフォローアッ

プが必要だなと感じました。

続きまして、子宮頸がん（ＨＰＶ）ワクチン

について、福祉保健部長にお伺いします。

11月26日、ＨＰＶワクチン積極的勧奨再開が

国から通知されました。８年かかりました。経

過は、御案内のとおりとは存じますが、ワクチ

ンは2009年に承認され、2013年４月に原則無料

の定期接種となりました。

しかし、接種後に体の広範囲が痛むなどの多

様な症状の訴えがあり、同年６月に対象者に個

別に接種を呼びかける積極的勧奨を中止しまし

た。この影響は、本県の子宮頸がん罹患率にも

あるのではないでしょうか。

子宮頸がん罹患率の本県と全国の比較につい

て、お伺いします。

厚生労働省○福祉保健部長（重黒木 清君）

の全国がん登録の統計によりますと、平成30年

の子宮頸がんの人口10万人当たりの年齢調整罹

患率は、本県が87.0、全国が58.0であり、本県

は全国と比較して高くなっております。

本県の罹患率は、全国を大き○河野哲也議員

く超えています。にもかかわらずというか、平

成30年３月策定の第３期宮崎県がん対策推進計

画に、子宮頸がんへの取組について、施策とし

て、「県や市町村は、子宮頸がんはがん検診に

より、正常ではない細胞の状態で見つけられる

ことについて普及啓発を図り、がん検診の受診

を一層促進しながらも」と、ここまではいいん

ですけど、「ＨＰＶワクチン接種の在り方につ

いて、国の総合的な判断を示されるのを待っ

て、積極的勧奨については検討する」としてい

ます。

昨年の私の質問で、市町村への個別通知につ

いて確認をしましたが、その後、どのような結

果になったでしょうか。子宮頸がん予防のＨＰ

Ｖワクチン接種におけるこれまでの県の対応に

ついて、また市町村の個別通知の実態も併せて

お伺いします。

ＨＰＶワク○福祉保健部長（重黒木 清君）

チンにつきましては、平成25年６月、国から積

極的な接種勧奨を控えるよう勧告が出され、以

後、本県におきましては、市町村による勧奨は

行われていなかったところであります。

このような中、令和２年１月に国の検討会に

おきまして、接種対象者及びその保護者に対し

て、ワクチン接種の意義や効果、接種後に起こ

り得る症状等について、正しい情報を提供した

上で検討・判断ができるようにすることが、意
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見として示されました。

このため県では、昨年７月と10月、市町村

に、接種対象者に対して国が作成したリーフ

レットを送付して、接種に関する必要な情報を

適切に周知していただくようお願いし、13の市

町村で実施していただいたところであります。

今年の接種率は例年より大幅○河野哲也議員

に伸ばしたと聞きました。大変ありがたいこと

です。さあ、積極的勧奨が11月から始まります

が、市町村長は、対象者または保護者に予診票

の個別送付を行わなければならないことになっ

たわけです。基本的には、令和４年４月から順

次、勧奨を実施するとなっています。もちろん

準備が整った市町村にあっては、４月より前か

ら始めてもよいとなっています。

ＨＰＶワクチン積極的勧奨再開に当たり、県

としての対応についてお伺いします。

ＨＰＶワク○福祉保健部長（重黒木 清君）

チンの定期接種につきましては、国の有識者に

よる検討会議におきまして、最新の知見を踏ま

え、改めてＨＰＶワクチンの安全性について特

段の懸念が認められないことや、接種による有

効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認め

られたため、積極的勧奨を差し控えている状態

を終了することが妥当とされたところでありま

す。

これを受けて、議員の御質問にありましたと

おり、国から県及び市町村宛てに、個別の勧奨

を基本的に令和４年４月から順次実施するよ

う、通知がなされたところであります。

このため、県としましては、今回の通知の内

容につきまして、県医師会へお伝えするととも

に、各医療機関への周知をお願いしたところで

あります。

接種について、検討・判断す○河野哲也議員

るための必要な情報提供や、被接種者が接種後

に体調の変化を感じたとき、相談や診療に対応

しなければならないとなっています。

ＨＰＶワクチンの接種を進めるに当たり、相

談体制の確保について、県としての考えをお聞

きします。

ワクチンの○福祉保健部長（重黒木 清君）

接種を進める上では、対象者等に対し、ワクチ

ン接種に関する必要な情報提供が行われるとと

もに、被接種者が接種後に体調の変化を感じた

際に、適切に相談や診療などの対応が行われる

ことが重要であります。

現在、県及び宮崎市におきまして、それぞれ

保健部門と教育部門の相談窓口を設置している

ところであり、引き続き、地域の医療機関や医

師会と一層の連携を図り、相談等が適切に行わ

れるよう、体制の強化を進めてまいります。

診療支援として、診療実態を○河野哲也議員

継続的に把握することは強化しなければならな

いことであります。ぜひ、宮崎大学等の連携も

密にしていただきたいなと思います。

ＨＰＶワクチンの積極的な勧奨の差し控えに

より接種機会を逃した方への救済では、対象者

・期間・周知の３つが大事になってきます。

国の判断を待たなくても、進めるべきところ

はあるのではないでしょうか。積極的な勧奨の

差し控えにより接種機会を逃した方への救済に

ついて、県としての考えをお伺いします。

積極的な勧○福祉保健部長（重黒木 清君）

奨の差し控えにより接種機会を逃した方への対

応については、今後、ワクチンの接種を進めて

いく上で重要な課題であると認識しておりま

す。

現在、国の分科会におきまして、公費による

接種機会の提供等に向けて、対象者や期間等に
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ついて議論が行われておりますので、今後示さ

れることになっている国の方針を踏まえまし

て、県としては適切に対応してまいりたいと考

えております。

対象者は幾つかのパターンで○河野哲也議員

提案されると思うんですが、そのいずれにも入

る年齢の期間がきっとあると思うんですね。そ

こら辺から準備をして始めるということはでき

るのではないかなと思いますので、どうか御検

討していただきたいと思います。宮崎モデルを

つくっていただきたいなと思います。

次に、水産振興施策について農政水産部長に

お伺いします。

昨年度から猛威を振るっています新型コロナ

ウイルス感染症の長期化・再拡大化によって、

水産業もこれまでにない危機的状況になってい

ます。

今年に入り、燃油価格が急激に高騰してお

り、本県はカツオ・マグロ漁業をはじめ、経費

に占める燃料費の割合が高く、漁業経営に大き

な影響を及ぼしています。

国の支援策をいただくには、既にセーフ

ティーネット等が枯渇している状況にいる漁業

者に、何らかの救済をしていかなければならな

いと思います。

本県漁業者は、燃油高騰に対し、どのような

取組を行っているのか、まずはお伺いしたいと

思います。

本県漁業は、○農政水産部長（牛谷良夫君）

経費に占める燃油代の割合が２割程度と高いこ

とから、燃油価格の動向が漁業経営に大きく影

響いたします。

このため漁業者は、燃油価格高騰時に漁業者

と国が積み立てた資金から補塡金が交付されま

す「漁業経営セーフティネット構築事業」に加

入し、経営への影響緩和を図っているところで

あります。

加えて、今般の著しい燃油高騰に対しては、

燃油使用量の抑制を図るため、漁船のスピード

を減速して航行するとともに、漁業調査船「み

やざき丸」が提供する漁場探索情報や、県が

「海の天気図」として提供する水温や潮の流れ

の情報を活用した、効率的な漁場選択などに努

めているところであります。

引き続き、漁業者が取り組む○河野哲也議員

省燃油の活動をサポートしていただきたいと思

います。

燃油高騰は今般の大きな課題となっておりま

すが、一方で、建造されてから30年以上経過し

ている漁船の全漁船に占める割合が高くなる、

いわゆる「漁船の高船齢化」も大きな間題でご

ざいます。これは、高齢化や後継者の不在、経

営不振を背景として、多くの漁業者で漁船の代

船が進んでいないのでございます。

高船齢化する漁船の若返り対策について、お

伺いします。

令和３年11月○農政水産部長（牛谷良夫君）

現在の本県の漁船登録隻数は2,158隻で、そのう

ち、建造から30年を超える漁船が約７割を占め

ております。

漁船は、漁業生産を支える重要な基盤です

が、漁業経営が厳しい中では、その更新が進ま

ないため、機能低下やコスト増により、さらな

る収益性の悪化につながるおそれがあります。

このため県では、関係団体と連携して、平

成27年度から国の漁船リース事業により、新船

や船齢の若い中古船への更新を進めており、こ

れまでに76隻の漁船が活用しております。

今後とも、関係団体と連携して、漁船の若返

りを積極的に支援し、収益性の高い経営体づく
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りを推進してまいります。

よろしくお願いします。○河野哲也議員

浮き魚礁等の漁場整備は、漁業の生産力を向

上させ、沿岸漁業の収入増や安定に大きく貢献

しています。日向灘には５基配置されてありま

した。１基につき平均260トン、１億2,000万円

の水揚げがあると聞いております。

県内に設置されている表層型浮き魚礁の効果

についてお伺いします。

表層型浮き魚○農政水産部長（牛谷良夫君）

礁、通称「うみさち」と申しておりますが、引

き縄漁業やカツオ一本釣り漁業における効率的

な操業を実現させるため、平成６年度から整備

を始め、日向灘に５基配置する体制を構築して

きたところであります。

浮き魚礁の効果につきましては、ただいま議

員御指摘のとおり、水産試験場による調査の結

果、１基当たりの年間漁獲量は約260トン、生産

額は約１億2,000万円となっております。

また、漁場探索時間の縮減や、浮き魚礁に設

置した観測機器で収集した海況データに基づく

出漁判断など、コスト削減効果も大きく、表層

型浮き魚礁は、カツオなどの回遊魚を対象とし

ている本県漁業者の漁業経営に必要不可欠な施

設となっております。

県が設置している浮き魚礁○河野哲也議員

は、漁業資源の減少、燃油の高止まり等で厳し

い経営環境の下にある沿岸漁業者の操業におい

て必須の施設でございます。

このような中、今回の宮崎県浮き魚礁「うみ

さち６号」の流出に伴い、漁業者は遠方への出

漁を余儀なくされ、燃油等のコスト上昇による

漁業経費の増大で、収益が著しく低下すること

が予想されます。早期に再設置をお願いしま

す。

流出した「うみさち６号」の今後の対応につ

いて、お伺いします。

本年９月25日○農政水産部長（牛谷良夫君）

に流出した「うみさち６号」につきましては、

台風等の影響もあり、11月11日にようやく回収

作業を完了することができました。

御指摘のとおり、コロナ禍や燃油価格高騰等

により、漁業経営は厳しい環境下にあり、県と

しましては、関係団体や漁業者からの早期の再

設置を求める声は承知しております。

今後、浮き魚礁の設計・構造を専門とする学

識経験者など、外部の有識者を含めた委員会を

立ち上げ、改修した浮き魚礁の状態調査や流出

時の海域の状況解析などにより、原因の究明や

改善策の検討を行いますとともに、国とも協議

しながら、早急に必要な作業を進めてまいりま

す。

ぜひ、よろしくお願いいたし○河野哲也議員

ます。

観光振興対策について、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

先日、南九州観光振興会議が行われました。

幾つかの議論があり、また講演に関しまして

も、宮崎への応援歌のような内容で、有意義な

時間を過ごしました。

そこで、確認の意味で質問させていただきま

す。

本県の観光業の現状として、新型コロナの影

響で、令和２年の観光入り込み客数は前年

比35.8％減、宿泊者数は前年比28.9％減となっ

ています。国内外の観光需要が激減し、観光関

連産業は極めて厳しい状況になっています。

よって、決議どおり、宮崎・熊本・鹿児島３

県の連携で振興させることは非常に重要になっ

てきます。
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国内外の観光客を誘致するため、豊かな自

然、歴史、文化、景観、食など特色ある観光資

源を活用し、一致協力して、誘客対策の充実強

化を図るべきでございます。

南九州３県が連携して行う国内外からの南九

州への観光客誘致対策について、お伺いしま

す。

本県で○商工観光労働部長（横山浩文君）

は、平成９年に、熊本県、鹿児島県と南九州広

域観光ルート連絡協議会を設立しまして、３県

が連携して観光誘客事業に取り組んでいるとこ

ろでございます。

まず、国内誘客対策としましては、旅行雑誌

やインターネットを活用した観光情報発信事業

や、教育旅行の合同誘致セールス、３県周遊を

促進するためのスマートフォンアプリを活用し

たスタンプラリー等を実施しております。

また、海外誘客対策としましては、インバウ

ンド再開を見据え、台湾、韓国、中国市場向け

に、情報発信力のあるインフルエンサーを活用

したプロモーション等を実施しているところで

あり、今後とも、南九州３県で連携し、効果的

な誘客に取り組んでまいります。

本県は、県内教育旅行が充実○河野哲也議員

し、好調で、今回も追加の補正が組まれること

になりました。子供たちの教育旅行に耐え得る

だけの素材があるということでございます。３

県とも光る素材を持っていると考えます。ぜ

ひ、アピールするべきです。

南九州３県が連携して行う教育旅行誘致セー

ルス事業の取組と期待する効果について、お伺

いします。

教育旅行○商工観光労働部長（横山浩文君）

につきましては、県をまたぐ広域的なルートの

需要が高いことから、県外の旅行会社や学校等

に対して、南九州３県を巡るモデルコースや体

験メニューの提案等を、３県合同で行っている

ところでございます。

今年度は、関西地区の旅行業者を対象とした

大阪市内での説明会や、九州内の小・中・高校

を対象としたオンラインによる説明会を、３県

合同で実施することとしております。

新型コロナの影響によりまして、旅行先が見

直されていることを好機と捉えまして、３県の

強みを生かした商品造成や、合同での誘致セー

ルスを積極的に行うことにより、南九州３県へ

の県外校のさらなる誘致促進につなげてまいり

たいと考えております。

期待しておりますので、よろ○河野哲也議員

しくお願いします。

ポストコロナでの国外への情報発信は必要で

あります。その国のニーズに合った情報がマッ

チすれば、誘客につながります。

そこで、台湾にターゲットを絞って南九州３

県が連携して行う、台湾市場向け情報発信事業

の内容と期待する効果についてお伺いします。

台湾に向○商工観光労働部長（横山浩文君）

けた情報発信につきましては、サイクリングの

人気が高いことから、台湾の自転車愛好者に対

し、南九州３県のサイクリングルートや観光情

報を発信する事業に取り組んでいるところでご

ざいます。

具体的には、サイクリングルートや観光地、

食の魅力等を、フェイスブックなどのＳＮＳで

発信してもらうため、先日、日本在住の台湾人

インフルエンサーを招請しまして、本県では、

宮崎市から串間市までを実際に自転車で走り、

道の駅フェニックスや鵜戸神宮、都井岬などを

取材していただいたところでございます。

この事業によりまして、台湾における南九州
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の認知度向上や来訪意欲の喚起が図られ、イン

バウンド再開後の誘客につながることを期待し

ているところでございます。

この事業には、議員はついて○河野哲也議員

行ったんですか。いないですね、出席した人

は。すみません。

答弁を求めるんですか。○中野一則議長

いや、すみません。○河野哲也議員

平成26年２月にＪＲ南宮崎駅のバリアフリー

化が済み、高齢者の方、キャリーバッグを持っ

ての旅行者の方々がストレスフリーの状態で移

動できるようになりました。今、佐土原駅がバ

リアフリー化されています。次は、ＪＲ南延岡

駅ではないでしょうか。

ＪＲ南延岡駅は、周辺に病院や商業施設等も

多く、市南西地域の市民の移動拠点として、通

勤・通学をはじめ、観光の起・着点ともなっ

て、１日当たり約1,600人が利用する駅でありま

すが、乗車券販売の施設、改札、待合室、トイ

レ等の主要施設が２階にある構造でございまし

て、バリアフリー化の整備がまだなされていま

せんでした。

昨年、延岡市区長会連絡協議会を中心に、南

延岡バリアフリー化促進期成会が発足し、強力

にアピールする体制が整いつつあります。延岡

市は、県に財政支援やＪＲ九州への働きかけを

求めています。

ＪＲ南延岡駅のバリアフリー化について、県

はどう取り組んでいるのか、総合政策部長にお

伺いします。

県では毎年、○総合政策部長（松浦直康君）

市町村や学校などから要望や意見等を取りまと

めまして、ＪＲ九州に対し要望を行っており、

その中には、駅のバリアフリー化も含まれてお

りまして、延岡市が要望活動に同行された際に

は、南延岡駅について直接訴えられているとこ

ろであります。

ＪＲ九州はこれまで、１日当たりの利用者数

が2,000人以上の駅について、国・県・市町村の

補助事業を活用し、順次バリアフリー化を進め

ているということでありますが、南延岡駅につ

きましては、直近では1,600人程度となっており

ます。

現在、延岡市におきましては、地元の熱意を

ＪＲ九州に伝えるため、８万人を目標に署名活

動が行われており、県といたしましても、こう

した動きに合わせ、引き続きＪＲ九州に対し、

県内の駅の利便性向上を訴えてまいります。

今後は、令和９年の国民ス○河野哲也議員

ポーツ大会、全国障がい者スポーツ大会の本県

開催もあり、安全で利便性の高い環境で来訪者

を延岡に迎えるためにも、同駅のバリアフリー

化は重要であります。特段の御配慮をお願いし

ます。

学校教育とＳＤＧｓについて、教育長にお伺

いします。

平成29年、平成30年、平成31年に改訂された

現行の学習指導要領の大きな柱の一つが、持続

可能な社会の創り手、ＳＤＧｓを実現する社会

の創り手として育むということでございます。

学習指導要領総則にも、「持続可能な社会の

創り手となることが期待される児童に、生きる

力を育むことを目指すに当たっては、学校教育

全体並びに各教科、道徳科、外国語活動、総合

的な学習の時間及び特別活動の指導を通して

云々」、つまり、学校教育全体を通して、ＳＤ

Ｇｓの実現を目指して指導せよと書いてあるわ

けです。先生方は何をしなければならないで

しょうか。

ところで、2002年の「持続可能な開発に関す
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る世界首脳会議」で、我が国の提唱したＥＳＤ

「持続可能な社会の創り手を育む教育」が、実

はＳＤＧｓのターゲットとなっているとお聞き

しました。

これまで提唱しているＥＳＤと、近年よく聞

かれるＳＤＧｓの関係について、お伺いしま

す。

ＥＳＤは、議員御○教育長（黒木淳一郎君）

指摘のとおり、「持続可能な開発のための教

育」と訳されておりまして、気候変動、資源の

枯渇、貧困の拡大など、人類の開発活動が原因

で起きる様々な問題を解決するため、身近なと

ころから取り組み、持続可能な社会の創り手を

育む学習や教育活動であります。

一方、ＳＤＧｓは、「持続可能な開発目標」

と訳されておりまして、経済・社会・環境をめ

ぐる広範囲な課題の解決に向け、全ての国が取

り組むべき国際社会共通の17の目標でありま

す。その目標は、169のターゲットから構成され

ております。

両者の関係といたしましては、ＥＳＤがＳＤ

Ｇｓのターゲットの一つとなっております。

実は、もう一度繰り返します○河野哲也議員

と、ＥＳＤというのは日本の考えが発祥だった

んですね。そして、教育長がおっしゃったター

ゲットの一つだとあるんですけど、実はＳＤＧ

ｓの全てのゴールの達成にも寄与しているとい

うふうに言われている資料もございます。責任

があるわけですね、日本には。具体的な実践が

必要だなと感じて、今回、質問に取り上げまし

た。

現場の先生方は、１、それぞれの学校におい

て、２、総則等を根拠にして、３、この教育の

重要性を訴えて、４、指導計画の作成を提案す

るということが重要になってくると思います。

学校におけるＳＤＧｓを意識した取組の事例

について、お伺いします。

現在、各学校で○教育長（黒木淳一郎君）

は、教科学習や特別活動など様々な教育活動に

おきまして、ＳＤＧｓと関連づけた多様な取組

が広がりつつあるところでございます。

例えば、小中学校では、県が指定しておりま

す環境教育推進校におきまして、食品ロス対策

や地域の自然環境保全など、持続可能な社会づ

くりの視点から環境教育を実践し、校内や地域

で学習成果を発信する、そのような取組を行っ

ております。

また、高等学校では、総合的な探求の時間に

おきまして、地域課題を探求し、持続可能なま

ちづくりのアイデアを自治体に提案したり、企

業等と連携して、地元産品の活用や地産地消を

推進したり、地域と一体となった防災活動に取

り組むなど、様々な社会課題を自分事として学

ぶ、そのような取組を行っております。

答弁のとおり、具体的な位置○河野哲也議員

づけをしてある学校もありまして、大事なこと

だなと思います。

埼玉県の中学校の先生の実践を紹介させてい

ただきたいと思うんですが、議論するＳＤＧ

ｓ、議論をするという 今、自分事というお―

話がありましたけど 力を身につけるという―

ことで、技術・家庭科分野で「地域の問題につ

いて持続可能な社会の構築の視点から考える」

として、①地域の伝統文化を維持するために何

をするか、②エシカル（倫理的）消費を広げる

ために、各家庭で何ができるのか、③どうすれ

ば地域の不法投棄を減らせるか、などなど10項

目出させ、そして、多様な考えを出させて、そ

れらを一つ一つの集団で検討していくという授

業を展開されていました。
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議論するということ、これが一つのワードに

なっているのかなと思います。議論するには具

体的な教材が必要になってくると思います。

実は今、ＳＤＧｓの10と16、国家間の差別を

なくすということ、公正公平を考えるというこ

とができる、県内を巡回している資料展という

のがあるんですね。何かと言うと、根井三郎巡

回資料展でございます。12月の４日、５日に、

カルチャープラザのべおか、同18日、19日に、

小林市中央公民館で開催される予定です。

以前、横田議員から議会で紹介がありまし

た。第２次世界大戦中、根井三郎さんは、ソ連

極東のウラジオストックの総領事代理でござい

ました。あの杉原千畝さんが駐リトアニア領事

代理として発給した、あの通称「命のビザ」を

携えて、シベリア鉄道で現地に逃げてきたユダ

ヤ人難民に対応し、敦賀港行きの連絡船の乗船

許可を与えて、ビザを持たない者には独断でビ

ザを発給したんですね。そのビザが昨年４月に

アメリカで見つかったと。それで注目を集めて

いるところでございます。

ところで、県は、この巡回資料展にどれだけ

関わっているのでしょうか。

そこで、根井三郎さんの功績を県民一般の

方々にどのように宣揚しているのか。現状と今

後の課題についてお伺いします。これは、総合

政策部長、よろしくお願いします。

第２次大戦中○総合政策部長（松浦直康君）

に、ユダヤ人難民の救済に尽くした外交官、根

井三郎氏の人道的な決断と行動は、高く評価さ

れるべき功績でありまして、県民の皆様に広く

知っていただくことは、大変重要であると考え

ております。

県ではこれまで、根井三郎を顕彰する会や、

宮崎市との共催により講演会を開催いたしまし

たほか、昨年度からは、県立図書館ギャラリー

でのパネル展等におきまして、郷土の偉人の一

人として紹介をしているところであります。

根井氏の功績に光が当たったのは近年のこと

でありまして、現在も、宮崎市や地元顕彰会、

研究者等において、その人物像も含め、調査研

究が進められておりますので、その結果も踏ま

え、引き続き、宮崎市等とも十分に連携を図り

ながら取り組んでまいります。

宮崎市は３、４年生の社会の○河野哲也議員

副読本で取り上げられたということで、現場の

先生方が教材化できる内容だなと思います。教

室の子供たちとどう対峙するか。ＳＤＧｓの視

点を持ってつくり上げる授業を見てみたいなと

思います。

よろしかったら、教育長のほうから紹介をい

ただくと、ぜひ現場へ行かせていただきたいと

思います。

「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師

の学びの姿の実現に向けての審議会まとめが報

告されました。そこで、令和の日本型学校教育

を担う宮崎の教師像はどうあればよいか、教育

長にお伺いします。

私は、教師には、○教育長（黒木淳一郎君）

「今と自分」に意識が向かいがちな子供たち

に、「未来と社会」を見せていくという、子供

たちの自立に向けた、いつの時代も変わらぬ大

きな使命があると考えております。それは、議

員御指摘のとおり、Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0時代の

到来など、大きな変化が生じている中では、子

供たちに社会を生き抜く力を身につけさせるこ

とにつながっております。

そのため、これからは教師のほうにも、「審

議まとめ」にありますとおり、変化を前向きに

受け止め、探究心を持ちつつ自律的に学ぶとい
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う主体的な姿勢が求められる、そのように考え

ております。

以上で私の質問を終わりま○河野哲也議員

す。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○中野一則議長

した。

次の本会議は、６日午前10時から、一般質

問、人事案件の採決及び議案・請願の委員会付

託であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時50分散会

令和３年12月３日(金)
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令 和 ３ 年 1 2 月 ６ 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）21番 外 山 衛 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 福 嶋 清 美

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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議案第20号追加上程◎

これより本日の会議を開きま○中野一則議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託でありますが、お手

元に配付のとおり、知事から議案第20号の送付

を受けましたので、本案を日程に追加し、議題

とすることに御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

議案第20号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○中野一則議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案につい

て御説明申し上げます。

追加提案いたしました補正予算案は、国の新

型コロナ対策及び経済対策の決定等に伴い、必

要となる経費について措置するものでありま

す。

補正額は、一般会計19億6,697万8,000円であ

ります。この結果、一般会計の歳入歳出予算規

模は6,867億402万7,000円となります。今回の補

正予算による一般会計の歳入財源は、国庫支出

金19億6,697万8,000円であります。歳入財源

は、国の地方創生臨時交付金等を活用いたしま

す。

以下、補正予算案に計上しました主な事業に

ついて御説明いたします。

まず、感染防止対策と日常生活の両立に向け

たワクチン・検査パッケージの活用及び感染拡

大時におけるＰＣＲ検査等を推進するため、全

県的な検査体制の構築を図るとともに、自宅療

養者や宿泊療養者の外来診療を実施いただく県

内医療機関を確保・支援いたします。

次に、現在、経済対策として、国の地域観光

事業支援を活用し実施しております「県民県内

旅行（ジモ・ミヤ・タビ）キャンペーン」につ

きまして、県民の皆様に加え、隣県などの皆様

を対象として拡充するとともに、国の新たな

キャンペーン開始が来年２月と想定されること

から、今月末までとしている期間を来年１月末

まで延長して実施するために必要な経費を計上

しております。

さらに、県内外の小中学校等における教育旅

行の旅先として、本県を選んでいただけるケー

スが増えております。今朝も多くの小学生が県

庁を訪問しておられます。その支援に係る事業

の利用が好調であることから、当該予算を増額

するための経費を計上しております。

なお、国の新たな経済対策、及びこれに係る

国の補正予算につきましては、具体的な予算措

置の内容や国会審議など、今後の動向をよく見

極めながら、県における対応を引き続き検討し

てまいります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○中野一則議長

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○中野一則議長

ます。まず、坂本康郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○坂本康郎議員

ざいます。公明党宮崎県議団の坂本康郎でござ

います。通告に従いまして質問をいたします。

令和３年12月６日(月)
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先日の一般質問におきまして、知事は、出生

数の減少と若者の県外流出を含む課題につい

て、いまだ道半ばであり、御自身に課せられた

責務であることを御答弁されました。本県の人

口減少問題の現状をどうお考えか、また、今後

どのように打開していこうとお考えなのか、知

事にお伺いします。

次に、今年６月にソニー生命が全国の中学生

と高校生を対象に行った、「中高生が思い描く

将来についての意識調査」では、結婚して家庭

を持つことよりも、自由に使える時間や金銭的

な余裕を重視している子供が多数派との調査結

果が出されました。

公明党で以前、少子化問題について全国から

意見を募ったことがありますが、そのときにも

子育てについて、率直に「お金がかかりそう」

とか「自分の自由な時間が持てなくなりそう」

といった、中高生からの同様の声が寄せられま

した。

そこで、本県の学校教育において、結婚や子

育てなど、子供のライフデザインに関する学習

はどのように行われているのか、また、少子高

齢化や人口減少の問題を子供にどう教えている

のか、教育長にお伺いします。

壇上の質問は以上とし、以降は質問者席にて

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。人口減少問題についてであります。

先日公表されました令和２年国勢調査におけ

る県人口は106万9,576人と、長期ビジョンに掲

げる目標値とほぼ同水準でありましたが、年齢

階層別では若年層の大幅な減少が見られ、これ

までの取組の成果が必ずしも十分に現れていな

いものと考えております。

今後も長期にわたって人口減少が続く見通し

の中、自然減、社会減対策を講じ、人口を安定

させるための流れを早期につくることが、本県

の将来にとって極めて重要な課題であると認識

しております。一極集中の議論と同じだと思う

のですが、人口減少という国全体の大きな流れ

をいかに転換していくかという努力を重ねると

ともに、その中で、本県としていかに踏みとど

まっていくか、そこが重要だと考えておりま

す。

このため、結婚・子育て支援や働き方改革の

推進などの少子化対策をはじめ、若者の県内就

職やＵターンの促進、さらには、デジタル時代

に活躍できる産業人財の育成・確保など、「人

口減少対策の取組強化」を、改めて令和４年度

重点施策の柱の一つに掲げたところでありま

す。

出生数の維持や若者を中心とする社会減の解

消に道筋をつけることは容易ではありません

が、引き続き、市町村や民間企業、教育機関等

とも十分に連携しながら、しっかりと取り組ん

でまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○教育長（黒木淳一郎君）

たします。人口減少問題に関する学習内容につ

いてであります。

結婚や子育てなどのライフデザインに関する

学習につきましては、高校の必修教科となって

おります家庭科において取り扱っておりまし

て、自分の生涯にわたる生活設計について理解

を深めるよう取り組んでおります。

また、人口減少問題や少子化につきまして

は、中学校の社会科や高校の必修教科公民科に

おきまして、財政や社会保障及び労働に関する

単元等の中で、我が国の将来にわたる重要な課

題として取り扱い、新聞や統計資料を用いるな

どの学習を行っているところであります。
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加えまして、「総合的な探究の時間」などに

おきましては、県や地域の具体的な課題としま

して、少子化や過疎化等をテーマに、子育てを

しやすい地域づくりなど、地域活性のアイデア

を探求し、地元自治体に提案する実践的な活動

にも取り組んでおります。

今後とも、県教育委員会といたしましては、

社会を生き抜く基盤を培い、未来を担う人材を

育む教育を推進してまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○坂本康郎議員

た。

結婚するしない、子供を持つ持たないは個人

の意思であり、それは尊重されるべきだと思い

ます。その上で、例えば、ふるさと学習で郷土

に対する誇りや愛着を育むための学習を推進し

ているように、家庭を築くことや子育ての喜び

を子供に教える機会がもっと多くてもいいので

はないかと私は思います。

人口減少問題の影響を受ける当事者は、私た

ちよりも、むしろ今学校に通う子供たちであり

ます。将来、どんな社会に生きていくのか、い

ずれ彼ら自身が決める問題ではありますが、子

供たちがどう生きるか選択肢を示し、積極的に

教えていく時期に、もう来ているのではないか

と思えてなりません。

人口減少問題、特に自然減の課題に向き合う

とき、先人の人生観や私たち大人の経験を通し

て、人の営みや人生の苦楽を次世代へ継承して

いくことの意味を改めて考えまして、冒頭に質

問をさせていただきました。

次に、社会減に関連して質問いたします。

給与水準の改善は、若者の県内就業を促進す

る上で大事な課題であります。一昨年の６月議

会の一般質問で、県民の所得の向上について質

問し、知事から、「私自身、様々な機会を捉え

て直接、産業界の方々に働きかけることによ

り、県民の給与・所得水準の改善を図り、「安

心と希望を育むみやざき新時代の実現」を目指

してまいりたい」との御答弁をいただきまし

た。その後の知事の働きかけと、産業界の反応

や成果についてお伺いします。

人口減少が進む中、地○知事（河野俊嗣君）

域の活力を維持し、県民が豊かに安心して暮ら

せる社会を築くためには、企業の稼ぐ力を高

め、労働者への配分を増やすことが重要な課題

であると認識しております。

このため、デジタル技術の進展や人手不足の

深刻化など、社会情勢の変化を踏まえ、成長産

業の育成や企業立地の推進、産業人財の育成、

魅力ある職場づくりなど、様々な取組を行って

いるところであります。

また、産業界の皆様には、県内産業の活性化

や労働環境の改善に向けた私の思いというもの

を、様々な機会を捉えてお伝えしてきたところ

であります。

新型コロナの影響によりまして、県内事業者

の経営環境は厳しい状況にありますが、そのよ

うな中にあっても、県内企業の株式上場や大規

模工場の新設、また、労働環境改善への積極的

な対応など、前向きな動きが見られるほか、

様々な県内事業者においても、デジタル技術の

導入拡大やポストコロナ時代を見据えた事業再

構築など、新たな変化への対応も進みつつあり

ます。

引き続き、関係団体と連携しながら、県民の

所得向上につながるよう、なお一層、産業振興

に取り組んでまいります。

次に、宮崎県総合計画につい○坂本康郎議員

て質問いたします。
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宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」

は、2011年に策定され、策定時から20年後の

2030年（令和12年）の本県の将来を展望してい

ましたが、今回新たに計画を策定することに

なった意味、目的について、総合政策部長にお

伺いします。

現在見直しを○総合政策部長（松浦直康君）

進めております、2030年の将来を展望した長期

ビジョンにつきましては、策定から約10年が経

過し、その間、少子高齢・人口減少のさらなる

進行に加え、コロナ禍を契機としたデジタル化

の動きや、温暖化に伴う世界的な脱炭素化の流

れなど、予想を超えるスピードで社会が大きく

変化しつつあります。

このような変化を踏まえ、将来人口の見通し

をはじめ、本県がこれから直面する様々な課題

や今後の方向性を改めて整理し直す必要がある

ことから、今回、約20年後の2040年を展望した

新たな長期ビジョンの策定を行うこととしたと

ころであります。

現在、地域が抱える課題や本県の将来像等に

ついて、総合計画審議会での議論をはじめ、県

民アンケートや若者との意見交換などを行いな

がら、検討を進めているところであります。

私も昨年の一般質問で、2040○坂本康郎議員

年を展望した長期ビジョンへの改定を申し上げ

ていましたので、今回の計画の見直しを理解

し、評価いたします。今後、策定スケジュール

に沿って議論がなされていきますが、県が人口

減少を前提にした社会へのつくり替えをどのよ

うに進めていくのか注視してまいります。

次に、新しい総合計画長期ビジョンは、令和

５年度から運用が始まり、現行のアクションプ

ランが来年度まで運用されますが、新たな計画

策定の契機となった社会情勢の変化などの要件

は、現行のアクションプランにどのように反映

されるのか、総合政策部長にお伺いします。

アクションプ○総合政策部長（松浦直康君）

ランにつきましては、４年間の目標を定め、そ

の実現のため優先的に取り組む施策を整理した

ものでありまして、その推進に当たりまして

は、時々の社会情勢の変化に合わせ、的確に対

応していくことが求められるところでありま

す。

そのため県では、毎年度実施いたします政策

評価において、取組ごとの成果や課題を振り返

るだけでなく、今般のコロナ禍によるデジタル

化の加速や、国における脱炭素の取組強化など

のような、本県を取り巻く環境の変化も踏まえ

ながら、取組内容の検証や見直しを行い、次年

度以降の事業に反映させているところでありま

す。

今後とも、アンテナを高く保ち、柔軟かつ適

切な施策展開に努めてまいります。

次に、県営住宅の長期展望に○坂本康郎議員

ついて質問いたします。

宮崎県地域住宅計画について、計画の目的を

県土整備部長にお伺いします。

県では、「安○県土整備部長（西田員敏君）

全・安心で心ゆたかに暮らすことができる住生

活の実現」を目指し、県民の住生活の安定や向

上を図るため、住宅セーフティーネットの充

実、良質な住宅ストックの形成などの施策に取

り組んでいるところであります。

宮崎県地域住宅計画は、公営住宅の整備等に

関し、老朽化した住宅の建て替えや、既存ス

トックの居住性向上、バリアフリーへの対応を

図ることを目的として、平成17年に市町村と一

体となって作成したものであります。

その後、４回の見直しを重ね、第５期となる
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現在の計画は、今年度から令和７年度までの５

年間を期間としております。

この計画により、国の社会資本整備総合交付

金を活用し、公営住宅の整備等を進めることが

可能となります。

以前から社会情勢の変化、特○坂本康郎議員

に入居者・入居希望者の高齢化に伴って、建物

のバリアフリー化やエレベーターの設置を希望

する声は多く、これらの整備が完了していると

ころや、新しく建て替えられたところへ応募が

集中するという課題が、これまでも議会で取り

上げられてきました。

今後の県営住宅の整備における課題と取組に

ついて、県土整備部長にお伺いします。

県営住宅は、○県土整備部長（西田員敏君）

昭和60年までに建設されたものが全体の約５割

を占めておりまして、今後、住宅の建て替えや

改修等の時期が集中することにより、適切な時

期の対応が難しくなることや、高齢化に対応し

た住宅の供給などが課題と考えております。

県としましては、安心して暮らすことができ

る住宅を安定して供給するため、宮崎県営住宅

長寿命化計画を策定し、老朽化した住宅の建て

替えや、予防保全としての既存住宅等の改修に

係る予算の平準化に取り組むとともに、住宅の

バリアフリー化を行うなど、県営住宅の整備を

計画的に進めているところであります。

県営住宅の自治会の意見交換○坂本康郎議員

会に出席してまいりました。

今、質問しました建物の建て替えやバリアフ

リー化など、県営住宅のハード面の課題だけで

なく、自治会運営や入居者の便・不便に関わる

ソフト面の課題も多いようであります。

特に、共用部分の清掃や草刈り作業、ごみ置

場の管理は、団地の自治会が主体的に取り組む

仕組みになっておりますが、入居者の高齢化で

作業がままならないこと、自治会活動への不参

加者や共益費の未払い者が年々増えており、自

治会役員の負担が大きくなっていること、自治

会からの県への要望や意見の受皿がないこと、

入居者の高齢化は防災面でも問題や不安が大き

いことなど、様々な御意見を伺いました。

建物の老朽化と同様に、自治会運営や共用部

分の維持管理の在り方についても、社会情勢の

変化を踏まえて、見直す時期に来ているのでは

ないかと思いますが、県土整備部長に御見解を

お伺いします。

県営住宅の共○県土整備部長（西田員敏君）

用部分の管理につきましては、団地自治会で、

草刈りや清掃活動の実施、共益費の徴収などを

行っていただいております。

団地自治会において、維持管理や清掃などを

行うことは、入居者の金銭的な負担を抑えると

ともに、コミュニティー形成にも寄与するな

ど、意義のあるものと考えておりまして、現時

点では、引き続き入居者の皆様にお願いしたい

と考えております。

一方で、議員御指摘のとおり、高齢化などに

伴い、団地自治会活動への参加者が減少し、将

来、管理が行き届かなくなることは課題である

と認識しておりますので、各団地の共用部分の

管理の状況や、入居者の意向を把握したいと考

えております。

県営住宅の指定管理について○坂本康郎議員

お伺いします。

自治会の皆さんから、日常的な指定管理者の

対応に関する御意見も多くいただきました。水

道管の破損や建物の老朽化に伴う設備の故障な

ど、急を要する場合の対応や、自治会や入居者

とのコミュニケーションの問題など、課題が多
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いように見受けられます。

指定管理者への委託業務の内容と、業務に対

する県の指導管理はどのように行われているの

か、県土整備部長にお伺いします。

指定管理者へ○県土整備部長（西田員敏君）

の委託業務の内容としましては、県営住宅の入

居や明渡しに関する業務、家賃や駐車場使用料

の収納に関する業務、そのほか、エレベーター

や消防設備の保守点検といった施設の維持・保

全に関する業務などとなっております。

また、指定管理者に対する指導監督につきま

しては、協定書や仕様書などを遵守し、管理運

営を適正かつ確実に行っているかを確認するた

め、使用料の収納状況や入居者への対応状況な

どを記載した業務報告書の提出を毎月求めてお

ります。さらに、入居者へのアンケートや事業

所での実地調査も実施しており、改善が必要な

ものについては、その都度指導を行っておりま

す。

御答弁いただきました中で、○坂本康郎議員

県営住宅の自治会活動によるコミュニティー形

成の役割については理解をしております。ま

た、それ以外の部分で、共用部分の維持管理は

区別して考える必要があるように思います。御

答弁いただきましたとおり、ぜひ一度、自治会

役員や入居者から意見をヒアリングする機会を

つくっていただきますよう、お願いいたしま

す。

宮崎市内の県営住宅に出かけてみますと、棟

によって清掃が行き届かずに、虫の死骸や鳥の

ふんが長期間放置されたままになっているとこ

ろも見られます。衛生的にも問題があると思い

ます。また、入居者の勤務時間が多様化し、以

前のように日曜の朝から草刈り機を使うことも

はばかられ、思うようにはいかないようであり

ます。

維持管理が滞れば、影響は建物の寿命や今後

の入居率にも及びます。社会情勢の変化を考慮

し、費用負担も含めた県営住宅の維持管理の在

り方について御検討していただきますよう、お

願いいたします。

また、指定管理につきましても、入居者から

の意見を参考にしながら、業務委託の内容をよ

り明確化するなど、改善を図っていただきたい

と思います。

次に、道路交通の安全対策について質問いた

します。

先月16日から約半月の間に、高齢者が巻き込

まれる交通死亡事故が５件発生しており、現

在、県内全域に高齢者死亡事故多発警報が発令

されています。

近年の交通事故の発生状況と傾向や特徴につ

いて、警察本部長にお伺いします。

県内の交通事故○警察本部長（佐藤隆司君）

発生状況を、平成28年から昨年までの５年間で

見ますと、発生件数、死者数ともに減少傾向に

あります。

しかし、平成29年以降、65歳以上の高齢死者

数とその割合は増加傾向にあり、昨年は、全交

通死亡事故者36人のうち、30人が高齢者とな

り、その割合は83.3％と過去最高となりまし

た。

過去５年間の高齢者が亡くなった事故の内訳

を見ますと、最も多いのは、高齢者で59人
※

の44.7%、次いで多いのは車両単独事故の運転者

で、39人の29.5％でした。

第11次宮崎県交通安全計画が○坂本康郎議員

示されました。この中で、道路交通の安全に関

する計画目標と、達成のために重視している点

について、総合政策部長にお伺いします。

※ 222ページに訂正発言あり

令和３年12月６日(月)
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第11次宮崎県○総合政策部長（松浦直康君）

交通安全計画は、本県における交通安全に関す

る総合的な施策や目標について定めたものであ

りまして、今年度から令和７年度までの５か年

計画となっております。

過去の交通事故の発生状況等から、計画にお

ける道路交通の目標としまして、令和７年まで

に、年間の事故死者数を31人以下、人身事故発

生件数を5,200件以下と設定しております。

人身事故や事故死者数におきましては、高齢

者や歩行者の割合が高いことなどから、目標達

成のためには、高齢者及び子供の安全確保や、

歩行者及び自転車の安全確保などが重要である

と考えております。

今後とも、関係機関・団体と連携しながら、

計画に基づく諸施策を推進し、交通事故のない

社会を目指してまいります。

警察本部長、総合政策部長の○坂本康郎議員

御答弁から考えますと、安全対策が特に必要と

される対象が、高齢者や子供、歩行者や自転車

ということから、日常の生活環境にある身近な

場所など、地域単位での対策も重要だというこ

とを理解します。

ＪＡＦ（日本自動車連盟）が、今年８月に

「信号機のない横断歩道での歩行者横断時にお

ける車の一時停止状況全国調査」を実施しまし

た。これは文字どおり、信号機が設置されてい

ない横断歩道を通過する車両が、歩行者が渡ろ

うとしている場面で一時停止する割合を調査し

たもので、全国平均30.6％に対して、長野県が

断トツの85.2％。一方本県は45.0％という、決

して高くはないものの、思ったよりは意外に低

くないという結果が示されております。

これを引用して地域の実情という点で申しま

すと、ここ県庁の楠並木通りにある信号機のな

い横断歩道を渡る際には、通りかかった車の９

割方が一時停止をしていただいておりますが、

同じ宮崎市内でも、例えば私の自宅の前の県道

では、経験上、まずそれは期待できません。同

じつもりで渡ってしまうと、それこそ命取りで

す。安全の心構えも、それぞれの地域に応じた

対応が必要だということであります。

そこで、本県の地域の実情に応じた交通安全

教育の取組状況について、警察本部長にお伺い

します。

県警では、事業○警察本部長（佐藤隆司君）

所における交通安全講話や高齢者向け交通安全

教室など、あらゆる機会を通じて、各地域にお

ける交通事故の発生状況や事故多発地点などの

情報を、住民に提供しております。

交通死亡事故発生時は、地域住民に参加して

いただき、現場における検討会を開催し、交通

量や障害物などの環境要因や、注意すべき点等

を具体的に指導するなど、事故の実態に基づい

た交通安全教育を行っております。

また、学校における交通安全教室の場では、

通学路の交通危険箇所や交通事故多発地点等を

周知し、登下校時の注意点について具体的に指

導しております。

今後も引き続き、地域住民の意見を反映し、

安全に対する住民の関心を高めて、地域の実情

に応じた交通安全教育の取組を強化してまいり

ます。

私どもの機関紙「公明新聞」○坂本康郎議員

を配達していただいている配達員さんが、地域

ごとに「ヒヤリハット配達員会」を定期的に

行っています。毎朝の配達の際に危ない思いを

した体験、例えば、見通しの悪い路地や雨の日

の滑りやすい路面で「ヒヤリ」としたり、

「ハット」した参加者の体験事例を出し合い、
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情報共有しながら、配達員の交通安全への意識

向上と無事故啓発を図るものであります。

このヒヤリ・ハット活動は、一般的には主に

労働災害を未然に防止する活動の一環として取

り組まれていますが、交通安全教育の中のアク

ティブラーニングとして行えば、高齢者や子供

にも効果的だと思われます。私どももその効果

を実感しておりますので、積極的な導入をぜひ

御検討ください。

いま一度、信号機のない横断歩道に話を戻し

ます。

山梨県警が昨年実施したアンケートによりま

すと、前方に横断歩道があることを示す道路標

示、ひし形のダイヤマークについて、その意味

を知らない、もしくは間違った回答をした割合

が、20～30代で65.7％、80歳代以上で82.7％と

いう調査結果を発表しています。先ほどのＪＡ

Ｆの調査で、山梨県の横断歩道における車の一

時停止状況が51.9％という数字を見ると、恐ら

く本県においても、ダイヤマークについては同

様の認知度ではないかと推測されます。歩行者

の安全確保の一環として、警察本部におきまし

ては、ドライバーへダイヤマークの周知を図り

ながら、一方で道路管理者のほうでも、「歩行

者に注意」など、直接的な表現を使った注意喚

起のための路面標示を拡充していくなど、喫緊

の対策として必要ではないかと考えます。

道路交通の安全対策における道路管理者の取

組を、県土整備部長にお伺いします。

道路交通の安○県土整備部長（西田員敏君）

全対策につきましては、県民の安全・安心を確

保する観点から、大変重要な取組であると考え

ております。

このため、歩道の整備や道路の拡幅、さらに

は交差点の改良など、必要な対策を鋭意進めて

いるところであります。

特に、通学路における子供の事故が後を絶た

ないことから、地域の方々や学校、市町村、警

察などと合同点検を行い、対策が必要な箇所に

ついて、歩道や防護柵の設置に加え、自動車ド

ライバーなどへの注意喚起を促す路面標示の設

置など、早期に効果を発現する安全対策にも取

り組んでいるところであります。

県としましては、今後とも必要な予算の確保

に努め、道路交通の安全対策にしっかりと取り

組んでまいります。

2015年10月、宮崎市高千穂通○坂本康郎議員

りの歩道を73歳の男性が運転する軽自動車が暴

走し、２人の方がお亡くなりになった、あの痛

ましい事故から６年がたちました。当時、私も

現場の近くで仕事をしていましたので、身近な

場所での事故の発生に大変衝撃を受けた記憶が

思い出されます。

後を絶たない高齢ドライバーによる事故を未

然に防ぐために、運転に不安を持つ高齢者へ運

転免許の自主返納の促進を呼びかけるほか、高

齢者の免許更新時に高齢者講習及び認知機能検

査が行われていますが、実施状況を警察本部長

にお伺いします。

免許更新時の高○警察本部長（佐藤隆司君）

齢者講習は、70歳以上の高齢運転者に更新手続

の前に受講していただく講習です。また、75歳

以上の高齢運転者には、高齢者講習に先立ち認

知機能検査を受検していただきます。

高齢者講習は、実車による指導、座学講義、

視野検査などを行いますが、加齢に伴う身体機

能の変化が運転に及ぼす影響を理解してもらう

内容となっております。

認知機能検査は、年月日、時間を答える検

査、16種類のイラストを記憶する検査、時計を
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描く検査で、認知機能の状況を確認します。

令和２年中、免許更新時における高齢者講習

と認知機能検査の実施件数は、高齢者講習が４

万1,260件、認知機能検査が２万3,866件です。

なお、先ほど１問目のところで、過去５年間

の高齢者が亡くなった事故の内訳で最も多いも

のについてですが、高齢者ではなくて、歩行者

でございましたので、訂正いたします。歩行者

で59人、44.7％でございました。

社会全体の高齢者数の増加○坂本康郎議員

は、そのまま高齢ドライバーの増加にもつなが

ります。それを踏まえて、今後の高齢者講習制

度の課題と対策について、警察本部長にお伺い

します。

全国的に高齢運○警察本部長（佐藤隆司君）

転者数の増加に伴い、認知機能検査や高齢者講

習のいわゆる検査待ち、受講待ちの期間の長期

化が懸念されています。

そこで、高齢運転者に、スムーズにこれら検

査と講習を受けていただけるよう、来年５月中

旬に施行予定の改正道路交通法において、高齢

者講習制度の内容等が見直されます。

具体的には、現在75歳以上の高齢者が受講す

る高齢者講習は、認知機能検査の結果に基づ

き、２時間と３時間の講習に分かれています

が、改正後は２時間の講習に一元化されます。

また、現行制度上、認知機能検査と高齢者講習

は、原則、別の日に受けていただいておりまし

たが、これらの同日実施が可能となるなど、制

度全体の合理化が図られます。

次に、経済対策について質問○坂本康郎議員

いたします。

今日から始まります臨時国会で審議される国

の令和３年度補正予算案は、岸田内閣の経済対

策の４つの柱に沿って、総額35兆9,895億円と、

補正予算としては過去最大のものになります。

さきの一般質問におきまして、私ども公明党

宮崎県議団の河野哲也団長が「何が愚策だ」と

声を上げておりましたが、未来応援給付をはじ

め、公明党が提案した子育て・教育支援策、経

済対策が、この補正予算案に盛り込まれまし

た。選挙公約として掲げ、有権者の支持を得た

ものであります。

今回の国の補正予算案は、自民党の福田総務

会長の言葉を借りれば、これからしっかりと前

に進んでいくというメッセージが国民に示され

たものと、私も受け止めております。

本県におきましては、コロナ禍からの地域経

済の早期回復をどのように図っていこうとされ

ているのか、総合政策部長にお伺いします。

新型コロナの○総合政策部長（松浦直康君）

新たな変異株の出現など、今後も感染再拡大へ

の懸念がある中、地域経済を回復させていくた

めには、ワクチン接種の推進や、ワクチン・検

査パッケージの活用等によりまして、県民生活

の安全を確保した上で、人の流れや生産・消費

活動を活性化させていくことが重要であると考

えております。

これまで、まずは第５波の鎮静化に合わせ、

ジモ・ミヤ・タビキャンペーンなど、既に予算

化した事業の執行によりまして、県内需要の喚

起に取り組んできたところであります。

引き続き、感染防止対策や医療提供体制の充

実を図りつつ、国の新たな経済対策も踏まえな

がら、デジタル化の推進やスポーツランドみや

ざきといった本県ならではの魅力向上など、新

たな成長活力の創出にも取り組むことによりま

して、経済の早期回復に努めてまいります。

次に、生活福祉資金特例貸付○坂本康郎議員

についてお伺いします。
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先日、厚生常任委員会の県内調査で宮崎県社

会福祉協議会を訪問し、生活福祉資金の特例貸

付けの実施状況について説明を受けました。

説明をしていただいた社会福祉協議会では、

緊急小口資金と総合支援資金の市町村別の貸付

件数と金額、昨年３月からの貸付け状況の推移

の集計に加えて、借入れ申込みの際の面談で聞

き取った申込者の状況まで、つぶさにまとめて

いただいておりました。

県のほうでも把握されていると思いますが、

この申請状況をどのように分析されているの

か、お伺いします。あわせて、その内容につい

て、庁内の関係部局で情報共有されているの

か、福祉保健部長にお伺いします。

県内の生活○福祉保健部長（重黒木 清君）

福祉資金の特例貸付けにつきましては、令和３

年11月26日時点で約２万件、86億3,000万円余の

貸付決定が行われております。

申請状況につきましては、男女別では、約65

％が男性、約35％が女性となっており、年代別

では、40代が約25％を占めて最も高くなってお

り、次いで50代が約20％、30代が約19％と続い

ておりまして、働き盛りの世代を中心に利用さ

れている状況でありました。

また、申請に至った状況につきましては、貸

付けの審査、決定を行います県社会福祉協議会

によりますと、飲食業や宿泊業、タクシーなど

運輸関係の方々からは利用客の減少、派遣社員

やパート等の方々からは勤務日数の減少の影響

などによるものとのことでありました。

この内容につきましては、今後の施策の参考

とするため、部内はもとより、庁内の関係部局

と情報共有を図ってまいりたいと考えておりま

す。

昨年来、私のところへもコロ○坂本康郎議員

ナの影響で経済的に困窮している方たちが相談

にいらっしゃいました。皆さんの生活が苦しい

状況と心境を、私なりに肌身で感じていました

が、社会福祉協議会から頂いた資料によります

と、今、御答弁いただいた以外に、バスガイド

の個人委託業務の減少による減収、住宅設備や

建設業の仕事の減少による減収、太陽光発電や

蓄電池・オール電化等の訪問営業の減少による

減収、幼稚園・保育園・小中学校への図書販売

の営業活動が困難になったことによる減収、イ

ベントの中止等で物品販売が困難になったこと

による減収、感染拡大で再就職が困難になった

ことによる減収、新しい就職先が決まっていた

が、子供の学校の休校で子供の世話をする者が

いなくなり就職できなかったことによる減収、

自動車会社への車用品の販売数が減少したこと

による減収、菓子製造販売で訪問先の商品の仕

入れ数が減少したことによる減収等と記されて

おりました。

御答弁にありましたように、30代、40代、50

代の子育て世代が新型コロナの影響を受け、県

内の様々な業種に影響が及んでいることがうか

がえます。

コロナの影響で困窮している方たちの生活実

態を理解する大事な資料として、関係部局間で

共有し、今後の施策に反映させていただきます

ようお願いいたします。

次に、オミクロン株感染の広がりで、技能実

習生を含む外国人の新規入国は原則停止されま

した。入国制限が長期間にわたり、11月に入

り、ようやく緩和された矢先の水際対策の強化

措置でありますが、本県の産業への影響はいか

がでしょうか。外国人技能実習生の入国制限の

影響について、受入れ人数が最も多い製造業へ

の影響を、商工観光労働部長にお伺いします。
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本県の外○商工観光労働部長（横山浩文君）

国人技能実習生は、国の調査によりますと、令

和２年10月末現在で3,879人であり、県内の様々

な産業で受け入れられております。

このような中、外国人技能実習生の半数以上

を受け入れております製造業では、入国制限に

よりまして、一部の企業で、期間満了による交

代人員の入国スケジュールの遅れから、生産体

制の構築に苦慮するなどの影響があったと伺っ

ております。

さらに、新たな変異株「オミクロン株」の広

がりに伴いまして、全世界を対象に再び入国停

止の措置が取られたところでありまして、県と

いたしましては、今後とも国等の動きを注視し

ながら、関係団体や企業からの聞き取りを行う

など、状況把握に努めてまいります。

外国人労働者への依存度が高○坂本康郎議員

い産業、特に本県の漁業における外国人労働者

への依存度は、13人に１人が外国人労働者との

データもあり、入国制限による深刻な影響を、

県内の漁協関係者からも伺っています。

本県の農漁業への影響について、農政水産部

長にお伺いします。

本県の外国人○農政水産部長（牛谷良夫君）

技能実習生は、国の調査によりますと、農林漁

業を合わせて、令和２年10月末現在で983人と

なっております。

コロナ禍により新規入国が制限される中、農

業では、国内実習生の在留資格変更による就労

継続や代替人材の雇用支援策の活用により、生

産体制の維持に努めている状況にあります。

一方、漁業では、農業と同様の取組が行われ

ているものの、80人程度の人材が不足してお

り、操業体制の縮小などにより生産力が低下し

ております。

県としましては、新規入国の制限が解除され

た際には円滑に受入れができるよう、関係団体

と連携して取り組んでまいります。

次に、温室効果ガス削減の取○坂本康郎議員

組について質問いたします。

今年３月に第四次宮崎県環境基本計画が策定

されました。改めて計画の目的について、環境

森林部長にお伺いします。

第四次環境基○環境森林部長（河野譲二君）

本計画は、複雑かつ多様化する環境問題に的確

に対応していくため、県民、事業者、行政等が

一体となって取り組む指針として策定したもの

であります。

今回の計画では、近年、各地で異常気象が発

生するなど、地球温暖化対策が喫緊の課題と

なっていることから、重点プロジェクトに

「2050年ゼロカーボン社会づくり」を掲げ、再

生可能エネルギーの導入拡大や森林吸収量の維

持など、温室効果ガス排出量実質ゼロの実現に

向けた取組を進めることとしたところでありま

す。

このほか、循環型社会の形成や生物多様性の

保全などの取組を進め、経済成長と環境保全が

両立した持続可能な地域社会の構築を図り、第

四次計画が掲げる将来像であります「ひと・自

然・地域がともに輝く持続可能なみやざき」の

実現を目指してまいりたいと考えております。

世界の気候変動問題への取組○坂本康郎議員

が加速する中、日本は2030年度の温室効果ガス

排出量の削減目標を、それまでの2013年度比26

％から大きく引き上げ、46％という新たな2030

年目標を今年４月の気候変動サミットで宣言し

ました。

2050年までのカーボンニュートラルの実現

は、日本を含む125か国・地域が目標に掲げてお
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り、重要な通過点と位置づけられる2030年の削

減目標の引上げが各国で相次いでいることが背

景にあります。気候変動対策は待ったなしとい

う世界の共通認識の中で、日本はこれから先進

的な役割を担おうとしています。

県の環境基本計画では、温室効果ガス排出量

の削減目標を2013年度比26％としていますが、

日本が目指すステージは、もう既に一段階上

がっています。新しい地球温暖化対策計画に

沿った、国と世界の動向に歩調を合わせた計画

になるように、早期の見直しを要望いたしま

す。

次に、本県の温室効果ガス排出量削減の取組

について、環境森林部長にお伺いします。

温室効果ガス○環境森林部長（河野譲二君）

の排出削減を進めていくためには、家庭や事業

所における取組が大変重要であります。このた

め県では、県民等に対し、省エネについて広報

紙、セミナーによる普及啓発に努めるととも

に、条例に基づいて、県内の工場、商業施設、

運輸業等のうち、エネルギー使用量の多い事業

者に温室効果ガス排出量の報告を義務づけし、

取組状況をホームページで公表するなど、排出

削減を促しております。

また、事業者に対して、建物の省エネ診断と

併せて、再生可能エネルギーの導入等をサポー

トするアドバイザーの派遣事業を実施しており

ます。

今後とも、県民や事業者の皆様の協力をいた

だきながら、温室効果ガスの排出削減に取り組

んでまいります。

御答弁にありましたように、○坂本康郎議員

温室効果ガス排出量削減には、家庭や事業所の

取組が大変重要でありますが、改定後の国の地

球温暖化対策計画では、エネルギー起源の二酸

化炭素の削減目標も引き上げられております。

工場などの産業部門では、従来の目標の７％か

ら38％へ、オフィスなど業務部門で40％から51

％へ、家庭部門においては、従来の目標の39％

から66％へと大幅な圧縮が求められます。今ま

でよりも、さらに県民の意識転換と行動転換を

図っていかなければなりません。今後の県の取

組を注視してまいります。

気候変動問題が論じられるとき、農業由来の

温室効果ガスへの関心も小さくありません。そ

れは、世界全体の温室効果ガス排出量490億トン

のうち、農業由来の温室ガスが４分の１を占め

ていることが背景にあります。

農林水産省の資料を見ますと、2019年度の日

本全体の温室効果ガス総排出量は12億1,200万ト

ン、うち農林水産分野からは約4,747万トンが排

出されています。全体の約3.9％の割合です。内

訳を見ますと、燃料燃焼や石灰・尿素の肥料か

ら排出される二酸化炭素34.1％に対して、水田

の稲作、家畜の消化管内発酵、家畜の排せつ物

管理から発生するメタンが46.2％と、最も高い

割合を占めています。家畜の排せつ物管理から

は、一酸化二窒素も排出しており、農用地の土

壌から排出される分と合わせて19.7％の割合と

なっています。

そこで、本県における農業由来の温室効果ガ

スの排出状況はどうなっているのか、環境森林

部長にお伺いします。

温室効果ガス○環境森林部長（河野譲二君）

は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素など、

７種類のガスの総称であり、平成30年度に県内

の経済活動により排出された温室効果ガス排出

量の合計は976万トンで、農林水産分野では166

万トンであります。

このうち、メタン及び一酸化二窒素は、農業
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生産からの排出が多く、その排出量は117万トン

で、本県の排出量全体の12％を占めており、全

国の2.5％に比べ、割合が高くなっております。

今、部長の御答弁にありまし○坂本康郎議員

たメタンにつきまして、今年５月のＮＨＫニ

ュースで、この問題を取り上げています。その

まま引用しますと、「牛のげっぷに温室効果ガ

スが含まれるということは御存じですか。今、

脱炭素社会を目指す中で無視できない問題に

なっているんです。世界では、地球温暖化防止

のために牛肉や乳製品を食べることを控えると

いう運動が広がっています。今年４月、アメリ

カの人気レシピサイトでは、牛肉のレシピの新

規掲載を取りやめると発表しました。その理由

として、世界で最悪の気候犯罪者の一人に出番

を与えないためと表現し、議論を呼んでいま

す。牛が環境に悪いと言われる一つの原因が、

牛の胃で発生し、げっぷとして出されるメタン

です。メタンは二酸化炭素と比べて25倍の温室

効果があると言われています。世界中の牛など

の胃腸から排出されるメタンの量は、年間20億

トン、温室効果ガスの実に４％を占め、一つの

国の排出量に匹敵すると言われているのです」

と。そういう内容で始まりまして、肉用牛の飼

養頭数25万トンを誇る畜産県宮崎としては、一

見、見過ごせないものでありましたが、番組が

進んでいきますと、農研機構で牛のげっぷから

メタンを減らすための研究開発が進められてい

ることや、農家の独自の取組などが大きく紹介

されており、私も大変興味深く視聴しました。

そこで、本県では、家畜の消化管内の発酵や

排せつ物から発生する温室効果ガスの削減につ

いて、どのように取り組んでおられるのか、農

政水産部長にお伺いします。

畜産分野にお○農政水産部長（牛谷良夫君）

ける温室効果ガスの主な発生要因は、議員御指

摘のとおり、家畜排せつ物と牛の消化管内での

発酵によるげっぷが挙げられます。

牛のげっぷにつきましては、国において、発

酵由来のメタン排出を抑制する飼料の研究開発

等が進められておりまして、その動向を注視し

ているところでございます。

また、家畜排せつ物につきましては、化学肥

料を削減する良質堆肥としての利用を促進しま

すとともに、発電などのバイオマスエネルギー

として利用されていない肉用牛などの排せつ物

の活用に向けた検討を進めております。

県としましては、本年策定した「みやざき畜

産共創プラン」の中で、脱炭素社会を目指した

取組をしっかりと位置づけており、温室効果ガ

ス削減を図る資源循環の取組を加速しながら、

持続可能な本県畜産の実現を目指してまいりま

す。

近年、環境問題に積極的に関○坂本康郎議員

わっていくことで、企業のブランドイメージを

高める動きが見られます。海洋プラスチックご

みの問題に反応して、店頭からプラスチック製

品の撤去に踏み切ったスターバックスコーヒー

など、まだ記憶に新しいと思いますが、それが

消費者から支持されるトレンドにあります。

本県の畜産分野においても、メタン削減のた

めの研究開発などは、今、始めておかなければ

いけないことだと思います。全国に先駆けて取

組を開始し、それを積極的に発信して、環境ブ

ランドという新しい一面を持った宮崎県産の畜

産品ブランドのイメージ構築を提案させていた

だきます。

最後の質問です。

紙製の障害者手帳について、「傷みやすい」

「破れてしまう」との障がい者の方たちの声を
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伺い、プラスチック製のカードへの移行を、以

前、議会でも取り上げました。今日は、デジタ

ル障害者手帳についてお伺いします。

株式会社ミライロが運営するミライロＩＤと

いう無料の障害者手帳アプリがあります。全国

で3,000社を超える事業者が確認書類として採用

し、自治体での活用も、埼玉県や大阪府のほ

か、62区市町村に広がっているようでありま

す。

このデジタル障害者手帳の利用促進につい

て、福祉保健部長の御見解をお伺いします。

いわゆるデ○福祉保健部長（重黒木 清君）

ジタル障害者手帳とは、障がいのある方が、障

害者手帳に記載されている情報を、専用アプリ

によりスマートフォンに取り込み、その画面を

提示することで、障がい者割引等を受ける際の

本人確認に利用できる、民間企業が提供する仕

組みでございます。

外出時に障害者手帳を携帯し、公共の場で提

示することに心理的負担を感じる方にとりまし

ては、その軽減や利便性の向上にメリットがあ

るとされております。

公共交通機関や飲食店、自治体所管の施設で

も活用事例があり、県内では、宮崎市、都城市

及び高千穂町において、所管する施設や一ツ葉

有料道路で活用されております。

県としましても、障がいのある方々の利便性

の向上等に資する無料アプリであることから、

県所管の施設等に対し、必要な情報提供等を

行ってまいります。

以上で用意しました質問を全○坂本康郎議員

て終わります。御答弁いただきありがとうござ

いました。（拍手）

次は、佐藤雅洋議員。○中野一則議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○佐藤雅洋議員

んにちは。自由民主党に入党し20年になりまし

た。佐藤雅洋です。

岸田第２次内閣が動き出しました。早速、朝

令暮改、詰めの甘さを言われておりますが、気

にせず頑張っていただきたいところでありま

す。

さきの総選挙で私は、日本国初の女性総理総

裁誕生の願いを込めて、高市早苗氏に投票をし

ました。次を期待しております。

我が自民党は、民主主義と自由主義、そして

日本らしい日本の確立を目的としつつ、政治は

国民のものとの原点に立ち、立党されました。

国際化の中で、我々は多くのものを得た半面、

独自の伝統・文化、大切なもの・大切な心まで

も失いつつあります。

我々日本人は、元来、勤勉を美徳とし、周り

の人たちを温かく包み込む、家族や地域社会の

絆を持った国民であります。家族、地域社会、

国への帰属意識を持ち、公への貢献と義務を、

誇りを持って果たす国民でもあります。

これらの伝統的な国民性、生きざま、すなわ

ち日本の文化を築き上げた風土、人々の営み、

現在・未来を含む３世代の基をなす祖先への、

先人への尊敬の念を持つ生き方こそが日本人の

原点であります。

その日本人のふるさと、原点、源流こそが、

この宮崎県であり、天孫降臨の聖地でもありま

す。

宮崎県を守る、地域を守る、守るべきものを

守る、そういう議員として、党派を超えて御指

導いただき、共鳴するものを大切にし、議員活

動を丁寧かつ謙虚に進めてまいりたいと考えま

す。

それでは、通告に従い、壇上から４問質問さ

せていただきます。
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知事は、初日の坂口議員に対して、４期目の

意欲を示されました。地方税財政常任委員長と

して、国とのパイプを生かし、道半ばである人

口減少問題、中山間地域の振興のため、さらな

る県政への意気込みを示されました。それを受

け、私も、また、本日遠くからこの議場に足を

運んでいただきました私の支持者も 地元西―

臼杵の支持者の方々でありますが もろ手を―

挙げて歓迎しています。知事のさらなる活躍を

期待しております。石橋をたたいて渡る慎重さ

と、いざというときの大胆さ、今までどおり、

知事らしくぶれずに、しかしスマートさを少し

抑えて、今度は泥くさく、人間味あふれる河野

知事、その知事の引っ張る県政４期目になるこ

とを期待しております。

そこで、宮崎市への一極集中について伺いま

す。割合にすれば、東京以上に高い状態が続い

ている現状です。もともとの中山間地域に人を

呼び戻す対策を含め、その解消に向けてどう考

えているのか、知事に伺います。

ポストコロナの新たな経済社会を実現するた

めに、地方創生及び国土強靱化に資する県土整

備は大切であり、激甚化・頻発化する自然災害

に備え、高速道路のミッシングリンク解消や４

車線化など、災害に強い道路ネットワークが必

要と考えます。このため、九州を東西に連絡す

るとともに、地域の活性化に資する我が地元、

西臼杵の九州中央自動車道の整備促進が非常に

重要であり、整備促進に当たっては、予算の確

保や国の人員体制の充実・強化を図る必要があ

ると考えます。

そこで、九州中央自動車道の整備促進につい

て、知事の考えを伺います。

次に、その九州中央道へのアクセス道路の整

備についてであります。九州中央道には、五ヶ

瀬西インターチェンジや五ヶ瀬東インターチェ

ンジが計画されており、国道503号は、そのアク

セス道路として、さらには、五ヶ瀬から諸塚を

通り、国道327号経由で、細島港への物流の道と

して、ますます重要性が高まってくるものと考

えております。特に飯干峠付近は、交通の支障

となっており、冬期の積雪による通行止めも余

儀なくされている状況にあるなど、早期整備が

求められているところであります。

そこで、国道503号の飯干峠付近のバイパス整

備に向けた取組について、県土整備部長に伺い

ます。

知事のやり残した県の重要課題の一つとして

人口減少問題がありますが、中山間地域が最も

進んでおり、深刻な問題と考えます。よもや、

知事の言われるやり残しとは、田舎、地方、中

山間地域の切捨てがやり残したことではないと

信じておりますが、今、県内各地で交番・駐在

所を統廃合しようとする思いもつかない動きが

あります。

私の住む西臼杵では、先日、私も個人的に大

変お世話になった方が被害者となる、痛ましく

悲しい事件が発生いたしました。亡くなられた

方の無念さ、御親族の悲しみは計り知れません

が、それを晴らすためにも、無駄にすることな

く、安心して暮らせる社会を守っていく必要が

あります。

統廃合につきましては、大分・熊本との県境

にある河内駐在所、日之影の高巣野駐在所も、

その対象となっていると説明を受けたのです

が、地域住民は大反対。私も、もちろん賛成で

きません。特に人口減少・高齢化社会の課題を

持つ中山間地域での、顔の見えるお巡りさんへ

の安心のお礼にと、地域住民が大根や白菜、芋

を届ける駐在所の存在、都会では見られないそ
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の光景、その持つ大きな意味を分かっていただ

きたいと思います。

交番・駐在所の役割、在り方とは、元来、ど

のようなものでしょうか。パトカー巡回への切

替えで、それが十分にカバーできるのでしょう

か。パトカー乗務員がパトカーから降りて、地

域住民と触れ合うことができるのでしょうか。

統廃合の裏には、交番襲撃などの事件回避や

経費削減などの話もあると聞きますが、現場の

方々の苦労には察しがつきますけれども、警察

官が自らを守るための策ではなく、警官になる

と決め、その道を目指した勇者たちが地域を守

る、本来の警官としての姿を望みます。警察

は、地域住民を守るためにあるもののはずで

す。

駐在所統廃合は、地域創生を考え、人口減少

問題に取り組んでいる県としての考えでしょう

か、国としての考えでしょうか。あわせて、地

域の見守り、安心について、どのようにお考え

か。統廃合は地域の過疎化を加速させるもので

あり、地域を守るためにも、急激に統廃合を進

めるのは時期尚早と考えます。

知事にお聞きしたいところでありますが、知

事に代わって警察本部長の考えをお伺いしま

す。

以上で壇上からの質問は終わり、以下の質問

は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、一極集中についてであります。

一極集中は、様々なレベルで今、進行してお

ります。全国的には東京圏へ、九州では福岡

県、そして県内においては宮崎市、御指摘のよ

うな状況であります。

こうした一極集中は、例えば、防災などの危

機管理の観点、さらには、豊かで多様な活力あ

る地域づくりという観点からは、様々な課題が

あると考えておりまして、その過度な集中とい

う在り方については見直して、大局的な地域づ

くりが進められる必要があろうかと考えており

ます。

県内におきましては、本格的な少子高齢・人

口減少が進む中、県民の暮らし、地域を維持・

発展させていくためには、圏域ごとに市町村同

士が必要な機能を相互に補完し合いながら、そ

れぞれの強みや魅力を生かした地域産業の活性

化や地域づくりを進めることが重要であると考

えております。

特に、人口減少が急激に進行する中山間地域

におきましては、まずは、集落のネットワーク

化や地域交通の最適化、医療・介護、防災と

いったセーフティーネットの構築など、生活に

必要な機能を維持していく必要があります。

さらに、地域の担い手となる若者の定住化や

関係人口を呼び込むための土台として、基幹産

業であります農林水産業の高付加価値化による

所得向上や雇用の創出、豊かな自然や食、文化

などの資源を生かした魅力ある地域づくりを進

めることが重要であります。

こうした地域づくりを進めるため、これまで

も、私自身、積極的に県内各地域に足を運び、

住民の皆様の意見を伺いながら県政を進めて

いったところであります。今、コロナの感染対

策ということがありまして、なかなかこういう

機会に恵まれませんが、コロナの収束状況等も

見極めながら、しっかりとこういう現場主義も

徹底し、個性や魅力あふれる地域づくりが展開

されるよう取り組んでまいります。

次に、九州中央自動車道の整備促進について

であります。
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九州の東西軸を担う九州中央自動車道は、大

規模災害時において、人命救助や物資の輸送を

支える命の道であるとともに、広域観光や地場

産業の振興などを通じ、九州の一体的浮揚にも

つながる大変重要な道路であります。

このところ、和歌山や山梨で震度５弱の地震

が発生しております。南海トラフとの関係とい

うものは専門家も否定しておるところでありま

すが、改めて、こういうリスクに直面している

ということを認識するとともに、一方で産業面

では、熊本で大規模な半導体工場の整備も予定

されておりまして、こうした効果を九州全体に

及ぼす意味からも、この東西軸の整備というの

は極めて重要になると考えております。

このため、県としましては、一日も早く工事

に着手できるよう、国や沿線自治体と一体と

なって、事業中区間の用地の先行取得に取り組

んでいるところであります。

また、国に対して、このような事業中区間へ

の予算の重点配分や、平底－蔵田間の計画段階

評価の早期着手、人員体制の充実・強化など、

高速道路のミッシングリンクの早期解消に向

け、コロナ禍の状況にあっても、例えば感染が

拡大しているときはオンラインでの要望、そし

て、感染が一定程度収束した状況の中では、先

日も熊本の知事や、また、大分との連携も踏ま

えながら、要望活動を行っているところであり

まして、あらゆる機会を捉えて要望を行い、今

後とも取り組んでまいります。

今後とも、私が先頭に立って、沿線地域の皆

様と心を一つにし、県議会の皆様の御協力をい

ただきながら、九州中央自動車道の全線開通に

向け、全力で取り組んでまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（西田員敏君）

答えします。国道503号のバイパス整備について

であります。

国道503号につきましては、九州中央自動車道

の整備が進みますと、日向入郷地域から五ヶ瀬

東インターチェンジへのアクセス道路となるな

ど、高速道路と一体となったネットワークが形

成され、その重要性は一層高まってくると考え

ております。

このような中、今年度、国の補助制度が拡充

され、高速道路の供用に合わせ、計画的な施工

が必要なアクセス道路も補助事業の対象となっ

たことから、現在、飯干峠付近のトンネルを含

むバイパス区間の道路予備設計など、事業採択

に必要な検討を進めているところであります。

毎年、地元の皆様から、バイパス整備を強く

望む声を直接お聞きしております。引き続き、

関係自治体と連携を図りながら、事業化に向

け、しっかりと取り組んでまいります。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答え○警察本部長（佐藤隆司君）

します。交番・駐在所の在り方についてであり

ます。

議員御指摘のとおり、交番や駐在所は地域に

根差した活動を行っており、交番・駐在所の統

廃合により、地域の方々が寂しさや不安を感じ

ておられることは承知しております。

一方、刑法犯認知件数が減少する中、ストー

カーやＤＶ、児童虐待等の事案が増加傾向にあ

るなど、治安情勢は刻々と変化しており、警察

としては、その変化に的確に対応していく必要

があります。

ＤＶ等の事案は家庭内で敢行され、夜間に発

生することがあり、人身に危害が及ぶこの種事

案に迅速かつ的確に対処するためには、地域警

察官の現場執行力や機動力、夜間警戒力を強化
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することが喫緊の課題であると考えておりま

す。

警察官の定数には限りがあることから、地域

とのつながりを維持しつつ、統廃合による配置

転換を行い、現場執行力等を強化していく方針

であります。

統廃合に当たっては、地域住民の方々への慎

重かつ丁寧な説明を行い、その理解を得た上で

進めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

警察の機動力を強化するとあ○佐藤雅洋議員

りますが、どう弱っているのか。現在の宮崎県

警の機動隊を含む警察官の、全国や九州の諸大

会での成績は常に上位で、大変すばらしいもの

があるのは明らかです。総合的に以前より強化

されていることは間違いありません。

中山間地域だけでなく、統廃合により大きな

不安を感じている人々は県内各地に出てくるで

しょう。統廃合などはせずに、今のままではい

けないのでしょうか。人員不足であれば、定員

を増やすことを優先すべきではないのか。ＯＢ

を活用したり、もう少し工夫はできないのか。

宮崎県独自の考え方があってもよいのではない

でしょうか。

この計画は全国的なものなのか、県内だけの

ものなのか、まだ説明を一度も聞いたことがな

いという県議もいらっしゃいますが、現在、県

内の説明会はどこまで進んでいるのでしょう

か。また、その計画は、いつまでに立てるの

か、もしくは、もう出来上がっているのでしょ

うか。

交番・駐在所の統廃合計画や地域住民への説

明状況等について、警察本部長に伺います。

交番・駐在所の○警察本部長（佐藤隆司君）

統廃合計画については、治安情勢や統廃合の必

要性等について、警察署長会議で協議するなど

検討を重ねた上で策定しており、今後５年をめ

どに計画的に進めていく予定であります。

同計画に基づく地域住民等への説明について

は、近く統廃合を予定している施設を中心に、

本年10月末までに県下13警察署で延べ約170回

行っております。

警察の組織体制の問題点については、治安に

影響を及ぼす可能性があり、詳しくは差し控え

させていただきますが、今回の統廃合は、変容

する治安情勢に的確に対応するため、統廃合を

含む組織体制の再編整備を進め、地域警察官の

機動力等をさらに強化することを目的としてお

ります。

統廃合により配置転換が可能となった勤務員

を近くの交番や駐在所に集中配置し、複数の警

察官で効率的に職務執行に当たることで、現場

執行力の向上を図るほか、昼夜を分かたず警戒

態勢を維持する交番や警察署パトカーの勤務員

を増強することで、夜間警戒力や機動力の向上

を図ろうとするものであります。

また、警察においては、近年、警察官の増員

が困難な状況にあることから、警察官ＯＢを交

番相談員として採用する取組も既に行っており

ます。

今後とも、現在の定員を最大限に活用し、治

安の維持・向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

警察署長会議での協議等で策○佐藤雅洋議員

定された統廃合計画を強引に進めるのではな

く、統廃合に当たっては、地域住民の方々への

慎重かつ丁寧な説明を行い、その御理解を得な

ければ進めないという答えをいただいたので、

私は安心いたしました。引き続き、地域住民を

切り捨てることのないように要望いたします。
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次に、県内各地で、人口減少により学校が廃

校になっている地域が多々あります。学校はな

くなる、人も減る、残った者で残された箱物の

面倒を見る必要があります。それを維持し続け

ることは大きな負担となる地域もあるのではな

いでしょうか。

国では、廃校活用推進のため、全国各地の優

れた活用事例の紹介や、活用希望廃校情報の公

表を行い、廃校を使ってほしい自治体と廃校を

利用したい企業とのマッチングを行っているよ

うであります。

そこで、県内の廃校跡地利用の状況と県の考

え方について、教育長にお伺いします。

現在、県が保有し○教育長（黒木淳一郎君）

ております県立学校の跡地は、旧延岡わかあゆ

支援学校のみであります。グラウンド部分は延

岡市へ売却後、現在、子育て支援施設として利

用されており、残る校舎部分の活用につきまし

ても、延岡市と引き続き協議をしているところ

であります。

市町村立学校につきましては、平成14年度以

降、廃校になった90校のうち、既存の建物を活

用したり、建て替えを行ったりしながら、社会

体育施設や研究施設、福祉施設などに利用して

いるものが65校あります。

県教育委員会といたしましては、廃校の跡地

利用は貴重な公共財産を有効に活用する上で大

変意義深いものと認識しておりますので、今後

とも地域の実情やニーズを踏まえた助言を行う

など、市町村の取組を支援してまいります。

教育委員会のみならず、総合○佐藤雅洋議員

政策部、商工観光労働部などが連携して、市町

村の廃校跡地対策に取り組んでいただくよう、

要望をいたします。

次に、人口急減地域の課題としてあるのが、

安定的な雇用と一定の給与水準を確保できない

ために、若者の人口流出が起こり、少子高齢化

と後継者不足の深刻化が進むといった構図で

す。衰退を止めたい地域の人口減少に対処する

ため、特定地域づくり事業の推進に関する法律

が令和２年６月に施行されております。これに

より、人口急減に直面している地域を対象に、

知事が認定した特定地域づくり事業協同組合

は、届出を行うことで、労働者派遣事業の実施

が可能となりました。

本県にある課題に対して大変有効な内容と思

われますが、それを受け、県での現状と今後の

取組について、総合政策部長にお伺いします。

特定地域づく○総合政策部長（松浦直康君）

り事業協同組合は、過疎地域におきまして、複

数の事業者が組合員となって、派遣労働による

仕事を組み合わせることで、安定した雇用を生

み出すものであります。

12月１日現在、全国16道県で、計27の組合が

設立されておりまして、本県では、中山間地域

の複数の町村で前向きに検討されていると伺っ

ております。

また、今年５月には、林野庁の「緑の雇用」

研修事業の活用も可能となりましたので、本県

においても、組合設立に向けた動きが加速され

るものと期待しております。

県におきましては、市町村向けの説明会開催

のほか、設立準備への補助事業も創設したとこ

ろであり、引き続き、事業者の制度理解に努

め、組合設立の促進を図ってまいります。

ぜひ、組合設立の促進をお願○佐藤雅洋議員

いします。

また、私は、これからの地域づくりには、人

口減による労働力不足を補うため、民間や公務

員にかかわらず、多様で柔軟な働き方が必要と
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考えます。

調べたところによりますと、人事院によれ

ば、日本の公務員の兼業や副業は禁じられてい

ないようでありますので、これまで以上に官民

一体となって、様々な工夫をしながら、地域づ

くりに取り組んでいただきたいと思います。

地域を支え、地域の誇りとなるものの中に、

神楽があります。先人から受け継がれてきた神

楽への情熱と思いを次世代に残すために、神楽

を全国組織へとの趣旨の質問を、以前にも当時

の教育長でありました日隈副知事にさせていた

だいていますが、国の重要無形民族文化財に指

定されております神楽保存団体が皆でまとま

り、全国組織設立に向けて進み、準備会が発足

したようであります。

日本が誇る伝統文化の民俗芸能「神楽」の保

存継承は大変重要であり、宮崎県としても、そ

の役割を果たすべく位置にあるのではないかと

思います。

それに向けての県の考えと今後の対応を、日

隈副知事にお伺いします。

本県では、200を超え○副知事（日隈俊郎君）

る地域で、今日まで神楽の継承が大切になされ

ております。

しかしながら、本県のみならず全国各地にお

いて、高齢化や人口減少などにより、神楽を保

存・継承することが厳しい状況となってきてお

ります。

このような課題を解決するため、本県が中心

となりまして、まず、平成28年に九州の神楽

ネットワーク協議会を設置いたしましたが、さ

らに神楽組織の拡大を図るべく、今年７月に高

千穂の夜神楽など、県内の４つの国指定神楽を

含む８都県14の神楽を発起人として、神楽の全

国組織設立準備会を発足させたところでありま

す。

今後、日本を代表する伝統文化であります神

楽の継承を推進するため、全国の自治体や保存

団体にさらなる参加を呼びかけ、令和４年度中

の全国組織設立に取り組み、目標であります、

神楽の一日も早いユネスコ無形文化遺産登録を

目指してまいります。

どうぞよろしくお願いいたし○佐藤雅洋議員

ます。

県内には、運動部活動において、全国にも名

立たる強豪校として知られる高校が複数ありま

す。例えば、私の地元西臼杵といえば、剣道の

高千穂高校。昔から変わることなく現在も、そ

の実力と名声に、全国から剣士が集まってきま

す。純粋に稽古に汗する高校生たちを、町を挙

げて歓迎・応援し、高校生たちの活躍が地域に

元気を与え、特に人口減少・高齢化の進む地域

では活力とも言えます。

高千穂のみならず、県立高校の運動部活動の

魅力向上が地域活性化につながると考えます

が、教育長のお考えを伺います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、各高校の魅力を高め、中学生から選ばれる

学校となることを目標に、特色ある学校づくり

を進めておりまして、ＰＲ動画等を通して、運

動部活動も、その魅力をアピールしているとこ

ろであります。

議員に御指摘いただきました高千穂高校の剣

道部、小林高校の駅伝部などは、全国大会の活

躍などにより、県内だけではなく、県外からも

中学生が入学してくるなど、学校の魅力向上に

加え、地域の方々に元気や勇気を与える地域の

シンボルスポーツとして定着するなど、町全体

の活性化にもつながっているものと考えており

ます。
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県教育委員会といたしましては、今後とも、

一層の運動部活動の魅力向上を図り、地域の活

性化に貢献できるよう努めてまいります。

毎日、全力を出し切った子供○佐藤雅洋議員

たちの、寮などの住環境整備も併せてお願いい

たします。

新型コロナに対する国の新たな基本的対処方

針を受け、県の対応方針が見直されましたが、

県独自の警報基準は、これまでの医療提供体制

の逼迫度合い等を考慮しているようであり、そ

の点は評価に値すると思われます。あわせて、

人流を活性化し、落ち込んだ経済を上向き傾向

に導く。何を大事にして、どこを緩和していく

のか。広げない策を講じながら、生活を取り戻

す必要があります。

私は、ワクチンパスポートや陰性証明書を活

用すべきと、以前から厚生常任委員会等で進言

をしてまいりました。

県では、新たにワクチン・検査パッケージ制

度の活用により行動制限を緩和するとあります

が、導入により、感染拡大期における行動制限

はどうなるのか、福祉保健部長に伺います。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

を取り巻く状況の変化や、国の基本的対処方針

の改定等を踏まえまして、新たな県の対応方針

では、警報等の発令基準を、医療の逼迫状況等

をより重視したものとするとともに、ワクチン

・検査パッケージの活用等による行動制限の緩

和などを行っております。

ワクチン・検査パッケージは、感染拡大期に

おきましても、感染リスクを低減させることに

より、飲食やイベント、人の移動等における行

動制限の緩和を可能とするため導入されるもの

であります。

具体的には、第三者認証制度による認証飲食

店のうち、あらかじめ県にパッケージの適用登

録を行った飲食店や、感染防止安全計画を策定

したイベント主催者等が、利用者のワクチン接

種歴またはＰＣＲ検査等の陰性結果を確認する

ことにより、人数制限が緩和されます。また、

県外との往来自粛につきましても、パッケージ

の適用を受ける方は、自粛の対象外となりま

す。

ワクチン・検査パッケージを○佐藤雅洋議員

適用して、行動要請の緩和を行うことは、県民

の方々が社会経済活動を継続し、日常生活を送

れることにつながる非常に重要なことだと思い

ます。

一方で、このことに伴い、健康上の理由など

でワクチン接種ができない方への検査が必要と

なるなど、今以上に検査体制の強化が求められ

るものと考えております。

そこで、今回、補正予算として上程された

「新型コロナウイルス検査促進事業」は、検査

体制の強化に資するものと考えますが、具体的

な内容について、福祉保健部長に伺います。

ワクチン・○福祉保健部長（重黒木 清君）

検査パッケージにより、今後、感染拡大期にお

きましても、感染リスクを下げながら社会経済

活動を継続していくことが可能となりますこと

から、必要な検査を受けられる体制の整備が求

められております。

このため、本日追加提案いたしました「新型

コロナウイルス検査促進事業」により、必要な

検査体制の整備を行うこととしております。

具体的には、新たに検査所を設置いたしまし

て、健康上の理由等によりワクチン接種ができ

ない方がパッケージ等を利用する際に必要とな

るＰＣＲ検査等や、感染拡大時に知事の要請に

より希望者が受けるＰＣＲ検査等が無料で受け
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られる体制の整備などを行うこととしておりま

す。

今議会におきまして、予算をお認めいただけ

れば、今後、12月中に検査所を県内数か所に設

置し、その後、順次、各地に増やしていくこと

としております。

次に、県弁護士会の発表に○佐藤雅洋議員

あった実例です。

コロナ禍で売上げの落ち込んだ事業者が金融

機関７社から借りた約750万の返済計画が頓挫し

たため、「自然災害による被災者の債務整理に

関するガイドライン」を適用し、７社のうち６

社の合意を得て、簡易裁判所の特定調停によ

り、約700万円の減免が可能となり、さらに

は100万円ほどの財産も手元に残すことができた

とのことです。

私は、このような将来に希望を感じたくなる

案件があることを、今回の発表で知りました。

これこそ今必要とされていることではないで

しょうか。

事業が立ち行かなくなる事業者もいます。直

接手を差し伸べることはできなくても、諦める

な、やり直しはできるとのメッセージと併せ

て、このような内容をもっと広く周知すること

で救える大きなものがあるのではないかと考え

ます。一定の要件はあろうかと思いますが、コ

ロナ禍で返済が難しくなった個人や事業者にお

いては、その後の生活や事業の再建が可能であ

ります。

新型コロナの影響で借入金の返済が厳しい事

業者に対する支援について、県の考えを商工観

光労働部長にお伺いします。

コロナ禍○商工観光労働部長（横山浩文君）

により、借入金返済などに課題を抱える事業者

に対しましては、早期かつ丁寧な対応が必要で

あるため、県、信用保証協会、金融機関等によ

る中小企業支援ネットワークを構築し、事業者

の経営改善などに向けて、関係機関が連携しな

がら取組を進めております。

特に、返済が厳しい事業者につきましては、

まずは金融機関等に相談いただくことになりま

すが、金融機関に対しては、県からもできる限

り柔軟な対応を要請しており、返済猶予が行わ

れるケースが増加しております。

また、宮崎商工会議所が事務局となっており

ます中小企業再生支援協議会では、金融機関の

同意を得ながら、債権放棄の調整や再生計画策

定に対する支援などを行っており、今後とも関

係機関と連携しながら、効果的な支援が提供さ

れるよう取り組んでまいります。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

経済産業省の発表によりますと、灯油価格

が13年ぶりに高値をつけております。電気やガ

ス料金も高騰する中、本格的な冬場を迎える家

計に打撃となる予想です。さらには、コロナで

冷え切った各産業界にも影響を及ぼすのは避け

られないことであります。

県内各産業界の影響について、県はどのよう

に把握をして、それに対してどのような対策を

講じるお考えなのか、総合政策部長、商工観光

労働部長、農政水産部長におのおのお伺いしま

す。

長引く新型コ○総合政策部長（松浦直康君）

ロナの影響に加えまして、原油価格の高騰によ

り、本県経済は様々な産業において影響を受け

ております。

中でも、県産品を都市部に輸送する役割を担

う物流分野は、輸送コストの大幅な増が経営の

大きな負担となっております。

県では、「宮崎県の物流に関する意見交換
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会」を来週開催し、トラックやフェリーなどの

物流事業者をはじめ、農林水産業や商工業の荷

主、運輸局や労働局などによる意見交換を行

い、それぞれ実情を伺うこととしております。

また、国の新たな経済対策におきましては、

石油元売り事業者に対する支援などが盛り込ま

れておりますので、これらの状況を見極めなが

ら、県として必要な対応を検討してまいりま

す。

商工観光○商工観光労働部長（横山浩文君）

労働部におきましては、原油価格高騰により影

響を受けている商工業者の経営・金融相談に対

応するため、11月５日付で特別相談窓口を設置

しましたほか、県内金融機関に対して、中小企

業の経営安定や金融円滑化について協力依頼を

行っております。

また、県中小企業融資制度でも、原油価格上

昇により売上げ減少等が生じている中小企業者

の資金繰りを支援するセーフティネット貸付等

を設けており、特別相談窓口では、このよう

な、より負担の少ない貸付けの利用案内などを

行っております。

なお、県内の商工会議所や商工会などでも、

同様に特別相談窓口が設けられており、中小企

業者からの相談に応じていただいているところ

でございます。

農水産業の分○農政水産部長（牛谷良夫君）

野では、施設園芸の暖房費や、漁船の燃料費の

増加により、経営に大きな影響を受けており、

特に農業分野では、西臼杵などの寒冷な中山間

地域ほど、その影響が著しいものと認識してお

ります。

このため、今般の価格高騰に対し、農業者、

漁業者の経営への影響を軽減するため、国の

セーフティーネット構築事業を関係機関一体と

なって推進しますとともに、国に対し、十分な

予算の確保や状況に応じた制度の柔軟な運用を

要望しているところです。

県としましては、引き続き、セーフティー

ネットの加入推進や省エネ対策を進めるなど、

原油価格高騰の影響の軽減に努めてまいりま

す。

原油高騰で影響を受けている○佐藤雅洋議員

物流業者ですが、2024年４月からは、トラック

運転手に時間外労働の上限規制が罰則つきで適

用されます。この24年問題を見据えて、各地で

市場の垣根を越えた物流に対する意識改革が必

要と考えます。もちろん、それには荷主の理解

と協力も必要不可欠です。幾ら世の中がデジタ

ル化されても、運ばなければ荷物は届きませ

ん。

宮崎には、ありがたいことに宮崎カーフェ

リーという大変頼もしい輸送手段もあります。

輸送業者の企業努力だけでは限界があります。

農林業県である宮崎の生産者皆さんの負担とな

らない、効率的に輸送できる仕組みを確立でき

るよう、支援が必要と考えますが、県の考えを

総合政策部長に伺います。

担い手不足や○総合政策部長（松浦直康君）

長時間労働という課題を解決し、物流の効率化

を進めることは大変重要であることから、県で

は、トラックによる陸送から、海上または鉄道

輸送へシフトする物流事業者や荷主の取組に対

し補助を行い、モーダルシフトを推進しており

ます。

また、「宮崎県の物流に関する意見交換会」

におきましては、これまで労働時間の規制や

モーダルシフト、共同輸送の取組など、物流を

取り巻く諸課題について、専門家のお話を聞く

などして、事業者の理解醸成や情報の共有化に
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取り組んでおります。

このほか、農業分野におきましては、「みや

ざき農の物流ＤＸ推進協議会」を設置し、共同

輸送やパレット輸送など、物流の効率化に向け

た新たな取組を行っているところであります。

国は先月、野生鳥獣の集中捕○佐藤雅洋議員

獲キャンペーンとして、前年度より１割近く多

い144万頭の捕獲を目標に実施すると発表しまし

た。

いまだに中山間地域では、鳥獣の被害に苦し

んでいます。特に稲作へのイノシシ被害は多大

なもので、地域中に金網を張り巡らせるもの

の、完全に侵入を防ぐことはできません。林業

でも同じく、鹿による被害は後を絶ちません

が、これらの野生鳥獣を完全に全滅させること

もできません。

そこを踏まえて、適正な頭数まで下げる必要

があります。全国では144万頭との目標値があり

ますが、本県の鹿、イノシシの捕獲目標とその

達成状況、捕獲の取組について、環境森林部長

にお伺いします。

鹿につきまし○環境森林部長（河野譲二君）

ては、令和２年度の捕獲目標２万5,000頭に対し

て、その実績は２万6,891頭であり、目標を達成

しております。

一方、イノシシについては、２万1,627頭を捕

獲しておりますが、目標については、生息数の

推定が困難なことから、捕獲頭数ではなく、農

林作物被害額を5,000万円以下に抑えることを目

指しており、令和２年度の被害額は約１億2,300

万円であったことから、目標を達成しておりま

せん。

次に、捕獲の取組としましては、鹿、イノシ

シ等の有害捕獲に対する助成や、猟友会等への

委託による捕獲の実施、狩猟期間の延長に加

え、今年度からは、狩猟による鹿捕獲に対して

も助成を行っているところであります。

今後とも、市町村や関係団体と連携しなが

ら、効果的な捕獲対策に積極的に取り組んでま

いります。

その中で、猟友会の果たす役○佐藤雅洋議員

割は非常に大きいと考えます。しかし、その多

くは長年頑張ってこられた狩猟者で、かなり高

齢化が進んでいると聞き及びます。

県は、その状況をどの辺りまで把握している

のでしょうか。あわせて、その狩猟者への支援

と援助という点で、山間地の多い宮崎では、全

国に先駆けて、かなり踏み込んだ取組が必要で

はないでしょうか。

狩猟者の現状と確保・育成の取組について、

環境森林部長にお伺いします。

令和２年度末○環境森林部長（河野譲二君）

の狩猟免許の所持者数は延べ5,617人で、10年前

と比べ775人減少し、また年齢構成は、60歳以上

が67％から72％に増加している状況にあり、狩

猟者の確保が課題と認識しております。

このため県では、狩猟者の約８割が加入して

いる団体であります猟友会や、市町村と連携

し、これから免許を取得する初心者向けの講習

会の開催や、免許取得経費の一部助成を行うほ

か、より受験しやすい環境とするため、今年度

から新たに試験会場を３会場増やし、延べ11会

場へ拡充したところであります。

また、林業大学校の長期課程のカリキュラム

に、わな免許の取得を組み込むとともに、わな

免許初心者等を対象とした技術講習会を実施し

ております。

今後とも、市町村及び猟友会と連携し、狩猟

者の確保・育成にしっかりと取り組んでまいり

ます。
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獣害撲滅のためにも、宮崎県○佐藤雅洋議員

ならではの狩猟者、猟友会等への新たな踏み込

んだ支援を要望いたします。

宮崎県は、先人の残したきれいな棚田が数多

くある棚田県であります。しかし、それを守り

継承していく人々には、目に見えぬ大変な苦労

があります。

棚田をうたう宮崎県として、これまでも保全

に様々な支援をいただいていますが、棚田地域

の保全における新たな取組について、農政水産

部長に伺います。

棚田は、国土○農政水産部長（牛谷良夫君）

の保全や美しい景観など、多面的な効果を有す

るものであり、これらを維持していくことは、

大変な御苦労があると認識しています。

このため県では、中山間地域等直接支払制度

などを活用した支援を行っているところであり

ます。

また、西臼杵管内をはじめとする県内20協

定、629ヘクタールにおいては、令和２年度の制

度拡充により措置された、棚田地域に対する活

動加算を活用した取組が進んでおります。

このような中、国では、地域振興などの取組

が優れている棚田を、「つなぐ棚田遺産」とし

て新たに認定するとともに、その周知に協力す

る企業などをオフィシャルサポーターとする制

度を創設したところであります。

県としましても、この制度の活用を含め、棚

田の認知度を高めながら、積極的に棚田地域の

保全に努めてまいります。

豊かな自然、豊かな水、澄ん○佐藤雅洋議員

だ空気、穏やかな人々、河川とともに生きる宮

崎県民にとっては、川は大変大事なものであり

ます。

河川愛護活動を行う団体への支援策につい

て、県土整備部長に伺います。

県では、河川○県土整備部長（西田員敏君）

において清掃などのボランティア活動を行う団

体への支援策として、「ふるさとの川・海」愛

護ボランティア支援事業を実施しております。

具体的には、ボランティア活動に必要な資機

材の提供や活動参加者の傷害保険への加入、ま

た、回収ごみの処分などを行うものでありま

す。

令和２年度は、高千穂町の本組公民館女性部

をはじめとする自治会・自治公民館や県内４つ

の内水面漁業組合など、37団体2,547名の活動を

支援したところであります。

今後とも、事業のＰＲに努めますとともに、

ボランティア活動の積極的な参加を促すこと

で、県民の皆様の河川愛護意識の醸成を図り、

美しい宮崎づくりを推進してまいります。

山と海はつながっています。○佐藤雅洋議員

川上は川下の人を思い川をきれいにし、川下の

人は川上に思いをはせ、互いに自然の恵みに感

謝することは美しいことです。

次に、土砂崩壊と林地残材の関係について伺

います。

先日発生しました内海の土砂崩壊で、地元住

民の方々は大変な恐怖と避難生活での苦労を感

じられたのではないでしょうか。

今回の災害は、林地残材の流出が浸水被害の

拡大を招いたようだと言われている節もあるよ

うでございますが、山に詳しい方々の認識です

と、そのような残材も含め、山を裸にすると山

が痩せ、災害が起きるとのことです。残材も落

ち葉と同じであり、木の枝もやがて土に返りま

す。課題は、大雨時に土砂崩壊等の災害を起こ

さない、水処理がしっかりできた壊れない道造

りを行い、林地残材を、現地にくいを打って止
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めたり、分散して整理するなど、適切に処理す

ることが必要であります。

そこで、林地残材の処理については、県はど

のように伐採事業者を指導しているのか、環境

森林部長に伺います。

県では、適正○環境森林部長（河野譲二君）

な伐採を推進するため、林地残材の処理など、

必要な留意事項をまとめたガイドラインを作成

し、市町村や関係団体と連携しながら、伐採届

の受付時や伐採パトロール、研修会など、あら

ゆる機会を通じて、伐採事業者に対し、その遵

守について指導を行っております。

また、業界の中には、「責任ある素材生産業

のための行動規範」を定め、環境や災害防止に

配慮した伐採・搬出を実践するとともに、定期

的にセミナーを開催し、普及を図るなど、業界

全体の資質を高める自主的な取組も見られてお

ります。

県としましては、今後とも、市町村や関係団

体と一体となって、ガイドラインの普及啓発に

努めるなど、適切な林地残材処理が徹底される

よう、指導を強化してまいります。

その林業従事者の方々が困っ○佐藤雅洋議員

ている県内、特に中山間地の電話電波の状況に

ついて伺います。

林業県の宮崎では、山中でその電波を必要と

する場面が多くあります。作業中に限らず、登

山等でも同様に、事故が起こったときなど、Ｓ

ＯＳもできずに孤立してしまいます。それらを

電話会社の実績だけに頼るのではなく、どう対

応して、どう働きかけるかが重要になるのでは

ないでしょうか。

例えば、山中では電波が弱いため注意が必要

といったような注意喚起であったり、各社への

投げかけ、働きかけが必要であると考えます

が、県としての対応はいかがでしょうか。総合

政策部長に伺います。

県では、携帯○総合政策部長（松浦直康君）

電話が通じない地域、いわゆる不感地域のう

ち、居住エリアにつきましては、採算性の問題

などから整備が進まない中山間地域を中心に、

市町村と連携し、国の補助事業を活用しながら

解消を図ってまいりました。その結果、いずれ

の携帯電話事業者のサービスも利用できないよ

うな世帯は、平成28年度末の205世帯から、令和

２年度末には86世帯まで減少しております。

一方で、山間部などの非居住エリアの不感地

域につきましては、道路交通量、通行量などの

一定の条件を満たせば、国の補助事業の対象と

なりますが、実施主体であります市町村の負担

が大きいことなどから、活用が十分には進んで

いない状況であります。

このため県としましては、補助率のかさ上げ

や要件緩和などを国に要望するなど、今後とも

市町村と連携し、取り組んでまいります。

林業県である宮崎には、温暖○佐藤雅洋議員

化対策も見据えた木材利用促進条例等がありま

す。私たち林活議連でも、県内での建築物での

木材利用を進めるべきと活動しておりますが、

林業県ゆえに、さらに進めるべき事柄だと考え

ます。今まで鉄骨などで造っていた農業倉庫な

どにも、木材の利用が全国的に進んでいるよう

です。

倉庫などの低層非住宅分野への木材利用促進

は、地球温暖化防止の観点からも大変重要と考

えますが、林業県宮崎での木材利用に向けてど

のように取り組んでいくのか、環境森林部長に

伺います。

倉庫などの低○環境森林部長（河野譲二君）

層の非住宅分野は、広い開放空間を確保するた
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め、これまでその多くが鉄骨造りで建てられて

おりますが、近年、新たな構法の開発等によ

り、全国的に木造化の動きが広まりつつありま

す。

本県でも、昨年度、串間市において、幅約20

メートル、奥行き約50メートルの大空間となる

木造の製材品保管倉庫が、国の事業を活用し建

設されたところであります。

議員御指摘のとおり、木材の利用は地球温暖

化防止にも貢献することから、このような活用

事例を広くＰＲするとともに、木材利用技術セ

ンターの技術支援や、木造の設計スキルを持つ

建築士の育成等を通じて、引き続き、国や市町

村、関係団体等とも連携しながら、低層の非住

宅分野をはじめとした木材利用の促進に積極的

に取り組んでまいります。

いよいよ、鹿児島県で行われ○佐藤雅洋議員

ます第12回全国和牛能力共進会本番まで１年を

切ったわけですが、10月に新富町で行われまし

たプレ全共での結果を通して、宮崎牛の４大会

連続内閣総理大臣賞獲得へ向け、今後の取組と

意気込みについて、農政水産部長にお伺いしま

す。

全共本番に向○農政水産部長（牛谷良夫君）

けましては、10月に開催されたプレ全共での課

題を踏まえ、まず種牛の部では、本年度重点的

に措置した出品対策事業をフル活用して、優秀

な雌牛の確実な地元保留に取り組み、巡回調査

や集合検査等を通じて、候補牛の選抜と磨き上

げを一層強化してまいります。

また、肉牛の部では、現在、肥育農家20戸に

おいて、徹底した管理の下、飼育されている80

頭の候補牛に対し、定期的な発育調査や血液検

査、さらには肉質の超音波診断等を行い、最高

の宮崎牛に仕上がるよう取り組んでいるところ

でございます。

引き続き、生産者をはじめ、関係機関がチー

ム宮崎として一体となり、日本一の努力と準備

を継続することで、４大会連続の内閣総理大臣

賞獲得を目指してまいります。

日本一の努力と準備、４連覇○佐藤雅洋議員

への意気込みはよく分かりました。しっかりと

関係者一丸となって頑張っていきましょう。

しかし、今回の鹿児島全共だけが全てではご

ざいません。まだまだ多くの課題を抱える本県

の畜産であります。

持続可能な肉用牛振興についての現在とこれ

からの取組について、農政水産部長に伺いま

す。

本県の肉用牛○農政水産部長（牛谷良夫君）

は、宮崎牛ブランドとして全国に知られ、産出

額においても全国３位に位置するなど、本県農

業の基幹品目でありますことから、一層の振興

を図る必要があります。

このため、県では本年、「みやざき畜産共創

プラン」を策定し、持続可能な肉用牛振興に向

けて、各種施策に取り組んでいるところであり

ます。

具体的には、畜産クラスター事業等を活用し

た担い手の規模拡大や、繁殖センター等の拠点

施設整備による分業化の促進、ＩＣＴ機器等の

スマート技術を活用した生産性向上、さらに新

たな視点として、家畜排せつ物をバイオマスエ

ネルギーへ利活用する脱炭素社会を目指す取組

などを推進しております。

今後とも、市町村や関係団体と連携しなが

ら、本県の基幹産業である肉用牛の振興に、

しっかりと取り組んでまいります。

肉用牛の振興は、本県農業の○佐藤雅洋議員

最も重要な柱です。しっかりとお願いいたしま
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す。

最後に、たばこ廃作後の農家支援状況につい

て伺います。

本年、多くの葉たばこ生産農家が、長年続け

た葉たばこ生産を廃作へとかじを切りました。

そこには多くの痛みがあったことと察します。

今回の葉たばこ廃作に関し、現在の状況と、

葉たばこを継続する農家への支援について、農

政水産部長に伺います。

今回の大幅な○農政水産部長（牛谷良夫君）

葉たばこ廃作の動きにつきましては、県としま

しても注視しているところであり、各地域の共

同乾燥施設の統廃合や、育苗する地域も変更さ

れるなど、施設の利用体制等が変わることに加

え、宮崎県たばこ耕作組合の組織体制の合理化

等も検討されていると伺っておりますので、今

後も情報の把握に努めながら、必要な支援を

行ってまいります。

一方、葉たばこは、土地利用型作物の基幹品

目の一つとして重要な作物でありますので、令

和４年産も、葉たばこ栽培を継続される農家に

対しましては、新たに措置した制度資金の周知

を図るなどにより、引き続き、葉たばこ生産農

家の経営安定と葉たばこの生産振興に努めてま

いります。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

私の用意した質問は以上ですが、ここで、私

に頂いた１通のメッセージを読ませていただき

ます。

「どうしても都市部に注目が行きがちです

が、県民全ての福祉なくして、宮崎県は成立し

ないと思います。そういう意味で、各地域を知

る県議の方々の背中には、それぞれに住民の思

い、期待が集まっています。ぜひ、そのことを

お忘れなく、地域にも日が当たるようお願いい

たします」といただきました。ちなみに、この

方は都市部に住む方です。川上が川下を思い、

川下の方が川上に思いをはせ、憂う、思いやり

をうれしく感じました。

12月４日は、アフガニスタンで人道支援に尽

くし凶弾に倒れた、中村哲さんの命日でした。

高千穂でも講演をいただきました。その教え

に、「一つの命を粗末にするな」「身を捨てて

皆に尽くせ」「命をつなぐことこそ最も重要」

と教えていただきました。肝に銘じます。

本日は、執行部の皆様、丁寧にお答えをいた

だき、感謝いたします。今年も残り僅か。慌た

だしい年の瀬を無事乗り切っていただき、迎え

る年がすばらしいものになることを願いまし

て、質問の全てを終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○中野一則議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○中野一則議長

ます。

次は、丸山裕次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主○丸山裕次郎議員

党、小林市西諸県郡選出、丸山裕次郎でござい

ます。

私が前回の一般質問をしたのは、平成30年11

月議会でしたので、約３年ぶりの一般質問にな

ります。また、初めての大トリでありますの

で、多少緊張しておりますけれども、知事はじ

め執行部の皆様方には、明快な答弁をよろしく

お願いいたします。

私が、第70代県議会議長を令和元年５月から

令和３年12月６日(月)
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令和３年４月まで、無事に務めることができま

したのも、県議会の皆様、県議会事務局の皆

様、さらには県執行部の皆様方の御協力、御支

援のおかげでできました。改めて、この場から

感謝の言葉を申し上げます。ありがとうござい

ました。

ここで、議長の思い出を３つほど紹介させて

いただきます。

まず１つ目は、天皇陛下のお御代替わりに関

する祭典、即位礼正殿の儀、饗宴の儀、大嘗宮

の儀などに、河野知事と私が宮崎県代表として

参列させていただく大変光栄な経験ができたこ

とです。特に10月22日の即位礼正殿の儀は、朝

から雨が降っておりましたけれども、祭典が始

まる直前には雨がやみ、皇居の周りだけが明る

くなり、天皇陛下が高御座にお出ましになった

ときには、日が差してまいりました。さすが天

皇陛下だと感じました。一連の式典が終わりま

すと、また雨が降り出したときには、神秘的で

何とも言えない気持ちになりました。

２つ目は、議長に就任して間もないときに、

県選出国会議員と当時の自民党二階幹事長と会

食ができたときに、今思うと、ずうずうしいこ

とをと感じておりますけども、二階幹事長に

「このたび宮崎県議会議長に就任させていただ

きました丸山といいます。ぜひ、二階幹事長か

ら議長就任のお祝いをください」と言ってしま

いました。二階幹事長からは、「今度来るとき

にちゃんと文書で持ってこい」という回答をい

ただき、東九州道や九州中央道のミッシングリ

ンク解消、東九州道の４車線化の整備などに向

けて、何度も陳情活動ができたことです。

３つ目は、新型コロナウイルス感染拡大に伴

う感染対策や経済対策などに対応するため、毎

月のように議会を行い、口蹄疫のときの臨時会

の回数を上回ったことです。

そのほか、様々な事案に対しての国等への要

望活動や各種イベントや会議への出席、県内市

町村や各種団体からの要望を受けるなど、あっ

という間の２年間でありました。

私を支えていただきました議長秘書をはじ

め、議会事務局の皆様方に改めてお礼申し上げ

ます。

それでは、一般質問に入ります。

まず、新広域道路交通計画についてお伺いい

たします。

現在整備が進んでいる東九州道や九州中央道

等の一日も早い全線開通を望んでおりますが、

これらの計画ができたのは、私が県職員の時代

の約30年前であります。約30年前の計画が順調

に進んでいることに対し、うれしく感じつつ

も、さらなる宮崎の発展には新たな計画が必要

ではと感じておりました。

平成30年３月に、物流上重要な道路を指定す

る重要物流道路制度が、国において創設されま

した。この重要物流道路制度を契機に、本県の

状況や将来像を踏まえた、おおむね20年から30

年の中長期的な観点から、今年６月に宮崎県新

広域道路交通ビジョン・宮崎県新広域道路交通

計画が策定されました。

新たな広域道路ネットワークとして、西都市

から西米良村、人吉市等を経由する人吉西米良

宮崎道路、日南市から都城市を結ぶ日南都城道

路等が、一般広域道路として記載されておりま

す。また、小林市から西米良村、椎葉村等を経

由する中九州縦貫道路や、日向市から美郷町、

諸塚村、五ヶ瀬町等を経由する高千穂日向道路

等が構想路線として記載されております。

そこで、今回の宮崎県新広域道路交通ビジョ

ン・計画等を踏まえ、今後の道路整備に対する
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知事の思いをお伺いいたします。

県土整備部長には、新たな広域道路ネット

ワーク計画の推進に今後どのように取り組んで

いくのか、お伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。今後の道路整備についてであります。

本県の高速道路をはじめとする道路ネット

ワークは、今年度、九州中央自動車道日之影深

角－平底間が開通、これにより、高千穂日之影

道路が開通したわけでありますが、さらに、都

城志布志道路の県内区間が令和６年度に全線開

通見込みとなるなど、着実に整備が進んできて

いると感じております。

しかしながら、全国の状況と比べますと、ま

だまだ道路整備が遅れている状況にあり、本県

がさらに飛躍していくためには、県域を越えた

交通・物流ネットワークの強化が不可欠である

と考えております。

議員御指摘の新広域道路交通計画では、九州

各県と県内主要都市を結ぶ道路や、港湾、高速

道路インターチェンジへのアクセス道路のほ

か、将来、九州の一体的浮揚に必要となる新た

な路線も盛り込んだところであります。

私としましては、喫緊の課題であります地方

創生や国土強靱化対策、さらには、新たな宮崎

の成長にもつながる新広域道路交通計画の実現

に向け、今後とも、県議会をはじめ、関係自治

体や経済界などの皆様の御協力をいただきなが

ら、全力で取り組んでまいります。以上であり

ます。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（西田員敏君）

えします。新たな広域道路ネットワーク計画の

推進についてであります。

この計画は、本県の実情や将来像を踏まえ、

広域的な道路交通の方向性を定めたものであ

り、今後、おおむね20年から30年間で広域的な

道路ネットワークの機能強化を図ることとして

おります。

このため、高速道路のミッシングリンク解消

のほか、東九州道と九州縦貫道を東西に結ぶ国

道219号などの整備をさらに加速化していくとと

もに、中九州縦貫道路などの構想路線を具体化

するための取組も、今後進めていく必要がある

と考えております。

県としましては、引き続き、高速道路などの

整備促進や、計画に位置づけた路線の重要物流

道路の指定を国へ強く訴えてまいりますととも

に、「国土強靱化５か年加速化対策予算」の積

極的な活用など、道路整備に必要な予算の確保

に努め、計画の推進にしっかりと取り組んでま

いります。以上であります。〔降壇〕

東九州道の串間での中心く○丸山裕次郎議員

い打ち式のときに、当時の村山九州整備局長

（現国土交通省道路局長）から、事業採択が決

まれば10年から15年で大体終了しますと。東九

州道も九州中央道も順調に整備が進んでいきま

すので、今のうちから新たな道路計画をしっか

りつくってほしいという話を聞いておりますの

で、今回の新広域道路交通計画は非常に楽しみ

にしております。ぜひ、具現化を強く要望して

おきたいと思います。

そのためには、西田部長の答弁にありました

ように、国道219号等が、まず重要物流道路に指

定されることが大きな一歩になると思っており

ますので、ぜひ、永山副知事の御尽力を期待し

ております。

次に、医師の働き方改革についてお伺いいた

します。
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2019年４月１日から働き方改革関連法が順次

施行され、2024年４月から医師にも適用される

ようになります。

医師には医師法により応召義務があり、医師

の時間外労働の上限が月100時間、年960時間、

特例で1,860時間を認めておりますけれども、健

康保持措置が設けられております。

健康保持措置の項目として、勤務日において

最低限必要な睡眠（１日６時間程度）を確保す

るため、連続勤務時間の制限、勤務間インター

バルの確保が求められております。

また、長時間の手術や患者の対応など、やむ

を得ない事情によって連続勤務時間・勤務時間

インターバルが例外的に実施できなかった場合

に、代償休息を付与することが示されておりま

す。

策定中の新たな宮崎県病院事業経営計画に

も、「働き方改革への対応」という項目が追加

されようとしております。

そこで、県立病院における医師の時間外労働

時間等の実態について、病院局長にお伺いいた

します。

県立病院における○病院局長（桑山秀彦君）

昨年度の医師の時間外労働は、新型コロナ対応

に伴い、直接対応に当たった医師の時間外労働

時間が多くなる一方で、一般の患者の受入れ制

限などを行いましたことから、全体としては、

医師の時間外労働時間は減少したところであり

ます。

新型コロナの影響が少なかった令和元年度で

は、働き方改革において予定されている時間外

労働の上限であります年間960時間を超える医師

や、100時間を超える月がある医師も見受けられ

たところであります。

また、県立病院は救急医療を担っております

ことから、救急に関連する業務での時間外労働

が多く見られるところでありますが、勤務間イ

ンターバルの確保の状況など、より詳細な実態

を把握していく必要があると考えております。

県立病院でも、月100時間を○丸山裕次郎議員

超える医師や年間960時間を超える医師がいるよ

うでありますが、2024年からは、全ての勤務医

が対象になるわけです。

医師の働き方改革について、現在どのように

対応し、今後どのように取り組んでいくのか、

それぞれ福祉保健部長と病院局長にお伺いいた

します。

令和６年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

以降、医師の時間外労働の上限は、原則年間960

時間となり、それを超える医師が在籍する医療

機関は、労働時間短縮に係る計画策定、第三者

評価の受審後、県の指定を受けることで、年

間1,860時間まで時間外労働が可能となります。

制度の開始に向け、現在、国は全病院を対象

とした調査を実施し、実態把握を進めており、

今後、調査結果を県と共有しながら、第三者評

価を行う組織を設置する予定としています。

一方、県におきましては、新規事業「医師の

働き方改革推進事業」により、ＩＣＴ機器の整

備や短時間勤務要員の確保など、労働時間短縮

の取組を支援しているところであり、今後、情

報収集に努め、国とも連携を図りながら、病院

へのフォローアップや指定に向けた準備に、労

働局や県医師会と取り組んでまいります。

県立病院では、医○病院局長（桑山秀彦君）

師の働き方改革に向けて、時間外業務の内容や

インターバルの確保の状況など医師の働き方全

般について、より詳細な実態把握等を進めてい

るところでございます。

今後、こうした実態や国の動向などを踏まえ
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ながら、病院機能への影響や対応などについて

検討を進めていくこととしております。

医師の働き方改革に当たっては、救急医療な

ど県立病院に求められる機能を確保すること

が、大変重要であると考えております。

このため、医師の確保に加えまして、医師の

事務作業等を補助する医療秘書の充実、看護師

など他の医療スタッフとの連携といったタスク

シフトなどに取り組みますとともに、病院全体

として、働き方改革に向けた意識改革を図って

まいりたいと考えております。

病院局長から答弁がありま○丸山裕次郎議員

したように、医師から他職種へのタスクシフト

をするためには、法的根拠の確認、組織方針の

明確化、患者及び職員の安全確保のための環境

整備が必要ですが、具体的には組織づくり、人

員の確保、知識技術の教育、マニュアル作成な

どが必要であります。さらに重要なのは、医

師、看護師などの医療従事者の意識改革が必要

であります。また、医師と看護師や薬剤師、放

射線技師などのチーム医療の構築が必要だと言

われております。

そこで、県として、医療機関における、医師

から他職種へのタスクシフト、チーム医療をど

うのように推進していくのか、福祉保健部長に

お伺いします。

医師の負担○福祉保健部長（重黒木 清君）

軽減、労働時間短縮を進める上で、多くの職種

へのタスクシフト、チーム医療の推進は、議員

御指摘のとおり、効果的な取組であることか

ら、今年度、各専門職の業務範囲を規定する法

律の改正が行われ、放射線技師をはじめとする

医療関係職種がより専門性を生かせるよう、各

職種の業務範囲の拡大が図られたところであり

ます。

そのため県では、県医師会等を通じて、改正

の内容について各医療機関に周知するととも

に、管理者や経営者の意識改革を促進するセミ

ナーを、労働局や県医師会とともに開催するこ

ととしております。

今後も引き続き、関係機関と連携し、制度の

周知と医療機関全体の意識の醸成に積極的に取

り組み、チーム医療の推進を図ってまいりま

す。

医療機関における他職種へ○丸山裕次郎議員

のタスクシフトにつながる取組として、看護師

の特定行為に係る研修制度があります。

医師の時間外短縮に向け、看護師の特定行為

が有効と言われておりますけれども、特定行為

研修を修了した看護師は、令和３年９月現在

で、全国で約4,400人と伺っております。

厚生労働省は、2025年度までに10万人養成し

たいと言っておりますが、2025年までに10万人

を達成するのは極めて厳しいと感じておりま

す。

そこで、特定行為研修を修了した看護師の本

県の状況と、2025年の本県の特定行為研修を修

了した看護師の目標をどのように設定している

のか、お伺いいたします。

本県におけ○福祉保健部長（重黒木 清君）

る看護師の特定行為研修修了者につきまして

は、２年に１度実施される看護師等業務従事者

届によりますと、令和２年12月末現在で７名と

なっております。

また、県内の医療機関等を対象に実施しまし

た意向調査によりますと、47の医療機関等が研

修の受講を希望されておりますので、まずはこ

の受講希望に応えられるよう、指定研修期間の

整備や受講しやすい環境整備等に取り組んでま

いります。
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2025年度までの特定行為修○丸山裕次郎議員

了者の目標設定は難しいようでありますけれど

も、県内のニーズ調査をしているようでありま

すので、精査をしていただき、目標数値を示し

て推進していただきたいと考えております。

また、看護師の特定行為研修ポータルサイト

というのがあるんですが、それを見てみます

と、令和３年８月現在で、福岡県では74名、佐

賀県では33名、長崎県では31名、熊本県では32

名、大分県では20名、鹿児島県では79名、沖縄

県では52名が研修を修了しております。宮崎県

の研修を修了した数は答弁では７名ですが、

ポータルサイト上では４名と極端に少ない状況

です。

ポータルサイトと答弁との差は、恐らくポー

タルサイトに公表しているのは、本人が情報を

開示していいという数でありますので、先ほど

述べた九州各県の人数よりも多いと予測され、

本県の研修済みの数が非常に少ない状況です。

さらに調べたところ、平成30年８月現在で研

修機関がなかったのは、九州内では、長崎県、

熊本県、そして本県の３県でありましたけれど

も、現在でもないのは宮崎県だけであります。

平成29年６月現在での特定行為研修を修了し

た長崎県の人数が11名、熊本県は１名、宮崎県

は４名でした。令和元年から２年までに、特定

行為研修機関を設置した長崎、熊本両県とも、

令和３年までには30名以上になっております。

大きな差がついてしまっております。誠に残念

であります。

九州内で急速に研修を修了した数が増えた県

は鹿児島県で、平成29年は16名だったのが、令

和３年８月には79名、63名も増えております。

鹿児島県の取組も参考にすべきだと感じており

ます。

そこで、県としても、特定行為研修機関の設

置に向け、宮崎大学、県立看護大学、看護協会

などの関係団体と協議し、具体的な検討を進め

ていると伺っておりますけれども、現在の進捗

状況と今後の進め方について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

県内での特○福祉保健部長（重黒木 清君）

定行為研修機関の設置につきましては、令和２

年11月、大学や医師会、看護協会等の関係機関

と推進検討会を設置し、特定行為研修へのニー

ズ調査のほか、先進地視察による情報収集等を

行うとともに、研修機関の指定に前向きな医療

機関への働きかけを行ってまいりました。

その結果、現在、宮崎市内の民間病院が研修

機関としての指定を受ける準備を進めており、

今後、国の指定を受ければ、来年度から研修が

開始されることになっております。

県としましては、県内に指定研修機関を増や

していくことが重要でございますので、今後と

も県医師会など関係機関と連携し、医療機関の

管理者等に対し、特定行為の意義やメリット等

の周知を図りながら、指定申請に前向きな医療

機関に働きかけを行ってまいります。

来年４月から民間病院での○丸山裕次郎議員

看護師の特定行為研修を行うことは、大きな一

歩だと思いますけれども、県全体に広げていく

必要があり、急速に対応するため、大分県のよ

うに県立看護大学、県立病院で特定行為研修機

関を設置できないのかと考えております。

そこで、福祉保健部長並びに病院局長に見解

をお伺いいたします。

特定行為研○福祉保健部長（重黒木 清君）

修の指定研修機関となるためには、指導者とな

る医師や教員の確保、研修に必要な施設や設

備、医療に関する安全管理体制や症例の確保な
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ど、様々な課題があります。

県としましては、県内医療機関の指定申請に

向けた動きや研修受講のニーズも踏まえなが

ら、大学とも協議してまいりたいと考えており

ます。

看護師の特定行為○病院局長（桑山秀彦君）

は、診療分野によって特定行為の内容が異なり

ますので、県立病院が研修機関となる場合、ど

の診療分野で実施するのか、また、指導に当た

る医師や看護師の確保・育成、研修の対象とな

る症例の確保などが検討課題となってまいりま

す。

現在、県内における特定行為研修の実施につ

いて、関係機関などで検討が進められていると

ころでありますので、こうした動きを踏まえな

がら、県立病院での実施について検討してまい

りたいと考えております。

医師の働き方改革の推進、○丸山裕次郎議員

特定行為研修の推進には、医師、看護師等の意

識改革がまず必要です。ぜひよろしくお願いい

たします。

九州内の多くの公立病院等は、特定行為研修

施設になっております。県と宮崎大学病院、医

師会、看護協会などの密接な協議を行っていた

だき、公的機関による研修機関が一日も早くで

きることを強く要望しておきます。

医師の働き方改革を進めていき、医療水準を

落とさないためには、まず、県央、県北、県南

の３ブロック等で特定行為研修機関となるよう

な核となる病院が出てくることが求められる

と、私は思っております。

特定行為研修機関になるためには、様々なマ

ンパワー、資材備品、手続、費用などが必要と

伺っております。

そこで、特定行為研修機関になるための県と

しての支援体制について、福祉保健部長にお伺

いいたします。

医師の働き○福祉保健部長（重黒木 清君）

方改革や在宅医療等を推進する上で大きな役割

が期待される、特定行為を行うことができる看

護師を県内各地で確保することは、大変重要な

課題であると認識しております。

このため、県としましては、看護師の特定行

為研修機関の設置を促進するため、施設改修や

必要な機器等の整備、運営費等に対する支援を

行うこととしております。

今後は、各地域に１つでも多くの研修機関が

設置されるよう、県医師会や看護協会など、関

係団体と連携を図りながら、各地域の拠点病院

等に対して、地域で求められている特定行為区

分の情報提供や個別の働きかけを行うなど、積

極的な取組を進めてまいります。

県の強いリーダーシップ○丸山裕次郎議員

で、県内各地に多くの研修機関が設置されるこ

とを要望しておきます。

団塊の世代が75歳以上になる2025年度をめど

に、住み慣れた地域で自分らしい暮らし、生活

を続けられるように、地域包括ケアを推し進め

ております。

地域包括ケアを進めるためには、在宅医療、

在宅介護等の充実が必要でありますけれども、

本県の中山間地域では、なかなか順調に進んで

いないと思います。中山間地域で進まない要因

の一つとして、移動するのに時間がかかると言

われております。

また、大学病院等で働く若い医師は、自分が

勤務している病院以外に出向いて診療を行って

いる実態がありますが、医師の働き方改革が進

み、副業・兼業を行っていくことが難しくなる

と、派遣を受けている医療機関の診療体制に影
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響が出ると予測されます。特に中山間地域の医

療機関においては、さらに医師不足の状況が進

むと思われます。

また、本県においては、医師が宮崎東諸医療

圏に集中している医師の偏在是正も大きな課題

です。

一方、新型コロナウイルス感染で、医療分野

でのＩＣＴ化、オンライン診療等が進んだと言

われておりますので、この取組をさらに深化さ

せ、本県での医療分野の課題解決につなげるべ

きではと考えております。

そこで、医師の時間外労働時間短縮や医師の

偏在是正解消のためにもＩＣＴ化を進めていく

ことが有効だと考えておりますが、福祉保健部

長の見解をお伺いいたします。

医師の時間○福祉保健部長（重黒木 清君）

外労働時間短縮や偏在是正のためには、議員御

指摘のとおり、ＩＣＴ化を推進することが有効

であると考えております。

そのため県では、宮崎大学等と中山間地域の

医療機関をネットワークで結び、遠隔で医師の

診療支援を行うシステムの整備に取り組むとと

もに、電話やオンラインでの診療を周知してお

り、このような取組を進めることで、医師の負

担軽減や業務の効率化が図られ、また、中山間

地域などの医療水準の向上にも寄与するものと

考えております。

今後とも、関係機関や市町村と十分連携し

て、ＩＣＴ化を推進してまいります。

今後、５Ｇ等が広まる予定○丸山裕次郎議員

になっておりますので、医療分野のＩＣＴ化推

進を要望しておきます。

医師の労働時間短縮を進めていくためには、

宮崎県内の医師の絶対数を増やす必要がありま

す。

研修医が今年度64名になり、過去最高程度に

確保できたようでありますが、さらなる確保が

必要だと考えております。

九州市内で唯一、医師少数県ですので、地域

枠の学生だけでなく、宮崎大学の学生全て、原

則、宮崎県内での初期研修を行うといった要請

が必要だと考えております。

そこで、さらなる研修医並びに医師確保に向

けての取組について、福祉保健部長にお伺いい

たします。

九州唯一の○福祉保健部長（重黒木 清君）

医師少数県として、また、働き方改革に対応し

つつ地域医療を守っていく上で、医師の確保は

最も重要な課題であると認識しております。

そのため、宮崎大学や県医師会、市町村をは

じめとする関係機関と連携し、医師修学資金の

貸与、若手医師のキャリア形成支援、県外から

の医師招聘などに取り組んでいるところであり

ます。

さらに来年度からは、宮崎大学医学部の地域

枠が大きく拡充されることから、今後、この地

域枠の学生を確実に県内定着へ結びつけるとと

もに、臨床研修医等の若手医師のさらなる確保

を図るため、臨床研修制度等の改善や必要な財

源の確保などについて、他の医師少数県とも連

携し、国に要望してまいります。

医師の働き方改革が適用さ○丸山裕次郎議員

れる2024年４月まで、既に２年半を切っており

ます。

新型コロナウイルスの影響もあり、国の動き

にも出遅れが生じておりますけれども、医師少

数県であり、中山間地を多く抱え、高齢化が進

んでいる本県にとって、全ての県民の命を守る

ため、スピード感を持って医師の働き方改革へ

の取組をすべきと考えております。

- 248 -



令和３年12月６日(月)

そこで、一連の質問等を踏まえ、医師の働き

方改革推進に対する知事の見解をお伺いいたし

ます。

この一連の御質問によ○知事（河野俊嗣君）

りまして、とても重要なテーマを取り上げてい

ただいたものと受け止めております。

働き方改革によりまして、医師が健康に働き

続けることのできる環境を整備することは、医

師本人はもとより、医療の質・安全を確保する

上でも非常に重要と考えております。

また、このコロナ禍におきまして、患者の受

入れやワクチン接種等、県民の命と健康のため

に身を粉にして御尽力いただきました、医師や

看護師をはじめとする医療従事者に対しまし

て、改めて感謝の思いを抱きますとともに、県

民共有の財産として、しっかり守っていく必要

があると感じたところであります。

こうした厳しい現場の状況を打開するに当た

りまして、医師個々人の卓越した技量や頑張

り、根性論に頼っていてはいけないということ

を、名著「失敗の本質」などにも思いが至ると

ころでありまして、過去の教訓をしっかりと今

に生かしていく必要があろうと考えておりま

す。

県といたしましては、医療機関全体の意識の

醸成やチーム医療の推進、ＩＣＴの活用などの

勤務環境改善、労働時間短縮の取組を積極的に

支援していくとともに、一方では、コンビニ受

診の抑制など、患者の側、医療サービスを受け

る側の皆さんに対して、適切な医療のかかり方

に関する周知・啓発にも取り組んでまいりま

す。

同時に、御指摘にありましたように、医師少

数県である本県にとりまして、医師の確保と偏

在是正は非常に重要でありますので、必要な取

組を進め、地域における医療提供体制の維持と

の両立を図りながら、スピード感を持って医師

の働き方改革に対応してまいります。

知事の後援会長は医師と○丸山裕次郎議員

伺っております。医師の働き方改革の推進に

は、医師等の意識改革が必要でありますので、

ぜひよろしくお願いいたします。

答弁にありましたように、スピード感を持っ

て取り組んでいただきますよう要望しておきま

す。

次に、家畜の飼養衛生管理基準の変更につい

てお伺いいたします。

令和２年度、高病原性鳥インフルエンザの大

流行や豚熱のワクチン接種農場での断続的発生

等を踏まえ、令和３年９月24日に飼養衛生管理

基準が改正されました。

改正された内容として、鶏で10万羽以上、豚

で3,000頭以上、牛で200頭以上の大規模農場に

おいて、畜舎ごとに設備や家畜に異常がないか

などを点検する飼養衛生管理者を置く規定が新

設されており、管理者一人で複数の畜舎を見る

場合は、頭数の上限が定められるなどと、防疫

の強化が示されております。

しかし、今年も残念ながら先月から、高病原

性鳥インフルエンザが鹿児島県等で発生してお

り、養鶏農家が警戒を強めております。

そこで、国が示した大規模農場は、どの程度

本県にあるのか、また、新たに改正された基準

をどのように周知しているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

県内の大規模○農政水産部長（牛谷良夫君）

農場数は、鶏41、豚74、牛81の合計196農場であ

ります。

今回の改正は、大規模農場を対象として、畜

種や飼養規模で異なる飼養衛生管理者の配置基
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準や、発生に備えた対応計画を策定することな

どの内容となっており、まずは、国内外におけ

る家畜伝染病の発生状況等を踏まえ、早急に対

応することとされた豚及び鶏農場における管理

者の配置について、状況の確認を行ったところ

であります。

引き続き、今回の改正内容を関係団体等とも

共有し、連携しながら、毎年実施している家畜

防疫員による大規模農場への巡回等の機会を捉

え、周知を徹底していくこととしております。

新しい管理基準をしっかり○丸山裕次郎議員

徹底させるように周知をさらに行い、防疫の強

化をお願いいたします。

昨年の高病原性鳥インフルエンザが発生した

際、事前に指定していた埋却地に移動距離があ

り、実際に使えなかった事例もあったと伺って

おります。

新たな管理基準の中には、大規模農場の中で

も、特に規模の大きい農場は、発生に備えて事

前に対応計画を策定することなども記載されて

おりますが、迅速な防疫措置のため、どのよう

に策定していくのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

今回の改正に○農政水産部長（牛谷良夫君）

おいては、鶏と豚について、発生に備えた対応

計画を、農場所有者自らが策定するよう定めら

れております。

この計画では、農場規模等に応じた人員や、

埋却地・資機材の必要数量等の算定、並びに、

これらの配置や作業動線、作業手順等の具体的

な事項を定めることとされており、計画の策定

に当たっては、関係団体や県が協力・指導をす

ることとしております。

このため、県としましては、関係団体と連携

を密にし、農場所有者等と十分協議しながら、

飼養衛生管理基準で畜種ごと等に定められたス

ケジュールに基づき、計画の策定を支援してま

いります。

口蹄疫を経験した畜産県と○丸山裕次郎議員

して、大規模農場だけではなく、その他の農場

についても、発生に備えた準備が必要と考えて

おりますが、農政水産部長の見解をお伺いいた

します。

御指摘のとお○農政水産部長（牛谷良夫君）

り、農場の規模や畜種にかかわらず、迅速な防

疫措置を円滑に実施するためには、しっかりと

した準備を全ての農場で整える必要がありま

す。

このため、家畜防疫員が実施する農場巡回に

おいて、防疫措置に必要な農場の情報を適宜更

新しますとともに、疑い事例が確認された時点

で、関係者と連携した事前調査を実施し、人員

・資機材など防疫措置に必要な計画を作成し、

初動に遅れのないよう、万全の体制を取ること

としております。

引き続き、防疫研修や現地研修等で、関係す

る職員のスキルアップも図りながら、万一の発

生時に備えて、殺処分や埋却等が迅速に実施で

きる体制をしっかりと整備してまいります。

口蹄疫を経験した県とし○丸山裕次郎議員

て、答弁にありましたように、全ての農場で

しっかりとした準備をしておくことが、迅速な

防疫につながりますので、畜産農家、市町村、

関係団体と緊密に連携して、強化をお願いした

いと思っております。

次に、過去最低の食料自給率37％への対応に

ついてお伺いいたします。

地球温暖化の影響により、世界各地で干ばつ

被害やバッタ等の大量発生による農作物被害、

さらには記録的豪雨による被害が多発してお
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り、食料安全保障の確保が危機となっている

中、我が国の2020年度の食料自給率が、大変残

念なことに、カロリーベースで過去最低の37％

になってしまいました。誠に危機的状況だと考

えております。

そのような中、農水省は2022年度の概算要求

に、人・農地プランに位置づける多様な経営体

の農業機械・施設導入を支援する持続的経営体

支援交付金の新設などを盛り込んだ、生産基盤

の強化を進めようとしております。

日本の主食である米の需要は、新型コロナウ

イルスの影響で減少し、昨年産の米の在庫が予

想以上に増加したことを受け、今年の米価は低

迷しております。

また、農林水産省は、先月、来年産の主食用

の需要に見合った適正生産量が675万トンになる

ことを示しております。この数字は、本年産よ

り21万トン少なく、面積ベースでは約４万ヘク

タール、３％の減産が必要であり、引き続き大

幅な作付の転換が求められることも示しており

ます。

そこで、本県のこれまでの水田活用の直接支

払交付金の取組状況について、農政水産部長に

お伺いいたします。

水田活用の直○農政水産部長（牛谷良夫君）

接支払交付金は、食料自給率等の維持向上を目

的に、飼料用米等の戦略作物への転換を促進す

るために、国が交付するものであり、本県への

令和２年度の交付額は約97億円で、近年、横ば

いで推移しております。

交付金の主な対象は、ＷＣＳ用稲など、畜産

農家の自給飼料となる品目に約67億円、地域が

独自に対象としている品目等に約28億円が交付

され、県内酒造業者への加工用米の供給が進む

など、地域に応じた水田農業の展開が図られて

いるところでございます。

このような取組により、本県は、国が示した

主食用米の需給予測を基に算出した転作面積を

大幅に超過する実績を上げており、米の需給調

整に大きく貢献しているものと認識しておりま

す。

米の価格低迷により、「米○丸山裕次郎議員

はもう作れない」「飼料用米を作ろうとしても

交付金がＷＣＳのようにもらえない」「ＷＣＳ

は耕畜連携が必要なため増やせない」などの声

を聞きます。耕作放棄地が増えるのではないか

と心配しております。

来期作に向けて、耕作放棄地を増やさず、水

田活用の直接交付金等を十二分に活用していた

だき、自給率が向上できるように、市町村と緊

密に連携していくことを要望しておきます。

本県の農産物の生産額ベースの食料自給率

は284％ですが、カロリーベースになりますと60

％に落ちてしまいます。その要因は、畜産が６

割を占める生産額になっており、海外から輸入

した飼料を多く使っているためだと思います。

世界的には、人口増加が続く傾向の中、地球

温暖化に伴い、世界的な異常気象が続いてお

り、これまでのように安易に輸入に頼った畜産

ができるか危惧されます。

そこで、中長期的に見て、水田農業の維持と

自給率向上に向け、どのように取り組んでいく

のか、知事にお伺いいたします。

米の長期的な需給緩和○知事（河野俊嗣君）

や輸入飼料の価格高騰に加えまして、飼料穀物

の需給が世界的に逼迫することが懸念される中

で、本県農業を持続的に発展させていくために

は、水田農業の確立と畜産自給飼料の生産拡大

が大変重要であると認識しております。

これまでも水田では、堆肥の還元による土作
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りが進むとともに、稲わらやＷＣＳ用稲、牧草

など、自給飼料の多くが作付され、堆肥と飼料

の循環において密接な関係が築かれてまいりま

した。

このため、県としましては、農地の集約や区

画拡大、スマート農業技術の導入による生産性

の向上を進めるとともに、地域条件に応じた露

地野菜等の導入や水田裏作を活用した飼料生産

によるベストミックスを推進するなど、新たな

水田農業の構築と飼料供給の最大化に取り組ん

でまいります。

今後とも、本県の強みであります畜産の振興

と併せて、水田農業が持つポテンシャルを最大

化し、持続可能な、宮崎ならではの農業を実現

してまいります。

危機感を持って、自給率向○丸山裕次郎議員

上に取り組んでもらうことを要望しておきま

す。

次に、国民スポーツ大会に向けてお伺いいた

します。

2027年に開催予定の国民スポーツ大会に向

け、県では、都城に陸上競技場、宮崎市にプー

ル、延岡に体育館の整備がおおむね順調に進ん

でおり、多少安堵しております。

他方、「宮崎市、都城市、延岡市だけは国民

スポーツ大会で新しい施設ができていいね」と

いう意見を伺っております。

国民スポーツ大会に向け、大方の競技種目の

開催場所が県内の市町村で選定されておりま

す。小林においてはバレーボール、トランポリ

ン、ウエートリフティング競技、高原町では

アーチェリー競技が決まっております。

国民スポーツ大会に向けて、小林市では30数

億円かけて新たな体育館を、高原町ではアー

チェリー会場を造る予定になっております。

「何らかの県からの財政的支援等はないの

か」という意見も伺っております。

県には、企業局の電気事業会計からの30億円

の県営電気事業みやざき創生基金があります

が、その基金の使途は、地方創生推進事業、地

域振興事業、そして、スポーツ施設整備事業と

なっておりました。

また、令和２年度に国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会開催基金を設置しており、

令和３年度末の残高は100億円を超える見込みで

あると伺っております。

このような財源を活用しながら、スポーツ施

設を整備するだけのレガシーではなく、各市町

村で開催される競技種目を定着させる必要があ

ると思います。そのことが、県が提唱している

スポーツランドの全県化、通年化、多種目化に

つながると思います。

そこで、県として、各市町村が国民スポーツ

大会に向けて整備する施設への支援をどう考え

ているのか、知事にお伺いいたします。

本県で開催されます国○知事（河野俊嗣君）

民スポーツ大会では、正式競技のほか、デモン

ストレーションスポーツまでを含めますと、県

内全ての市町村で競技が行われる予定でありま

す。このうち、全体の８割を超える会場は、仮

設を含め、市町村の施設を使用することとなり

ます。

そのため、県といたしましては、市町村が円

滑に競技施設の整備を行うことができるよう、

国や関係団体の交付金等を最大限活用するため

の助言を行っておりますほか、今、議員から御

指摘をいただきました基金等も計画的に活用し

ながら、競技施設の基準を満たすために必要な

改修等に対して、一定の補助を行うこととして

おります。
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その上で、これらの施設の多くは、大会後の

レガシーとして、地域スポーツや生涯スポーツ

の振興、さらには本県が目指すスポーツキャン

プ等の誘致推進に資するものとなりますことか

ら、実施競技の地元への定着や、新たな合宿受

入れなど、その有効活用につきましても、市町

村としっかり連携をして取り組んでまいりま

す。

各市町村、各競技団体と緊○丸山裕次郎議員

密に連携し、大会後のレガシーとなるような施

設整備をしっかりとしていただき、その後の県

が提唱しているスポーツランドの全県化、通年

化、多種目化につなぐことを要望しておきま

す。

最後に、産前・産後ケアについてお伺いいた

します。

小林市立病院において、待望の産科医に着任

していただき、平成31年１月から分娩を再開す

ることができ、非常に喜んでおりましたけれど

も、当初予定より帝王切開の症例数が多く、安

全に分娩を行うための体制整備が不十分であ

り、妊婦や胎児、新生児に対して大きなリスク

があることや、産科以外の診療科に大きな負担

がかかり、産婦人科以外の患者や手術等の診察

への影響が懸念されるため、西諸医療圏では、

大変残念ながら、来年からお産ができる病院が

なくなってしまいます。

妊婦は、来年から、宮崎市、都城市や人吉市

でのお産を余儀なくされ、負担が大きくなりま

す。また、出産後の支援も受けづらくなりま

す。

近年、出産した後の産後うつ等で悩んでいる

お母さんが多いということで、厚生労働省で

は、産前産後の重要性を認識し、ガイドライン

を作成し、産前・産後ケアに対する補助事業を

用意しているようです。

そこで、産後のケアに取り組む県内の実施状

況はどうなっているのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

産後ケア事○福祉保健部長（重黒木 清君）

業は、出産後１年以内の母子に対し、心身のケ

アや育児のサポート等を行うものであります

が、令和３年４月から母子保健法上の法定事業

として位置づけられ、市町村は、その実施に努

めることとされたところであります。

実施方法には、通所型、居宅訪問型、短期入

所型の３種類があり、令和３年11月末時点で、

県内では23市町村がいずれか１つ以上を実施し

ております。

この23市町村につきまして、実施方法の状況

を見ますと、通所型が18市町村、居宅訪問型

が17市町村、短期入所型が８市町となっており

ます。

産後ケアには多くの市町村○丸山裕次郎議員

が取り組んでいるようでありますけれども、市

町村で取り組んでいるメニューには大きな差が

あります。

富山市では、周辺市町村と連携し、助産師が

中心になり、産後デイケア、産後ショートステ

イ等の産後ケアに取り組んでいるようでありま

す。

ぜひとも西諸圏域でも産後ケアを充実して、

安心して子育てできる環境の整備が必要だと

思っております。

どこに住んでいても、同じようなサービスを

受けられることが必要だと考えております。

そこで、人口減少対策や子育て日本一を目指

すためにも、全ての市町村が産後ケア事業の充

実を行うべきと考えておりますけれども、福祉

保健部長の見解をお伺いいたします。
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母親の心身○福祉保健部長（重黒木 清君）

の回復を促し、健やかに育児ができるよう支援

する産後ケア事業は、子供を産み、育てやすい

社会の実現のため、妊娠期から子育て期にわた

る支援を切れ目なく行う上で、大変重要な取組

と認識しております。

また、先ほど申し上げましたとおり、この産

後ケア事業は３種類の実施方法があり、多様な

ニーズに応えるため、それぞれの特性を踏まえ

た事業を展開していくことが、きめ細やかな

サービスの提供につながるものと考えておりま

す。

県としましては、県内全ての市町村で様々な

ニーズに応じた産後ケア事業が実施できるよ

う、引き続き、市町村の保健師等を対象とした

研修会を開催するほか、単独市町村での実施が

困難な場合においては、複数の市町村が共同で

実施できるよう、産科医療機関との調整を図る

など、必要な支援を行ってまいります。

小林市立病院では、休診を○丸山裕次郎議員

決定している産婦人科について、宮崎大学医学

部及び宮崎県立病院からの非常勤医師派遣によ

る週１回の外来診療が継続できることが先日明

らかになり、多少は安堵しておりますけれど

も、先ほど質問しました医師の働き方改革によ

りまして、安定した派遣が継続できるか心配し

ております。

ぜひ、西諸医療圏で今後お産をされる方の安

心のためにも、妊婦健診、産前・産後ケアを含

めた支援をお願いしておきたいと思っておりま

す。

最後になりますが、新型コロナウイルスで

様々な産業が苦しんでおります。２年間苦しん

でおります。一日も早く、全世界的に新型コロ

ナウイルスが収束することを願いまして、私の

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○中野一則議長

た。

次に、今回提案されました議○中野一則議長

案第１号から第17号まで及び第20号の各号議案

を、一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第16号及び第17号採決◎

ここで、教育委員会委員及び○中野一則議長

収用委員会委員の任命の同意についての議案

第16号及び第17号について、お諮りいたしま

す。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第16号及び第17号について一括お諮りい

たします。

両案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、両案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第15号まで及び第20号◎

並びに請願委員会付託

次に、議案第１号から第15号○中野一則議長

まで及び議案第20号の各号議案並びに新規請願

- 254 -



は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ

関係の委員会に付託いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日７日から12日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、13日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時55分散会

令和３年12月６日(月)
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令 和 ３ 年 1 2 月 1 3 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 右 松 隆 央 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 二 見 康 之 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 野 﨑 幸 士 同

（ ）34番 徳 重 忠 夫 同

（ ）35番 日 高 博 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 濵 砂 守 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）21番 外 山 衛 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 渡 辺 善 敬

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 小 田 光 男

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 横 山 幸 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 黒 木 淳一郎

公 安 委 員 長 島 津 久 友

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 酒 匂 重 久

事 務 局 次 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 事 山 本 聡
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常任委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開きま○中野一則議長

す。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第15号まで及び第20号

の各号議案、請願第10号から第12号までの各号

請願、並びに継続審査中の請願第３号、第６号

及び第９号を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、西村賢委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○西村 賢議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件及び新規請願３件の計11件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続中の請願１件を含め、お手元に配付の議案・

請願委員会審査結果表のとおり決定いたしまし

た。

なお、請願第９号については賛成多数によ

り、議案及びその他の請願については全会一致

により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、令和３年度宮崎県一般会計補正予算

についてであります。

まず、議案第１号に係る補正は、新型コロナ

ウイルス感染症対策に係るもの、国庫補助決定

に伴うもの及びその他必要とする経費について

措置するもので、53億6,800万円余の増額となっ

ており、歳入財源の主なものは、国庫支出金36

億8,800万円余、県債13億2,400万円余でありま

す。

次に、議案第20号に係る補正は、国の経済対

策等に伴う経費について措置するもので、19

億6,600万円余の増額となっており、歳入財源は

全額国庫支出金となっております。

これらの結果、補正後の一般会計の予算規模

は6,867億400万円余となります。

このうち、総務部の補正予算は、一般会計

で1,200万円余の増額であり、特別会計を合わせ

た補正後の予算額は2,422億6,000万円余となり

ます。

また、会計管理局の補正予算は、随意契約の

対象となる物品の調達システムを改修するた

め、800万円余を増額するものであり、この結

果、補正後の予算額は９億8,800万円余となりま

す。

次に、議案第９号から第11号までの「工事請

負契約の締結について」であります。

これらは山之口運動公園内に建設する新宮崎

県陸上競技場に係る主体工事及び電気工事の契

約についてでありますが、このことに関連して

委員より、「当施設の収容観客数に対して駐車

場が少ないのではないかとの意見もあるが、大

規模なイベントが開催された際の対応はどのよ

うに考えているのか」との質疑があり、当局よ

り、「周辺の公共施設の駐車場を臨時駐車場と

し、そこからシャトルバスを運行するなど、都

城市や公共交通機関と連携して対応したい」と

の答弁がありました。

また、別の委員より、「国民スポーツ大会の

開会式では、選手をはじめ多くの関係者が参加

することから、駐車場の確保に加えて、周辺の

道路や公共交通機関の混雑が予想されるため、

当日の周辺住民の生活に支障が出ないよう準備

を進めていただきたい」との要望があり、当局

より、「駐車場の確保をはじめ、国民スポーツ

令和３年12月13日(月)
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大会の際の交通計画については、これから十分

に検討してまいりたい」との答弁がありまし

た。

次に、宮崎県公共施設等総合管理計画の変更

についてであります。

このことについて委員より、「施設の長寿命

化を図ることで、維持管理・更新等に係る費用

を低減できることが示されているが、全ての施

設について長寿命化を図れば、かえって経費が

かかり、費用の低減は難しいのではないか」と

の質疑があり、当局より、「今後の利用状況も

含めて活用が見込まれない施設については、廃

止や売却等を進めて総量を適正化するととも

に、真に必要な施設の長寿命化を図ることで、

総体的に施設の維持管理・更新等の費用を削減

してまいりたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「入居者のいない職

員宿舎をはじめ、既に役目を終えている施設も

あるため、本計画に基づき、長寿命化対策の推

進と併せて、不要な施設の整理についても取り

組んでいただきたい」との要望がありました。

次に、「私学助成の拡充・強化を求める意見

書」についてであります。

これは、当委員会に付託を受けました新規請

願第10号に基づくものであります。

少子化による急激な生徒等の減少は、保護者

からの学納金と行政からの経常費助成によって

支えられている学校法人の経営に深刻な影響を

与えており、私立学校においては、教育のデジ

タル化における公立学校との格差是正や、安全

を確保するための学校施設の耐震化が急務と

なっています。

国の進める教育改革に的確に対応し、教育活

動を維持・向上させる取組を進めるためには、

公教育の一翼を担う私立学校を運営する学校法

人の財政基盤の安定化が不可欠であることか

ら、国に対して、現行の私学助成に係る国庫補

助制度を堅持しつつ、一層の拡充を図るととも

に、ＩＣＴ環境の整備や学校施設の耐震化をは

じめとする教育環境の整備をさらに充実するよ

う、強く要請するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出について、全会一致で決定したところであり

ますので、議長においてよろしくお取り計らい

いただきますようお願いいたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「総合政策及び行財政

対策に関する調査」については、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、日髙○中野一則議長

利夫委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙利夫議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、福祉保健部の補正予算についてであ

ります。

今回の補正は、議案第１号が、生活福祉資金

の貸付金に関する経費等について24億9,500万円

余を、議案第20号が、新型コロナウイルスの検

査促進に関する経費等について20億400万円余
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を、それぞれ増額するものであります。この結

果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の予

算額は2,826億6,200万円余となります。

このうち、新規事業「新型コロナウイルス検

査促進事業」についてであります。

この事業は、感染防止対策と日常生活の両立

に向けた、国の「ワクチン・検査パッケージ」

の活用や、感染拡大時におけるＰＣＲ検査等を

無料で実施するための全県的な検査体制を構築

するものであります。

このことについて委員より、「健康上の理由

などによるワクチン未接種者が対象となってい

るが、検査が無料で受けられるため、虚偽の申

告により検査を受ける場合が想定される。その

ような場合の対応はどのように考えているの

か」との質疑があり、当局より、「不適切な検

査の申込みが判明した場合は、検査費用の負担

を求める場合があることも含め、まずは適切な

利用について、しっかりと周知に努めてまいり

たい」との答弁がありました。

これに関連して複数の委員より、「虚偽の申

告により検査を受けた場合の対応については、

対策をしっかりと講じていただきたい」との要

望がありました。

また、別の委員より、「全県的に満遍なく検

査所を設けて、都市部だけでなく中山間地域で

も、希望される方が速やかに検査が受けられる

体制を早急に整えていただきたい」との要望が

あり、当局より、「検査を希望される方が、身

近なところで検査を受けることができるよう、

できる限り早く整備を進めてまいりたい」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、当事業は、感染

リスクを引き下げながら、社会経済活動の継続

を可能とする新たな日常を実現する上で、大変

重要な取組であることから、必要な検査体制を

構築していただくよう、強く要望いたします。

次に、病院局の条例改正についてでありま

す。

これは、県立宮崎病院の再整備に伴い、病室

使用料の上限額を引き上げるため、条例を改正

するものであります。

このことについて委員より、「病院の再整備

に伴い、病室使用料の変更は事前に想定された

はずだが、なぜこの時期に改正するのか」との

質疑があり、当局より、「使用料については、

適切に設定する必要があるため、工事完了後に

部屋面積や設備等が確定した段階で算定するの

が適当であるとの判断から、この時期の改正と

なったものである」との答弁がありました。

また、別の委員より、「現在、個室を使用し

ている方が引き続き個室を使用する場合は、料

金の負担が大きくなることから、該当する方々

への丁寧な説明や支援をお願いしたい」との要

望がありました。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○中野一則議長

日髙陽一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙陽一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願第３号につ

いては、請願者からの取下げ申出を承認し、そ
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の他の案件については、お手元に配付の議案・

請願委員会審査結果表のとおり、全会一致によ

り決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、春季プロスポーツキャンプ受

入れに係る感染症対策に要する経費や旅行需要

を喚起するための経費等を措置するものであ

り、議案第１号で１億1,900万円余の増額、議案

第 2 0号で一部事業費を見直したことによ

り、3,700万円余を減額するものであります。こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は622億円余となります。

このうち、新規事業「春季プロスポーツキャ

ンプ受入強化事業」についてであります。

これは、昨年度、無観客となったスポーツ

キャンプについて、有観客での実施を見据えた

感染症対策や観光客の県内周遊を促進し、経済

効果の回復を図るものであります。

このことについて委員より、「有観客でキャ

ンプを進めていくということだが、観客数の制

限なく、誰でも見ることができるのか」との質

疑があり、当局より、「感染防止対策を取れ

ば、人数制限を設けなくてもよい規定になって

いるので、球団及び受入れ市町等と、観客数も

含め安全対策を協議している」との答弁があり

ました。

また、「タクシーやレンタカーを活用した観

光周遊キャンペーンについては、どのような支

援を行うのか」との質疑があり、当局より、

「1,500円で3,000円分利用できるタクシー回数

券や、レンタカー利用料を5,000円割り引くため

の原資を支援する」との答弁がありました。

次に、「新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ」飲食店

舗運営業務委託予定者についてであります。

これは、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ２階にあ

る飲食店舗の業務委託期間が今年度末で終了す

ることから、来年度以降の委託予定者を決定し

たものであります。

このことについて委員より、「県の飲食店舗

を運営させるためには、業務委託予定者に対し

て、コンプライアンスの徹底を強く求めるとと

もに、組織の信頼性をしっかりと確認し、県民

に対して責任を持って説明できるようにした上

で、契約の手続を進めていただきたい」との意

見があり、当局より、「県民をはじめ、全国の

方々の信頼を損なわないよう、責任を持って契

約に向けた交渉を進めてまいりたい」との答弁

がありました。

当委員会といたしましては、業務委託予定者

に対しての信頼性の確保とともに、提案内容に

ついて、責任を持って履行することを担保して

いただき、食の魅力の情報発信や、県産品の販

売・消費及び販路拡大につながる店舗運営を

行っていただくよう要望します。

次に、訴えの提起についてであります。

これは、宮崎市折生迫の県有地の処分を進め

るに当たり、前所有者が設定した抵当権の抹消

登記手続を求める訴えを提起するものでありま

す。

このことについて委員より、「この県有地

は、抵当権を抹消した後はどのように活用され

る予定なのか」との質疑があり、当局より、

「まずは地元の宮崎市に利用予定がないか照会

を行い、利用がなければ一般競争入札により処

分する」との答弁がありました。

次に、損害賠償額を定めたことについてであ

ります。
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これは、穴ぼこ事故などによる損害賠償額を

定めたことについて、複数か所で報告がなされ

たものであります。

このことについて委員より、「道路の異常箇

所の補修はどのように行うのか」との質疑があ

り、当局より、「パトロール中に発見した穴ぼ

こ等については、その場で応急的な補修を行う

が、抜本的な工事が必要な場合は、別途発注し

て補修を行う」との答弁がありました。

また、別の委員より、「白線や中央線などの

道路の標示が薄くなっているところがあり、雨

の日や夜間は特に見えにくく、危険を感じるこ

とがあるため、道路の安全管理を徹底していた

だきたい」との意見がありました。

次に、「疲弊した地域経済の回復に対する支

援の抜本的拡充を求める意見書」についてであ

ります。

先ほど報告しましたとおり、請願第３号につ

いては取下げを承認いたしましたが、その願意

を含んだ、より包括的な財政支援を求める意見

書を提出するものであります。

長引く新型コロナ感染症の感染拡大や外出自

粛により、飲食業などの中小企業や個人事業主

は大きな打撃を受け、非正規労働者をはじめと

した働く人たちの暮らしは大変厳しい状況に追

い込まれています。

このような状況下において、県民の暮らしを

守り、社会経済活動を再開していくため、国に

対して、緊急の支援はもとより、コロナ以前の

状況に戻るまで切れ目のない継続的な支援を要

望するものであります。

当該意見書の提出につきましては、全会一致

で決定したところでありますので、議長におい

てよろしくお取り計らいいただきますよう、お

願いいたします。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○中野一則議長

会、岩切達哉委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○岩切達哉議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、全会一致で決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で1,100万円余の増額

であり、この結果、特別会計を合わせた補正後

の予算額は441億4,500万円余となります。

次に、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で10億5,800万円余の

増額であり、この結果、特別会計を合わせた補

正後の予算額は225億8,600万円余となります。

このうち、災害関連緊急治山事業についてで

あります。

この事業は、７月豪雨から９月の台風14号に

より被災した宮崎市内海の磯平地区ほか３か所

について、復旧整備を行うものであります。

このうち宮崎市内海の磯平地区について委員

より、「被災地域は山地災害危険地区に該当し
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ていないとのことであるが、数年ごとにこう

いった土砂災害が発生している日南海岸線沿い

には、危険地区がどれくらいあるのか」との質

疑があり、当局より、「国道220号沿いの宮崎市

から日南市までの区間においては、39か所が山

地災害危険地区となっている」との答弁があり

ました。

今回の台風14号に伴う土砂災害により国道220

号とＪＲ日南線が寸断され、通勤・通学が困難

になるなど、多くの県民の日常生活に甚大な影

響が及びました。

当委員会といたしましては、工事の早期着手

に努めていただくとともに、繰り返し発生する

山腹の崩壊に備え、計画的な治山対策に加え

て、災害に強い森林の在り方を研究するなど、

様々な観点から検討していただきますよう要望

いたします。

次に、公共建築物等における木材利用の事例

についてであります。

このことについて委員より、再整備が計画さ

れている宮崎県東京ビルにおける県産材利用に

係る努力について質疑があり、当局より、「県

有施設等への県産材利用については、県産材利

用推進委員会において、全庁的に様々な視点か

ら協議・検討を行ってきたところではあるが、

今後、宮崎県東京ビル再整備については、所管

している総務部と連携して、本県の充実した木

材供給体制をはじめ、木材利用技術センターで

の技術的な相談・試験体制や県産材の活用事例

をアピールし、魅力ある活用を期待して、当部

としてできることに取り組んでまいりたい」と

の答弁がありました。

当局におかれては、様々な施設等で県産材の

利用が促進されるよう、関係部局との情報共有

を行うとともに、本県の優れた木材加工技術を

生かした利用方法を提案するなど、これまで以

上に営業力を発揮し、積極的なＰＲに取り組ん

でいただくよう要望します。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○中野一則議長

会、重松幸次郎委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告い○重松幸次郎議員

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり、いずれも全会一致で決定いたしま

した。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で16億6,300万円余の

増額であり、特別会計を合わせた補正後の予算

額は1,142億7,400万円余となります。

このうち、宮崎海洋高等学校進洋丸代船建造

事業についてであります。

この事業は、建造から16年が経過し、経年劣

化が進んでいる現船に代わり、新しい実習船を

令和４年度までに建造するものであります。

このことについて委員より、「実習等に使用

する期間外に、海洋高校以外の高校生や小中学

生が利用しているとのことであるが、どのよう
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な感想が得られているのか」との質疑があり、

当局より、「実習船で海に出なければできない

ような、実験や研究、観察が行われ、非常に有

意義な教育活動を行うことができたとの感想を

いただいている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、新しい実習船に

ついても、実習の効果を高めることはもとよ

り、小中学生の体験乗船に活用するなど、十分

な利活用が図られますよう要望します。

次に、宮崎県立特別支援学校教育整備方針

（素案）についてであります。

このことについて委員より、「就職を目指す

知的障がいのある子供たちに専門的な職業教育

を行う高等特別支援学校を、どのように設置し

ていくのか」との質疑があり、当局より、「既

存の特別支援学校では、敷地が非常に狭く、教

室不足の状況にあるため、既存の特別支援学校

以外のところに、県内複数校での設置を検討し

ていきたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「小林こすもす支援学

校のように、障がいのある者とない者が共に学

ぶインクルーシブ教育を積極的に取り入れてい

く計画はあるのか」との質疑があり、当局よ

り、「既存の高等学校の空き教室の有効活用と

いう観点からも、既存の高等学校に併設して設

置することも検討していきたい」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、インクルーシブ

教育の理念に沿って、障がいのある者とない者

が共に学ぶ環境を整備し、多様な学びの場の充

実を推進していただくよう要望いたします。

次に、議案第８号についてであります。

今回の条例改正は、歩行者用信号の情報を電

波で発信し、歩行者にスマートフォンを通して

通知する信号機、いわゆる高度化ＰＩＣＳに関

する記述を追加するものであります。

このことについて委員より、「高度化ＰＩＣ

Ｓは、視覚障がい者や高齢者の安全を支援する

ために有効であるが、県内でどのように導入し

ていくのか」との質疑があり、当局より、「既

に５つの県で導入されており、先進県の整備状

況や効果を研究してまいりたい」との答弁があ

りました。

次に、損害賠償額を定めたことについてであ

ります。

このことについて当局より、警察職員による

交通事故等が６件発生したことから、職員の事

故防止対策等を一層推進してまいりたいとの説

明がありました。

このうち、老朽化した交通信号機の車両用灯

器部品が落下し、駐車中の車を損傷した事案に

ついて、委員より、「信号機が老朽化し、部品

が落下するまで交換等の対応ができなかったの

はなぜか」との質疑があり、当局より、「業者

に委託し、定期的な点検は行っていたが、早急

に交換が必要であるという報告がなかった。今

年度に交換することとなっていたが、交換前に

事故が発生したものである」との答弁がありま

した。

当委員会といたしましては、今回の事案を契

機に、信号機の老朽化による事故が発生しない

よう、信号機点検の在り方を再検証していただ

くよう要望します。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「教育及び警察行政の

推進並びに公営企業の経営に関する調査」につ

きましては、地方自治法第109条第８項の規定に

より、閉会中の継続審査といたしたいので、議

長においてその取扱いをよろしくお願いいたし

ます。
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以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査結○中野一則議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○中野一則議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。来住一人議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○来住一人議員

ざいます。日本共産党を代表して、「消費税イ

ンボイス制度の中止を求める意見書を国に提出

することを求める請願」について、賛同し採択

すべき立場から討論いたします。

本請願は、2023年10月から消費税申告にイン

ボイス制度が実施されますが、この制度の中止

を求める意見書を提出していただきたいという

ものであります。

インボイス制度とは、一言で言って、消費税

の仕入れ税額控除の要件として、事業者登録番

号が付された請求書の保存を求める制度であり

ます。この登録番号は税務署が発行するもの

で、消費税の課税事業者にならなければ受けら

れないものであります。また、消費税申告の

際、登録番号の発行を受けている事業者以外か

ら仕入れをしている場合、仕入れの税額控除を

受けられないというものであります。年間の売

上げが1,000万円以下の小規模事業者は免税業者

でありますが、その数はおおよそ480万から500

万者と言われておりまして、この制度の導入

は、こうした小規模事業者にとって死活問題と

なります。

インボイス制度導入の理由の一つに、「免税

事業者は、消費税を申告納税せず、懐に入れて

いる」として、いわゆる「益税」の解消に役立

つというものです。消費税の納税者は消費者で

はなく、年間売上げが1,000万円を超えた事業者

であります。たばこ税や酒税、揮発油税などの

間接税は、商品を対象に課税されているのに対

して、消費税は、事業者の営みによって生み出

された付加価値を対象に課税されます。消費税

の納税額を計算するには、仕入れ税額控除とい

う仕組みが必要でありますが、たばこ税などの

間接税には、この仕組みはありません。した

がって、消費税は間接税ではなく、事業者が負

担する直接税と解釈すべきものであります。

御承知のように、所得税、相続税、贈与税、

事業税、住民税などの直接税には基礎控除があ

り、この基礎控除を超えない場合は申告及び納

税が免除されます。消費税の免税点制度も、こ

うした基礎控除と同じで、売上げ1,000万円以下

の事業者は免除されます。この免税点制度につ

いて財務省は、「小規模な事業者の事務負担や

税務執行コストへの配慮から設けられた措置」

と説明しています。

例えば900万円の売上げで利益率が25％の場

合、所得は225万円となります。ここから消費税

を納入するとなれば、商売はおろか生活もまま

ならないことになるのは明らかであります。

国税当局は、消費税は預り金といって益税論

を振りまいてきました。しかし、消費者と事業

者の関係で、「消費税を預かる」という理論は

成り立ちません。1990年、「自分の払った消費

税が税務署・国家に入っていない」ことを不服

として争われた東京地裁、同年の大阪地裁の判

決は、「消費者が事業者に対して支払う消費税
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分は、あくまでも商品や役務の提供に対する対

価の一部としての性格しかない」と結論づけま

した。つまり、消費者が事業者に払うのは対価

であり、平たく言うなら物価であります。総額

表示の義務化が、それを裏づけております。

インボイス制度が強行されるなら、500万と言

われる免税事業者は廃業の危機にさらされま

す。３つの選択肢しかありません。１つは、免

税事業者のままであるなら、登録番号を税務署

から付番されませんから、取引から排除される

ことになります。２つに、登録番号の付番を受

けるため、課税事業者になって消費税を納める

道でありますが、例えば年間300万円を売り上げ

ている個人タクシーの場合、簡易課税を選んで

も、消費税は15万円となります。３つ目の選択

として、消費税分を値引きして、今までどおり

に仕事を続けさせてもらうというものでありま

す。

３つの選択肢は、いずれも深刻な道でありま

す。この選択を迫られているのは、看板を出し

て地域から認知されている事業者だけではあり

ません。スポーツジムのインストラクターやコ

ロナ禍で活躍しているデリバリーの配達員、保

険会社の外交員、シルバー人材センターで働く

高齢者などが含まれることになります。

コロナ危機の中で小規模事業者に追い打ちを

かける、この制度の導入に対して、日本商工会

議所、日本税理士連合会、全国中小企業団体連

合会など多くの団体が、中止や延期を求めてい

るものであります。私も今回、この制度を少し

勉強させていただきましたが、この制度の内容

はほとんど知らされておらず、小規模事業者の

皆さんが理解されていないのが現状でありま

す。どう課税するか、課税業務は国政の中心中

の中心課題であります。この制度の内容が知ら

されていない状況でありますから、延期を求め

る声が上がるのは当然であります。

小規模事業者の死活に関わり、地域経済に重

大な影響を及ぼすインボイス制度の導入に反対

して、討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○中野一則議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号から第15号まで◎

及び第20号採決

これより採決に入ります。○中野一則議長

まず、議案第１号から第15号まで及び第20号

の各号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

請願第３号採決◎

次に、請願第３号についてお○中野一則議長

諮りいたします。

本請願については、請願者から取下げの申出

があり、付託先の商工建設常任委員会におい

て、これが承認されております。本請願の取下

げを承認することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、本請願の取下げは承認されました。

請願第11号採決◎

次に、請願第11号についてお○中野一則議長
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諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○中野一則議長

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

請願第10号及び第12号採決◎

次に、請願第10号及び第12号○中野一則議長

について、一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、両請願は委員長の報告のとおり採択とする

ことに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○中野一則議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から、閉

会中の継続審査及び調査の申出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第６号についてお○中野一則議長

諮りいたします。

本請願を委員長の申出のとおり閉会中の継続

審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○中野一則議長

委員長の申出のとおり閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。

次に、請願第９号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申出のとおり閉会中の継続

審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○中野一則議長

委員長の申出のとおり閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました請願を除

く閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申出のとおり決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○中野一則議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和３年12月13日

宮崎県議会議長 中野 一則 殿

提出者 議会運営委員長 右松 隆央

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

農林水産業等における燃油価格高騰対策の

拡充に関する意見書

議員発議案第２号

コロナ禍における自殺者数の増加を受け対

令和３年12月13日(月)
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策を求める意見書

議員発議案第３号

高病原性鳥インフルエンザに対する迅速な

対策を求める意見書

令和３年12月13日

宮崎県議会議長 中野 一則 殿

提出者 総務政策常任委員長 西村 賢

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

私学助成の拡充・強化を求める意見書

令和３年12月13日

宮崎県議会議長 中野 一則 殿

提出者 商工建設常任委員長 日髙 陽一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

疲弊した地域経済の回復に対する支援の抜

本的拡充を求める意見書

議員発議案第１号から第５号まで◎

追加上程、採決

ただいま朗読いたしました議○中野一則議長

員発議案第１号から第５号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第５号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第５号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○中野一則議長

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり、議員を派遣することに御異議ありま

せんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。

閉 会◎

以上で、本定例会の議事は全○中野一則議長

て終了いたしました。

本年も、あと18日を残すのみとなりました。

令和３年12月13日(月)
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執行部及び議員各位におかれましては、一層御

自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられますよ

う、心から祈念申し上げます。

これをもちまして、令和３年11月定例会を閉

会いたします。

午前10時47分閉会

令和３年12月13日(月)
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資 料
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令和３年１１月定例会日程
１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30

議席の一部変更

新議員紹介
会議録署名議員指名

議会運営委員長審査結果報告
会期決定

１１．２５ 木 本会議 常任委員会委員及び特別委員会委員
の選任
議案上程

知事提案理由説明

議案に対する質疑（給与改定関連）

議案委員会付託（給与改定関連）

総務政策常任委員会

２６ 金 （ 議 案 調 査 ） 一般質問通告締切 12:00

２７ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

２８ 日

２９ 月 （ 議 案 調 査 ）

一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
３０ 火 総務政策常任委員長審査結果報告、

質疑、討論、採決（給与改定関連）

１２． １ 水
本会議

２ 木
一 般 質 問

請願締切 16:00

３ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

４ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

５ 日

一 般 質 問 議会運営委員会 9:30

６ 月 本会議
議 案 に 対 す る 質 疑
討論・採決（人事案件）
議案・請願委員会付託

７ 火

常 任 委 員 会
８ 水

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

９ 木 休 会 特 別 委 員 会 議会運営委員会

１０ 金 （ 議 事 整 理 ）

１１ 土
（ 閉 庁 日 ）

１２ 日

常任委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30
１３ 月 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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２ １５－１２３９

令和３年１１月２５日

宮崎県議会議長 中野 一則 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和３年１１月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第 1号 令和３年度宮崎県一般会計補正予算（第16号）

議案第 2号 令和３年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

議案第 3号 宮崎県税条例等の一部を改正する条例

議案第 4号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 5号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

議案第 6号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

議案第 7号 移動等円滑化のために必要な県道の構造に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例

議案第 8号 宮崎県高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

議案第 9号 工事請負契約の締結について

議案第10号 工事請負契約の締結について

議案第11号 工事請負契約の締結について

議案第12号 訴えの提起について

議案第13号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第14号 当せん金付証票の発売について

議案第15号 宮崎県公共施設等総合管理計画の変更について

議案第16号 教育委員会委員の任命の同意について

議案第17号 収用委員会委員の任命の同意について

（文書取扱 財政課）

- 276 -



２ １５－１２４６

令和３年１１月２５日

宮崎県議会議長 中野 一則 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和３年１１月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第18号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

議案第19号 知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例

（文書取扱 財政課）
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２１５－１２６１

令和３年１２月６日

宮崎県議会議長 中野 一則 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和３年１１月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第20号 令和３年度宮崎県一般会計補正予算（第17号）

（文書取扱 財政課）
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令和３年１１月定例会

一 般 質 問 時 間 割
１１月３０日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １０：００～１１：００

２ 県 民 連 合 宮 崎 山内佳菜子 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １３：００～１４：００

４ 県 民 連 合 宮 崎 満行 潤一 １４：００～１５：００

１２月１日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 山下 博三 １０：００～１１：００

６ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 西村 賢 １３：００～１４：００

８ 自 由 民 主 党 日髙 陽一 １４：００～１５：００

１２月２日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 県 民 連 合 宮 崎 田口 雄二 １０：００～１１：００

１０ 県 民 連 合 宮 崎 岩切 達哉 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 郷 中 の 会 有岡 浩一 １３：００～１４：００

１２月３日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１２ 自 由 民 主 党 安田 厚生 １０：００～１１：００

１３ 県 民 の 声 井上紀代子 １１：００～１２：００ 休憩

１４ 公 明 党 河野 哲也 １３：００～１４：００

１２月６日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１５ 公 明 党 坂本 康郎 １０：００～１１：００

１６ 自 由 民 主 党 佐藤 雅洋 １１：００～１２：００ 休憩

１７ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １３：００～１４：００
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令和３年１１月定例会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１８号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第１９号 知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例 可決

議案　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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令和３年１１月定例会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 令和３年度宮崎県一般会計補正予算（第１６号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 令和３年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号） 可決

第３号 宮崎県税条例等の一部を改正する条例 可決

第４号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第５号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第６号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 可決

第７号
移動等円滑化のために必要な県道の構造に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

可決

第８号
宮崎県高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機
等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

可決

第９号 工事請負契約の締結について 可決

第１０号 工事請負契約の締結について 可決

第１１号 工事請負契約の締結について 可決

第１２号 訴えの提起について 可決

第１３号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１４号 当せん金付証票の発売について 可決

第１５号 宮崎県公共施設等総合管理計画の変更について 可決

第２０号 令和３年度宮崎県一般会計補正予算（第１７号） 可決 可決 可決

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第３号
「労働者に対する支援の抜本的拡充を求める意見書」の採択を求め
る請願

取下げ
承認

第６号
新型コロナウイルス感染症から子どもを守り学ぶ権利を保障するため
に少人数学級を求める請願

継続

第９号
夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書
提出についての請願

継続

第１０号 私学助成の拡充・強化についての請願 採択

第１１号
「消費税インボイス制度の中止を求める意見書」を国に提出する
ことを求める請願書

不採択

第１２号
「宮崎県に提出する許認可・届出等の申請書に行政書士代理人欄
を設けることについて」の請願

採択

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

令和３年１１月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第９号 夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称
慎重な審査

使用の拡充を求める意見書提出につい
・調査を要総務政策常任委員会

ての請願
するため

総合政策及び行財政対策に関する調査

調査を要す

るため
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す

るため
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

請願第６号 新型コロナウイルス感染症から子ども

を守り学ぶ権利を保障するために少人
慎重な審査

数学級を求める請願
・調査を要

文 教 警 察 企 業

するため
常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に

関する調査

円滑な議会
次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運営に

運営を図る議 会 運 営 委 員 会
関する調査

ため

- 282 -



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計補正予算（第16号） 12月13日・ 可 決

〃 第２号 令和３年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第３号 宮崎県税条例等の一部を改正する条例 〃

〃 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃第４号

〃 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃第５号

る条例

〃 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改 〃第６号

正する条例

〃 移動等円滑化のために必要な県道の構造に関する基 〃第７号

準を定める条例の一部を改正する条例

〃 宮崎県高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進 〃第８号

に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

〃 工事請負契約の締結について 〃第９号

〃 工事請負契約の締結について 〃第10号

〃 第11号 工事請負契約の締結について 〃

〃 訴えの提起について 〃第12号

〃 公の施設の指定管理者の指定について 〃第13号

〃 当せん金付証票の発売について 〃第14号

〃 宮崎県公共施設等総合管理計画の変更について 〃第15号

〃 教育委員会委員の任命の同意について 12月６日・ 同 意第16号

〃 収用委員会委員の任命の同意について 〃第17号

〃 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 11月30日・ 可 決第18号

〃 知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正 〃第19号

する条例

〃 令和３年度宮崎県一般会計補正予算（第17号） 12月13日・ 可 決第20号

議員発議案 第１号 農林水産業等における燃油価格高騰対策の拡充に関 12月13日・ 可 決

する意見書

〃 第２号 コロナ禍における自殺者数の増加を受け対策を求め 〃

る意見書
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第３号 高病原性鳥インフルエンザに対する迅速な対策を求 12月13日・ 可 決

める意見書

〃 第４号 私学助成の拡充・強化を求める意見書 〃

〃 第５号 疲弊した地域経済の回復に対する支援の抜本的拡充 〃

を求める意見書
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議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号

農林水産業等における燃油価格高騰対策の拡充に関する意見書

新型コロナの影響に加え、昨年末からの燃油価格の高騰により全国的に農林水産

業に大きな影響が生じている。

農業産出額が全国第５位、海面漁業生産額全国第14位を誇る本県においては、農

業の中核の一つをなしている施設園芸での暖房をはじめ、農業機械、漁船など、農

林水産業における燃油コストの増大はもとより、農畜水産物や木材輸送を担う物流

分野においても、燃油価格の高騰が経営に大きな影響を及ぼしている。
国では令和３年度補正予算案において燃油高騰対策を講じているが、このような

状況が続けば、本県農林水産業の生産基盤が崩壊することも懸念されることから、

早急に下記の措置を講じられるよう強く要望する。

記

１ 施設園芸農家等を対象とするセーフティーネットについて関係予算を充分に確

保するとともに、漁業の事業については漁業者による積立金の期中積み増しが可

能となるよう特例的な措置を講じること。

２ 施設園芸における省エネ対策を一層促進するため、保温効果の高い被覆資材や

ヒートポンプ等の省エネ設備の導入に係る制度を創設すること。

３ 生産基盤の強化に向け、生産・流通コストの削減や生産性・品質の向上に要す

る資材等の導入など、次期作に前向きに取り組む農業者の支援制度を創設するこ

と。

４ 新型コロナによる経営への打撃に加え、燃油価格高騰の影響も受ける交通・物

流事業者等に対して、負担軽減の措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿
参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿

財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿

農 林 水 産 大 臣 金 子 原二郎 殿

経 済 産 業 大 臣 萩生田 光 一 殿

国 土 交 通 大 臣 斉 藤 鉄 夫 殿

内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿
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議員発議案第２号

コロナ禍における自殺者数の増加を受け対策を求める意見書

コロナ禍において令和２年の女性の自殺者数は前年より935人増え、全国の自殺

者数は11年ぶりに増加に転じた。

働く女性の５割以上が非正規雇用で、不安定で低賃金のなか、コロナ禍で雇用環

境が悪化し 「雇用の調整弁」として雇止めやシフト減が起きている。、

また、令和２年の児童生徒の自殺者数は前年より大幅に増加し、499人となった

が、自殺の原因・動機は 「進路に関する悩み 「学業不振 「親子関係の不和」、 」、 」、

が上位であり、コロナ禍で学校環境も家庭環境も大きく変化し、危機的な状況にい

る子どもたちを、早い段階で支援する必要がある。

さらに、コロナ禍の影響が長期化する中、更なる自殺者の増加が懸念され、支援

を必要とする人たちに寄り添った一層の自殺防止対策が求められる。

よって、国においては、下記の事項を含む施策を早急に実施するよう強く要望す

る。

記

１ 自殺対策基本法に基づき、国は、自治体の自殺対策計画づくりを支援し、計画

に基づく事業の財政支援や事業の結果の検証を行い、自治体と連携して全国的な

自殺対策を改善・進化させること。

２ 若年世代への「生きることの包括的な支援」の強化や働く人の尊厳と健康が守

られる職場を増やすための枠組みづくり 「よりそいホットライン」の拡充など、

「自殺総合対策大綱」に即した対策を実現するための予算を確保すること。

３ 小中高校での相談体制の強化と子どもの権利条約に規定される子どもの意見表

明権を保障する仕組みづくりとともに、学校外にも若者の居場所づくりを進める

こと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿

財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿

文 部 科 学 大 臣 末 松 信 介 殿

厚 生 労 働 大 臣 後 藤 茂 之 殿
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議員発議案第３号

高病原性鳥インフルエンザに対する迅速な対策を求める意見書

本年11月初旬、秋田県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの発生が今季初めて
確認されたことに続いて、11月末までに鹿児島県や兵庫県でも確認され、約 羽35万
の殺処分等の防疫措置がとられている。
高病原性鳥インフルエンザは昨年も11月に初めて確認されて以降、18県52事例、

約987万羽が防疫措置の対象となり、畜産業は大きな影響を受けた。
本年も急速な感染拡大が懸念され、養鶏農家・関連業界だけでなく、消費者・住

民にも不安が募っている。
よって、国においては、これまで蓄積してきた知見を生かし、早期に対応すると

ともに、関係府省庁及び地方自治体と緊密な連携を図り、下記の措置について講ず
るよう強く要望する。

記

１ 発生原因・感染経路の早期解明と対策の構築
高病原性鳥インフルエンザの発生原因と感染経路を速やかに解明し、野鳥の検

査の頻度や検体数を増強するとともに、感染の早期発見と早期対応を重視し、必
要な財政措置を講じること。

２ 養鶏農家等への支援の充実
高病原性鳥インフルエンザの発生で損害を受けた養鶏農家に対する十分な支援

を講じるとともに、移動制限・搬出制限区域内にあった養鶏農家や区域外で影響
を受けた農家・食鳥処理事業者等に対し、経営継続に向けた支援の充実を図るこ
と。

３ 感染予防対策に向けた資材・施設整備等への支援
高病原性鳥インフルエンザの発生防止に向けて、野生小動物の侵入防止柵や防

鳥ネットの整備等、飼養衛生管理の徹底について支援策を充実し、必要な予算を
十分に確保すること。

４ 正確な情報提供と風評被害の防止
生産者、消費者、流通事業者等に対して高病原性鳥インフルエンザに関する適

時的確な情報提供を行い、風評被害防止対策を強化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿
参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿
内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿
財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿
厚 生 労 働 大 臣 後 藤 茂 之 殿
農 林 水 産 大 臣 金 子 原二郎 殿
内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿
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議員発議案第４号
私学助成の拡充・強化を求める意見書

本県の私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校及び各種学校（以下
「私立学校」という。）は、それぞれ建学の精神に基づき公立学校と共存した公教育
の一翼を担い、先駆的な教育の実践や新しい時代に対応する自由で多様な教育を積
極的に展開して、本県の学校教育の発展に寄与している。
本県では、高齢化や人口減少が全国平均よりも早く進行しており、中学卒業者数

は令和３年３月現在で約１万人と、約30年間でほぼ半減している。また、就学・就
業期に当たる若年層の大都市圏への流出が進んでおり、本県の将来を担う人材の育
成・定着がこれまで以上に求められている。
このような中で、私立学校は、私学教育の最大の特徴である「個性豊かで多様性

のある人材育成」を一層伸長し、新しい社会に果敢に立ち向かえる人材を育成する
べく、それぞれの課題解決に向けて取り組んできたが、少子化による急激な生徒等
の減少は、保護者からの学納金と行政からの経常費助成によって支えられている私
立学校の経営に深刻な影響を与えている。
また、一人ひとりの子どもたちに相応しい学びを保障する観点から、私立幼稚園

から大学に至るすべての学校種において、保護者の経済的負担を軽減する制度が拡
充されたところであるが、現行の制度では世帯年収額に係る格差があるなど、教育
の無償化は未だ道半ばである。
公教育の一翼を担う私立学校において、国の進める教育改革に的確に対応し、将

来を担う子どもたちが、時代の変化に対応できる知識や能力を身に付けるためには、
質の高い教育活動を維持・向上させる取組を進めることはもちろん、私立学校を運
営する学校法人の財政基盤の安定化が不可欠である。
さらに、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、ＩＣＴを活用し

たオンライン授業の取組が推進された一方で、公私間における教育のデジタル化の
格差が鮮明となった。また、近い将来発生が危惧されている南海トラフ巨大地震に
備え、子どもたちの生命を守り安全を確保するための学校施設の耐震化も急務とな
っている。
よって、国においては、私立学校における教育の重要性を鑑み、教育基本法第８

条の「私立学校教育の振興」を名実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国
庫補助制度を堅持しつつ、一層の拡充を図るとともに、保護者の経済的負担の軽減
のための就学支援金制度を拡充・強化し、私立学校のＩＣＴ環境の整備や学校施設
の耐震化をはじめとする教育環境の整備をさらに充実するよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年１２月１３日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿
参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿
内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿
財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿
文 部 科 学 大 臣 末 松 信 介 殿
内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿
デ ジ タ ル 大 臣 牧 島 かれん 殿
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議員発議案第５号

疲弊した地域経済の回復に対する支援の抜本的拡充を求める意見書

新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は全国で減少傾向に転じ、緊急事態

宣言やまん延防止等重点措置は９月末で全て解除され、行動制限も段階的に緩和

されている。

本県においても、今夏にまん延防止等重点措置が適用されるなど感染が拡大し

たところであるが、感染防止対策として県外との往来などの行動自粛や飲食店等

の営業時間短縮、酒類の提供自粛などに県民一丸となって取り組み、県内の感染

状況は沈静化したところである。

しかしながら、長引いた感染拡大や外出自粛は、観光業や飲食店をはじめとし

た多くの事業者に大打撃を与え、働く人たちの暮らしは大変厳しい状況に追い込

まれている。

特に非正規雇用労働者においては、不当な派遣切りや雇い止め、就業時間の短

縮による影響が深刻化しており、親の収入減少やアルバイトによる収入を断たれ

た学生等においては、公的支援を受けられずに困窮し、経済的理由による休学者

や中途退学者が増加している状況である。

このような状況下において、コロナ禍で傷ついた我が国の経済を立て直し、県

民の暮らしを守り、社会経済活動を再開していくためには、緊急の支援はもとよ

り、コロナ以前の状況に戻るまで切れ目のない継続的な支援を行うことが不可欠

である。

よって、国においては下記の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 自治体において地域の実情に応じた経済対策に取り組めるよう、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の更なる充実と、基金への積立てを認

めるなどの弾力的な運用を図ること

２ 地方交付税については、所要額を確保するとともに、その財源調整機能を強

化することとし、基準財政需要額の算定に当たっては、自主財源に乏しく財政

力指数が低い地域などに最大限配慮すること

３ コロナの感染拡大により収益の悪化が生じている飲食業、観光業などの中小

企業や個人事業主の事業継続と雇用維持のため、感染拡大リスクを適切に管理

しながら、Go To トラベル事業を拡充するとともに、新たに予算化された事業

復活支援金や一部見直しが予定されている雇用調整助成金等を拡充・強化する

こと

４ 雇用情勢の深刻化を踏まえ、解雇や休業等を余儀なくされた非正規雇用労働

者に対する休業支援金・給付金の更なる拡充を行うとともに、厳しい生活を送

る働く人に対して直接支援が行き渡るような施策を実施すること
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５ コロナ禍で困窮する学生等が学びを継続するための支援として、学生支援緊

急給付金に加え、社会情勢が以前の状況に戻るまでの間、就学支援制度により

経済負担を軽減し、国の将来を担う学生等が学業に専念できる環境を整備する

ための継続した支援を拡充すること

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

令和３年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 細 田 博 之 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 岸 田 文 雄 殿

総 務 大 臣 金 子 恭 之 殿

財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 殿

文 部 科 学 大 臣 末 松 信 介 殿

厚 生 労 働 大 臣 後 藤 茂 之 殿

国 土 交 通 大 臣 斉 藤 鉄 夫 殿

内 閣 官 房 長 官 松 野 博 一 殿

経済再生担当大臣 山 際 大志郎 殿
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議 員 派 遣

令和３年１２月１３日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 令和３年度九州各県議会議員交流セミナー

九州各県議会議員が一堂に会し、共通する政策課題等について(1) 目 的

情報や意見交換を行うことにより、政策提案力その他議会機能の

充実を図るとともに、九州の一体的な発展と地方主権の確立をめ

ざす。

(2) 派遣場所 佐賀県佐賀市

(3) 期 間 令和４年２月３日（木）から

令和４年２月４日（金）まで

(4) 派遣議員 星原 透 右松 隆央 日高 博之 野﨑 幸士

山下 寿 安田 厚生 田口 雄二 山内佳菜子

重松幸次郎 図師 博規
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請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 ３ １ ４

厚 生 － － －

商 工 建 設 － １ １

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － １ １

計 ３ ３ ６
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 １０ 号 受理年月日 令和３年１１月３０日

私学助成の拡充・強化についての請願

（要旨）

私学助成の拡充・強化についての請願

（理由）

本県の私立幼稚園・認定こども園、小学校、中学校、高等学

校、専修学校及び各種学校（以下「私立学校」という ）は、そ。

れぞれ建学の精神に基づき公立学校と共存した公教育の一翼を担

い、先駆的な教育の実践や新しい時代に対応する自由で多様な教

育を積極的に展開して、本県の学校教育の発展に寄与すべく努力

を重ねている。

本県では、全国平均よりも早く高齢化や人口減少が進行してお

請願の件名 り、中学卒業者数は令和３年３月現在で約１万人と、約３０年間

でほぼ半減している。また、就学・就業期に当たる若年層の大都

市圏への流出が進んでおり、将来の宮崎を担う有為な人材の育成

・定着がこれまで以上に求められている。

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、各私立学校に

おいても感染防止のためにさまざまな対応を余儀なくされ、ＩＣ

Ｔを活用したオンライン授業の取組が推進された一方で、学校間

における教育のデジタル化の格差も鮮明となった。また、近い将

来発生が危惧されている南海トラフ巨大地震に備え、早急に子ど

もたちの生命を守り安全を確保するための私立学校施設の耐震化

の完了が急務となっている。

このように急速に変化する社会構造の中で、我々私学教育に携

わる者は、私学教育の最大の特徴である「個性豊かで多様性のあ

る人材育成」を一層伸長し、新しい社会に果敢に立ち向かえる人

材を育成するべく、それぞれの課題解決に向けて取り組んできた

が、少子化による急激な生徒等の減少は、保護者からの学納金と

行政からの経常費助成によって支えられている私立学校の経営に

深刻な影響を与えている。また、子どもたちそれぞれに相応しい

学びを保障する観点から、私立幼稚園・認定こども園から大学に
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至るすべての学校種において、保護者の経済的負担の軽減を求め

る制度が拡充されたところであるが、現行の制度では世帯年収額

、 。に係る格差があるなど 教育の無償化は未だ道半ばの状態にある

公教育の一翼を担う私立学校が、国の進める教育改革に的確に

対応し、将来を担う子どもたちに、時代の変化に対応できる知識

や能力を身に付けさせるためには、質の高い教育活動を維持・向

上させるための取組を進めることは勿論、私立学校を運営する学

校法人の財政基盤の安定化のための私学助成の拡充・強化が不可

欠である。

よって、国会及び政府におかれては、私立学校における教育の

重要性を鑑み、教育基本法第８条の「私立学校教育の振興」を名

実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅

持し一層の拡充を図るとともに、保護者の経済的負担の軽減のた

めの就学支援金制度の拡充・強化や、私立学校のＩＣＴ化や私立

学校施設の耐震化などの教育環境整備の充実を強く要望する。

紹 介 議 員 井本 英雄 横田 照夫
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 １１ 号 受理年月日 令和３年１２月２日

「消費税インボイス制度の中止を求める意見書」を国に提出

することを求める請願書

【請願趣旨】

新型コロナ危機の収束や景気回復が見通せない中で、２０２

３年１０月からのインボイス制度（適格請求書等保存方式）実

施に向け、今年１０月１日からインボイス発行事業者の登録申

請が始まっています。

免税業者を取引から排除しかねないインボイス制度は、事業

者間の取引慣行を壊し、免税点制度を実質的に廃止するもので

す。仕入れや経費に含まれる消費税を価格や単価に転嫁できな

ければ、ベンチャーもフリーランスも育ちません。

請願の件名 コロナ渦で時短・自粛営業を余儀なくされ、地域経済が疲弊

する下で、中小企業・自営業者の経営危機が深まっており、イ

ンボイス制度に対応できる状況ではありません。

「 」「 」「 」多くの中小企業団体や税理士団体も 凍結 延期 見直し

を表明し、現状での実施に踏み切ることに懸念の声を上げてい

ます。

新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済・社会にお

、 。いても 地域に根ざして活動する中小企業の存在が不可欠です

「税制で商売をつぶすな」の願いを込め、以下の事項を請願し

ます。

【請願事項】

消費税インボイス制度を中止する事

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 １２ 号 受理年月日 令和３年１２月２日

「宮崎県に提出する許認可・届出等の申請書に行政書士代理
人欄を設けることについて」の請願

一 請願の要旨
１ 宮崎県の行政手続等に関してなりすましを防止し、申請

、 、の真正性を確保し 県民の権利の擁護と利益の保護をはかり
あわせて、行政手続の適正化による県民負担の軽減、被害の
救済ならびに行政の円滑な運営に資するため。

２ 行政書士が代理人として、行政書士法に定める「記名・職
印の押印」を履行し、知事の指導監督の下、行政書士の本人
確認と法令順守による事件簿の作成、保存により、県民の真
正な手続きの確保に資するため。
宮崎県に提出する許認可や届出等の申請書及び届出書(電子

請願の件名 申請を含む)に行政書士の代理人欄を設けていただきたい。

二 請願の理由

１ 押印の廃止にともない、本人以外の第三者によるなりす

まし申請が容易になっている現状にある。全国でみれば、本

人たる建設業者の了解も無く廃業届の提出がなされた事案が

ある。宮崎県内でも同様の事案の発生の可能性がある。行政

書士による本人確認と職印の押印が、なりすまし防止の機能

を果たし、県民の権利の擁護と利益の保護がはかられること

になる。

２ 持続化給付金等のコロナ支援に関する請求においても、な

りすましや無資格者による申請等により不正請求が多数明ら

かになっている。これらはネット申請ではあるが、押印不要

申請とネット申請の類似性に鑑み、適正な補助金・交付金支

給等に結びつけ、県民の納税の目的を達する必要がある。

３ 非行政書士による申請代行を抑止することで、行政窓口に

おける行政手続法の順守が図られ、ひいては窓口事務の負担

軽減につながることとなる。

紹 介 議 員 井本 英雄 日髙 陽一 満行 潤一 二見 康之
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ３ 号 受理年月日 令和２年９月１１日

「労働者に対する支援の抜本的拡充を求める意見書」の採択を求

める請願

（要旨）

青年労働者の雇用を維持し生活を支える対策をいっそう強める

よう求める意見書を国に提出することを求める請願

（理由）

「家にいる時間が増えたため、光熱費の請求額が増えた」(22

歳、都城市)「業績悪化による解雇の可能性が高く、就職もすぐ

に見つかる気がしなくて不安」(28歳、宮崎市)「２月から自営業

を始めたけれど、収入がなくて諦めた」(33歳、宮崎市)－コロナ

請願の件名 禍の下での青年労働者の深刻な実態です。

新型コロナウイルス感染症の拡大は、この宮崎県でも青年労働

者の雇用、生活に影響を及ぼしています。不当な派遣切りや雇止

め、就業時間が減り収入が減るなど少なくない青年労働者が厳し

い生活を余儀なくされています。日本の未来を担う全ての青年労

働者が仕事や生活そのものを諦めることがないように、政治の役

割が求められます。

宮崎県としても 「雇用維持・人材育成と事業継続のための支、

援」を行っています。また、新型コロナウイルス感染拡大により

職を失った労働者を雇用するなどの独自の対策を行っている市町

村も生まれており、コロナ禍の下、青年労働者への経済的支援の

必要性は明らかです。国が雇用調整助成金の上限を引き上げ、労

働者が申請することができる制度にし、その特例を延長したこと

は多くの青年労働者が求めていたことです。こうした努力をさら

に広げ、全ての青年労働者を支えるものにしていくためには国の

役割が決定的です。

「新型コロナウイルス感染拡大の影響で解雇・雇止めされた労

働者が見込みを含め５万人を超えた」という厚生労働省の調査結

果が示すように、今後さらに感染が広がれば、こうした青年の状

況は一層深刻なものになると考えられます。新型コロナウイルス
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感染症の拡大を理由に仕事を失ったり、生活できない青年労働者

を一人でも出してはなりません。

こうした理由から、貴議会におかれましては、国に対し「労働

者に対する支援の抜本的拡充を求める意見書」を提出するよう請

願いたします。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人
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継 続 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ６ 号 受理年月日 令和２年１１月３０日

新型コロナウィルス感染症から子どもを守り学ぶ権利を保障する

ために少人数学級を求める請願

（要旨）

新型コロナウイルス感染症から子どもを守り、学ぶ権利を保障

するために少人数学級を求める請願

宮崎県の公立小中学校の学級編制基準等について、以下のこと

を請願します。

①小学３年生～６年生と中学２年生～３年生でも上限３５人学

級を実施すること。

①－２＞

小学１、２年生の上限３０人学級と、小学３年生以上での上

、 、 。限３５人学級を 正式な 宮崎県の学級編制基準とすること

請願の件名 ②宮崎県の特別支援学級の学級編制基準を上限６人とするこ

と。

③宮崎県の複式学級の学級編制基準を上限１４人とすること。

（小学１年生を含む場合の規定は、現行の８人 ）。

④中学校の複式学級は、解消すること （事例がきわめて少な。

いため）

⑤オンライン授業に過度に頼ることなく、人間的なふれあいの

もとで子どもの成長発達の権利を保障する、教育環境の整備

を図ること。

⑥国に対して、次の２点について意見書を提出すること

・小学２年生以上中学３年生までの全学年で、上限３５人学

級を法律の改正によって行う。

・新型コロナウイルス感染防止のため、２０人以下学級を展

望した少人数学級をすすめる。

（理由）

はじめに、請願項目①～④について説明します。

宮崎県では現在、小学校１、２年生が上限30人、中学１年生が

上限35人ですが、それ以外の学年では上限40人です。小学２年生

から３年生に変わる時、１学級減や、場合によっては２学級減と

なるなどして、学級当たりの人数が急激に増えるということが多

。 「 」々見受けられます 従来から せめて35人学級を実現してほしい
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という保護者や教職員の願いがありました。

2020年に入り、新型コロナウイルス感染症が広がる中で、文部

科学省の提起した「学校の新しい生活様式」は、教室での子ども

同士の距離を２メートル確保するために、教室あたりの児童生徒

数は20人程度とする必要があるとされました。長期間の学校休校

「 」 、 。のあとに行われた 分散登校 は この指導の下に行われました

一つの学級を半分に分けて、時間をずらして授業が行われました

が、現在では、元通りの学級のまま授業が行われています。新型

コロナウィルス感染症から子どもと教職員の命と健康を守るため

には、宮崎県の学級編制基準を上限20人とする必要があります。

そうすれば、すべての学級が20人以下となるからです。

昨年2019年度の宮崎県の公立小中学校の状況は、小学校では35

％、中学校では29％がすでに20人以下となっています。一方、超

過密な36人以上の学級が小学校で９％、中学校では17％もありま

した。

「調べる会・宮崎 （ゆとりある教育を求め全国の教育条件を」

調べる会・宮崎）が行った2017年度の実態調査では、現状の教員

定数の使い方を変えれば、特段の増員を要さずとも、単式学級を

上限35人、複式学級を上限14人、特別支援学級を上限６人とする

ことは十分に可能だということが判明しました。

国の加配定数である「指導方法工夫改善定数」やそれが基礎化

された定数は、少人数学級に転用することができます。実際、宮

崎県の小１・小２の「30人学級」や中１の「35人学級」は、この

定数を転用して行われていますが、転用せずに「一部教科での少

人数授業」に使われている定数が、小中学校合わせると309人分

ありました また 国の基礎的定数と県の基礎的配置数との差 そ。 、 （

の分は使われていない）が139人分ありました。合計で448人分の

“使える定数”があるのです。

小学校の小学３年生以上の学年すべてで「35人学級」を実施す

るためには118学級を増やし、中学校では53学級増やす必要があ

ります。小学校で複式学級を14人以下とするには７学級、中学校

で複式をすべて解消するには５学級増やす必要があります。特別

支援学級を６人以下とするには小学校で45学級、中学校で７学級

増やす必要があります。それから、これらの学級数が増えること

に伴って増やされる教員の数が小学校では17人、中学校では33人

となります。ですから、増やさなければならない教員の数は合計

285人となります。すでに見た通り、現行の定数で少人数学級化

に使える定数が448人分あるのですから、定数の使い方を変える
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だけで、特段の定数を増やさなくても実現可能なのです。

以上のことから、請願項目の①では、来年度2021年度から、宮

崎県の学級編制基準を小学校３年生以上の全ての学年で一斉に上

限35人とすることを求めます。そして、請願項目の①－２では、

現行の小学１・２年生の30人も正式に県の学級編制基準とするこ

とを求めます。現状では、基準は変えずに運用で行われており、

そのために国の標準より１クラスの人数を少なくして増えた学級

数が、学級数に応じてプラスされる教員数の決定に、反映されて

いないからです。

また、複式学級の上限16人、特別支援学級の上限８人というの

は、子ども同士の距離の点から言えば問題がないのですが、これ

らの学級編制基準についても従来から、複式学級はせめて上限14

人に、特別支援学級はせめて上限６人に改善してほしいと要望が

ありました。

ですから、請願項目の②では、特別支援学級の編制基準を６人

とすること、請願項目の③では、小学校の複式学級の編制基準を

14人とすることを求めます。また、請願項目の④では、中学校の

複式学級については、事例が少ないので、解消することを求めま

す。

次に、請願項目⑤について説明します。

９月30日に公表された文部科学省の次年度予算概算要求書をみ

ると 「少人数学級」の実施へ振替可能な加配定数を、ごく一部、

の学校での小学校高学年の教科担任制へ2000人分転換（すでに今

年度、2000人分転換済み ）することが明示されているのに対し。

て、少人数学級の具体的な人数については曖昧で、必要な予算額

も明示されていません。また、少人数指導（一部の教科の授業時

間だけを少人数にすること ）とＩＣＴ（情報通信技術）を組み。

合わせる制度へ、教育予算の重点を移し変えようとしています。

宮崎県下の学校においても、すでに全校児童生徒にタブレット

が配布される学校があるなど、オンライン授業に対応した予算の

執行が進められています。しかし、オンライン教育が主となる学

校制度では、子どもの健全な成長発達は保障できません。仮想空

間での学習だけでは、体感を伴った現実の深い理解を得ることは

できません。発育途上の未成熟な子どもたちの心身への電磁波の

与える影響も心配です。オンライン授業に過度に頼ることなく、

人間的なふれあいのもとで子どもの成長発達の権利を保障する、

教育環境の整備を図ることを求めます。

請願項目⑥について、宮崎県議会として国に意見書を提出して
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ほしい理由は以下のとおりです。

全国の調査の結果でも、上限35人学級は来年2021年度から全学

年で一斉に実施可能であることが分かりました。まずは、国の制

度として法改正による35人学級の実現を求めます。

新型コロナウィルス感染症から子どもと教職員を守るために

は、上限20人学級が必要です。宮崎県で今すぐに20人学級を実施

するには、1,200程度の教室が必要ですが、現在の余裕学級は700

。 、 。ほどです また 教員を1,300人ほど増やさなければなりません

それらを宮崎県独自に増やすのは、財政的にかなり負担が大きく

なります。国庫負担制度を伴ったもので対応する必要があると考

えます。来年度、35人学級が全学年で一斉に実施された後、コロ

ナ禍の下でも安全・安心な教育環境を整えるには、国の制度とし

ての20人学級実施に向けて計画的に学級編制基準を縮小していく

必要があります。以上の２点について、宮崎県議会から国に対す

る意見書を提出することを求めます。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 満行 潤一
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 令和３年６月２１日

夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意

見書提出についての請願

１、 請願の趣旨

国の関係機関に夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の

拡充を求める意見書を貴議会として提出をお願いします。

２、 請願の理由

、 。最近 夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正の議論があります

しかし、夫婦別姓は子供が生まれれば、必然的に親子の間で姓

が異なる親子別姓や、兄弟の間でも姓が異なる兄弟別姓になっ

請願の件名 てしまいます。それでは社会の基盤である家族の在り方に大き

な影響を及ぼし、社会的にも混乱をもたらす心配があります。

平成２９年の内閣府の調査でも、別姓は子供にとって好ましく

ないとの声が６２．６％にも上っているように、子供のために

も良くないと思う人が半数以上います。

夫婦別姓については、昨年１２月の政府の「第５次男女共同

参画基本計画」の策定にあたっても議論となりました。政府の

「 、結論は 戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ

また家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考える視点も

十分に考慮」するとされ 「婚姻により改正した人が不便さや不、

利益を感じることがないよう……引き続き旧姓の通称使用拡大

やその周知に取り組む」と明記されました。

第５次男女共同参画基本計画に定められたように、家族の一

体感、子供への影響を考慮し、夫婦・親子同氏制度を維持する

ことが大切です。一方で婚姻により改姓した人の社会生活上の

不便を解消するための方策としては、旧姓の通称使用の更なる

拡充をはかり、それを進める環境の整備が必要です。

つきましては、国の関係機関に夫婦・親子同氏を維持し、旧
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姓の通称使用の拡充を求める意見書を貴議会として提出をお願

いします。

紹 介 議 員 窪薗 辰也 佐藤 雅洋 図師 博規 有岡 浩一
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

議席の一部変更

新議員紹介（川添 博議員、山内佳菜子議員）

会議録署名議員指名（右松隆央議員、図師博規議員）

議会運営委員長審査結果報告

11月25日 木 本 会 議 会期決定

常任委員会委員及び特別委員会委員の選任

議案第１号～第19号上程

知事提案理由説明

議案第18号及び第19号委員会付託（給与改定関連）

総務政策常任委員会

11月26日 金 （議案調査）

休 会 （閉庁日）
11月27日 土

11月28日 日

11月29日 月 （議案調査）

一般質問（前屋敷恵美議員、山内佳菜子議員、坂口博美議員、

満行潤一議員）

総務政策常任委員長審査結果報告
11月30日 火

討論（来住一人議員）（議案第18号に反対）

採決（議案第18号）（可決）
本 会 議

採決（議案第19号）（可決）

一般質問（山下博三議員、横田照夫議員、西村 賢議員、
12月１日 水

日髙陽一議員）

12月２日 木 一般質問（田口雄二議員、岩切達哉議員、有岡浩一議員）

12月３日 金 一般質問（安田厚生議員、井上紀代子議員、河野哲也議員）

休 会 （閉庁日）
12月４日 土

12月５日 日

議案第20号追加上程

知事提案理由説明

12月６日 月 本 会 議 一般質問（坂本康郎議員、佐藤雅洋議員、丸山裕次郎議員）

採決（議案第16号、第17号）（同意）

議案・請願委員会付託
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員会
12月７日 火

12月８日 水

12月９日 木 特別委員会
休 会

12月10日 金 （議事整理）

（閉庁日）
12月11日 土

12月12日 日

常任委員長審査結果報告

討論（請願第11号不採択に反対）（来住一人議員）

採決（議案第１号～第15号､第20号）（可決）

採決（請願第３号）（取下げ承認）

採決（請願第11号）（不採択）

12月13日 月 本 会 議 採決（請願第10号、第12号）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の報告どおり）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号から第５号まで追加上程、採決（可決）

議員派遣の件

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 中 野 一 則

宮 崎 県 議 会 副 議 長 濵 砂 守

右 松 隆 央宮 崎 県 議 会 議 員

図 師 博 規宮 崎 県 議 会 議 員





署 名

宮 崎 県 議 会 議 長

宮 崎 県 議 会 副 議 長

宮 崎 県 議 会 議 員

宮 崎 県 議 会 議 員


